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第f章 序論

1-1 研究の背景

1-1-1 社会的背景

超高齢化社会を迎えた我が国のにおいて!高齢期の｢生活の場｣を整備することは急務

の課題といえる｡しかし,高齢者の過ごす場所が｢生活の場｣として考えられる様になっ

たのはここ数年のことである｡かつて,地域社会･コミュニティの粋が強くあった時代,

高齢者の介護の担い手は主に家族であり,高齢者が大家族の中に,地域の中に自分の居場

所を見出し,生活していくことはそれほど困難なことではなかった｡しかし,都市化と核

家族化,医療技術の進歩による平均寿命の伸びは,家族,地域で高齢者を支えることを困

難にした｡その家族,地域の変わりを担ってきたのが,特別養護老人ホームといった高齢

者介護施設である｡

しかし,初期の高齢者介護施設は,病院をモデルとして計画されたため,療養施設とい

うイメージが強く,生活の場としての意識は,利用者,家族,職員にも見られなかったと

いえる｡高齢者は多床室の中に自分のベッドを確保され,その中で｢安全に｣ ｢安静に｣

過ごすことが高齢者介護施設の方針と考えられていた｡

図1 -1 かつての高齢者介護施設の考え方
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しかし,共同生活住宅としてのグループホームの登場を契機に,
｢高齢者介護の場-坐

活の場｣という認識が生まれ,これが大規模施設に徐々に浸透してくる｡特別養護老人ホー

ムにおいては,平成14年度の｢小規模生活単位型注1~1｣,いわゆる｢ユニット型｣の登

場が,施設生活を見直す契機になった｡これまでの大規鼠多床室という考えから,小規

模ユニット,原則個室という考え方にシフトし,その中で高齢者が,当たり前の生活,普

通の生活を送ることが求められた｡高齢者の生活をより良くするという点で,ユニット型

の果たした役割は大きいといえるo

図1 -2 新たな高齢者介護施設の考え方

図卜3 高齢者介護施設におけるキーワードの変遷
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第I章 序論

これら高齢者介護施設におけるキーワードを見てみると, ｢小規模グループ｣ ｢個室｣は

建築面の規定であり, ｢個別ケア｣ ｢生活の場｣は介護者の意識によるところが大きいとい

える｡

また,これらのキーワードは｢ユニット型｣に限定したものではない｡ユニット型の発

生過程を見ても, ｢個別ケアを実施するため｣ ｢施設を生活の場とするため｣に出てきたも

のが, ｢小規模グループ｣ ｢個室｣であり,ユニット型ではない施設,いわゆる従来型の施

設でも介護者の意識として, ｢個別ケア｣ ｢生活の場｣という視点を持つ必要があります｡

1-1-2 本研究で着手する問題点

ユニット型の制度化後に見られる課題として以下の2つがあげられる0

一つは,現在新設される特養はほとんど全てがユニット型であるが,平成14年度の｢ユ

ニット型｣制定以前にも,我が国では特養の新設を行っていた｡それらは大食堂,多床室

を主体とした従来型特養であり,平成18年現在,築10年に満たない従来型特養は全国の

特養総数のおよそ半数に当たり,これらの施設をどのように活用していくかが課題といえ

る｡ユニット型へ改築･改修することもーつの手ではあるが,ユニット型には居室や共同

生活の面積,仕様に基準があり, 4床室の個室化,小規模グループ化に伴い,入居定員が

減少するなど,全ての施設がユニット型-改修できるわけではない｡また,築年数の古い

施設は,改築,改修を行う場合,補助金を期待するが,無理に改修を行うことで費用がか

さみむ場合も考えられる｡しかし,改築･改修ができなければ以前のまま運営することに

なる｡これら既存施設の｢生活の場｣ -の転換を検討することは急務の課題といえる｡

もう一つは,ユニット型が制定され,全国にユニット型特養が増え,高齢者介護施設が

目指す方向は,小規模グループ化,居室の個室化ということは,一般的に認知されてきて

いるといえるが,これまでの大規模食堂,多床室という従来型とのハード的な違いにばか

り目が行き,ユニット化の目的である,高齢者介護の場を｢生活の場｣として捉えること

を意識している運営者,職員が少ないと感じる｡ユニット型制定におけるハード面の基準

があることで,施設の--ドは一定のレベルを保っているといえるが,小規模なグループ,

個室があることで,満足してしまっている職員がいないとも言えない｡建物としてはユニッ

ト型であるが,その中で行われている介護や,利用者の生活は従来型特養と全く変らない

印象を受ける施設も多い｡施設で働く職員は, ｢なぜユニット型が制度化されたのか｣ ｢ユ

ニット型にどのような意味があるのか｣を理解する必要がある｡建物だけがユニット型で

も意味はなく,ハードの整備は前提に過ぎない｡その場所を高齢者の｢生活の場｣として

位置付けるためには,職員の意識改革が最も重要だといえる｡

また,今後の施設の新設,改築,改修において】新築はもちろんであるが,改築,改修

においても】ユニット型-の改修可否に関わらず,ユニット化の可能性の検討は避けられ

ないといえる｡様々な条件で改修が困難な場合でも, ｢改修ができないので何もしない｣｢何

も変えない｣という考えではなく,｢利用者の生活をより良いものにする｣という考えをもっ

ことが必要といえる｡

3
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1-2 研究の目的

以上の社会的背景,問題意識を踏まえ,本研究では,従来型特養の改修に着目し,施設

職員の意識改革を行うために,施設改修が職員に与える影響と職員の意識変化を考察するo

これは,従来の研究注1~2で見られるような,従来型をユニット型に改修し,改修前後の

職員意識を調べるといったものではない｡それでは,職員にとって改修後の環境は｢与え

られた環境｣であり,ユニット化の目的や,本質を理解することが困艶または非常に時

間がかかるといえる｡

また,既往研究においては,従来型からユニット型-の改築,改修を行った施設で,職

員が新たなハード,介護方針に早急に対応できない等の問題点も指摘されている｡これら

は,職員がユニットの目的,本質を理解する前に,ハード的な改革を急ぐためだと考えら

れる｡

そこで,本研究ではまず検討課題1として,

施設職員が自身の施設改修計画に参加する改修プロセスの提案と検証

を設定する｡

施設改修計画に職員が参加し,ユニット型,ユニットケア注1~3に関する議論,改修プ

ラン,新たな介護方針を職員自らが考えれば,本改修後のハード,ソフト面の変化に職員

が速やかに対応でき,ユニットケアの理解度も増すと思われるが,本研究はそれらを実証

する研究ではない｡

ユニット型-の改修プロセス,施設の環境改修に施設職員が関わることで,職員にどの

ような意識変化が見られるのかを検証することを第一の目的とする｡重要な要素となるの

は,ハードの評価ではなく, ｢職員の意識変化の評価｣である｡高齢者介護施設のユーザー

はもちろん入居する高齢者ではあるが,職員も非常に重要なユーザーといえる｡特に施設

を｢生活の場｣として位置付けるためには, /､-ドの整備だけでは不十分であり,最も重

要なのは｢生活の場｣に向おうとする職員の意識であるといえ,良好な職員参加型改修プ

ロセスの提案をすることを目的としている｡

図1 -4 高齢者介護施設におけるユーザー
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また本研究では,職員に施設計画に参加してもらうことを前提に考えており,明らかに

する必要がある,検討課題2として,

職貞が考える日常生活に対する言葉の概念

ユニットケアのイメージ,空間の考え方

を設定する｡

日常生活の言葉の概念とは, ｢家庭的な環境｣ ｢その人らしい｣といった言葉を職員がど

のように捉えているかを明らかにする｡これらの言葉は,高齢者介護施設ではよく用いら

れる言葉であり, ｢生活の場｣として施設を考える場合,非常に重要な要素注1-4となるが,

これらの概念は捉え方が人それぞれであり,言葉で表現することも難しといえる｡職員毎

に考え方が違うことは問題がないが,他の職員の考え方も知り,施設として統一した概念

を構築することは,職員が施設計画を考える上で非常に重要といえる｡

ユニットケアのイメージに関しては,ユニットケアという新たな介護に,職員がどのよ

うな知識やイメージを抱いているのかを明らかにし,空間の考え方に関しては,職員が介

護空間をどのように考えるのかを明らかにし,いずれも職員参加型改修プロセスを検討す

る材料とする｡

1-3 研究の方法

前述の2つの研究課題を検証するための,研究の進め方は以下に示す｡

･研究課題1に関して

高齢者施設改修過程における職員参加に関してであるが,まず初めに,全国の既存特養

の改修事例の分析を行う｡その中の先進的な取り組みとして,職員参加型の取り組みを行っ

ている施設の事例分析を行い,良好と思われる,職員参加型の改修プロセスを提案する｡

これは,職員が｢主体的｣に関わるプロセスとし,その提案プロセスを,将来のユニット

化を予定している福島県いわき市｢N特養｣で実践し,職員-のアンケート,ヒアリング

調査から職員の意識変化を明らかにし,改修プロセス-の参加が職員に与えた影響を検証

する｡

また,ユニット型-の改修が困難な事例として,東京都杉並区｢K特養｣,横浜市｢A特養｣

において,同様の提案プロセスを実践し,それぞれの施設のおかれている状況】施設運営

側の意識の違いが,改修計画自体に与えた影響を考察すると共に, ｢ユニット化｣という

明確な目的を持って取り組んだN特養での事例との比較考察を行う｡

図1 -4 職員参加型施設改修プロセスの検証フロー
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･研究課題2に関して

次に,職員に施設計画に参加してもらう上で,把握しておかなければならない,職員の

日常生活に関する言葉の概念を明らかにする調査として,同じく福島県N特養職員を対象

とし,自身が｢家庭的な環境｣ ｢その人らしい｣と感じる様子を写真に撮ってもらい,そ

の理由を尋ねる調査を実施する｡この調査のおいて,特養職員の言葉に対する概念を明か

かにするが,比較検証を行うために,施設種別の違う,全国のグループホーム職員を対象

とした調査注卜5を実施し,施設種別の違いによる意識の違いを考察するo

ユニットのイメージ,職員の空間の考え方を検証するために,福島県N特養職員を対象

に,ユニットをテーマにした職員による設計提案を実施し,その図面とコメントの分析か

ら職員のユニットイメージ,空間の考え方を検証する｡また,改修計画-の参加度合によ

る提案傾向の違いを分析し,改修計画-の参加が職員に与えた影響も,合わせて検証する｡

1-4 論文の構成

本論の構成と研究のフローを図1 -5に示すo

第1章｢序論｣において,研究の背景と目的,研究の方法を示し,第2章において,特

養改修に関する関連法制風ユニット型の成立過程を述べ,全国の改修事例の検証と,職

員参加型の先進的な取り組みを行った2施設の分析を基に,職員参加型改修プロセスの提

案を行う｡

第3章-第5章は,将来のユニット化を予定している福島県N特養を対象とした調査で

ぁるが,第3章において,提案プロセスの実践を行い,その概要と,アンケートによる参

加職員の意識変化を明らかにし,提案プロセスの検証を行っている｡第4章では職員の日

常生活における言葉の概念を明らかにし,第5章では職員によるユニットをテーマにした

設計提案を実施し,ユニットケアに対するイメージ,空間の考え方を明らかにしているo

また,第4亀第5章における調査では,職員参加型改修プロセス-の参加度合による,

職員の考え方を検証しており, N特養における取り組みの評価は,第3章-第5章までを

総合的に行う｡

第6章は!ユニット型への改修が困難注1~6な東京都杉並区K特嵐横浜市A特養を対

象に,同様に職員参加型の改修-の取り組みを実践しているが,ユニット化という明確な

目的のない取り組みである｡同じく参加職員-のアンケート調査を実施しており,
N特養

での取り組みと比較検討することで,提案プロセスのさらなる考察を行っている｡

最期に第7章において,一連の実践的取り組みと,職員の意識を明らかにすることで,

職員参加型改修プロセスの効果と,参加職員に与える影響をまとめ,施設計画を考える上

で,職員に関わってもらうことの意義を提言している｡また･調査対象とした3施設は!

すべて築年数や建築条件が異なっており,全国の従来型特養の全てがユニット型-改修す

ることは困難であることから,様々な条件の下,今後従来型特養をどのように活用してい

くべきかの提言を行っている｡
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図1-5 論文の構成
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第1章

序論

研究の背景･目的･方法

視点の整理･研究の位置付け

第2章

従来型特養改修事例と

改修プロセスの提案

改修事例の分析と

墳貝参加型改修プロセスの提案

N特養における調査･研究

第6章

ユニット改修が困難な
事例での実践的な取り組み

･ユニット型への改修が

困難な事例

･提案プロセスを完全に

実施できていない

改
修
プ
ロ
セ
ス
が
轟
つ
貝
に
与
え
た
影
響
を
･
考
察

/'…~''"=ー-I"==…'-､､

喜喜==:‥妻

｢革 :霜 I.塁≡琴電要撃≡･盟:空t.=,≡

＼､＼lヽ i:≦i/S弓プ:-罪;i:≦王;喜:y-



第l章 序論

1-5 論文の位置付け

･研究課題1に関して

近年,職員参加型の施設改修に関する研究がいくつか見られる｡厳ら文1~1林ら文卜2

は,従来型からユニット型-の改修過程における取り組みと職員の意識変化を明らかにし

ている｡また,足立ら文卜3-5の研究グループは,小規模な環境改修を職員によって実

施し,その効果と職員の意識を明らかにしているoこれらは,職員参加,参加職員の意識

変化を明らかにすることを目的としたものである｡

本研究においても, ｢職員の参加｣ ｢参加職員の意識変化｣を明らかにするが,参加型改

修プロセスを提案し,それを｢職員主体｣としていることが特徴である｡具体的な改修方

針や,それを決定するための取り組み内容も職員が決定しており,自施設内で｢学習｣｢実践｣

を行っている｡現在の施設の環境を変えるにあたり,将来の運営方針,施設の姿を,職員

が常にイメージしている｡

また,ユニット型-の改修を想定して行う場合,ユニット型という制度ができたからユ

ニット型-の改修を目指すのではなく,なぜユニットという制度ができたのか･ユニット

型にはどのような効果があるのかを理解,考えるための勉強期間と,実践による検証を自

施設で行っていることも特徴といえる｡

･研究課題2に関して

職員の日常生活に対する概念である｢家庭的な環境｣ ｢その人らしい様子｣といった言

葉を,写真という実像として捉えた研究は,全国認知症高齢者グループホーム協会,大原

ら文1~6が実施し,この研究グループには筆者も参加し,言葉では伝えることが困難なイ

メージを明らかにし,写真を使った新たな調査手法とその可能性を検証しているo

写真を用いた他の調査手法には潤田ら文l-7の写真投影軌古賀ら文1~8のキャプショ

ン評価臥それを応用した足立ら文3~5のPEAPなどがある｡これらを高齢者施設で実

施する場合,被験者(職員,または入居者)に施設内で｢好き,良い,嫌い,悪い,気に

なる｣といったテーマで撮影してもらい,その理由をコメントで記入,または調査員がヒ

アリングを行う形で行われる環境評価の手法であるが,高齢者施設を対象としたPEAP

などは調査後の環境改修を意識したものが多い｡本調査手法は,調査結果を即環境改修に

っなげる事を主目的とはしていない｡
｢家庭的な環境｣ ｢その人らしい様子｣といった抽象

的だが,高齢者施設を計画する上で重要な要素をテーマにし,ハードの評価だけではなく,

入居者の生活と合わせて環境を評価できることが特徴である｡環境改修に活用する作業の

途中段階の調査であるが,ここでは職員の意識を明らかにすることを主目的としている｡

抽象的なテーマ,言葉で伝えることが困難な事象を他者に伝えるために,写真を用いた

調査手法として!他の領域ではあるが異文化の生活を写真によって伝えることを試みたグ

レゴリー･ベイトソン,マーガレット･ミードが実施した調査文卜9が,本研究における

写真調査の位置付けに近いといえる｡
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利用者による設計提案とその分析を行っているのは, ｢学校｣ ｢まちづくり｣の分野にお

いていくつか見られ,高齢者施設職員の｢ユニットケアに対するイメージ｣を明らかにす

る既往研究はいくつか見られるが,アンケートを主体としたものであり,本研究のように,

職員による設計提案を実施し,その分析からハード,ソフト両面のイメージを明らかにす

る研究は見られない｡

また,ユニットイメージ調査においては,研究課題1において提案した,職員参加型施

設改修プロセスを実施した施設職員を対象に行っており,改修プロセス-の参加度合によ

る提案の傾向を検証しており,職員提案図面の分析から,ユニットケアに接することのな

い職員と,ユニットケアに対する｢学習｣ ｢実践｣を行った職員のイメージの違いを明ら

かにすると共に,提案改修プロセスの評価を同時に行っていることが特徴といえる｡

以上,研究課題1,研究課題2とも注目しているのは,職員の｢意識｣である｡高齢者

施設環境を利用者にとってより良いものとするために,ハード面の整備ももちろん必要で

あるが,職員の意識を改革することが最も重要という視点で研究に望んでいる｡
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第2章 従来型特別養護老^ホームの改修事例と改修プt2t:スの提案



第2章 従来型特別養護老人ホームの改修事例と改修プt2t:スの堰案

2-1 関連法制度

介護保険制度においては,特養,老人保健施設,介護療養型医療施設は｢施設サービス｣

として位置付けられており,その内,特別養護老人ホームについては,平成14年度から

ユニット型が制度化された｡

具体的には,同年4月から施行された関係省令･通知の改正注2-1において,ユニット

ケアを行う｢小規模生活単位型特別養護老人ホーム｣の構造設備や,運営に関する基準等

が定められると共に,同時に施行された介護報酬の改定においては,この｢小規模生活単

位型特別養護老人ホームで｣提供されるユニットケアに対して,従来型の施設で提供され

るケアよりも,高い介護報酬が設定された｡平成15年4月には従来型特養の改定(図2-

1 )が行われ,従来型の介護報酬はユニット型制度化以前よりも引き下げられた｡

図2-1 介護報酬の改定(平成15年4月)

新設

要介護1 784単位/日

要介護2 831単位/日

要介護3 879単位/日

要介護4 927単位/日

要介護5 974単位/日

改定前

要介護1 769単位/日

要介護2 841単位/日

要介護3 885単位/日

要介護4 930単位/日

要介護5 974単位/日

改定後

要介護1 677単位/日

要介護2 748単位/日

･･=･==･･ト 要介護3 818単位/日

要介護4 889単位/日

要介護5 959単位/日

また, ｢小規模生活単位型特別養護老人ホーム｣の入居者が支払う,居住費に関しても,

関係省令･通知の改定注2-2が行われている｡

ユニット型においては,施設に入る介護報酬や職員の配置,人数が従来型とは大きく異

なる｡また,施設側だけではなく,入居者は｢ホテルコスト｣といった費用を月々負担す

ることになる｡
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第2章 従来型特別養護老^/T-一人の改修事例と改修プt2t:スの環案

こうしたユニットケアの制度化は,国が,ケアの手法の進歩に合わせて施設サービスの

ぁり方を見直し,今後,ユニットケアの普及に努めていく方針にたったことを明確に示す

ものであった｡その乱新設する特養は｢ユニット型｣を基本とすることとしているo

しかし,前章でも述べたように,それ以前の日本の高齢者を支えてきたのは従来型特養

であり,全国に多数あるこの従来型特養を今後も活用していくための指針もいくつか示さ

れている｡新設ユニット型を今後増やしていっても, 2015年時点で,ユニット型は全国

特養総数の3割にも満たないという試算(図2-2)から,新しいケアである,ユニット

ヶァを国民が選択できるようにしていくためには,既存施設,つまり従来型の特養におい

ても,ユニットケアの普及に力を入れていくべきであるという考えがあった｡

図2-2 ユニット型と従来型の予想比率(※第7回社会保障審議会介護保険部会資料3より)
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約90%
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ユニット型については,平成15年度(2003年度)における新規着工分(約14･
300人分)が

今後2014年度まで継続すると仮定｡

従来型については.平成15年度(2003年度)における新規着工分(約800人分)が今後2014

年度まで継続すると仮定｡

多くの従来型において,主に建築面において,ユニット型基準を満たす施設に改修でき

ない場合が多く,従来型からユニット型に円滑に移行しやすくする緩和基準(図2-3)

が設けられている｡

これらは,主に建築面における居邑共同生活室の緩和措置である｡居室に関しては,

面積における緩和があるが,ユニット型の｢原則個室｣は変らないため,増築が困難な

場合, 4床室を個室化すると,大幅な定員減となる場合があり,ユニット型となり,入居

者一人当たりの介護報酬が上がっても,施設全体としては収入減となるo

これらは既存特養において, ｢いかにしてユニット空間を取り入れるか｣,つまりハード

を中心とした指針であるといえる.従来型特養で,一人一人の個性と生活のリズムを尊重

したケアを行うというユニットケアの理念よりも,いかにして｢ハードとして｣ユニット

ヶァを導入するかを重点的をおいている｡よって･ /､-ドの導入が困難なため,施設にユ

ニットケアを導入しようとしない施設が少なくないと考えられる｡ユニットケアにおいて,

確かに個室というハード条件も大切であるが,従来型施設においても,個別ケア,小規模

グループケアの理念を取り入れる姿勢を支援する制度が必要であるといえる｡
(平成18年

現在)
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第2章 従来型特別養護老人ネームの改修事例と改修プczt:スの提案

図2-3 既存施設を改修する場合の特例措置
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ユニットケアの理念で最も重要なことは､ ｢個室｣ではなく, ｢小規模｣ ｢個別ケア｣で

あるといえる｡従来型特養において,例え｢原則個室｣が確保されておらず,一部4床室

であっても,小規模なグループケアを取り入れている従来型施設もあり,その場合の介護

報酬は,一般の従来型よりも多くする,職員を多く配置できる支援が望ましい｡

従来型を活用しするためには,従来型とユニット型という2つの枠組みで考えることは

困難といえ, 2つの中間に｢段階的な制度｣と,それらに対応した｢介護報酬｣ ｢職員配置｣ ｢入

居者負担｣が必要といえる｡このような施設が増えることは,施設側だけではなく,利用

者にとっても選択性が増す利点がある｡ユニット型では,個室の仕様によって,施設側が

定める｢ホテルコスト｣を請求するが,現時点で全ての高齢者がユニット型に入居できる

わけではない｡特に収入が国民年金のみの方などは入居できない場合が多い｡誰もがより

良い施設,個室を望むとは思うが,入居が困難な場合,自身の収入に合った施設,サービ

スを選べる余地を残すことも必要であるといえる｡
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次に,施設改修に対する費札補助金等に関してであるが,これは施設を管轄する地方

自治体等に依存する場合が多く,平成18年現在,改修費用の補助を受けることは難しい

といわざるを得ない｡

また,千葉県,宮城県等は,自治体独自の改修補助制度を設けており,施設内の一部を

改修する場合, 1ユニットのみを対象とし,補助金を出している｡しかし,施設の長期的

な運営面から見ると, 1ユニットのみを改修する縛りが,将来施設全体を改修する場合に,

問題が生じる場合もある｡

とはいえ,ハードの変革重視ではあるが,従来型特養の改築･改修を後押しする制度が

あることで,制定以降,従来型をユニットに改修した事例がいくつか見られる｡しかし,

前章で示したように,ユニットケアは従来型の介護方針と比較すると,利用者-の｢個別

ケア｣を主体とした全く新しい介護方針といえるo職員がその意図を理解せず, /､-ドの

改修だけを急げば,職員が対応できない等の問題も発生する｡ユニット導入や,施設改修

で一般的に目に見えて変化が感じられるのは,やはりハード面での変化であるが,施設生

活を決定付けるのは職員の意識といってよい｡どんなに優れたハードでも,職員に｢生活

の場｣ ｢個別ケア｣を行うという視点がなければハードを使いこなすこと,本来の意味で

ユニットケアを実現することは難しいといえる｡

2-2 従来型特養の改修事例

従来県特養の改修のモデル事例として,静岡県H特養,岡山県K老健の事例を紹介するo

改修行った年代は, 1996年-2002年であり,ユニット型制定以前から,ユニット型-の

移行を検討していた事例であり,制度にしばられない,自由な発想で改修を行った事例と

いえる｡

また,これら2施設は計画当初より,職員参加型で改修に取り組んでおり,本研究では,

これら参加職員-のヒアリング,取り組みの分析を行っており,提案する職員参加型改修

プロセスを検討する参考事例として位置付けている｡

･静岡県 H特養

静岡県H特養(図2-4)は,社会福祉法人としての1988年に1号棟を開設し,認知

症重度の利用者受け入れを行った線支援的な事例である｡ 1号棟の利用者定員は48名で

あり,大食監 4床室を主体とした従来型特別養護老人ホームであった｡その後,
1991

年に施設の増築として, 2号棟を開設, 2号との定員は特養利用者52名,ショートステイ

利用者20名の計72名であり, 1号棟と合わせて施設の利用定員は120名となった｡

2000年の介護保険制度の導入を控え,拘束廃止に取り組み,その一環として｢見守り係｣

を新設し,これが利用者の個々の入居者の行動パターンをが把握できることにつながり,

個別ケアをスタートさせる｡その後,ユニットケアの導入を視野にいれ,職員が全国ユニッ

トケア大会に出席し,導入に向けて,施設見学,勉強会,疑似体験を実施し,ハードの面

でも廊下にソファーを設置する, 2床室を和室に変更するなどの取り組みを行い,本格的

な改修の前段階に,施設内職員による改修準備委員会を設立した｡
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第2章 従来型特別養護老人ホームの改修事例と改修プt2t:スの糧案

図2-4 H特養改修図面(S-1/1000)
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第2章 従来型特別養護老人木一人の改修事例と改修プロ亡スの瑳案

準備委員会参加職員は改修に専門的に関わり,設計者,施工者との打合わせを行い,

2001年12月-2002年7月に1号棟を改修し,2003年-2004年にかけて2号棟を改修し,

ユニットケアを開始した｡

図2-5 H特養の改修概要

■ハード

･一人当たりの延床面積

･生活単位

･居室

･一人当たり居室面積

･食堂･居間

･一人当たりの食堂面積

tソフト

･職員配置

･介護単位
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H特養の改修方針は,職員が決定していることが特徴である｡ユニットケアではあるが,

ユニット基準,緩和基準も満たしていないため,施設区分としては従来型のままであるが,

これらは職員が意図的に取り入れたものである｡平成15年-平成18年にかけて,筆者ら

は定期的にH特養,改修準備委員会職員にヒアリング調査を実施しているが,職員はユニッ

トケアの勉強会,見学会に参加することで,ユニットケアの効果は認識することができた

が,ユニット化による利用者の負担増を懸念していたo全室個室のユニット型とすること

は,環境整備の面から見ても望ましいといえ,誰でも個室が良いと考える｡しかし,当時

の入居者を見渡してみて,ほとんどが国民年金,または家族の援助で生活する入居者,特

に女性の入居者が多く,ユニット型にすれば現在の施設にいられない入居者出てくること

が議題となり, 3号棟を新設ユニット型として計画する予定もあり, 1号棟, 2号棟は従

来型特養の区分のまま残し,利用者-の負担を軽減することとなった｡しかし,ただ従来

型を残すのではなく,従来型でもユニットを,個別ケアを実践することとした｡また,既

存4床室の居住性,プライバシーの向上を目指し, 4床室は間仕切りを立てた準個室とし

た｡

H施設職員には,改修プランを考える際,ユニット型のハードでなければユニットケア

を行えないという考えはなかったといえる｡自己資金で6000万円かかっているが,介護

保険移行時の凍結資金を改修工事に使って良いという行政指導画あり, 2700万円を用意

し,残りの3300万円は介護保険後の利益を充当し,補助金は活用していない｡補助金を

もらわなかったから,職員が自由に,自身の考えを施設計画に反映させた事例といえるが,

魅力的なユニットとなりえたのは,改修準備委員会の取り組みと,ユニットに関する勉強

会,見学会を実施したことで,職員がユニットの本質を理解していたからだといえるo
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第2章 従来型特別養護老人ホームの改修事例と改修プczCスの標莱

写真2-1 H特養改修前

改修以前の食堂

写真2-2 H特養改修後

改修以前の4床室

改修後の小規模リビング

修後の個室的4床室
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第2章 従来型特別養護老^不一ムの改修事例と改修プczt7スの損案

･岡山県 K老健

同じく職員参加型の取り組みを行い,ユニット型-の改修を行った事例に,岡山県K老

健(図2-6)がある｡特養の改修事例はないが, =特養同様,職員によディスカッショ

ンをもとに,従来型からユニット型-の改修を行っている○職員のハードに対する取り組

みは, H特養ほどではないが,職員にカメラ,ビデオを渡し,職員と入居者が一緒に生活

している様子を画像,映像で納め,その内容を職員によって話し合う場を設けているo

ユニット型-の改修といっても, H特養同嵐ユニット型基準を満たしてはいないo居

室も多床室をほぼそのままで活用しており】改修を行ったのは,大ホールの分割であり,

分隠したそれぞれのユニットにキッチンやリビングを設けている｡ K老健は!改修前から

ケアに関する意見交換の場を設けていたのが特徴といえる｣｡

図2-6 K老健改修図面
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図2-6 K老健の改修概要
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･一人当たりの延床面積

･生活単位

･居室

･一人当たり居室面積

･食堂･居間

･一人当たりの食堂面積

■ソフト

･職員配置

･介護単位

盟

:一

≠:薫

#盟
1;i;a

撹
●

班

18



第2章 従来型特別養護老人ネームの改修事例と改修プczCスの瑳莱

写真2-3 K老健改修前



第2章 従来型特別養護老^木一人の改修事例ヒ改穆プロt:スの堰案

写真2-4 K老健改修後
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第2章 従来型特別養護老人'i一人の改修事例と改修プロt:スの撲案

これら2施設の施設改修における取り組みでは, ｢職員参加｣がなされている｡ H特養

では実際の改修プラン,改修方針を職員が建築サイドと連携を組み検討し, K老健では,

ハードの改修プランを職員が考えたわけではないが,ユニットケアを実施する上で必要な

知識,課題を職員が自施設での活動を通して検討しており,どちらも--ド主体ではなく,

職員の意識改革を主とした参加型の改修計画といえる｡

2-3 職員参加型改修プロセスの提案

本研究では,前述の2施設,特にH特養の取り組みを参考に,施設職員が建築サイドと

連携を組み,職員主体でかかわることを目的とした,以下の4項目を基本とする職員参加

型施設改修計画の提案する｡

① 改修準備委貞会の設立

② 準備委負会参加メンバーでの他施設-の見学会の実施

③ 準備委貞会参加メンバーでの定期的な施設改修検討会の実施

④ 本改修前の施設内での実践

改修準備委員会の設立は!改修に専門軌継続的にかかわる職員の育成を目的とし,施

設運営者(理事長･施設長),介護職,看護職,事務職など様々な職種で構成する｡この

改修準備委員会が提案プロセスのおける主体となる｡

他施設-の見学会は!ユニット型を経験したことがない,またはユニット型に関する知

識がない職員に,ユニット型のイメージ,改修のイメージを持ってもらうために実施する｡

見学会に関する意見 プラン検討会の素材とするために,提案プロセスの早い段階で実施

する｡

定期的な施設改修検討会は,最終的に施設の本改修プランを職員と共に作成することを

目的としているが,改修方針や改修に向けた活動方針を話し合う場所とする｡検討会の議

題,運営を当初は建築サイドである筆者らが行うが,最終的に職員に主導権を移す｡

施設内での実践は,検討会で出された意見 課題を本改修前に可能な限り,自施設で実

石乳 検証を行う｡ユニット化に向けた施設改修計画であれば,ユニット化の具体的な効果

と課題を検証するために,仮設的にユニット化を行う｡

･建築サイドとの連携

本提案プロセスは, ｢職員主体｣であるが,改修プランの作成,施設内での実践等もあ

り,職員が全て考えることは困難であり,建築サイドの技術的なサポートが不可欠といえ

る｡本研究では,職員と連携を組む｢建築サイド｣を筆者らがつとめる｡
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第2牽 従来型特別養護老^不一ムの改修事例と改修プc2t:ス の提案

筆者らも改修準備委員会に属し,職員と共に議論し,意見は述べるが,決定権は職員に

ぁる｡また,建築面の技術的なサポートだけではなく,改修計画当初に｢ユニットケア｣
｢個

別ケア｣をテーマとした勉強会を企画するとともに,施設の現在置かれている状況等を提

示します｡ユニット型-の改修を行う場合の制限,ユニット型-の改修の可能性などを述

べ,職員が状況を理解した時点で,改修計画の運営を職員(改修準備委員会)に移します｡

改修準備委員会の活動方針決定においては,先の基本4項目を履行してもらえるためのサ

ポート提案を行い,活動方針のたたき台となる改修図面,活動方針等を提示する｡

また,以上の活動期間中に,職員-のアンケート,ヒアリング調査を実施し,筆者らは

参加職員の意識を明らかにするとともに,アンケート結果を参加職員-公開する｡検討会

職員には,他の職員の考えを知る切っ掛けとなり,自身らが決定した取り組みの評価を,

施設内で行えるとともに,活動方針の検討素材となる｡

本論文では,次章より,以上の提案プロセスを実際に3施設で実施し,取り組みの概要

と,参加職員の意識変化を考察,それぞれの取り組みを比較することで!提案プロセスの

評価を行う｡

22



第3章 N特養I=おける堤案プczt:スの実践と参加職員の意城変化

第3章 N特養における提案プロt7スの実践と参加職員の意識変化



第3章 N特養にtj(1ろ擢案プロCスの実践と参加職員の意識変化

3-1福島県いわき市 N特養の概要

前章で提案した職員参加型改修プロセスを福島県いわき市N特養(図3-1 )において

実践した｡ N特養は平成9年開設の従来型特養である｡入所定員は特養80名,ショート

ステイ20名の計100名であり､図3-1は1階部分の平面図である｡この他に, 2階に

ケアハウス,地下1階にデイサービスを併設している｡また, 1階西棟の一部をデイサー

ビスE型としており,これを含めて西棟は認知症専用棟として開設当初より位置付けられ

ている｡認知症専用棟である西棟の定員は20名である｡東棟は認知症軽度,比較的自立

できる入居者を対象とし,入居定員は40名であり,中央棟は同じく入居定員40名で,西

楓東棟の中間の利用者を対象としている｡開設当初,将来一般的になるであろう,ユニッ

トを意識し計画されたN特養ではあるが,ユニット規模は最大で40名,最小で20名であ

り,現行のユニット基準よりも大きなグループ規模となっている｡また,設立当時の他の

施設に比べ,入居者個室を多く計画,一部4床室を凸型の個室的多床室としているが,ユ

ニット型の基準は満たしておらず,従来型特養としての位置付けである｡

また,当初入居者の認知症度,介護度,自立度によって3棟に振り分けていたが,入居

年月が長くなると,どの棟の利用者にも認知症の進行,身体機能の低下がみられ, 3棟の

入居者の介護度には現在,大きな差は見られない状況になっている｡

図3-1 N特養外観と既存平面図(S-1/1000)
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第3章 N特養にお(1ろ環案プczCスの実践と参加職員の意識変化

3-2 N特養における活動概要

平成16年11月当時, N特養は将来のユニット化を予定していた｡建物自体は築10年

程度であり,既存施設の改築･改修を行うことで,現行のユニット型基準に合う施設とす

ることを想定していた｡しかし,改修プランはもちろん,改修方針も決まっておらず,辛

成16年11月より,筆者らと施設職員共同で改修プラン,改修方針を考える職員参加型の

施設改修プロセスを実施した｡

表3-1に平成16年11月-平成18年5月までのN特養における活動概要を示す｡前

章では以下の項目を参加型改修プロセスとして提案した｡

① 改修準備委貞会の設立

② 準備委点会参加メンバーでの他施設-の見学会の実施

③ 準備委点会参加メンバーでの定期的な施設改修検討会の実施

④ 本改修前の施設内での実践

N特養における活動の流れを簡単に説明すると,平成16年11月に,全職員を対象にア

ンケート調査を実施している｡同月に筆者らと職員とでN特養改修準備委員会を設立し,

数回の見学会,施設内検討会を実施し,平成17年6月-9月に施設内での実践として,

西棟において仮設的にユニットに分けて検証を行う｢ユニットシミュレーション｣を実施

している｡ユニットシミュレーションとは,本格的な改修を行う前に,ユニットケアのハー

ド,ソフト両面の効果!課題を検証すること,従来型特養職員が, ｢自施設｣において,ユニッ

トケアを｢体験｣し,理解を深めることを目的としている｡

ユニットシミュレーション終了後は,それまでの活動を基にN特養の本改修プランと,改

修方針を作成している｡

上記の①-④の提案事項に関しては, ①-③は実施できており, ④施設内での実践は,

西棟の20の入居者を仮設的に10人, 2グループに分けてユニットケアの効果と課題を検

証した｢ユニットシミュレーション｣がこれにあたる｡また,職員主導,職員が主体的に

関わる改修計画とするべく,開始当初は筆者ら(研究室)が組織の運営,見学先,検討会

の議題の設定を行っていたが,平成17年1月の第3回見学会より,職員に組織運営の主

導権を移している｡活動方針の決定権は職員にあり,筆者らは活動や議論に参加し,意見

を述べ,必要な資料は提示するサポート役という位置付けで改修計画に参加している｡

よって,平成17年1月以降の活動方針は職員が決定しており, N特養における職員参

加型改修計画は,職員主導の改修計画といえる｡その間, N特養職員を対象としたアンケー

ト調査を計8回実施している｡また,第4章で扱う職員の日常生活に対する概念を明らか

にするための写真調査をユニットシミュレーション実施期間の平成17年8月に実施,第

第5章で扱う職員のユニットに対するイメージと,空間の考え方を明らかにするための設
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第3章 N特養にtj(1ろ･損案プcz亡スの実践と参加職員の意識変化

表3-1 N特養における活動概要

凡例 ■ニ見学会 ▲:検討会､ fT合わせ､ワ-ークショ ノブ

※1 :第3-5回見学会はユニット研究会参加職員企軌研究会以外の職員にも見学してもらうことが目的っ
近場の施設-研究会メンバー1-2人が他の職員を引率

する形で行う】

※2ニュニットケアの効果や､具体的な空間構成,職員配置を把握するためのシミュレーションを西棟で行うことを決定っ
※3:研究会,事務､ CW､ SW､ NS, CMカミシミュレーション開始までに何をしなければならないのか､シミュレーションで検証したい項目を検宗L

※4:シミュレーション期間中は要望があった場合､検討L^ネルの位置や仕様を随時変更する｡

※5:第6-7回見学会はユニット研究会参加職員企画っ 自施讃でユニットを体験し､他の施設がどのように感じるかっ参加者はユニット研究会と西棟職員ノ

･X･6:中央､東棟に玄関､目隠し/<ネルを設置したいという意見が出る〕
8月末に設置⊃

※7:シミュレーションを経験し､職員の考えるユニットと辻どのような壬〕のなのかを形にすることも目的とする,
茨8:西棟職員との話し合いのt,と一部の間仕切りを撤去｡勤務体制t'戻す)

計提案を用いた調査はユニットシミュレーション終了後の平成17年10月に実施している｡

なお,写真調査に関しては筆者らの提案で実施したが,職員による設計提案は改修準備委

員会の企画で実施した｡ユニットシミュレーションが施設職員にどのような影響を与えた

のか,本改修プランを考えるにあたって,全職員から様々な,ユニークな提案を募集すべ

く実施した｡

25



第3章 N特養における損案プロt=スの実践と参加職員の意識変化

3-2-1 改修準備委員会の設立

N特養改修準備委員会は,平成16年11月に施設長,ケアワーカー,ソーシャルワーカー

計10名.の職員と,筆者らで設立した｡同月に施設内での呼称を｢ユニット研究会｣とし

ている｡平成18年5月の改修プロセス終了まで,このユニット研究会が改修プロセスの

中心であったといえる｡参加メンバーは!平成17年4月に若干の入れ替えはあったが,

設立当初からのメンバーのうち,施設長1名,ケアワーカ3名,ソーシャルワーカー1名

はプロジェクト終了まで一貫して参加している｡また,ユニットイシミュレーション開始

以前の6月には,より多くの職種でユニット研究会を組織するため,ケアマネージャー1名,

看護師1名,厨房職員1名をユニット研究会メンバーに加えている｡この内,ケアマネー

ジャーと看護師は,ユニットシミュレーションの企画,運営から,本改修プランの作成と

改修方針の決定までの一連の取り組みに参加している｡

以上より,ユニット研究会参加職員も,一連の活動-の参加度合によって以下の様に2

つに分けられる｡

① 改修準備委貞会設立当初より一貫して関わっている職員

施設長1名,ケアワーカー3孝,,ソーシャルワーカー1名.

② ユニットシミュレーションの準備段階から関わった職員

ケアマネージャー1名,看護師1名,厨房職員1名

これ以外にもユニット研究会参加メンバーとして関わる職員もいたが,参加から改修プ

ラン,改修方針の検討まで一貫して関わった職員は上記の8名といえるo 参加メンバーの

入れ替えは,年度初めの人事異動や,産休など,様々な理由がある.

ユニット研究会の活動は,筆者らが参加する見学会や検討会を月2回のペースで実施し

た｡検討会は日中の業務最中である, 14:00-16:00の2時間としたため,参加職員の

業務の都合上,話し合いに参加できない職員もいたが,議事録を作成し,また,検討会の

最初に前回の打合わせの内容のレビューを行うなどで対応した｡

また,施設内での問題点を話し合う施設内組織として,ユニット研究会以外に, N特養

には｢主任会議｣と呼ばれる会議が存在し,ユニット研究会参加メンバーの幾人かはこの

2つの組織を掛け持ちしていた｡主任会議は各棟の主任,副主任が参加し,ユニット研究

会終了後の16:00から開始することが多く,通常業務をこなしながらの改修計画-の参

加であり,職員の負担を軽減するため,打合わせの日を1日にまとめる配慮であった｡な

お,筆者らは主任会議の話し合いの内容は,研究会参加職員から話を聞く程度で!具体的

な内容は把握していない｡
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3-2-2 改修プロセス当初の研究室企画の活動

筆者らが企画した,改修準備員会設立当初の活動は,他施設-の見学会が2回,ワーク

ショップ形式の検討会を2回実施した｡

見学会は第1回見学会を平成16年11月に実施した｡見学先は山形県丁特養(図3-2)

とした｡ T特養は平成9年開設のユニット型特養である｡開設年度はN特養と同年である

が,ユニット定員が10人前後であり,平成14年度の新型基準制定でもユニット型として

位置付けられた特養である｡選定理由は,ユニット研究会職員に｢ユニットケアは知って

いるが,ユニット型施設を見学したことがない,見たことがない｣という職員が多く,ユ

ニット型をイメージしてもらうため選定した｡

N特養との違いは,ユニットのグループ規模と,制度において】 N特養は従来型である

が, T特養はユニット型であること,浴室タイプがN特養が共同利用の大型一般浴,機械

浴のみであるのに対して, T特養はユニット毎に専用の個別浴室(以下:個浴)が設置さ

れていることである｡

図3-2 山形県 丁特養平面図(S-1/1000)

第2回の見学会は,平成16年12月に実施した｡見学先は静岡県H特養(図3-3)で

ある｡ H特養は第2章でも参考改修事例として取り上げたが,昭和63年開設の従来型特

養である1号棟, 2号棟をユニット型に改修している｡しかし,現行のユニット型基準に

当てはまるものではなく,原則個室になっていない｡ユニット定員は10人-14人であり,

既存4床室には間仕切りを立て準個室としている｡

27



第3章 N特養における甥案プt2t:スの実践と参加職員の意識変化

見学施設に選んだ理由は,第1回の見学会は新築によるユニット型施設であったが,こ

ちらは改修施設の例として選んだ｡ N特養のユニット化は,改築･改修で行う予定であり,

ユニット研究会職員に改修のイメージをつかんでもらうために実施した｡なお,主な見学

対象とした改修建物である1号棟, 2号棟の他に, H特養では平成00年に新築でユニッ

ト型である3号棟を開設しており,こちらも新築の事例として見学している｡

また,改修のイメージをつかんでもらう以外に,ユニット型-の改修は行ったが,現行

のユニット基準に当てはまらない改修を行った事例を,N特養職員がどのように捉えるか,

つまりH特養1号棟, 2号棟は制度上,ユニット型ではないため,利用者が負担するのは

従来型特養の利用料金となる｡つまり,ユニット型でのホテルコストを徴収しない改修事

例である｡職員参加型の取り組みを行っており,この改修方針も職員が決定したが,施設

運営上は決して楽な方針とは言えない｡しかし,利用者のこと,施設の運営をあわせて考

え,この方針となったH特養の改修方針を参考としてもらうために実施した｡

図3-3 静岡県 H特養平面図(S-I/1000)

(
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検討会はワークショップ形式で2回実施している｡

第1回の検討会は!平成16年12月に実施し,テーマは｢N特養におけるユニットケア

導入の意義を考える｣とした｡ N特養は将来のユニット化を目的としているが,制度が出

来たからユニット化を目指すのではなく,なぜユニットが現在求められているのかを改め

て見つめ直すことを目的で実施した｡図3-4はその成果物である｡
N特養のユニット化

にはどのような意義があるのかというテーマで,ユニット研究会参加職員に意見を出して

もらい,その意見をKJ法でまとめている｡ ｢人間関係｣｢自分らしい生活｣｢職員の質｣｢ニー

ズを把握しやすい｣が職員の考えるユニット化意義の主要な要素となっている｡人間関係

は｢職員との入居者｣ ｢入居者同士｣ ｢入居者と家族｣の関係を総合して考え,自分らしい

生活をするために, ｢普通の生活を送る｣,その為に必要な物理的な--ド整備が,
N特養

での施設本改修において,最も優先されるべき改修事項であることを確認した｡また,以

上の利用者の生活を実現するために,最も重要なことは｢職員の質｣であり,ハードの整

備以上に求められるものであるという結論に至ったo職員に対するユニット化の意義は,

小規模グループになることで｢利用者のニーズを把握しやすい｣こと, ｢個別介護サービス｣

が実現できることであるとまとめた｡また,ユニット化というとどうしても全室個室化に

目が行くが,図3-4では｢プライバシーの確保｣はユニット化の意義の重要な位置を占

めてはいない｡ ｢自分らしい生乳を送ることは｢在宅生活の延長｣であり,その為の｢プ

ライバシーの確保｣という位置付けである｡

第2回の検討会は,平成17年1月に実施した｡テーマは｢将来自分が施設入所する場

合に望むこと｣とした｡第1回は職員の視点で,第2回は利用者の視点で考えてもらう意

図があり,図3-5はその成果物である｡職員に将来自分が施設入所する場合に望むこと

をカードに記入してもらい,同じくKJ法でまとめている｡職員より出される意見は,施

設職員らしい｢常識的｣なものから,現在の施設基準や制度にとらわれない様々なものが

見られたo職員の望む施設生活の主要な要素となっているのは! ｢自分らしく暮らす｣ ｢他

者との交流｣ ｢職員の質｣であり,第1回のワークショップと重なる部分が多いが,
｢交流｣

に関して,第1回よりもより細かい指摘が見られる｡入居者同士の交流では｢気の合う仲

間と過ごしたい｣という要望があり,ユニットを意識しているかは不明であるが,
｢自分

の好みの集団に所属したい｣という具体的な要望が見られる｡また,第1回では家族との

交流のみであったが, ｢家鼠友人が気兼ねなく訪れる｣ことが出来る配慮を求めている｡

具体的には,他の入居者に気兼ねなく過ごせる場所,個室とし,気兼ねなく泊まれる配慮

などがあげられているoまた,第1回では外部との交流は意見として出されなかったが, ｢地

域とのかかわり｣を望む意見や,気兼ねなく,自由に外出することが出来ることを望んで

いる｡

第1回と第2回ではユー見同じような図に見える｡確かに, ｢自分来しい生活｣ ｢人間関

係･交流｣ ｢職員の質｣など同じ意見が見られるが,職員目線利用者目線で行ったことで,

｢外出｣や｢交流対象｣, ｢個室の意義｣等に違いが見られた｡

なお, 2回の見学会, 2回の検討会(ワークショップ)後には!参加職員にアンケート

調査を実施している｡
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図3-4 第1回検討会(ワークショップ)成果物

図3-5 第2回検討会(ワークショップ)成果物
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3-2-3 ユニットシミュレーション以前までの取り組み

第2回ワークショップ終了後から,ユニット研究会の運営は職員が行っている｡まず初

めに職員の企画として行ったのは,第3回-第5回の見学会であり,平成17年1月18日

-27日の間に実施した｡見学先はN特養と同じ福島県内のユニット型施設とし,第3回

と第5回は新設のユニツチ型施設,第4回は改修型のユニット型施設としている｡この見

学会の実施目的は,ユニット研究会参加職員の見学事例がまだ2施設と少ないこともあり,

より多くの施設を見学するためでもあるが,第1回,第2回の見学会がユニット研究会職

員のみで行っており,その他の職員にも見学会に参加して欲しいという目的で実施した｡

見学会は,ユニット研究会職員1-2名で,他の職員5-7名前後を引率する形で実施

している｡見学施設の選定と,見学の予約もユニット研究会職員が行っている｡

平成17年2月には,第3回検討会を実施している｡内容はこれまで実施したアンケー

トのレビューと,今後のユニット研究会の活動方針を話し合っている｡ここでユニット化

に向けた取り組みとして,ユニットケアの具体的な効果と職員体制を検証すべく,施設内

を仮設的に仕切って行う｢ユニットシミュレーション｣を実施することを決定した｡

ユニットシミュレーションをどこで実施するかを話し合い, N特養西棟で実施すること

とした｡筆者らも話し合いに参加しており,ユニットシミュレーションを実施する場所の

提案を行っており,東棟での実施を提案した｡その理由は,東棟が3棟の中で比較的自立

度が高く,個別ケアを主体とするユニットケアを実施すれば,変化が感じやすいという理

由からである｡しかし,職員の意見は,比較的元気な人にユニットケアが効果的であるこ

とは何となく想定できる｡しかし,認知症重度の人に小規模グループケアであるユニット

ケアが本当に有効なのかを検証したいという意見から,認知症専用棟である西棟での実施

が決定した｡西棟利用者20名を1グループ10人の2グループに分け,ユニットの効果と

適切な職員配置を模索することとした｡

西棟ユニットシミュレーション検討会は平成17年2月-4月の間に3回実施した｡決

定すべきことは以下の3項目である｡

① 具体的なユニットシミュレーションプラン

② 具体的な職員配置

③ ユニット空間で入居者にどのような生活を送ってもらうか

①に関しては, 1つの大ホールである西棟ホールを2つに分割すること,部屋毎の所属

グループを検討する必要があった｡図3-6にシミュレーション以前の西棟平面図を示す

が,建物西側に個室8室と個室的多床室1室があり,東側に凸型個室的多床室2室がある｡

居室位置で自然なグループ分けをするのであれば,ホールを南北で2分割し,西側12名,

東側8名とするのが自然といえる｡しかし,その場合,ユニット毎の定員が異なる｡ユ

ニット規模が異なるグループを比較することも考えられたが, N特養では初めての試みで

あり,職員配置も検証することから,ユニット規模が異なることで職員の戸惑いが心配と

いうこともあり, 10人×2グループで実施することとなった｡その場合,ホールの区切

り方が非常に難しい｡筆者らが検討会に参加する場合は,図面やcGを用いて,職員の考
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図3-6 シミュレーション以前の西棟平面図(S=1/400)

えをその場で形にすることも出来るが,参加しない場合にも職員がユニットプランを検証

できるように,写真3-1のような西棟の1/100スケールの模型を作成し,職員が容易に

プラン検証が出来る配慮をとった｡模型は間仕切りや家具パーツをあらかじめ作成し,職

員がそれをレイアウトしてプラン検証を行っている｡次回の打合わせ時には職員の案がい

くつか出来ており,それを検証することから検討会か始まり,職員の要望が果たして実現

可能なのかといった,建築的な面でのサポートを行っている｡当初は自由な意見が出され,

現在の西棟はミニキッチンが1つしかない状態であり, 2つに分けるのであればキッチン

は2つ必要であるや,畳の空間を設けたい, 4床室を完全に区切りたいなどである｡その

写真3-1 ユニットシミュレーションプラン検討用の西棟模型
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際,キッチンを設置するのにどれくらいの費用がかかるか,本格的な畳スペースを作る場

合の費用や仕様の検討, 4床室を完全に仕切る場合,新設の壁を天井まで作ると,新たに

照明,空調工事が必要になるなどの意見を述べている｡この時点では,西棟を2つに分割

することは決まっていたが,予算は決まっておらず,様々な意見が出たが,施設側の意向

として,あくまで仮改修であるユニットシミュレーションに大きな予算は取れないという

声があり,限られた予算内で,できることを実施するという方針となった｡

西棟ホールの分割方法は!模型で案を作った後,写真3-2のように,西棟で実際にガー

デニング用のラティスを用いて検証を行っている｡

写真3-2 ラティスを用いたユニットシミュレーションプランの検討

仕切る箇所は西棟ホールを2分割,個室的多床室を準個室とする.ホールを2つに分け

るパネルは,当初,写真(写真312)の様な間仕切りを想定していた｡しかし,安定性

の問題や, 4床室の間仕切りに用いた場合,他の入居者のスペースが見えるのであまり意

味がない,逆に余計気になってしまうのではないかといった声があり,間仕切りは筆者ら

が仕様を検討し,職員に提案することとした｡また,職員の中には初めから完全に2つに

分けてしまうのは不安という意見があった｡そこで,筆者らは図3-7の様な仮設パネル

を提案した｡用いる材料は2×4材とラワンベニヤで,パネル上部の状態で,｢基本形｣ ｢障

子｣ ｢すだれ｣ ｢全面パネル｣とすることができ,当初は基本形からスタートし,職員,入

居者が慣れてきたら上部に障子やすだれ等をはめることができる仕様とし,設置もパネル

底面に打ち付けた′r型金物に床材用の両面テープで床面に固定することで,位置に不具合

図3-7 ユニットシミュレーションに用いた仮設パネル

基本形-･
･障子

すだれ･.･ -全面ペ弁/V

Jal

I仮設パネル底面にT型金物を打ち付け､両面テープで床面に固定する｡
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が生じた場合などに,容易に職員が移動できる仕様となっている｡高さは,サンプルを作

成し, 1600皿- 1800mで職員が検討し,最終的に1600mmに決定した｡

･シミュレーション期間中の入居者の生活

ユニットシミュレーション期間中に,入居者にどのような生活を送ってもらいたいかを,

西棟シミュレーション第1回検討会で話し合った｡会議の流れは,現在の西棟入居者の生

活の流れを書き出し,その問題点を話し合った｡

まず,現在のN特養の入居者の生活の流れは!決まった時間に起床し,朝食,昼食,夕

食を決まった時間に取り,お礼 おやつの時間も入居者全員でとっている｡それ以外の時

間は基本的に自由であるが,何もする気がない人,訴えがない人は一目を無為に過ごして

しまっていることが問題としてあげられた｡また,入浴は3棟の利用者が-箇所の浴室を

使用しているため,週2回の入浴がやっとであり,入浴日,時間は利用者の希望ではなく,

施設の入浴スケジュールで決定している｡これらを改善するために,第1回,第2回ワー

クショップで自分達が出した意見を少しでも取り入れるために,図3-8のような新たな

生活スタイルを考えた｡

まず,決まった時間を廃止することを提案している｡施設生活,共同生活であるため,

全ての時間を自由にすることは難しいが,起床時間や食事の時間に幅を持たせ, ｢これく

らいの時間に起きてもらう｣ ｢これくらいの時間に食事をしてもらう｣といった考えに変

えるo また,入浴時間は現在,日中の入浴も行っているが,一般家庭では夜入浴するのが

当たり前であることから,なるべく入居者の希望通りの入浴時間を設定する｡西棟内入居

者の入浴時間を自由にするために,西棟デイサービスE型の浴室を利用することも考えら

れたが,予算と管轄の違いから不可能となった｡また,決まったお茶の時間を廃止し,ホー

ル内にお茶セットを置き,入居者に好きな時間に飲んでもらえる配慮を取った｡

更に入居者に生活に参加してもらうための配慮として,家事に参加してもらうことを提

案している｡食事の前の準備や,後片付け,洗濯物を干す,たたむなどである｡また, 7

月からはユニット毎に炊飯をするため,利用者に米とぎをしてもらう, 8月からはユニッ

ト毎に味噌汁作りをすることとした｡ユニットシミュレーションの開始からはじめないの

は,仮設パネルの配慮と同じで,職員,利用者が慣れていなければいきなり初めても混乱

することを恐れてのことだった｡ 6月はハード面でユニットに分け,利用者,職員とも小

規模グループに慣れることを目的とし,7月以降から様々な取り組みをすることで,ユニッ

ト毎の生活の変化を検証することを目的としている｡

図3-8においては,施設内空間を5つに分けている｡ ｢自室｣ ｢リビング｣ ｢ダイニング｣

｢その他施設内｣ ｢施設外｣としており,後になるほど公共性が増している｡入居者個人の

完全なプライベート空間である｢自室｣,西棟ユニットは｢自室｣ ｢リビング｣ ｢ダイニング｣

で構成される｡現在の西棟は｢自室｣ ｢ホール｣で構成されているため,ユニットシミュレー

ションでは, ｢ホール｣をただ単に分割するだけではなく,分けたそれぞれのユニット共

有空間を,従来のようなテーブルと椅子だけの空間にしないという意図があり,それはユ

ニットシミュレーションプランに反映されている｡また,ユニット外での活動はこれまで

どおり行うが,施設内での取り組み以外に,職員の希望として,第1回,第2回のワーク

ショップで検討した,自由な外出を取り入れたいという思いがあった｡

以上をどこまで実現できるかは分からないが,これをN特養ユニットの新たな生活スタ

イルとして提案した｡
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図3-8 ユニットケアにおけるN特養入居者の生活スタイル

･職員の役割

ユニットシミュレーションでは前述の様に,入居者に新たな生活スタイルを確立しても

らうことを目標としていた｡これまでの全員を一体で扱うのではなく,入居者一人一人に

あった介護,いわゆる個別ケアを実践することを目標とした｡その為に,ユニットシミュ

レーション開始前までに職員に｢入居者生活洗い出しシート｣の作成を行っている｡これ

はこれまで把握している入居者の基本情報だけではなく,利用者の好みや,排継時間や間

隔の把握などである｡これは入居者全員を対象として行い,作成はそれぞれの担当ケアワー

カーが行った｡
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また,シミュレーションでは実際のユニットと同じ職員配置で行うことから,現在の西

棟職員のユニット毎の振り分けを行っている｡具体的には現在の西棟の主任,副主任が2

っのユニットの責任者となる｡また,職員配置では,現在ケアワーカー以外の職種である,

ソーシャルワーカー,看護師は中央の事務室で建物全体に対してサービスを提供している

が,ユニットケアを実践する場合,現在の位置付けでいいのかが議題に上がり,ユニット

シミュレーション期間中は,数名のソーシャルワーカー,看護師をユニット専属配置とす

ることを決定した｡シミュレーション期間中は西棟利用者に対して自身の専門職のサービ

スを提供し,それ以外にケアワーカーが行っている日常生活支援業務も行うこととしたo

ユニットシミュレーションがただ単に, 2つのユニットに分けるだけではなく,望まし

い職員配置を他職種で検証することになり,それまでのユニット研究会は施設長,ケアワー

カー,ソーシャルワーカーと筆者らで組織していたが,新たに看護師,ケアマネージャー,

厨房職員をメンバーに加えた｡看護師はシミュレーション期間中,専属で関わることから

新たなシフトの作成を行い,厨房職員は7月よりユニット毎の炊飯, 8月からはユニット

イ毎の味噌汁作りを行うことから!食材の提供方法などを検討してもらっている｡この時

点で各職種と筆者らがシミュレーション開始までに必要な作業を工程表に書き出し,作業

している｡

以上の作業を行い,最終的にユニット研究会が提案したユニットシミュレーションコン

セプト図面が図3-9である｡提案した仮設パネルを用い,西棟ホールを南北に分割して

いる｡開始当初は基本形からスタートすると共に,職員の行き来を考慮して,キッチンカ

図3-9 ユニットシミュレーションコンセプト図面

36



第3章 N特養にわける損案プc2t:スの実践と参加職員の意識変化

ウンタ-前を繋げている｡また,ユニットAは畳スペースがある和風ユニットとした｡畳

スペースがリビングに当たり,ダイニング部分とは区別している｡この畳スペースの仕様

に関しても様々な話し合いを行った｡最終的に広さは8畳となり,畳を床に直置きとした

が,広さに関しては6- 12畳で検討し,畳スペースに高さを与えるかで意見が分かれたが,

利用者の安全に配慮するということで直置きに決まった｡ Bユニットはソファースペース

を設置した洋風ユニットとした｡ソファスペースがBユニットにリビングに当たる｡

両ユニットの定員は同じく10名としている｡ Aユニットの個室利用者の位置がやや変

則的であるが,前述のような理由でこの様な配置となった｡また,両ユニットで既設のミ

ニキッチンを共同で利用することとしたo 当初,キッチンをもう一つ設置することも考え

ていたが,予算上の都合である｡

4床室の準個室化は,西棟東側の一室のみで行うこととした｡これはホールを完全に区

切るのは不安という職員の意見と同じく,全ての居室を個室とすることは不安という声か

らだった｡また,居室の仮設パネルも｢基本形｣から開始することとした｡職員はユニッ

トシミュレーションで様々なことを試したいと考える反面,やはり見えなくなることに不

安を抱いており,その不安を解消する装置として仮設パネルの仕様が役に立ち,開始にこ

ぎつけたといえる｡また,準個室化する4床室の利用者1人は,利用者本人と家族の希望

により,畳敷き居室とし,これまでのベッド利用ではなく,布団での就寝に変えた｡

また,利用者の生活洗い出しシートを作成したことで,西棟は現行の｢24時間プラン｣

から｢ライフサービスプラン｣に変更している｡これは前述の様に,時間で生活するので

はなく,ある程度幅を持たせた生活スタイルとすること,また,西棟利用者に限り,入浴

日,時間をなるべくかなえてあげられる配慮を行っている｡

以上の様な準備作業を行い,平成17年4月に全職員を対象とした, r西棟ユニットシミュ

レーション実施説明会｣を行い,シミュレーションの実施内容と,目的を説明した｡特に

西棟職員は実際にシミュレーションを体験するため,この説明会だけではなく,ユニット

研究会職員が現場レベルでの説明を行っている｡

筆者らは仮設パネルを作成し,平成17年5月末日に職員と共に,仮設パネルの設置を

行い｡シミュレーションを開始した｡

写真3-3 仮設パネルの設営
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3-2-4 ユニットシミュレーション

ユニットシミュレーションでは,仮設パネルの仕様変更,移動を職員が容易に行える仕

様としたことで,レイアウト変更が多く見られた｡ユニットシミュレーション開始から終

了までの職員によるレイアウト変更と,その理由を表3-2に示す｡家具の移動,パネル

の仕様変更は職員が行い,仮説パネルの移動は筆者らが行った｡理由をその職員に尋ね,

特に危険がない限り,職員の希望通りに変更している｡

レイアウト変遷はそれぞれの段階で図面を作成しており,順に変化を見てみる｡図3-

10は平成17年6月8日時点の様子であるが,大きな変化は二つ｡一つはホール,居室の

仮設パネルを｢基本形｣から｢すだれ｣に変更し,もう一つは職員の行き来を考慮して空

表3-2 ユニットシミュレーション期間のレイアウト変遷とその理由

図面.日付 職員の提案と実施事項 その理由.目的

因3-9

段階:コンセプト

A.B2つのユニ州こ分けるために仮設′(ネA,(基本形)を設置大きなホ1レを分けてユニットケアを実鼠基本形にするのはいき
なり完全に塞ぐのには不安があつたため

A,師ホールの間に通路を確保する 利用者,朋の行き来を考慮して

嫉室に仮設パネルけだれ)を設置し準個室化する利用者のプライ/(シー確風全面パネルとしないのは採光を考慮

仮設パネルを設置した一室を畳敷居室とする利用者本人と家族の希望,布団での就寝を希望した

A1ニットに畳スぺ-ス,Bユニットにソファスペースを設置ユニットの特色を出すo各空間の機能的な評価を行いたいoテープ
ルだけのホールにはしたくない

図3-10

段階Ⅰ

6月8日時点

A,B両ホール間の仮設パネルを｢すだれ｣に変える明確に分けた方が利用者も落ち着(

A,B両ホール間の通路をふさぐ 明確に分けた方が利用者も落ち着く,利用者の行き来はない,職
員体制につに分けたので日中の行き来はない

移動式のCW作業台を購入,各ユニットに配備サービスステーションではなく,利用者の近(で事務作業を行うため

ポット,お茶セットをユニット共用空間に配備利用者が自分で,自由にお茶を入れて飲めるように

Aホール畳スペース横にソファ,ローテーブルを設置床座不可能な利用者が,畳スペース近くにいられるための配慮

Bホールソファスペースについたてを設置ソファスペースがホールと一体となつているので落ち着かないため

図3-ll

段階Ⅱ

6月14日時点

Bホールと廊下の出^口を仮設/(ネル(基本形)で1箇所ふさBホールの出入口が3つもあ帽ち着かない,ホールと廊下を区分
ぐ するため

Bホールと廊下の出入口を仮設/埠ル(基本形)とついたてでBホールの出入口が3つもあり落ち着かない,ホールと廊下を区分
で1箇所狭くする するため,大きすぎる出入口を普通のサイズに

図3-12

段階Ⅲ
Aホール畳スペース横に腰掛式の靴箱を設置畳スペースに上がる利用者の靴を収納

トイレにおしぼり鳳収納軌ゴミ箱を設置 職員のサービス動線を簡略化することと,利用者に待つてもらうこと
6月22日時点 を少な(するため,おむつを変えるのを他人に気づかれない

★6月末日にアンケートによる意識調査実施

図3-13 ユニット毎に炊鵬を配備 7月からユニット毎にご庸を炊(,利用者にも作業をしてもらい満
段階Ⅳ
7月1日時点

物程度にしか使つていない既存ミニキッチンを積極的に活用する

キッチンスペースに椅子を置く 米とぎ等,利用者が楽な姿勢で作業カミできるように

図3-Ⅰ4

段階Ⅴ

8月1日時点

ユニット毎に味噌汁作り用の鍋を配備 8月から炊矧こ加えユニット毎に味噌汁を作るo利用者にも作業し
てもらうD既存ミニキッチンを積極的に活用

Bホールと廊下間の仮設パネルを｢基本形｣から｢すだれ｣に変Bホールを廊下をより明確に区分するため,廊下からホールが見え
える ないように

Bホールソファスペースにテレビを設置 ソファスペースに利用者自らが集まり,積極的に利用してもらうため

両ホールのテーブルにテーブルクロス 不明

4床重出入口にのれんを設置 不明

図3-l5

段階Ⅵ

占

Bホールソカスペースを移動 カウンターから丸見えのソファスペースを個別空間として.落ち着け
る空間とするため

B蕃-ルと廊下の仮設パ如けだれ)による仕剛をソファスソファスペースを個別空間として,落ち着ける空間とするためソファ
ペースの移動によりふさぐ場所頂くする場所を変更スペースと廊下は完全に仕切る

8月24日鮎畳スペースを拡張

★9月初めにアンケートによる意識調査実施

床座不可能で畳スペース脇のソファに座る利用者にも靴を脱いで
(つろいでもらうため

図3-16

終了後

段階Ⅶ

9月21日時点

ホール畳スペース,ソファスペースはそのまま残す利用者に好まれるスペースであるため,ホールをテーブルだけにし
ない,大ホール内に小規模コ｣--を残す

準個室の内畳敷き居室利用者のスペ-スはそのまま残す∴>利用者が自分のスペースとして認識L,生活の変化が見られたたd)

炊飯,味噌汁作りは鵬して行う 利用者の役割の確立,生活の変化が見られたため

風呂の時間は自由にならないが,ライフサービスプランは鵬入浴は他の棟との兼ね合いがある
多床室に新たに畳敷居室を新設 布団で就寝したい利用者の要望に応えれるように
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図3-10 西棟ユニットシミュレーション図面 段階Ⅰ (平成17年6月8日時点)

けていた,キッチンカウンターの前の通路を家具で完全にふさいでいる｡理由は職員の主

観であるが,完全に分けた方が利用者が落ちつくから,夜間は2ユニットを1人の職員で

見るが,勤務体制も2つに分けたので日中の行き来はないからとなっている｡図3-ll

時点でも大きな変化は二つ見られ, Bユニットホールと廊下の出入口は3つあるが,一つ

図3-11西棟ユニットシミュレーション図面 段階Ⅱ (平成17年6月14日時点)
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を仮設パネル｢基本形｣でふさぎ, 1つを仮設パネルで半分ふさいでいる｡理由は同じく

職員の主観であるが, Bグループリビングが大きな出入口3つに面していて落ちつかない,

廊下とBグループリビングを明確に区分するために行っている｡

ユニットシミュレーションは6月から開始し,開始2週間が最も大きな変化があったと

いえる｡また,開始以前に配慮していた｢視認性｣の確保を,開始1週間で早くもやめて

いる｡仮設パネルにはすだれをはめ,完全に2つのユニットに分けている｡これは,小グ

ループになったこと,今まで20人の入居者を見ていたが, 1グループ10人の入居者とし,

小グループの効果を経験したことで,不安がなくなったといえる｡また, Bグループの廊

下との仕切りを設置したことも同様で,区切ることに抵抗感がなくなっている｡

図3-12の6月22日時点から図3-14の8月1日までにはそれほど大きな変化は見

られない｡図3-12ではシミュレーションのために購入した家具や設備を配置している｡

畳スペース脇に腰掛けることのできる上履き入れを設置し,トイレに利用者のオムツや備

品を入れる棚と,おしぼり機を設置している｡これは今まで,スタッフルームにあったが,

介護の簡略化のために設置した｡また,利用者の排壮介助の際,待たせることを少なくす

ることを目的としている｡園3-13では炊飯器をユニット毎に設置している｡ 7月から

のユニット毎の炊飯にあわせて購入したものであり,初日から入居者に米とぎ等の作業を

お願いしている｡図3-14では8月からのユニット毎の味噌汁作りを開始したため,キッ

チンスペースに鍋を設置している｡また,これまでテレビがなかったBユニットソファス

ペースにテレビを設置している｡この間の職員の評価として, Aユニットは畳スペースを

初め変化が見られるが, Bユニットのソファスペースには自然に入居者が集まることがな

く,テーブルで過ごすことが多く,以前の西棟ホールがただ狭くなっただけの印象を受け

るといったものであった｡

図3-12 西棟ユニットシミュレーション図面 段階Ⅲ (平成17年6月22日時点)
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図3-13 西棟ユニットシミュレーション図面 段階Ⅳ (平成17年7月1日時点)
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次に大きな変化が見られたのは,図3-15に示す8月24日時点である｡ Bグループの

ソファスペースをBホール北側から南側に移動している｡理由はソファスペースがカウン

ターから丸見えで,利用者が落ちつかないのではないかという職員の意見があり,カウン

ターからは見えづらい位置に移動している~｡また,廊下とBユニットを区切っていた仮設

パネルをすだれに変更している｡ Bホールでの変更は, Aユニットは入居者がユニット空

間になれた印象を受けるが, Bユニットの利用者には目立った変化が見られないことから

行っている｡意図として,利用者が自然に集まる場とする思いがある｡元のソファスペー

スには机を置く程度であり,あまり使われる空間とはいえないが, Aユニットには窓があ

ることで,全体が明るいが, Bユニットホールには窓がなく,元ソファスペースはBホー

ルで最も暗い場所であり,少しでも明るい場所に移動させる目的であった｡

Aユニットでも変化が見られた｡畳スペースは当初8畳で設置した｡利用者が自然に集

まる場所となり,当初想定していなかった使われ方が見られた｡それは,畳スペースでの

食事である｡職員の意見として,西棟利用者は常時上履きをはいており,靴を脱げること

がよいのではないかという考えであった｡しかし,座位が保てない入居者もおり,それら

のの入居者にも畳スペースを使ってもらうために,畳スペースを2畳分広げている｡変則

的な拡張であり,畳スペースの脇にあるソファの下に畳を敷き,ソファに据わった状態で

も靴を脱いで過ごせるようになっている｡

これ以降,ユニットシミュレーション終了まで,このレイアウトから大きな変化はなく,

図3-157うミュニットシミュレーションの最終形といえるo Aユニットは畳スペースを中

心とした生活となり, Bユニットは元ソファスペースはデッドスペースとなったが,キッ

チンカウンター前の空間に,食堂としてのダイニング,ソファスペースであるリビングが

｢こじんまり｣とまとまっている｡

園3-15 西棟ユニットシミュレーション図面 段階Ⅵ (平成17年8月24日時点)
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9月21日をもってシミュレーションは終了した.図3-16は終了後の西棟平面であるo

シミュレーションを継続する案もあったが,行政の指導や,シミュレーション期間中の職

員配置を続ける事が事務的に困難だったため,終了となる｡しかし,職員との協議の上,

パネル等を一部残すこととなる｡残したのは畳スペースとその回りを囲った仮設パネルを

全て残し,ソファスペースも残している｡また,炊飯の習慣は残し,ユニットシミュレー

ション終了後も,利用者による米とぎは継続している｡

居室の間仕切りに関しては!利用者と家族の希望で畳敷き居室とした利用者の畳と間仕

切りのみを残し,他の部分は撤去した｡この部分だけを残したのは,畳敷き居室の利用者

に朝布団をたたむ,自室の掃除をするなどの生活の変化が見られたためである｡他の利用

者には変化は見られなかった｡

なお,シミュレーション期間中も検討会を3回実施している｡内容はユニットシミュレー

ションの報告と内容分析,改善箇所の議論であるが,シミュレーション期間中に筆者らが

職員に対して行ったアンケート調査のレビュー等を行い,職員の意識変化の確認を行って

いる｡その延長で,施設長からユニットシミュレーションが職員に与えた効果を知りたい

という意見があり,アンケートだけではなく,職員に対してシミュレーション終了後!ユ

ニット設計コンペを実施することが決定した｡なお,様々なアイデアを募集し,シミュレー

ション終了後から本格的に改修プランの検討をするので,よいアイデアは取り入れるねら

いがあった｡また,シミュレーション期間中の7月13日と8月1日に職員企画による他

施設-の見学会を実施している｡参加メンバーはユニット研究会メンバーと,西棟職員で

あり, N特養から近い施設を見学した｡目的は自身の施設でユニットを実施し,他施設の

ユニットがどのように見えるのかを明らかにするためであった｡

筆者らとしてはユニットシミュレーションを継続して行って欲しいという思いがあり,

様々な手法を提案したが,残念ながら継続には至らなかった｡

図3-16 西棟ユニットシミュレーション終了後図面 段階Ⅶ (平成17年9月21日時点)
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3-2-5 本改修プランと新たな介護方針の検討

ユニットシミュレーション終了乱 これまでの活動を基に,ユニット研究会ではN特養

本改修プランを検討している｡検討会は平成17年10月-平成18年3月の間に,計9回

実施している｡職員には建築的な技術,知識は不足しているのは事実であるが,広さや仕

様に関しては,これまで見学した施設の広さや仕様を例に,意見を述べる職員が多い｡ま

た,本改修プランであるため,居室面積やユニット基艶 各種法令を遵守するべく,筆者

らはその面のサポートを行っている｡

この段階で, N特養の本改修は,一部従来型を残す, ｢一部小規模生活単位型｣とする

ことが決定していた｡これは,第2回見学会で,静岡県H特養はユニットに改修してはい

るが,基準に合ったユニット型ではなく,ホテルコストを徴収しない改修であり,見学会

後の議論で, N特養をユニット型-改修する場合,施設全体をユニットとした場合,入居

者にはホテルコストを払えない人が出てくる｡現在の入居者の8割は女性であり,ユニッ

ト型に改修したら,施設にいられない人が出てくることが問題点としてあげられ,従来型

を一部残した方が良いのではないかという意見が出たo この案を採用し,ユニット研究会

ではユニット化と従来型を残した改修方針でプランを考えることとなった｡また,従来型

をどれだけ残すかも議題に加わった｡また,ユニットシミュレーションの経験から,改修

プラン,改修方針を検討する上で出された課題を以下に示す｡

① 1ユニットの定点は10人でも多い｡

② 夜勤は1ユニットで職貞一人が理想であり, 2ユニットー人の場合は配慮が必要

③ ユニット共同生活室は外部に面するべきであるo

④ キッチンは1ユニットに1つは必要｡

⑤ 入居者居室には,自室として常識してもらえる配慮,広さが必要｡

①は,ユニットシミュレーションは1ユニット10人で行ったが,それでもグループ規

模としては大きすぎたという意見から,本改修プランでは,ユニットの定員を10人以下

とすることが決定し, ②はシミュレーション期間中,日中はそれぞれのユニットに職員が

配置されているため問題はないのだが,夜勤は職員1人で2ユニットを担当することに不

安があり,出された意見である｡シミュレーション以前も20人の入居者を1-2人の職

員で夜勤時は担当していたので,それほど違いはないのであるが,日中は気にならなかっ

たホールの仕切り,居室の仕切りが夜間は職員の負担になっていたといえる｡③はBユニッ

トホールがAユニットホールに比べ,評価が低いことから出された意見である｡ Aユニッ

トホールは外部に面した窓があったが, Bユニットホールは外部に面した窓がなく,日中

でも暗いことが問題としてあげられていた｡ ④はシミュレーション期間中は2ユニット共

同で1つのキッチンを利用していたが,利用者参加で様々な活用をしたことから,他のユ

ニットが使用中は待たされることがあったことから出された意見である｡飾りではなく,

本格的に活用,生活に取り入れた活用を想定している｡ ⑤は4床室を準個室とした利用者

4人の内, 1人に自室としての認識,生活の変化が見られたが,その他の入居者には変化

が見られなかったことから出された意見である｡
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最終的に,ユニット研究会で作成したのは本改修プランを2案,従来型とユニット型が

混在するN特養の新たな介護方針をまとめた｢全体計画｣,ユニット型部分の--ド,ソ

フトを提案した｢ユニット計画｣である｡

本改修プランを2案作成した理由は!改修案作成当時, N特養にいわき市から入居者

定員20名の｢小規模特養｣を新設する話があり,その場合,現在のN特養利用者定員

100名の内, 20名を外に出す計画となる｡小規模特養を新設する場合は80名,新設しな

い場合は100名で計画する必要があり,この時点ではどちらにするかは決まっておらず,

80名と100名では改修プランも変ることから入居者定員を80孝,とした改修案1 (図3-

17)と,入居者定員を100名とした改修案2 (図3-18)の2つを作成した｡改修案1

と改修案2で異なる点は,入居者定員とユニット数,スタッフルームの有無と,ユニット

専用倉庫の有無であり,どちらも従来型部分の残した改修プランである｡また,従来型部

分もただ残すだけではなく,従来型部分もユニット,小規模グループとできる静岡県H特

養形式を採用している｡

全体計画は,改修後のN特養の新たな介護方針,理念をまとめたものである｡ユニット

研究会の議論の中で,従来型の役割を再認識し,低所得者-の配慮として従来型を残し,

利用者がユニット型,従来型を選択できる様にしている｡今後求められることは｢ターミ

ナル｣ -の対応であり,ユニット型,従来型ともターミナルケアを念頭に入れた介護を行

うことを提案している｡また,基本方針は｢在宅生活の延長｣とし,施設入所しても家族,

友人と交流できる配慮などを提案している｡また,入居者の生活の質の向上には家族の協

力が不可欠であり,家族と共に入居者の生活を作り上げる方針である｡

ユニット計画は,ユニット部分のハード,ソフト両面の提案を行っている｡ユニット部

分での介護方針は,先に示した全体計画と同じであるためノ､-ド面の提案が多い｡ユニッ

ト研究会の提案として,先に示したユニットでの勤務体制の提案や,ユニットでの生活に

関する提案が主である｡

以上, 3月末に提案書が完成し,平成18年5月に全職員-の最終活動報告会を実施し

ている｡報告内容はこれまでのユニット研究会の取り組みと,西棟職員によるユニットシ

ミュレーションのまとめ報告,最終提案書の説明を行い, N特養における一連の活動は終

了した｡

写真3-4 最終報告会の様子
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図3-17 N特養改修案1 (S-1/400)
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図3-18 N特養改修案2 (S-1/400)

48



第3章 N特養における糧案プロt:スの実践と参加職員の意識変化

従来型

-プリビング1

i-:-.望j

仕切を設置

碇某型

-プリビング2

1
2

FlL>
4

空◆芦:-:

≡.一元■p'..:::

:-:.:-.i::1.-=.=

5
6

7

8

･......ち..=..L.与J.i..

:F司=き覇===戸肝苛`

■~ズ芋三､

ヨ

至
云◆

ヨ応
長子妾
室室∈塑

ド+一→~~~1ー=~'~~~~~~~~~~■榊ー-'ーーrE3ユ

開由吾 m
ツ

音F聾

トー丁cユニ#j卜内

tit

B

居室9
倉

0

匡l

ノ

ー~一-----倉庫c貢≡

i

∈=書書声芸書
乙一首斗阜∋_I_巨i

リビシぎ∴塞4=:土

意義.=.■.萱

a

≡竺居室7
▲■｢ーー

B

居室6
ら

.室5

≡.=..=声...={=.....
ノ､.

ら

居室ヰ

ま塞

リネ

･■≡勇.ち

童ト(I.=■..≡.-

0 0

0 0
施設概要

○小規模生活単位型.
I

内訳 AB

C

D

E

ト
ト
ト
ト
ト

ツ
ツ
ツ
ツ
ツ

ニ
ニ
ニ
ニ
ニ

ュ
ユ
ユ
ユ
ユ

名
名
名
名
名

9
9
8
8
8

○従来型･
･ ･ I ･ - I I

･58名

内訳:従来型特養･
- ･

･38名
ショートステイ･ ･

･20名

利用者合計･
･ I - ･

･100名

49



第3章 N特養における環案プロt:スの実践と参加職員の意識変化

3-3 参加職員の意識変化

以上, N特養における取り組みの概要を説明したが,その過程において,参加職員-の

アンケートによる意識調査を実施している｡アンケートは計8回実施している｡

① 改修計画開始以前:事前アンケート(平成16年11月)

対象:全職員

② 第1回見学会後(平成16年11月)

対象:ユニット研究会職員

③ 第2回見学会後(平成16年12月)

対象:ユニット研究会職員

④ 第1回検討会後(平成16年12月)

対象:ユニット研究会職員

⑤ 第2回検討会後(平成17年1月)

対象:ユニット研究会職員

⑥ ユニットシミュレーション期間(平成17年6月未)

対象:ユニット研究会職員,西棟職員,その他の職員

⑦ ユニットシミュレーション期間(平成17年9月未)

対象:ユニット研究会職員,西棟職員,その他の職員

⑧ 最終報告会後のまとめアンケート(平成18年5月)

対象:全職員

アンケートは常に二部構成で行った｡一部は｢職員の満足度調査｣とし,現在の仕事に

関しての評価を5段階で評価してもらっている｡また,施設のハード面の評価として,ホー

ルやトイレ,浴室に関して同じく5段階で評価してもらっている｡また,将来の施設化に

向けた意見として, ｢全室個室化は必要か｣ ｢ユニットケアの導入は必要か｣ ｢施設の改修

は必要か｣等を同じく5段階で評価してもらっており,このアンケートは継続して行って

いる｡二部はその時々の取り組みに対する質問とした｡例をあげると,見学会では見学先

の施設に対する評価を,検討会ではワークショップの内容に関するアンケートを,ユニッ

トシミュレーションアンケートではシミュレーションの評価に関するアンケートを実施し

ている｡

本章ではこれらのアンケートを以下の4つに区切って検証を行う｡

区分Ⅰ :事前アンケート(①)

区分Ⅱ :ユニット研究会勉強期間(②-⑤)

区分Ⅲ:ユニットシミュレーション期間(⑥-⑦)

区分Ⅳ:最終アンケート(⑧)
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3-3-1区分Ⅰ ‥事前アンケート(ユニット化に向けた職員意識)

改修計画開始前のアンケートであるが, N特養には｢将来のユニット化｣という目的が

あったが,すべての職員がユニットケアを理解していたわけはない｡事前アンケートは施

設内の全職種(管理職,ケアワーカー,ソーシャルワーカー,医務スタッフ,厨房職員)

を対象に行い, 57名の職員から回答を得たが,その内,ユニットケアを知っていると回

答した職員は28名(全体の49･1%)であり,約半数の職員は｢知らない｣または無回答

であった｡

図3-19 ユニットケアを知っているか(事前アンケート)

｢知っている｣と回答する職員も,資料や勉強会で知ったという職員が多く,他施設-

の見学会やユニット型施設で以前働いていた職員は3名のみで,ユニットを実際に体験(見

学や勤務)した職員は非常に少なく,言葉として知っているという職員が多かった｡

ユニットケアを導入した場合,入居者の生活,職員の仕事に変化があるかという質問で

は,無回答が多いが,多くの職員が入居者の生活にも,職員の仕事にも変化があると回答

している｡変化があると回答する職員は｢ユニット-小規模グループ｣という視点でその

メリットを指摘する職員が多いが,良い面の変化だけではなく,悪い変化として｢施設の

つくりに見合わないのではと思う,入居者もどのように分かれるのか不満が出ると思う｣

という意見や, ｢4人部屋で生じる人間関係-の不満の解消,個室で過ごすことが多い方

は特別な変化はあまりないかもしれない｣といった意見も見られる｡また,｢個室を持てる,

プライバシーが保たれるから｣といったユニットの｢全室個室化｣に関してのみのコメン

トが見られ, ｢ユニット-全室個室｣という捉え方をする職員が多い｡

図3-20 ユニットケア導入で変化があるか(事前アンケート)

･入居者の生活の変化 ･職員の仕事の変化

5.おおいに･1.やや 3どちらとt,

ある ある いえない
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次に,改修の必要性をたずねた質問項目であるが,ハード面の改修,ソフト面の改革と

も, ｢必要｣と回答する職員が多い｡また,ユニットケア導入の必要性に関しても,全体

的に｢必要｣と回答する職員が多く,これら3項目は同じ傾向を示しているが,全室個室

化の必要性に限っては, ｢あまり必要ない｣と回答する職員がやや多い｡個室化を必要と

い回答する職員の意見は｢個別空間の確保｣ ｢家では当たり前｣ ｢自分なら｣といった意見

であるが,必要ないと回答する職員は, ｢個室では寂しがる入居者がいる｣ ｢全員に個室は

必要ない｣といった意見である｡

図3-21 N特養改修の必要性(事前アンケート)

･ハード面の改修の必要性
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5.Bおいに 4,やや 3.どちらとも 2,あまり 1.全く 0.無回答
必要 必､要 いえない 必要ない 必要ない

･ユニットケア導入の必要性

5.おおいに 4.やや 3.どちらとも2,あまり l.全く 0.無回答

･E､要 必要 いえない 必要ない 必要ない

･ソフト面の改革
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22
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5.お掛､に 4.やや 3.どちらとも2.あまり 1.全く 0.無回答
必要 必要 いえない 必要ない 必要ない

･全室個室化の必要性

5,お恭し､に 4.やや 3.どちらとも2.あまり 1.全く 0.無回答
必要 必要 いえない 必要ない 必要ない

事前アンケート段階の,職員の意識を整理すると,改修に関しては必要だと考えている｡

ユニット化に関しては,小規模グループ,個室化に対する知識があり,小規模化に関して

は賛成で,小規模になることで,職員と入居者の接する機会が増えることは予想している

が,具体的にどのような変化があるのかの意見はなく,また, ｢ユニット-全室個室｣と

いう意識が強く,個室化の目的は｢プライバシーの確保｣であり,全室個室化に反対する

理由は, ｢個室では寂しがる入居者がいる｣といった意見であるといえる｡

また,施設の改修を行うのであれば,ユニット化よりも｢浴室を直して欲しい｣ ｢勤務

体制にゆとりを持たせて欲しい｣といった意見も見られる｡

これらのアンケート結果は職員に集計して配布している｡他の職員の意見を知ると共に,

ユニット研究会での検討資料として活用している｡
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3-3-2 区分Ⅱ :勉強期間(ユニット研究会初期の意識変化)

この期間はユニット研究会職員の勉強期間として位置付けている｡ 2回の見学会, 2回

のワークショップ形式の検討会は, ｢将来のユニット化｣というN特養の活動方針に合わせ,

筆者らが企画している｡それらを経験した職員がどのように感じたのか,どのように考え

方に変化が見られたのかを検証する｡

･第1回見学会 山形県丁特養見学後のアンケート

新築によるユニット型特養であるT特養は, N特養と比較し,全室個室,小規模ユニッ

トという違いがある｡また,ユニット研究会職員は】初めてユニット型施設を訪れる職員

も多い｡見学会に参加したユニット研究会職員は7名であり,見学会実施後,参加職員に

対してアンケート調査を実施している｡

事前アンケートと比較し,自施設(N特養)のハード,ソフトに対する評価にそれほど

変化は見られなかったが,見学会時点での職員のユニット化に対する意識を示す｡

まず, ｢ユニットケアの導入の必要性｣ ｢ユニットケアを導入したいか｣の評価(図3-

21)は,事前アンケートと変化がなく,ほとんどの職員がユニット化に対して前向きな姿

勢であるといえる｡

図3-21ユニット化の導入(丁特養見学後)

･ユニットケアの導入は必要か
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必要 必要 いえない 必要ない必要ない
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ヰ
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･ユニブトケアを導入したいか

5.おおいに1.やや3.ぞちらとも2.あまり1.全く 0,軒･]苔
必要 必要 いえない必要ない必要ない

ユニットケアを導入することでの利用者,職員のメリットに関する評価(図3-22)

では王 ほとんどの職員が,利用%,職員に対してメリットがあると回答している｡コメン

トを見てみると,利用者のメリットに関しては, ｢団体生活の息苦しさが和らぐ｣といっ

た小規模化に関するものと, ｢プライベート空間ができる｣ ｢1人になれる｣といった個室

化に関する2通りの意見が見られる｡ユニット化の利用者に対するメリットとして,職員

の意識は, ｢小規模グループ｣ ｢個室｣が主体であるといえる｡

また,ユニット化の職員のメリットに関しては,コメントを見ると, ｢個別意識が強く

なる｣といった意見が多く,ユニットを導入することで,職員の個別ケアに対する意識が

育つといった意見が多い｡逆に少数ではあるが,リー4のように,メリットは入居者に対

してのみあり,職員にはないといった意見も見られる｡
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図3-22 ユニット化のメリット(T特毒見学後)

･ユニット化は利用者に対してメリットがあるか
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人間関係の維持､変化が可能｡一対一cT)介護及びそq)他u)サービスが提供できる,人間を尊重する意識を持てる｡

ユニット導入に対する職員意識は高いが,導入した場合の職員の職場環境,職員負担の

評価(図3123)において,職場環境の評価では,ほとんどの職員が｢どちらともいえ

ない｣と回答し,職員負担に関しては, ｢4.やや増える｣と回答する職員が多いoユニッ

ト化のメリットを職員自身は理解しているが,メリットは主に利用者にあるものという意

識があり,自施設での具体的なユニット導入のイメージが出来ていないことから,職員自

身が受けるユニット化の影響を図りきれていないといえる｡

図3-23 ユニット化後の職員の職場環免 職員負担(T特養見学後)

･ユニット化することで職員の職場環風ま良くなるか
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ユニット型の導入に伴う,利用者個室の個室化に関する評価(図3-24)では,全室

個室化に関しては,事前アンケートとそれほど変化は見られないが,コメントを見ると,

｢個室を希望しない人もいる｣ ｢寂しがる利用者がいる｣といった,事前アンケートで多く

見られた意見は1名のみである｡また, U-2のように, ｢認知症利用者に対しての個室化

のメリット｣に疑問を感じている職員も見られた｡

個室化の利用者に対するメリットに関しては,全ての職員が｢メリットがある｣と回答

している｡コメントを見ると, ｢個人のプライバシーが守れる｣といった意見がほとんど

であり,見学会時点での職員の意識として, ｢個室化-利用者のプライバシーの確保｣といっ

た意識が強いといえる｡

図3-24 個室化に関する評価(T特養見学後)

･全室個室化の必要性
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次に, T施設のハード,ソフト,見学会の評価について示す｡

ハードに関しては, T特養のユニット毎に設けられたユニット専用個別浴室に関する評

価(図3-25)を示すo N特養の浴室は,大浴場型の一般浴と機械浴であるが, T特養

の浴室はそれとは別に,ユニット毎の専用浴室,いわゆる個浴が設けられている｡ ADL

が低下すると利用できる人は少ないというT職員の説明を聞いたうえでの評価であるが,

個浴に対するN特養職員の評価は高い｡

図3-25 ユニット毎の個別浴槽に関する評価(T特養見学後)

柑

9

8

7

6

5

4

3

2

-

5.非常に 4.やや3,どちらとも2,あまり1.全く 0,無[9_l答
よい よい いえないよくないよくない

55



第3章 N年寺養にお(1る標案プロCスの実践と参加職員の意識変化

ユニット毎に設けられた,ユニット専用キッチンの評価(図3-26)は, ｢家庭であれ

ばキッチンがあるのは当たり前｣といった意見が多い｡しかし｢キッチンがあるだけで良

し｣とする職員と, ｢キッチンの積極的な活用｣を提案する職員の2つに分かれているこ

とが分かる｡

図3-26 ユニット毎のキッチンの必要性(T特養見学後)

5,おおいに1.やや 3.どちらとt,2ぁまr) 1,全く0.無回答
必､要 必要 いえない必要ない必要ない

次に,ユニット型であるT特養の勤務体制の評価(図3-27)であるが, N特養職員

の評価はやや低い｡ ｢忙しそうに見えた｣や, ｢職員の数が足りているのか判断ができない｣

といった意見の他に,利用者の介護にケアワーカーだけではなく,ソーシャルワーカーや

ケアマネージャーが現場の一員として入っているため, ｢専門業務をこなしながら可能な

のか｣という疑問を持つ職員が2名見られる｡ N特養では,入居者の介護を行うのはケア

ワーカーであり,ソーシャルワーカー,ケアマネージャーの現場-のかかわり方が異なっ

ている｡

図3-27 T特養職員配置の評価(T特養見学後)

5.非常に1.やや 3.どちらとも2.あまり1,全く0.無回答
よい よい いえないよくないよくない

EE]

しト5

二r■iL

2

コJンL

虹しそうに見えたからc(見学中職員にすれ違うことが少なかつた)

3
詳しい内容を聞けなかつたので半,断が難しい亡CMやS＼.㌔.1Jミ人員数にーi入つていたが実施となつているのでフラン作成やケ

=至ワ-クが壬監護しいのでlj:ないかJ.,腎うr

EE] I 職員(CW)の人数が多いと思つた⊂

EZl 3 ユニット2つで1つq)弁護劉立亡日中ケアにあたる美人数が足リるのか,削ないのか?

しト2 I 入居者の故に対して,職員の数がやや多いと思う亡

lLl-4

EE]

3

2

施ユニット壷蒜二般的なのかな?と-整備途中q'ような感じ札た,
A

抗蒜ft#TTIU8'慧署幣yf_ht,e芸腰㌫認諾､る⊂各脚鄭明確化されてお汗~芥粛~

最期に, T特養見学会の評価(図3-28)であるが, ｢自身の施設の改修方針を考える

材料になった｣ ｢ユニットケアのソフトの重要性がわかった｣などの意見が多く,評価は

高い｡

図3-28 見学会の評価(T特養見学後)
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5常こ4京子3溜E,b圭(A,5Lr',よ議モ､
o･無回答

EE]

.二pヒl!

4

IコJント

】自分たちのユニットをどのように変えたいか､考える良い杜料となつた亡

EE]

しトt11

4
ハ-ド面はとても素晴らしいと思つたc働いている職員さんにも話を聞けると良かつたと思いましたc

4 他施設の芙匪を見ることができ,勉強になつたc

しト】 5 他施設の見学は今は機会がないとできないし､サービス向上は常に考えているが,井の中の蛙でriそれも難しい(

EE]

しト4

EE]

5

4

ユニット化された施設を見れて良かつた6

新たな発見はなかつたが,ユニットcT)環状の把握にはなつたcソフトの重要性がわかつたcハ-ドだけ-?1iいけないなと-

4 華麗す蚕豆画人と同年であることに.個別的サーE■スをコンセ7卜として､′＼-ド.ソフトを考えていることを評価
します(ユニットの考え方､ソフトをどう考えていくか参考になリました(
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第3章 N特養における環案プczt:スの実践と参加職員の意識変化

･第2回見学会 静岡県H特毒見学後のアンケート

改修型のH特養は,従来型の枠組みの中で,ユニットケアを実施している｡利用者負担

を少しでも減らすため,ホテルコストを徴収する個室化はせず, 4床室を準個室としてい

る｡また,改修計画に職員が主体的に関わり,改修方針を決定している｡

見学会に参加したユニット研究会職員は9名であり,見学会実施後,参加職員に対して

アンケート調査を実施している｡

T特養見学後のアンケート同執事前アンケートと比較し,自施設(N特養)のハード,

ソフトに対する評価にそれほど変化は見られなかったが,ユニット化,特に個室化に関し

ての意識の変化が見られた｡

まずユニット化の導入に関する評価(図3-29)であるが,これはTr特養見学後のア

ンケートから大きな変化は見られない｡職員はユニット化に対して前向きな姿勢であると

いえる｡

図3-29 ユニット化の導入(H特養見学後)

･ユニットケアの導入は必要か
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5.おおいに1,やや3.どちらとも2あまり1.全く 0.無回答
必要 必要 いえない 必要ないJE凄ない

川
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L
L
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1

･ユニットケアを導入したいか

5.おおいに｣.やや 3.どちらとt,2.あまi) 1.全く0.無司答
いえる いえる いえない いえない いえない

ユニット化のメリットに関する評価(図3-30)では,利用者に対するメリットは変

化が見られなかったが,職員に対するメリットでは, ｢個人のケアの大切さを理解できる｣

など, ｢個別ケアを職員が行えること自体｣をメリットとして指摘する職員が増え,評価

も上がっている｡

図3-30 ユニット化のメリット(H特養見学後)

･ユニット化は利用者に対してメリットがあるか

5.非常に1,やや 3.どちらとも2.あまり
よい 王い いえないよくない よくない

･ユニット化は職員に対してメリットがあるか

評価
コメント

l⊆l

lLトウ

しト5

Ll-6

ヰ 個人のフライ′くシ-が守られるからc

4ウライバシーの確保亡

5
これも粍員の考え一つだと思う/J;.よく意味を理解し,入居者のケアフランに反映L､そu)如;望む生活ができると良い仁

3

しl-8

EE]

EE]

し1--1

Eel

5 かかわリが密になる∈また､家族面会も増えると思う仁その人らしい生活により近づける〔

無回答hニットケアで仕事に当たる職員､ソフトの面による(.

4
7ライベ-ト空間を持てること亡共用空間とのi/I;できる(

5 あまりに多くの人間と関わるのは苦痛になると思う(ユニツ卜を小規掛ヒすれば､苦痛も和らぐU)でFi?(トl2人(らい)

5 個別サービ祁珂能となる〔つまり個人生活が豊かになる可能性大⊂

個人のケアの大事さを理解して介護を行えるからr

個別二-ズに対応するた捌こは必要だと思う｡

によってけ埜限になってしまう｡

個人個人をより理解し､援助できる｢

負担i増えると思う,

食事､生活を豊かに責豪亨き石三富7Tしかし､下瀬れ庁卦ijTj:

小規模であれば個人を把握しやすい,個別介護もしやすい｡

利用者､身､心理的､社会的状況を加やすい[人間関係がスムーjl;画房面春宵右肩巨面責√~育二巨スの謡軒雷雲
庁;得やすい｡サービスを提J,qするものとLてU)督誓が高まろ可藍性大,
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ユニットケア導入後の職場環境,職員負担に関する評価(図3- 31)では,職員負担は｢増

える｣と回答する職員が多く, T特養見学後のアンケートから変化はないが,職場環境に

関しては,r4.ややよくなる｣と回答する職員が多く,｢3.どちらともいえない｣が多かっ

たT特養見学後アンケートから変化が見られた｡

図3-31ユニット化後の職員の職場環免 職員負担(H特養見学後)

･ユニットケアを導入した場合.職場環境は良くなるか

5,おおいに1.やや3.どちらとも2,やや1.非常に 0.無回答
よくなるよくなるいえない悪くなる悪くなる

tユニットケアを導入した場合,職員の負担は増えるか
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しl-3

しl-ミ)

評軒

4

コjント

個別対応というケア目風こ近づけると思うが､その分職員体#Jを考えなければうまくいかないと思うから亡

4 個別対応(個別ケア)/J;-層必要になり､負担は増えると思うく

しト5 I ユニットケア托規模ii/]､きいが､その'7)1人にかかる介護量や入居者に対するニーズを見出さ軸ナれば難しいと思う〔その場合､ニ
-ズに対する負担はあるかもしれない.,しかし､お互い(職員､お年掛川二とつて関係f)鳩くなり､ヤ仰いを見出せると思うつ

しr-6無回書5最初は慣れない為､戸叡.､ながら行うため無駄な働きも増ぇa-LL思うが.,慣れてくれば負担は減ると甑職場環矧iやつ
∃てみないとわからない｢

こト8 4 負也i二項神酌な面で小規掛ヒされれば､要望に答えられて当たi)玩"というところがあるので大変だと感じる人もいると思
Lf__1jJ;_遡ただしさはなくなり､よlr家''に逗塑圭も__ー__________._ーー_ー_1________

しトl
J=:ロ三 ユニットケアを導入Lたら良くなるというよりもそオtをどう扱うか､職員しだいで良くも悪くもなるて

しト2 3 個室になることで.痴呆老人の対応は大変になると思う〔(排梱者､転倒危険者など)

EE] 5 今圭でけ負担は増えると盟つ〒Tt7J喜1.1Ll#養をみてそれも違うnかなテ訂東員が負担を感じているようには見えなかつ
た亡

lEl 3 これまでも利用者のための家であ1)､利用者が楽しくFF_活できる家であるコンセ7トがあつた(仕軌み/J;夏子雨天~
きく変化しないはず√

5.おおいにJ,やや3.どちらとも2.ややlrおおいにOJ無回答
増える 増える いえない 減る 減る

改修型施設である, H特養の--ドに関する評価(図3-32)では! ｢5.非常に良い｣

が最も多く,全体的に評価が高い｡また,従来型の枠組みで,ユニットケアを導入したこ

とに関する評価(図3-33)では,利用者負担を考慮し,ホテルコストを徴収しない(で

きない)準個室とした改修方針を, ｢4.やや良い｣と評価する職員と, ｢3.どちらとも

図3-32 改修型であるH特養ハード面の評価(H特毒見学後)

5.非常に1.やや 3.どちらとも2.あまr)1.全く0.無回答
よい よい いえないよくないよくない

EE]

≡Jコ■

3

コメント

徹底したこだわりですばらしいと比里つたが､生活とかけ離れた様にも感じた⊂

しr-9 5 きれいで､清潔感があり､開放的である{

しr-5 4 ユニット=とにそれぞれ調理､入浴､誓房活動をする場所がある亡職員も入居者も動群fJ;短く〒罰て盲仁~面前二可正吾面
関係をつくりやすい6しかし,家庭的というところでFi､現在q)お年寄りにfま新しい仁次の世代には良いのかもしれないfJ;G

しl-6 5 艮階をおつた改疹の様子を知ることができたc

し,-8 4 こだわりのあるきれいな建物でしたcまた､空間の使い方がいいなあと思い重した〔

U-1 5

恕諾良男濫莞ヂ東上庁;つた建鮒､うことで､その工知儲に見られた〔個,フライ′くシ-というもの庁=とて
しト2 4 居室や泰-ルなど色々なアイディアがあr)､施設には見えなかつたG矧こ新しくできたところ辻旅館みたいだつたく

しト4 5
木調で統一され,旨'fニとにドアの色が笑えられていて､入官首/J､分かI)ヤ丁いよワになつている〔旨室空間ほ｣い置~
さで落ち着ける空間になつていると感じたG特に2号棟は入居者もを々が自分の場所を持ち､落ち着いて過ごしている(

しト7 5 既存施設の亘き妄酢､改怪していること亡利用者の生活を視点にした改瞳を〔子LTl有望二~面責示参妬き東面函二て両
ので､思い入れfJ;あること｢すべてにこだわリがあり､それを具象化してt.､石こと〔

図3-33 従来型の枠組みでユニットケアを導入したことに関する評価(H特養見学後)

5.非常に ヰ.やや3.どちらとも2.あまり1,全く 0.無回答
よい よい いえないよくないよくない

しF-3

･■l｢:一

El

コ/ント

必要性があつても経済的に入居できない方でも入居できると思うから<

しト9 4 剛り対応するべく利用者-のサービス向上を目指すものであるので､意義Fまあると思うc

しト5 4 ■ホデフFff5G/+-飛章保険料を支払える利用者ばかりではないと思うcや岡涌■[-L下記瑚雁首~
ではなくてもある程度､個室空間は持つてい石のでG

EE) 3 完全個室ではないが,施設全体で検討した結果なのであれば､良いのではないかヒ思うG

U-8 3 ホテルコストについては､金島的な負担もあると思い妻帯房汚､そのような面でご家族や別所汚両面三宮え盲あーモす
ないでしょうか⊂

ロー1 4 コストが取れない点はあるれいわゆる新型蒋養､全室個室に近いものになつている⊂利用料のほかに部屋代となると月q)
支払いitかなリのに∠ホテルコストが取れるというのは.利用者で出J畠畳鰹監監

【l-2 3

U-.1 3 ヨ型を新型に完全に作り上げることは建しいし､H特養のようなアイディアのつまつた改修も否面i亨ぎなt竜宮STfだこぞ
うせやるなら新型にし虹

l=l 3 /1;テルコスト硝勺5万扇になる予定､と考えると月10万弱の費用となる亡.すべて新型特養寿蚕豆青石云砺宮
がある仁当施設でt,年金平馬軌;72,000FqGH特養は利用者の生活と､改修工事費､そして新型琴養新設と､多面的に構
想をねられたのか亡
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いえない｣と評価する職員の2つに分かれている｡どちらも低所得者,入居費用を負担で

きない人のための選択肢を残すことを評価しているが,後者は｢そうせ改修するなら個室

化したい｣というコメントが見られる｡

全室個室化の必要性に関する評価(図3-34)は, T特養見学会後のアンケートから

大きな変化はないが, ｢個室化｣というテーマにおいて,職員に｢低所得者･費用を負担

できない人-の対応｣という視点が加わったといえる｡

図3-34 全室個室化の必要性(H特毒見学後)

5.おおいに
▲Iやや3.どちらとも2.あまり1.全く 0.無回答
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室が錬だという人もいるから,

ライバシーの確保は必要だと思う

無巨峰

ーTl胤7ライ/'シーという点-ご†i望乱いコ朴三郎､ることを鮎;る人もいるのでは

4 …フライベ-ト空間と､共有スヘ-スU)区別u)た似二･E､要し

現在の′＼-:～,プ7卜でIi個別サ-ビスU)提莞ができないとLi丑えないど爪よ')なノ＼-l､-~こも個別tLヒ

-ズを考えオtぱ必要,

次にH特養の勤務体制に対する評価(図3-35)であるが,見学時間が限られていた

ため, ｢現場で働くケアワーカー等の話を聞くことができなかった｣ ｢1日の流れを見てみ

ないと分からない｣といった意見も見られるが, ｢ゆったりしている｣ ｢少人数対応｣とい

う点を評価し,全体的に評価は高い｡

図3-35 H特養の勤務体制の評価(H特養見学後)
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*回書

少人数対応のため､時間に三良わitること/j;ない⊂

E] 回答詳細をf司つていなかつたので分からない｢

1LT-2 3 実際にはと､んな感じなのか分からない.

1LT-1 5 詳しく知ることliできなかつ/ ≡ラ頑酢古瓦転てラ~モui烹盲i､oJ)ではない)I)七吾丸暗琶荷主モ:)だつ
たのか?l6:00前後を見たかつた〔( 00くらいまで)

3
障害を区別しないユニツ卜[i宗:∴職

気もする,lTを活用してい石ことtま参
もあまリ二だわらなし､サニヒこ-ス､こU)ことL1二il/圭でU)竜祉ヰ二ビス鯛にl亘行Lた
こなつた｢

改修計画開始から,工事終了までに3年という期間を要したH特養改修計画の評価(図

3-36)では, ｢3.どちらともいえない｣という回答が多く見られる｡ ｢長すぎる｣ ｢期

間中の利用者-の配慮｣などをコメントで指摘しているが, U-4, U-7のように, ｢時

間をかけるべきである｣と回答する職員も見られた｡

図3-36 H特養の改修完了までにかけた3年という期間の評価(H特養見学後)

5.3F常に 4,やや3.どちらとt,2.あまり 1,全く0/無回答
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職員参加型で素晴らしいと思う(自'J)たちの使いやすい土うにとことん考えたことEi臭い｡改佳潮間ど1完結十る‡で::,L=:りない

と居うがユ_自分f;f'_､お年軍唯とぅ堕う旦▲だと思うl____

必要な時間だったと思います｢ただ､そU)那)利用者､職員への配産も大切だったと思いま寸′

良し悪Lli分からない｡職員/,i参加したU)で､そわぞれの責仁感という意識Ei弓&(植えつけらかた(J)-:.あろう,

全部終了するまで改修,g問が3'+J-ぐらいあったということで少し長すぎるのではないf,I

妥当だと思う,大切なことなので時間を桝ナること技当たり乱

と-16)-f百恵豪~たする古市牽面訂享両東面富豪妄十分面〒f37,豆腐･;し吏〒｢亨画与確Eiかける/ミ訂垂直東Iy-)
の)
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見学会の評価(図3-37)であるが, T特養見学会同様, ｢自身の施設改修を考える材

料となった｣ ｢考えさせられることがあった｣などのコメントがあり,評価が高い｡

図3-37 見学会の評価(H特養見学後)

tト3

評軒E

Ⅳ2

コメント

E3椿リできる距離ではないと思うc

しF-(.) 5 好意的に見学させていただき､また､丁寧こ説明していただけたc_

L]-5 5
今まで三三;F亨アのハ-ド,ソフト面を大まかにしか理解していなかつたが,形∠j見えてきたような気がした亡Lかし,逮

しト6

しl-8

しト1

しl-2

しr-ヰ

EE]

4

㊨

い=●

4 考えさせられることfj;し､くつかあつた⊂

ヰ 偲主などを見学できて如､つた〔細かく､改修時の様子を教えてもらえたU)でよかつたc

5

回

H鞍養の職員さんの自信⊂あれを感じらi1ただけでも良かつた(それに同じような7t]セスを踏んだ施設ということで参考に
I.l■.,～;

最期に, N特養ではどのような改修を行いたいかを(図3-38)自由記述形式で回答

してもらっている｡ ｢まだよく分からない｣と回答する職員が2名見られるが,その他の

職員は, ｢完全個室化のユニット型｣を目指すグループと, ｢利用者の負担を軽減する｣こ

とを目指すグループの2つに分かれている｡

図3-38 N特養ではどのような改修を行いたいか(H特毒見学後)

し1-3

しr-9

コJント

ホールのユニット[t:(ステーションq)拡大⊂

利用者-の負担をできる限りなくすことが重要だと思う⊂

しト5
個室と原Eり個室でーまないところを割合を考えて改修寸る<近代的な建物も良い久なじみのある空間を作りたいc例えば､あまり立派なイスでなくて

_l少し休めればよい所など甲Jたい,
こF-6 まだ良く分からない⊂

しト8 今入所されている利用者と､今後入所してくるであろう人たち､家族の要望を知る必要があると思います(全室個室が理想だとは雪いますが､職員
の意注fThナこ上=.'一iれぱ(i..乳.壬すr

El 主に個室とする⊂

しト2 施設つぼくなくしたい仁

r
完全個室⊂できれば3室二LLT=蘭-#)i.変えたい⊂居室はあまI)広く取らず､洋間と和室を作1)たい⊂天井も今よりli低くしたい亡木の家ぐ緩めにした

し-4

EE]

い亡

悩んでL.､ます⊂樹こ女性の場合､年金額/J;低いこと､利用者の80O/,は女性であること⊂全てを新型特薫に切l)替えるの止慎重にすべきか⊂

･第1回検討会(ワークショップ)後のアンケート

第1回ワークショップは, ｢N特養におけるユニットケア導入の意義を考える｣という

テーマで実施注3~1した｡ユニット研究会職員8名で実施し,ワークショップ終了後,参

加職員にアンケートを実施した｡

自施設のハード,ソフトに対する評価の大きな変化は見られなったが,個室化,ユニッ

ト導入に対する意識に変化が見られた｡

まず,全室個室化に対する評価(図3- 39)であるが,H特養見学会後のアンケートまで,

｢必要｣と回答する職員が多かったが,ワークショップ後のアンケートでは, ｢3.どちら

ともいえない｣が最も多く,評価が下がっている｡これは,前回のH特養見学後, ｢低所

得者･ホテルコストの負担｣の問題があがり,ワークショップ中にも議題となった｡ N特

養の居室を個室化した場合,どれくらいのホテルコストを設定するかを具体的に話し合い,

最低基準であっても現在の入居者には入居できなくなる場合があり,多床室を残すべきと
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図3-39 全室個室化の必要性(第1回WS後)
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5.3F常に1.やや 3,どちらとも2.あまり1.全く0,無回答
よい よい いえないよくないよくない

コJント

個室を希望されない古もいるから

テ石ニラ171ラモも謝王政が､ホテルコストを考え､IO J]r勺近くの負担鰍i別席者ミことってIjt変な古もいろと思テ~ill盲
考えると､完全個室ではな(_ともJ711_,_5_./-7J野≠1る環境/J_ミbilj重し±塁う[_

__

多床基も必要だと思う√

箇主将金を払うなら､多床喜に方がいいという意見もある｢ホテ/レコストが肘1る施設=望圭Lい施設でけない,

兎床ではユ三､y-Lを三音頭E素面否厄千石三とは麗しい,やる呑ら面吾妻そやらな-(ては蜘)で百軒丁?i",
と思う,ソフト的な面でけ､ノ､-Fを変えるのだから轟卦1必要だ/,;,理念山寺っているため全部を変える･Z項ilない,

酌け-ビスq)鼠色比価室cT)確保からスタートされる,それにより集[j]の選択が可能となる亡

いう方針が出された｡しかし!ユニット導入に対する評価(図3-40)は依然として高く】

職員は従来型を-部残し,一部をユニット型とする｢一部小規模生活単位型｣とする改修

方針を決定した｡改修プロセス開始以前の,施設側の｢将来のユニット化｣という漠然と

した改修方針が,変化したといえる｡これは,施設全体をユニット型に改修する効果より

も, ｢利用者にとって｣自身の収入に見合ったサービスを選べる,選択性を残すことに効

果を見出したといえる｡

図3-40 ユニットケアの導入(第1回WS後)

tユニットケアの導入は可能か
川
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8

7

tD

5
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-

5.可罷 一l.やや3.どちらとt)2.やや1.不可罷 0,鮎7]答
可罷 いえない 不可能

_ O

9

8

7

6

5

4

3

2

-

･ユニットケアを導入したいか

5｡おおいに･I.やや 3.どちらとiL)2.あまり l全く 0.無回答
必要 必要 いえない 必要ない 必要ない

また,職員のユニットケアに対する評価(図3-41)にも変化が見られた｡ユニット

化による利用者へのメリットには変化は見られないが,職員に対するメリットは, ｢1.

おおいにある｣と回答する職員が増え, H特養見学後のアンケートよりも評価が上がって

いる｡コメントを見ると, ｢利用者と深く関われる｣ ｢サービスが充実する｣など,利用者

図3-41ユニット化のメリット(第1回WS後)

･ユニット化は利用者に対してメリットがあるか

_O

9

8

7

tD

L
r
)

4

P
,
2

1

ある ある いえない ない ない

LL!んな介護をしたいかということを考えるきっかけ/J;多くなるから
人間関係剛(職員とお年寄り)がよL)潔(かかわれる｢良い環境で仕事をすることで志気/,:高まるトやりがい､やろ気しt')

サービスq)質を高めな`ナればならないという気づき,

1人と向き合う時削ミ取れる,

個耐ア左考え石高いき示ナチ両石画11/こ一画こな看たTi二万;示三も京1~スキ′ン菖;必衰巨石る古ダj､

,云画拓こ三
スキ/L7ッ7が求められ､成長できるのでは?

利用者に対するサ-ビス/J;充実(個別サ-ヒ-スができる).

向上

人間関集u)維持作り用者･′豪族琶)職員u塙祉そ荘事者として･ソ)

5ぶおいに1.やや 3.どちらとも2,あまり 1.全く 0.無回答 しr11(I
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第3章 N特春にt5けろ糧案プロt:スの実践と参加職員の意識変化

に対して,職員が良質なサービスを提供できることを,職員自身のメリットであるという

認識が見られる｡

また,ユニットケア導入後の,職員の職場環境,職員負担に対する評価では!職員負担

が｢4.やや増える｣と回答する職員が多いのは変化がないが,職場環境については,ほ

とんどの職員が｢4.やや良くなる｣と回答するしている｡コメントを見ると, ｢ハード

の導入だけでなく,よりよりソフト作りが必要｣という意見が見られ,ハード,ソフト両

面での検討が必要であることを意識しているといえる｡

図､3-42 ユニット化後の職員の職場環境,職員負担(第1回WS後)

･ユニット化することで職員の職場環矧ま良くなるか

5.非常に 4.やや 3.どちらとも2.あまり1.全く0.無回答
よい よい いえない よくないよくない

･ユニットケアを導入した場合,職員の負担は増えるか

5,非常に1.やや 3.どちらとも 2.やや1,おおいに0.無回答
増える 増える いえない 減る 減る
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4
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導入しないと分からないことが多いが､今cT)環境を改善したい⊂室の良いサービスをLたいというの仙まとん即渦員が盟つ
てL埴土昼E垂里壬t三三Z上皇ヒf=i?ii.ーゆ.?9)室生量!).と由重豊丘ることを遡乳ているc

ユニブトナアを導入したらよくなるものでFiなく､良くしていくためのソフト作りりをいかにナベきかだと思う1

しト.I E] 良くなると思うが､′＼-ドだけで良くけならないと思う(ソフトと′､-ドの′巧ンスが良くなければc

EE]

U-10

4

4

物理的というよりは心理的に良くなる⊂

LEI

評価

4

コ1ント

自分自身､意識改革から始めなければなら加､と思つたから

しr-5 4 ユニットケアで､個別のニーズを更に引き己し.ケアれていくことで今より多様な二-ズを要求する人/J;くると思う,しかし､
断定できない

しr-6*回答 実際になつてみないと/i)からないc

しト8 4

Lr1 2 職員u)人数にもよると思う/J;､l人にケアするのにこれまでよりゆとl)を持てるのではないか⊂

EE] 4 新しいことをすれば多少負脚i増えると思うが､そろそろ入官者主捧のケ7をハード面からも考える時,g]だと思う亡

U-7

しr-】0

3

31

利用者両頭泰子秀できるようになろ,J人間関係も良くなることで,現状とあまり変わらないG逆に香車転て覆ろ亘音蔽こ~車

.りがいを感じるようになるかc

最期にワークショップの評価(図3-43)であるが,これは,時間が短かったこと,

最期までまとめ切れなかったことで｢3.どちらともいえない｣が多い｡

図3-43 ワークショップの評価(第1回WS後)

5.非常に 4.やや3.どちらとt,2.あまり 1.全く0.無回答
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しトl東国筈

U-4 5 まだ第1選でなんともいえないが.第2週､第3過と続けば非常に劇.､と思うc
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しト1()

3

3
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･第2回検討会(ワークショップ)後のアンケート

第2回ワークショップは, ｢将来自分が施設入所する場合に望むこと｣というテーマで

実施注312した｡ユニット研究会職員8名で実施し,ワークショップ終了乳参加職員に

アンケートを実施した｡アンケートを回収できたのは4名(改修率50%)である.

個室化ユニットケアに対する意識は,前回の第1回ワークショップから変化はなく,

個室化に関しては, ｢低所得者･ホテルコストの負担｣を考慮し, 4床室を残す,ユニッ

トケアに対して,導入後の職員のメリットを継続して意識している｡

図3-44 全室個室化の必要性(第2回WS後)
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2人部屋､多床室がわても良いと思う｡(それが気/J;合う人なら良い｢組み合わせが難しいf,至示盲うかかることを思うと個

個室化拙望むだろうけど､全室の個室でな(てもいいc安(使えるなら多床室でいいという人もいるたろう｡篭るときにしか部

列席者u)荏,&的なことから,全室個室宛i
1-申ぞラ云て蘭考ぇ巨富三ていない亡た恵了璃サニ百元高モ百(i

図3-45 ユニットケアの導入(第2回WS後)

･ユニットケアの導入は必要か
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図3-46 ユニット化のメリット(第2回WS後)

･ユニット化は利用者に対してメリフトがあるか
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身近に職削iいることの安心乱

メT)ッ描なければ意味がない｡入官者のためのユニットケア,

利用者u)満足度は高くなると思う｡特に自分を気遣ってくれている､温めてくれているという認識ほ高まるはず

コメント

3芦ユニットケアをする意味肋1らず絹をすると何も変わらないと思ラ,

いま､やりたい介護を実践するチャンス｢

負担もそれまで以上にかかるかt,しitない｡

利用者のニーズや柵把握､適砂まサービス,評価など効果fJ;ある⊂サ-ビス提供者としての質が高まる｡満足感がある,
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園3-47 ユニット化後の職員の職場環境,職員負担(第2回WS後)

･ユニブトケアを導入した場合,職場環境は良くなるか

1.非常に0.無回答5.おおいにi,やや3.どちらとt)2.やや
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･ユニフトケアを導入した場合,職員の負担は増えるか

5.おおいに 4.やや 3.どちらとも2.ややl.Bおいに0.無回答
増える 増える いえなtl 減る 減る

最期にワークショップの評価(図3-48)であるが,前回の反省を踏まえ,時間を長

くとったこと,時間内にテーマについてまとめることができたため,評価は｢4.ややよい｣

となっている｡

図3-48 ワークショップの評価(第2回WS後)

･ユニット化は利用者に対してメリットがあるか

5.おおいにJ.やや 3.どちらとも2.あまりl.全く0磨回答
ある ある いえない ない ない
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以上 区分Ⅱ :ユニット研究会初期の職員の意識変をまとめると,ユニットケア導入の

意識は高く,ユニットケア導入のメリットは入居者だけではなく,よりよりサービスを提

供できる職員にもあるという意識に変化しているといえる｡但し, --ドのみの改修では

不十分であり,ソフトの検証もあわせて行わなければならないという意識変化が見られた｡

また,当初より高かった｢施設の全室個室化｣に対する評価は, H特養の見学と,そ

の後のワークショップにおける議論を通して, ｢低所得者･ホテルコストの負担｣を考慮

したことで,全室個室化に対する評価は下がり,利用者がサービスを選択できることを考

え,一部従来型を残す方針に,活動方針が変化している｡

ユニット化のメリット,デメリットを理解し,制度だけにとらわれない改修方針を職員

が考察できたといえる｡
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3-3-3 区分Ⅲ:ユニットシミュレーション期間の職員意識

西棟ユニットシミュレーションは,平成17年6月-9月に,ユニットケアの具体的な

効果と課題を検証するために実施注3-3した｡シミュレーション期間中,ユニット研究会

職員4名(u-1-4),西棟職員9名(K-1-9)を対象として,シミュレーション開始-カ

月後の6月末,三カ月後の9月当初にアンケート調査を実施した｡また,シミュレーショ

ン,施設改修計画に参加していない職員23名に対しても, 6月末にアンケート調査を実

施している｡シミュレーション参加職員である,ユニット研究会,西棟職員の期間中の意

識変化,その他職員との意識に違いが見られた項目を以下に示す｡

20人の利用者をAユニット, Bユニットのそれぞれ10人2グループに分け,一部の4

床室を準個室化したユニットシミュレーション(図3-49)において,まずハード面の

評価であるが, A, B両ユニットのホールの評価(図3-50)では, Aユニットホール

は6月, 9月の評価とも高いのに対し, Bユニットホールの評価は低い｡これは開始当初

から, Aユニットホールに比べ,窓がないBグループユニットは暗いことが問題として指

摘されていた｡段階Ⅵ注3-4の時点でソファスペースを移動し, 9月時点の評価は若干上

がっているが,明るさ,通風が最期まで問題視されていた｡

図3-49 ユニットシミュレーションコンセプト図面
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図3-50 ユニットホールの評価

･ Aホールの全体的な評価

I

Bホールの全体的な評価

･-.-一l‥

~

∴､

､
.

･

~ 5･賀常に4式デ3〔～讃汗2芸子1僅栗に帽回答

Bグループリビングに関しては,段階Ⅱにおいてリビングと廊下を明確に区切る,段

階Ⅵでソファスペースの移動を行っている｡それぞれの評価を図3-51と図3-52に示

す｡廊下とホールを区切ったことに関しては, ｢落ち着いた｣とする評価と, ｢狭くなった･

見通しが悪くなった｣という評価に分かれている｡ソファスペースの移動に関しては,ほ

とんどの職員は｢くつろげる空間になった｣ ｢隠れ家的になった｣などのコメントが多く,

評価が上がっている｡

図3-51 Bユニットホールを廊下と仕切ったことに対して

4.やや 3.どちらとも 2.やや 1.非常に 0.無回答
良い いえない 悪い 悪い5億票に

l=J岩l 6月コメント(西棟.研究会職員)
E-I 3 ふさいだ所は特に問題はないが､狭くしたほうは私がたまにぶつかつてしまう

暗があるので､利用者さんの中にi)何人か同じような人がいるのではと思うo
E-2 4 ふさいだことによつて､落ち着きが出たと思うo
E-3 2 まつきりと廊下ができた感はするが,見通しが悪くホールにいては気づか

ないことも出てくる○

E-4 2 一つの空間を作るにはいいが､なんとなく圧迫感があるoAの様に窓がな
い分くらい感じがするo開放感がないD

しト【 3 ふさいだ事による不便さは感じていないo
E-5 2 暗いため､閉鎖的な感じが増した感じがするD
U-2 3 ホールは落ち着いた感じがするが､テーブルなどをおくと狭いD
E-6 ヰ ホールと廊下の区別がはつきりしたo

E-7 3 圧迫感があるが､リビングとダイニングに分けるため仕方ないことだと思うo
E-8 3 0

U-3 4 少し狭い気がするD
Ll-4 3 入居者にあまり変化が見られないo
E-9 未提出

図3-52 Bユニットソファスペースを移動したことに対して

5･欝に4式苧3･L(.頴Ltヤ2孟苧1･董票に0無回答

9月評価 9月コメント(西棟.研究会織員)

E- 4 くつろifる空間になつたと思うo
E- ロ 狭くすることでまとまつたと里う.
E-3 □ 明るくくつろげる場ができたo
E-4 4 変更前は利用する人もあまりいなかつたが､変更後にぎやかになつたo

U-I 4 ｢つくし｣から｢ひまわり｣ヘの移動はやや不便になつたが､利用者にとつて
ま良いくつろぎの揚が出来た○

E-5 4 ソファースペースが隠れ家となりくつろげるo
し-二 4 ソファーでくつろぐ人が増えたD
E-6 ヰ c1叱の距離が身近になつたo
E-7 4 西ホール出入り口から見たとき､ソファスペース部分は見えないのでプラ

イベ-トスペ-スとなり､くつろぐ空間としていたので良かつたo

E-8 4 利用する入居者が多かつたと思うD
し-i 提出
U-J1 提出
E-9 3 この位置でよいD
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次に和風ユニットとするために, Aユニットに新設した畳スペースの評価(図3-52)

であるが,畳スペースの位置の評価において,職員の意識変化が見られる｡

･ ｢死角｣に対する考え方の変化

Aホール畳スペースは,ホール奥に位置し,回りを仮設パネルで囲っていたため,キッ

チン,ステーションからは死角になっていた｡ 6月のアンケートでは｢死角に対する不安｣

を感じる職員が7名いたが, 9月には1名に減少し,評価も上がっているD利用者に選ば

図3-52 Aユニット畳スペースの評価

･畳スペースの広さ

6月評価 6月コメント(西棟.研究会職員) 9月言平価 9月コメント晒掛研究会職員)
E-1 3 良いと思うDテーブルはもう少L/トさくても良いかと感じま

した,また､四角なので角が凧､-星さんが横になる時
ぶつからないか凸

3

E-2 5 今の広さがちようどよいと思うo 5 落ち着けるスペースだと思うo
E-3 2 狭い○ 3 床と敷こ段差をなくせば広くしても良いc
E-1 2 テレビや棚を置いたため､少し狭い気がするo EI 広さは良かつたと思う○
Ll-I 3 タンス等があることによりやや狭い印象○もう少し広さが

ほしいo

2 広げられるのであればもつと広げたいc

E-5 2 もう少し広い方がいいのではないだろうか○2人ぐらいが
横になると他の入居者が畳スペースにいれなくなる場合
がある□

3

しト2 3 もう少し広い方がみんな座れる. 4 4-5人がテーブルを囲めてちようど良いo普通の家庭も
このくらいかな?

E-6 4 広すぎても落ちつかないと思う. 4 広すぎず､狭すぎず､T度よいと思うo
E-7 3 現在は4-5名が座る広さなのでもう少し広(した方が良3 8畳で4人ほどくつろぐ体制がとれるDもう少し広いスペ

い○
-スなら...o

E-8 3 4

U-3 3 少し狭い気がする○ 未提出
Ll-4 2 もう少し広くしたいcもう少し囲いたいD畳の枠がほしい〇未提出
E-9 r=. 3 適当な広さだと思うo

5億苧に4孟子3･tギ頴E,i2芸子1.墓汽に0無回答

･畳スペースU)位置

5.非常に 4.やや 3.どちらとも 2.やや1.非常に 0,無回答
良い 良い いえない 悪い 悪い

6月評価 6月コルト(西掛研究会職員) 9月評価 9月コメント(酉掛研究会職員)
E-l 2 朝食時､夕食時見守りしながら配膳を行うが､丁度死角3 見守りをする上で大変かなと思いましたが､個別な空間

こなつていて大変○ として確立していたのではないかと感じましたc
E-2 5 少し見えにくいところがあるけどよいと思うo 5

E-3 2 見通しがきかない○人手がないときは困りものロ4 死角になる場所があつても良いo
E--1 ー 死角になつているため○ ■ 死角になつているため.
U-1 3 まだ､死角への不安がある. 5 窓際にあり､仕切りもある場所なのでよいと思うo
Eづ 4 死角になる場所にあるので､入居者側からは見られて

いる感じがしなくていいのではないかo
4 隠れ家になつているので周リの日を感じない○

U-2 3 キッチン付近にいると見えない○ 4
できれば天窓があり､窓がすぐそばにあるといいかなo

E-6 2 ステ-シ∃ンから死角になつている. 4 窓際でよいと思うD
E-7 0 3 ホールの中央付近であるが､仕切L)があることで目隠し

(プライベ-トスペース)となりよいと思うo
E-8 3 落ち着ける場所であるが､見えにくい場所でもあるo4 落ち着ける位置にあると思うo
しし3 4

一つの部屋という感じが出てきたo 未提出
U-4 4 隠れ家的で良いoキッチンから遠い〇 未提出
E-9 未提出 3 今の場所でよいG

51宅票に4武子3｣守差.Eさ〕2式予1暦に0朝答 51欝に4武子3〔ぞ藷津2嘉子1L酢に0廟答

67



第3章 N特養における甥案プczt:スの実践と参加職員の意識変化

れる場所とはどのようなものなのかをシミュレーションで認識し, ｢死角-利用者は見ら

れていると感じない｣ことで,落ち着ける空間となるといった利用者視点の考え方に変化

したと言える｡

同様の変化は, Bホールソファスペースの位置の評価にも見られた｡シミュレーション

当机 仮設パネルで回りを囲うこともなく,見通しの良い位置であったが,段階Ⅵでキッ

チン,ステーションからは見えづらい位置に移動したこと,利用者が自然に集まる場所に

なったことで評価が上がっている｡

図3-53 Bユニットソファスペースの評価

･ソファスペースの広さ

6月評価 6月コメント(酉掛研究会職員) 9月評価 9月コメント(西棟.研究会職員)

E-1 ヰ ソファ､テーブル､テレビなど移動可能なので少しの修
正はきくと思いましたo

3

E-2 4 広さは十分だと思うo 3 よいと思うD
E-3 3 現在のスペースが2つあると良いo3人掛けは2人で座る

のにちようど良いo

3 TVの前位置なので三面ソファーで適当o

E-4 3 利用する人が1-2名なのでちようどいい感じもするが､
増えればどうなのか?

3 その時々で多少動かしていたのでo

しr-i 2 何もなく､印象が薄いo手狭な感じがするo 5 適当な広さD

E-5 2 歩行器､車イスが通るのは狭いo 3

U-2 0 3 車イスの方でソファに座ろうとしてもソファスペースが狭い
ため､ソファを動かさなくてはならないD

E-6 2 狭いo(車イス利用者の移動等) 4 丁度良いo
E-7 3 座りきれないときは椅子を使用しているので問題ない4

ソファ2人掛けなので､人数が決まつてしまうが､ずつと座
が､いつも決まつた人が使用するようになつているD つたままでいる人は少ないので丁度よいと思うD

E-8 4 4 集まるときは沢山の人が利用していたので､もう少し広く

ても良かつたのではないかと思つたo
U-3 3 未提出

し;-4 2 狭いと思うD人数に制限があるo 未提出
E-9 未提出 3 丁度良いo

-

~-:

-Li-'■
5･欝に4京子3･L号頴.fヤ笥予l･輩票に0麿回答5･斐票にJ孟子3i与讃津2嘉子l･酢に0･無回答

･ソファスペースの位置

6月評価 6月コメント(西棟一研究会職尉 9月評価 9月コメント(西棟.研究会職a)
E-I 3 ステーション近くから見ると少し見づらいo 3

E-2 2
ユニットAと同じ位置に並んでいるので少しずらしたほう
が良い○

3

E-3 3 今の位置はテレビが置かれたことでよくなつたo3 目に入L)にくい死角で明るい噺利こあるG
E-4 2 照明の当たりづらいところなので暗く感じるo 4 いいのではD

U-1 ー 奥にあるためか､靴を脱げないためか､有効に活用でき
ていないと思う.

5 見やすくもあL),見えにくい位置だと思うD

E-5 4 畳スペースと同じで､見られているという感じがしないよ
うな場所にあり､見張られている感じがしないのでくつろ
げると思うo

5 周t)の目を感じないo

U-2 2 暗い感じがするo 2 暗すぎるo
E-6 2 風景が見えないo 4

E-7 3 現在奥で向き合う形にしているo一番広く使える位置な
ので良いと思うo

4

E-8 A ヰ 落ち着ける位置であつたと思うo
U-3 3 未提出
U-4 3 暗い場所にあるため､自ら行く人があまりいないo未提出
E-9 未提出 3

5･詐に4式ヂ31LJ瀧Eヤ2宗苧1･節に帽回答5･!i繋に4宗ヂ3iギ幾許2,*7;予1僅琵に0朝答
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また, 4床室を準個室化し,個室の効見利用者の生活の変化を経験したことで,職員

の個室化に対する意識に変化が見られた｡

･プライバシー確保から自室としての諏識-

図3-54に4床室を区切ったことで利用者にメリットがあったかに関する職員の評価

を示す｡区切り方に関しては他のアンケート項目で,一人一人のスペースが狭い,暗い,

圧迫感がある等の意見であったが,利用者のメリットに関して, 6月の評価が高いが, 9

月の評価は下がっている｡

これは具体的な効果が見られた利用者が1人だけであったことが原因である｡本人と家

族の希望で畳敷き居室にした利用者は自分のスペースとして認識し,朝布団をたたむ,自

室の掃除が日課となる生活の変化が見られたが,他の3名の入居者には自室として認識し

ていると感じられる変化は見られなかった｡

4床室に仮設パネルを設置した当初の目的は｢個別空間の確保｣であった｡ 6月は判断

基準として｢プライバシーの確保-利用者のメリット｣と捉えていたが,
9月時点で職員

の判断基準が, ｢居室を自分の居場所として認識できる-利用者のメリット｣に変化した

といえる｡

多床室の個室化,準個室化を考える場合,プライバシーの確保に目が行ってしまうが,

シミュレーションにおける利用者の生活の変化を認識したことでハードとして個室化する

だけでは意味がない,自分の空間として認識してもらうための配慮を行う必要性を認識し

たといえる｡

図3-54 4床室を準個室化したことは利用者にメリットがあったか

6月評価 6月コメント(西†卦研究会職員) 9月評価 9月コメント(西棟.研究会讃E-)
E-1 5 部屋を掃除するなど､一日の生活の中での仕事､作業

が見つかりやるという意識ができて良いと思うo
3 メリットがあつた方がいたが､メリットがない方もいた〇

E-2 3 5
E-3 3 他入居者のベット-の移動が少なくなつたo 3 所有物としての空間を確保ー
ト1 4 自分のスペースが確保できてよかつたo 3 百分の部屋と感じる人も青いたので良かつたのやは
U-t 4 居室､自分の部屋と認識しているG 4

､-しrJ

自分の居場所として認乱
E-5 4 自室と認識でき､くつろぎスペースができたD 3 自分の部屋と理解が深まつた入居者がいる
U-2 3 メリットがある人､ない人がいるD自分の部屋という感覚カ､

ある人はいるo
3 自分の部屋と認識した人はいたが､その人意外は-o

E-6 4 ここは自分のスペースという意識が見られるo 4 プライバシーが保てる
E-7 4 神経質な方が自室として認識し､夜間起きることが少なく

なつたD
3 自分の部屋だと認識できるようになつた方が1人いたo

E-8 3 ヰ 自分の部屋と認識している利用者もいた
U-3 2

-人の空間として狭いと思うo 未提出
U1 4 自分の部屋だという思いが出てきた方もいるo未提tt3
ド-リ未提出 3 入居者さんは理解しにくいと思うG

5鷲宮に恵三貫31宅穎Ltさ)2･あまり1･全く 0.無回答
ない ない

5･おおいに4.やや3.どちらとも2.あ去り 1.全く o.空洞筈あった あった いえない ない ない
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ユニットシミュレーション期間中のキッチンの活用に関する評価(図3-55)で

は, 6月は洗物程度にしか使用していないため､評価が低いが, 7月よりユニツ順の炊

飯, 8月よりユニット毎の味噌汁作りを実施し,利用者と共にキッチンを積極的に活用し

たため, 9月の評価は上がっている○しかし,既設のキッチンを両ユニット共用で使用し

たため, ｢ユニット矧こ専用のキッチンが欲しい｣という要望が見られる｡

図3-55 シミュレーション期間中のキッチンの活用

6月評価 6月コメント(西掛研究会職員) 9月評価 9月コメント晒棟.研究会職員)

E-1 4 思うoしかし､流し台が各ホールにあつたらばまた違うの
かなと思つた

5 米ときや味噌汁作りなとCWが見守りながら有効利用さ
れていたと思いますD

E-2 3

O

3

E-3 2 主に洗物だけになつているo
4 調理するには不具合だ封吏いこなしていたo

〟■-.

E-4 3 以前とあまり変わらないと思うo水道の位置が悪いo覆ろ
向きになるため見えないD

2 背を向けるため､使い勝手は悪いが､米とき､洗い物苛
入居者を交えできたので､多少は有効だつたと思うo

＼JJ田ー
U-1 3 欲を言えば､ホールが見える位置に水道がほしい○4 カウ/タ-を利用したりと工夫はしてしる一心つo

が出来たい
E-5 2 食器洗いなどもどちらかが待つているようになつてしまつ2 1つだけでは洗い物だけしか出来ず､その他王o

ているo

U-2 3 活用されているが､キッチンにいると畳が見えないので
2

ユニットAからは遠すきるD

E-6

E-7

3 もつと広いと良いo
4 出来れぱBユニットにt'欲しいo

つくしの配膳スペースとして活用していたo3 現在ユニットAが使用し,ユニブトBは別のテーブルにて
4

E-8 3
4 米とぎによく活用されていたと恩フo

3U-3

2 B同時に使けい 未提出U--1

E-9 未提出

A､p､｣ス_£o

3

1.非常に 0.無回答
5L斐雫に4芸子3i与訟Eヤ2嘉子1僅買

1.非常に 0.無回答
5･非常に4･やや3･どちらとも2･やや1僅票良い 良い いえない 悪い

ユニットシミュレーションが利用者に対してメリットがあったかに関する評価(園3-

56)では, 6月よりも9月の評価が高く,多くの職員が｢メリットがあった｣と回答して

いる｡コメントを見てみると,
｢小さな変化に対応できる｣ ｢生活自体が落ち着いた｣など

図3-56 2ユニットに分けたことは利用者にメリットがあったか

6月評価 6月コメント(西棟.研究会碍員) 9月評価 9月コメント(西掛研究会職員)

E-1 3
4 空気､雰囲気が変わつたことで､入居者も感じ取り､穏や

かな日が多かつた気がしますD

E-2 3 3

E-3 4 退屈な時間が減つたと思うD日常に楽しい時間があるD
4 環境が小さくなり､目が届きやすく､′はな変仙-すく対

応できるo

ヽヽ
5 ミえこ､着いこいこo

E-4

U-1

4

3

職員木美o

変わつた人､変わらない人はいるo
4

.1.,ナ⊥エー

E-5 3 まだ分からないG □ 家庭に近くなつたことにより､くつろくーとが削よりは出来
るようになつたと思う.

Z 3 -+∠かない
4 が空いこ気がし-2

3
4 目が届きやすいoE-6

4 全体的に皆が明るくなつた
4

E-7

E-8 3

｣0

4

4 未提出U-3

U-4 0 未提出

E-9 未提出 3 入居者にメl)ツトも7-メl)ツトもわからないと恩つo

巨i臣≡≡巨圭
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小規模グループになったことを,利用者のメリットとして捉えている職員が多いことが分

かる｡

また,ユニットシミュレーションが職員に対してメリットがあったかに関する評価(図

3-56)では, 6月, 9月とも評価が高く,その理由として図3-58に示すように,職

員自身の,利用者-の接し方の変化が要因となっているといえる｡利用者-のメリットと

同様,職員と利用者がより近くで,密に交流を持てるようになったことを評価しており,

小規模グループの利用者,職員に対する効果をユニットシミュレーションによって確認で

きたといえる｡

図3-57 2ユニットに分けたことは職員にメリットがあったか

6月評価 6月コルト(西棟.研究会職員) 9月評価 9月コメント(西棟.研究会職≡ミ)
E-ー 3 3

E-2 3 3

E-3 4 お年寄りと仲良くなる時間が増えた〇 5 関係しあう双方の介護の在り方を知つたロ
E--4 4 20人-10人になつたことでより接する時間等庁;こくなつたL,

4
10人単位になり､向き合')時間が増えたりゆとV)ができた,i

U-I 無回口 3 メリット､デメリットは両方あつたこ
E-5 3 まだ変化が見えてこないo(1ケ月日なので) 4 入居者に対する接し方が変わつたo
LT-2 4 精神的に楽になつたD 4 利用者をもつと見るようになつたロ
E-6 4 利用者の気持ちを考えるようになつたo 4 どうしたら家庭の雰囲気な感じていただけるか等考える

ようになつたG

E-7 5 5

E-8 3 4

U-3 4 未提出
Ll-4 4 自分をためされる良い機会だと思うo(プロとしての資質未提出

E-9 未提出 2 A､Bを行つたり来たりなので別にない〇

5.おおいに･I.やや 3.どちらとt) 2.あまり1.まったく 0.無回答
あった あった いえない ない ない

図3-58 利用者への接し方に変化があったか

5.おおいに 4.やや 3.どちらとも
あった あった いえない

1.まったく O無回答

ない

6月評価 6月コメント(西卦研究会職員) 9月評価 9月コメント晒棟.研究会職員)
E-I 4 気持ちが楽になり､きちんと敬語を使つたり､-ちやんな

どいつさい呼んでいないo尊敬の気持ちで接し､また楽
しく過ごすo

4 1人1人に1日に1回は関われるようになつたD

E-2 4 4

E-3 4 会話等でも人のつながりを意識したものになつたo4 好みを考えた接し方を考えるo
t∴1 3 自分では以前と変わらず接していると思うD 4 1人1人と向き合う時間が増えたからD
U-I 0 より近くになつたロ 5 より近くになつたD

E-5 4 ゆとりをもつて接することができるD 4 ゆとりを持ち､待つてt)らうことが少なくなつたコ

U-2 4 例えば転倒危険者に対して｢座つていましよう｣という言
菓をあまり使わなくなつた気がするD

4 1人に関わる時間が増えたロ

E-6 4 やさしくなつたと思うD 4 ひとりひとりを見るようになつたロ

E-7 5 入居者の表情などこまかいところまで観察し､状況にあ

つた声かけにつとめるようになつたo

4

E-8 2 入居者の方と関わる時間がとれたように思うo
4

入居者の方と関わる時間がとれたように思う〇
U-3 4 未提出
U-4 5 時間をかけられるようになつたD 未提出
E-9 未提出 2

5.おおいに 4.やや 3.どちらと車)2.あまり1.まったく 0.無回答
あった あった いえない ない ない

5.おおいに 4.やや 3.どちらとも 2.あまり1,まったく o,無回答
あった あった いえない ない ない
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職員のハード(建物)に対する意識の評価(図3-59)にも向上が見られた｡ 6月評

価では, ｢3.どちらともいえない｣という意見が多うが, 9月の評価では, ｢4･ややい

える｣が最も多く,空間の広さや,落ち着ける空Fpq,利用者の｢生活｣を支える水回り設

備の要求などが見られる｡

図3-59 以前よりも建物に対する意識が強くなったか

6月評価 6月コメント(西棟.研究会職員) 9月評価 9月コメント(西棟.研究会職員)

E-1 3 4 空間がもう少し狭くなれば落ち着く人t'いるのではと思つたo

E一っ 3 4

E-3 4 寮の大切さが分つた(外気や陽射し) 4 環境が与える影響があるo

E-4 I

JL1ヽ-

-ケ月が過ぎて､ここがこうだつたら､ここは不便だと感じ
たからD

□ 実際､やりやすい､やりにくいと感じたのでD

U-I 5 以前より具体的に考えるようになつた○○○が欲しいD○
○が邪魔などo

5 深く考えるようになつたo

ト与 3
4 水廻りの改晩

LL2 4 例えばここに窓があつたらいいなとか､もつと光が入れば
いいなと思うことがあるo

□ 水廻り関係を充実したいと思つた○

E-6 4 4 環免

E-7 3
4 安全的を考えるようになつたo

E-8 3
4 落ち着ける場所や配置などを考えるようになつたD

U-3 兼回白 未提出

U-4 無回生 未提出

E-9

l=

未提出
2

lil-I)
職員の仕事に対する満足度にも変化が見られた｡

シミュレーション期間中の勤務体制の評価(図3-60)において,
6月, 9月とも評

価は低く,日中の勤務においての小規模グループの効果を指摘しているが,夜間勤務にお

いて, 2ユニットを1人の職員で見ることに不安を感じている,ソーシャルワーカー,看

護師をユニット専属配置としたことで,利用者の間近で勤務できることにメリットは感じ

るが,日常生活支援もこなすため,自身の本来の専門職をこなす時間がない,時間外勤務

となるなどの問題点が浮き彫りになり,ユニットの効見課題を検証するというユニット

シミュレーションの当初の目的を果たしたといえるが,職員はその問題点に不満を持って

勤務しているといえる｡

しかし,仕事に対する満足度に関する評価(図3-6りでは,研究会職員,西棟職員

の評価が高く,コメントを見ると, ｢利用者とのコミュニケーションが増えた｣というコ

メントがあり,勤務体制には不満はあるが,自身が利用者に対して提供しているサービス

を評価しているといえる｡ユニットシミュレーションに参加していないその他職員の6月

評価とは大きな違いがある｡

｢仕事に対する満足度｣に関しては,事前アンケートから2回の見学会, 2回のワーク

ショップ後のアンケートでも質問していたが,大きな変化は見られなかったが,ユニット

シミュレーションによって,大きく変化したといえる｡
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図3-60 勤務体制の評価

6月評価 6月コメント情熱研究会職員) 9月評価 9月コメント幡棟.研究会職員)
E-1 3 ③のとき､19:30ではぎりぎりかなと感じてしまつたo根本

さんいなくて③1人の時は更衣が夕食後で間に合わなし
気が-一

3 夜勤帯が1人では怖いと感じる日があるG

ト｣ 3 2

E-3 3 日中はまだ良いD夜間は怖いD
2 夜勤1人のリスクは大きいo

E-4 2 早番､遅番等､どちらかに一人でなく､一人ずついるとし3 朝とか欲しい時間節こ人がいなつたり､ぎりぎりの人数の
いo E]もあつたのでG何かあつたら何か一つ犠牲にしなけれ

ばならなかつたo

しト】 2 経験的なことから個々人の勤務シフトが決まつてしまつて2 申し送りの時間､場所､やり方については検討した方が
いたロ いいと思うo一度に3-4人がいなくなるので見守り等が

大変なときがあるD
E-5 2 職員がいる日､いない日があるG 2 人が少ない日がたまにあるu

しL-2 3 遅番が一人のときは大変だと思うo 4
1つのユニットに最低2人はいるので良い〇

E-6 3 日によつて職員数に違いがあるo 3 改修前と特に変わらないD
E-7 4 3

E-8 3 4

U-3 4 未提出
し1--1 0 まだなんともいえないが､上手に組まれていないとまず

いかもしれないo
未提出

E-9 未提出 3 木村さんがし､る､いない時の仕事の態度が違う人がいるo

5･欝に`1孟子3･,u宅頴汗2宗苧l･欝に0無回答5･欝に4孟子3だ頴Eヤ2嘉子I.欝にO無回答

図3-61仕事に対する満足度

6月評価 6月コメント情熱研究会枯員) 9月評価 9月コメント｢西碩.研究会職員)
E-1 4 歌を歌つたり､踊つたりして笑顔が見れたり､一緒にでき

たりするととても満足o

5 入居者と関わる時間が増え､距離が縮まつた気がしますo

E-2 3 4

E-3 3 6月､7月だと6月は良かつたG 4 入居者に関わる時間ができたロ
E1 4 今までよりも入居者と関われる時間が多く取れたのでG4 入居者と接する時間が多くなつたo
Ll-1 3 満足できる面､もつとやらなきやという思いの両方がある⊂2 満足しているところもあるが､それよりも不満の方が多い〇

(デスクワークが時間外)

E-5 3 3

しし2 3 ゆとりを持てるようになつたが､何をしたらいいか考えると4 やることは増えたが､利用者とともに仕事ができ､よいと
きがある○ 思うD

E-6 3 満足したらその時点で終わつてしまうo 4 利用者とのコミュニケーションがはかれるロ
E-7 3 私がユニットケアに向けて努力するニとがたくさんあるのでc4

E-8 3 4

しト3 2 未提出

Eg 4 もつと良くなると思うG 未提出
E-9 未提出 3 見守りをしない人がいるので気をつけて欲しいo

-

n)

9

8

7

6

5

4

3

2

1

4.やや 3,どちらとも

満足 いえない

5,非常に ∠1.やや
3.どちらとt, 2.ややt.非常に 0.無回答

満足 満足 いえない 不満 不満

5儲酢 41･蒜3だ頴Ltき2窟1･鵠に0･聖回答
体力的にきつい｡
やりたいことはたくさんあるけど､実際はできていない｡(時
間がない)
コミュニケーションをとる時間がないo
目標を常に持ち､今その目標に向かっているところだか
ら｡

週2回の入浴も入れていないDリネンもできていない｡爪き
り､耳かきi).･･｡おむつももっとやってあげたいuEtc

仕事は楽しいが､仕事に追われ､入居者とのコミュニケー
ションが少なくなった｡
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最期に,全室個室化の必要性(図3-62),ユニット型導入の必要性(図3-63)に関

しては,前回のワークショップ後のアンケートからお起きな変化は見られない｡ユニット

型の導入に前向きな姿勢が見られる｡

図3-62 全室個室化の必要性

6月苦手価 6月コメント(西掛研究会職員) 9月評価 9月コメント(西棟.研究会職員)

E-I 4 3

E-2 3 3

F⊥J 3 リスクが増えると思うD 5 大切な存在として具現1ED

E--1 4
一人がいいという人もいるだろうし､1人だと孤独感を感■

3 1人は寂しい､夫婦で入りたい等,みんながみんな個室
る人もいるだろうから,全室を個室化することが一番いい
とは思わないD

がいいとは限らないと思う□

U-1 4 完全準個室､4床室それぞれあつてよいと思うo 4

E-5 3 分からないo 3

U-? 3 意外とホールで過ごす利用者が多い〇 3

E-6 3 個室を望まない方もいるのでは? 3 姉妹で入居したいと考える方もいると思うD

E-7 3 3

E-8 4 個室の方が落ち着くように思うためD 3 個室化による危険性などもありうると思うので､よく目が届
かないのではo

し-i 3 経済的に入居できない方もいるから 未提出

し←-1 O 未握出
E-9 未提出 5 他人に見せたくないところもあるのでo

6月/西棟&研究会(N=12)

-----I----------
7

---------
6

--I-----------=------I--
5

------
4

----------------
3

-----I--
2

5.おおいに 4.やや

9月/西棟&研究会(N=11)

1.まったく 0.無回答
必要 必要 いえない必要ない必要ない 必要 必宮1vてえか､~~ ･z凄ない･Z項なL

3.どちらとも2.あまり1.まったく0.無回答 5.おま垂､に

図3-63 ユニット型導入の必要性

il.やや
3.どちらとt) 2.あまり

6月評価 6月コメント(西棟.研究会職員) 9月評価 9月コメント(西棟.研究会職員)

E-1 4 ヰ 問題点の原因は環境もあるかもしれないと感じたo

E-2 3 3

E-3 3 きめ細かなサービスができるのかで決まるo
5 プライバシーの保護と人間らしく暮らして欲しいo

E-4 5 より深く入居者と関われるからo
4 今以上に1人1人のことを良く知ることが出来るし､もつと

この仕事が楽しく感じると思うo

U-1 El ′､規模にするメリットは入居者に対してたくさんある気がする〇
4

E-5 3 まだ分からない○ 4 個別介護の重要性

し-1 3 なんともいえないo 4 個別ケアは充実できると思う,

E-6 4 利用者の要望が聞きやすいo
4

E-7 4 4

E-8 4 4

U-3 4 未提出
U1 0 兼捷

E-9 未提出 3

4.やや 3.どちらとも 2.あまり1.まったく 0,無回答
必要 必､要 いえない 必要ない 必要ない

5.おおいに

以上 区分Ⅲ:ユニットシミュレーション期間の意識変をまとめると,実際にユニット

ケアを実践したことから,ハード面においては! ｢死角に対する意識｣ ｢個室化の目的意識｣

に変化が見られ,職員目線ではなく,入居者目線で施設空間を考えるように変化したとい

える｡また,ユニットケアのメリットに関しても,当初は利用者のみにメリットがあると

感じていたが,自身が利用者のより近くでサービス提供できることを,職員に対してもメ

リットがあるという考え方に変化したといえる｡
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3-3-4 区分Ⅳ:最終アンケート

ユニットシミュレーション終了後,ユニット研究会職員と共に, N特養本改修プランを

2案注3-l作成し,平成18年5月に施設内での最終活動報告会を実施し,改修案,改修

方針の説明を行い, N特養における一連の職員参加型施設改修プロセスを終了した.

報告会終了後, N特養全職員を対象に,改修案,改修方針,一連の活動を評価してもら

うために最終アンケートを実施している｡ユニット研究会職員5名,その他の職員13名,

計18名から回答があった｡

まず,作成した改修案の評価では,改修案1 (図3-64),改修案2 (図3-65)とも

評価が高く,現在の定員100名を80名に減らした改修案1の評価が若干高い｡ユニット

研究会職員は,自身がプラン検討を行っていることで評価,改修案に対する理解が高い｡

ユニット研究会の方針で, ｢低所得者-の配慮｣として,従来型を一部残した｢一部小

規模生活単位型｣としたことに対する評価(図3-66)では!同じくユニット研究会職

員の評イ乱 理解度は高いが,その他職員の一部に,従来型を残す目的を, ｢今までの雰囲

気を残す｣ ｢よい所を残す｣など,誤解している職員が見られた｡

図3-64 改修案1に対する評価

5.非常に

よい
4.やや 3.どちらとも 2.あまりl.まったく o.無回答
よい いえない よくない よくない

コメント
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図3-65 改修案2に対する評価

職員属性職憧 評価点lコメント

コ卜十 SW

Eij
4 浴室が共用だつたりするが,制限がある中でいいものができたと思うD

ー-------.------------▲.-㌔---P一､~~~ユしー-1l

ユしト8

医務

CW

0

4 _■ー■ー-----------■-------■--▲------------一~
三ヒ13

ユしト9

CW

CW

4

4 従来型でも′ト規模グループで生活できるように配慮されているo

ユE-6 西CW 3

_--------ー.----------■-A-------一-----------一~~医務 4

直務 4 低所得者-の配慮があり,よいと思う□

一-----------------..........................................-.---.-.I---......-.▲-▲..------一-■~~~~直堅ー4 多様化する利用者に対して,従来型が残つていてもよいと思うからo

′ー■-I---▲■------------■､-----~ー■~東CW 3

_㌔---------------------------------】~SW 4 住み慣れたところを活かしたいo-一

東CW 4 100名として考えると,この改修案が環境的に良い○■●

#c& 3 どうせなら各ユニット毎に独立していた方がよいと思うo混在する意図がはつきりしているのでo
I--A,------------I----■--▲........----一~~東CW 5 従来型を残したことで,個室使用できない九個室で寂しいという方によいと思いますo

不明 4

〟.......................................■■--■--I--■.■-■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■-■-■■■■■■■■■■■■■■■■.........................................................--▲...■--■.--一~▼■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
-:てi

リハビリ 4 設計図を見ると,ユニットA,D,Eは独立して設計されているので,利用者の加がご自身の生活を確立しやすいものとなつていると見受けられるo
東CW 3 改修案1の方がよいと思うop-I_A〉P__ー_______ーー--L-

医務 3 一部のユニットとの共は子しくない
F)

(評価)5.非常に良い4.やや良い3.どちらともいえない2.あまり良くないー.まつたく良くない0.無回答

図3-66 従来型を残した｢一部小規模生活単位型｣としたことに関する評価

::至≡亭 ::】.三 評価点 コメント

ユしー-I SW 5 従来型を残す方針に賛同しているo_ーん__P_.___ー____一_㌦ー---

ユしr-ll 医務 5 従来型にあつた利用者もいらつしやる○

ユしト8 CW 0

ユしト12

ユしト9

CW

CW

4

E]
低所得者-の配慮があるからo

低所得者に対する配慮がなされているo

ユE-6 西CW 4

医務 4

医務 0

_-----------■----～------.--一lー衰務 5 -z-....=.-

東CW 3

ーーー-----------------------................---I------▲...▲■...--I-----▲...P▼..-.-------.一SW 3 ちよつとよく分からない
東CW 5

q

今までの雰囲気もあつていいと思うo
東CW 5 混在す重量堅旦坦ヱき坦垂里竺旦_____ーー肝"_r～----------
璽CW- 4 幅昼いニーズに対昼竺き冬と昼Lp
不明 4

._r､---.--..------....................................................-..---...........................................................................--■---------■-■■-▲............▲....-.................................................................-～リハビリ 4 従来型を利用される方と,新型を利用される方が他の体制を利用される方にどんな気持ちを抱くかっ

■′_■-------▲--.▼■...............................................................-▲▲-....I...................................................................-I-----.---■■..-.....-..-...............................................................---.一I~東ew 5 良いさ三石衰残し,新しくしていく案だから8
医務 3 現状を踏まえながらの案であるのでよいと思うQ

(評価 5. 非常に良い4.やや良い3.どちらともいえない2.あまり良くない1.まつたく良くない0.無回答

どちらかの改修案で改修を行った場合の利用者,職員-与えるメリットに対する評価で

は,利用者に対するメリット(図3-67)では,ユニット研究会職員,その他の職員と

も評価が高く! ｢小規模化｣ ｢個別ケア｣ -の理解が見られる｡しかし,職員-の与えるメ

リット(図3-68)では,ユニット研究会職員は全員が｢メリットがあると｣回答して

いるのに対し,その他の職員は｢3.どちらともいえない｣が多い｡ユニット研究会職員は,
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ユニットシミュレーション期間中のアンケートにおいて, ｢利用者に対して個別に対応で

きること｣ ｢交流が増えること｣を職員にとってもメリットであると回答しており,最終

アンケートにおいても同様の意識が見られたといえるが,その他の職員,特にユニットシ

ミュレーションを経験していない職員は,ユニットケアに対する漠然とした不安を感じて

おり, ｢利用者に対してより良いサービスを提供できること｣を,職員自身のメリットで

あるという意識が見られないことが分かる｡

図3-67 改修案で改修することは利用者にメリットがあるか

-

0

9

8

7

6

5

4

3

2

1

5.おおいに 4.やや 3.どちらとも 2,あまりl.まったく 0.無回答
ある ある いえない ない ない

図3-68 改修案で改修することは職員にメリットがあるか

5.おおいに 4.やや 3.どちらとも 2,あまり1.まったく o.無回答
ある ある いえない ない ない

職員属性職種 評価点 コメント

.f_L_∫-)-_
ユしr-ll

SW

頂務

5

4

職員の声をもとに作つたロメリツトがあると信じるo

ユし;-8 CW 5

ユしー-12 CW 4

利用者1人1人-の配慮がなされるのモE-i:ないかoユU-9 CW 5

ユE-6 西CW

_旦堅_医務

4

4

3 現塾聖望2ヱ撃垣堕草主星些旦妄旦±二E～嘩竺量迦lq?王珪亘考えてしまいますo
医務

東CW

3

4

皆の知識や技術の向上がな古!_1t岐阜菱塑造堅L__

あまり想像がつかないc動線を短くして欲しいoSW 3

衰∈w 5 入居者一人一人のサービスを考えられると思うq

今までと異なる環境に置かれた利用者の姿,行動聖量ることにより病た蘭応蔽を克由す三妄盲巧~き石ので繭L-(Aゝさ衰うu

東CW

東CW

不明

リハビリ

3

3

3

5

東CW 5 負担が軽減できると思うo
医務 3 各自の作業能力の差が出ると思うu

77



第3章 N特養における損案プczt:スの実践と参加職員の意識変化

ユニットケア導入の必要性の評価(図3-69)では,ユニット研究会職員にはシミュレー

ション期間のアンケート結果と変化はなく,全ての職員が｢必要｣と回答している｡その

他職員も, ｢必要｣と回答する職員が多く! ｢どちらともいえない｣が多かった,事前アン

ケートと違いが見られる｡

また, N特養でのユニットケア導入は可能かという設問(図3-70)では, 18名中17

名の職員が｢可能である｣と回答している｡コメントを見ると,西棟でのシミュレーショ

ンの実績から判断する職員が多く,ユニットシミュレーションがN特養職員-与えた影響

は大きいといえる｡自施設でユニットケアを実際に経験したことで,職員により具体的な

ユニット導入のイメージを与えたといえる｡

図3-69 ユニットケア導入の必要性

5.おおいに 4.やや 3.どちらとも 2.あまりⅠ.まったく o.無回答
必要 必要 いえない 必要ない 必要ない

職員属性職種 評価点 コメント

ユしト1 SW 5 改修計画を作つたロぜひやりたいo

ユローlⅠ医務 5 大勢での生活は,普通の家ではあまりないQ

ユしト8 CW 5

ユニットシミュレーションからo

ユLT-12 CW 4

ユしー-9 CW 5

ユE-6 西cw 4

医務 4

医務 5

医務 5
一人の人としてより良くその人を見れると思うからロ

東CW 4

SW 4 少人数が良いo
東CW

東CW

5

E]
個別サービスの充墨二A二A9_匪垂堅牢埋重量L_′ー

東CW 4 利用者さんのニーズに応えられるためo
青軒 5

リハビリ 5 個人の生活の確立を促すためo自分だけの生活を送ることができる様に手助けするためロ
東CW El 一人一人にかかわる時間が増えるo
医務 5 個のサービスを提供するためc

図3-70 N特養でのユニットケア導入は可能

可能 不可能 無回答

職員属性
■≦一.-T:

評価点 コメント

ユしー-l SW 可能 シミュレ-シ∃ンをもとに実施可能!

ユしト11 医務 可能 現在でもできたのでo
ニし-トi CW 可能

ユしトl2 CW 可能
ユしr-9 CW 可能 西棟での実績があるロ

ユE-6 西cW 可能
有高 可能
医務 無回答

医務 可能
東CW 可能

SW
可能

時間はかかると思うが,可能ではないかロやはり職員の人員の面で不気今の人員で理想のサ

-ビスができるのかロ
束CW 可能
東CW

可能 十分な検討がなされていると思うのでo
東CW 可能 勤務,利用者数を調整すれば可能だと思うo
不明 可能
リハビリ 可能 職員が積極的モあり,連携しているからD
東cW 可能 実験でよい結果が得られたからo

医務 可能 やる気の問題ですo
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■全室個室化に対する評価(園3- 71)では,ユニット研究会職員には,変化が見られない｡

｢低所得者,利用者の選択性｣を考慮しているため,全室個室化の意識は低い｡その他の

職員にも,一部の職員にユニット研究会の方針に対して理解が見られる｡

図3-71全室個室化の必要性

5.おj=31､に 4.やや 3.どちらとも 2.あまり
必要 必要 いえか､〉必要t-ilい:i:､宮なてく

1.まったく o,無回答

ユニット研究会の一連の取り組み対する評価(図3-72)では,ユニット研究会職員,

その他の職員とも評価が高い｡コメントを見ると,ユニット研究会職員には,本改修プラ

ン作成には6ケ月間を要したが, ｢プラン作成が駆け足になってしまった｣ ｢他の職員にも

参加してもらいたかった｣などの反省点を挙げる職員が見られる｡

図3-72 これまでのユニット研究会の取り組みに閲しいての評価
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次にユニット研究会職員の取り組み対する評価を示すo

職員が本改修プランを考えやことに対する評価(図3-73)では,自身が現在のこと,

将来のことを考慮し,プラン検討を行えたことを評価する職員が多い｡

図3-73 職員がプランを考えたことに関しての評価

一連の活動に参加し,利用者の生活をより考えうようになった(図3-74),改修計画

を実施したことは,将来の施設利用者に対してもメリットがあった(図3-75),自身が

施設改修計画に参加したことに対する評価(図3-76)も高い｡

図3-74 改修計画への参加で利用者の生活をより考えるようになったか

職員属性職種 評鮎lコメント

ユローl
SW 5 会議もそうでしたが,会議以外でもあれこれ考えましたc_____〟__一__----.---

ユしトl1 医務 5 利用者が蛮虹----------------
ユしー-8 CW 5

■_---■---■▼-J-■....■▼..................................................PP-▲.■.....■.■.................................I
ユしF-12 CW 4 望む生活というものを考えるようになつたo

-ド面r-ついて落ちつける場所とはどのようなものかをえるようになつたuユし[-9CW5ハr｣パ

(評価)5.非常によい4.ややよい3.どちらともいえない2.あまりよくない1.まつたくよくない0.無回答

図3一了5 一連の活動は将来の施設利用者に対してメリットがあったといえるか

職員属性
:;■.≡ 評鮎lコメント

ユしー-1
SW 5 最終的には将来のサービス展開まで議論が発展した0)i_ー__I__Prー.ー～--------

ユしー-ll 医務 4 職員聖阜基ているこi:_が明確になるo
ユしト8 CW 5 これからなくてはならない活動なのでo

∩--------------A----】ー-----■ーユしー-12 CW 4
-i,=H==

塾を一事場として捉ーるのではなく家として主体的に考えられたことは利用者に対しての心配りに良い影響を与えると思うQ
ユしト9CW5施欧_仕z-

(評価)5.おおいにあつた4.ややあつた3.どちらともいえない2.あまりない1.まつたくない0∴無回答

図3-76 自身が施設改修計画に参加したことに関する評価

職員展性 I.'.1≡ 評佑点 コメント

ニLU-1

I

SW

一務

5

ヰ

の.ロよりもさ会に加できとてもになりました負:千コ言しY<

ユー､,トの考え方が理解できるようになつた当たり前の生活oユし-ll

ユし:-8

医

CW 5

･一-ツ

_ー-.............................................J----------------...........-Y-P一■▲■
ユしトl2 CW 3 途中より勤務の調整ができず,参加できなかつたからo

5 面富豪主体的に捉えることができた
ユしー-9CW巨又o

(評価)5.非常によい4.ややよい3.どちらともいえない2.あまりよくない1.まつたくよくない0∴無回答

また,提案プロセスにおける4つの基本項目のうち,施設見学会,改修検討会･施設内

での実践にあたるユニットシミュレーションが,本改修プランを作成する上で果たした役

割,与えた影響に関しては,ユニットシミュレーションの評価(図3180)が特に高い

ことが分かる｡コメントを見ると, ｢自分達の実績をもとに議論できた｣という意見が見

られ,ユニットケアを経験したことで,より具体的なイメージを描くことができ,ハード,

ソフト両面での検討ができたといえる｡

図3-77 改修プランを考える上で見学会が果たした役割

職員属性

ユしー-1

職種
SW

評価点】

5

コメント

他施設を見る機会はあまりないので良かつたとおもうuN特養はN特養のと考え方ができたと思うc

ユしトl1

_旦華L

4 いいとこどりができるo
ユしト8 SW 4 ポイントをおさえ,内容を見るべきだと思うo

ユしー-12 CW 4

■′■r...........................................----.■..........--■-■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■▲.■..■▼.................................................................■-----▲■.-■■--■■■■■■■■■■■■■■ー-i-[ト9CW~4良い点は参考にできたのではないかo

(評価)5.非常によい4.ややよい3.どちらともいえない2.あまりよくない1ーまつたくよくない0.無回答
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図3-78 改修プランを考える上で検討会が果たした役割

(評価) 5.非常によい 4.ややよい 3.どちらともいえない 2.あまりよくない1.まったくよくない 0.無回答

図3-79 改修プランを考える上でユニットシミュレーションが果たした役割

(評価) 5.非常によい 4.ややよい 3.どちらともいえない 2.あまりよくない1.まったくよくない 0∴無回答

図3-80 最も重要だと感じた取り組み

一連の活動において,
｢やり残した｣ ｢こうしたかった｣という課題に関する設問(図3

-81)では,｢図面作成にもう少し時間をかけたかった｣というものや,｢他の職員にも参加,

経験してほしかった｣というコメントが見られる｡改修計画参加職員と非参加職員の意識

の差は,アンケートにおいても明らかになったが,他の職員に自施設での取り組みに興味

を持ってもらうための配慮が必要であったといえる｡

最期に,施設改修において,職員が最も重点的に話し合う必要があること(図3-82)

をたずねた｡全ての職員がハードではなく,介護方針,介護理念等のソフト面の議論が最

も重要であると回答している｡ ｢利用者の生活を掘り下げて考える｣ ｢自分達の視点ではな

く,利用者の視点｣というコメントが見られる｡

最終的なユニット研究会職員の意識として,ハードよりもソフトを重視し,職員の視点

ではなく,利用者の視点で考える姿勢に変化したといえる｡

図3-81一連の活動で｢やり残した｣ ｢こうしたかった｣と思うこと

図3-82 施設改修において職員が最も重点的に話し合う必要がある事

コメント
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3-4 小活

以上 N特養における取り組みの概要と,参加職員の意識変化を検証し,以下のことが

明らかになった｡

提案プロセスの基本4項目である,改修準備委員会の設立,見学会,検討会,施設内で

の実践を全て実行し, N特養の改修計画では,改修準備委員会であるユニット研究会が改

修計画の中心となり,職員主体の活動を行えたといえる｡

最終的なプランの検討には,ユニットシミュレーションが果たした役割が大きく,自施

設において,実際にユニットケアを経験できたことで,職員は具体的なユニットのイメー

ジ,効果,課題を明らかにした上で,--ド,ソフト両面でのプラン検討が行えたといえる｡

また,改修計画参加職員の意識変化は,当初から施設の方針として, ｢将来のユニット化｣

というテーマがあったため,改修計画開始から終了まで,常に職員のユニット導入の意識

は高いが,開始当初は｢ユニット型の導入｣ ｢ユニットケアの導入｣を同じ意味で捉えて

いるたが,前者は基準に合ったユニットを作る,後者は小規模グループ,個別ケアを実践

するという認識の変化が見られた｡低所得者-の配慮,利用者の選択性を考慮し,従来型

を残すが,従来型でも｢小規模グループ｣ ｢個別ケア｣を実践する,個室ではないが｢ユニッ

トケア｣を実施する意識が見られ, /＼-ドよりもソフトを重視しているといえる｡

また,シミュレーション期間中には,職員の死角に対する考え方に変化が見られ,職員

の視点ではなく,利用者の視点で施設内空間を考える意識変化が見られた｡また,個室化

の目的に関しても,当初は｢個室化の目的-プライバシーの確保｣であったが,準個室化

した利用者の生活の変化を目の当たりにしたことで, ｢個室化の目的-利用者が自分の居

場所として認識できること｣に変化し,個室化だけでは意味がなく,利用者に自身の空間

として認識してもらう必要があることを指摘している｡

また,ユニット型を導入することでのメリットの関する評価では!利用者に対してメリッ

トがあるという意識は,職員の改修計画-の参加度合による大きな違いは見られなかった

が,職員に対してメリットがあるかという評価では,ユニット研究会職B,ユニットシミュ

レーションを経験した西棟職員には, ｢利用者によりよりサービスが提供できること｣ ｢利

用者と接する機会が増えること｣を職員のメリットであると感じているのに対し,その他

職員はユニットケアに対して漠然とした敷術を抱いており,職員にメリットがあるという

意識は見られなかった｡

最期に,改修案の作成には6ケ月という期間を要したが,ユニット研究会職員には, ｢もっ

と時間をかけたかった｣ ｢利用者にも参加してもらいたかった｣ ｢他の職員にも参加しても

らいたかった｣という意見が見られ,提案プロセスの課題が明らかになった｡特に,改修

計画参加職員と非参加職員の意識の差は,常に問題としてあげられており,自施設での取

り組みに興味を持ってもらうための配慮が必要であったといえる｡
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4-1 日常生活環境の概念分析の目的

高齢者介護施設等で近年多用されている日常生活支援に関する言葉に, ｢家庭的な環境｣

｢その人らしく｣というものがある｡

日本の社会福祉制度における福祉サービス及び日常生活支援に対する考え方として､社

会福祉法注4-1では｢その有する能力に応じ､自立した生活を営むことができるように支

援するもの｣と明確に理念を掲げている｡この基本理念は､介護保険法注4-2の目的にお

いても､同じ文言で記されている｡

またこれらを踏まえ,特別養護老人ホーム,グループホームの運営基準においては以下

のように,それぞれ｢家庭的な雰囲気を有し｣, ｢家庭的な環境の下｣と明確に記されている｡

【指定介護老人福祉施設 運営基準】

(基本方針)

第3条

指定介護老人福祉施設は,明るく家庭的な雰囲気を有し,地域や家庭との結び付

きを重視した運営を行い,市町村(特別区を含む｡以下同じ｡),居宅介護支援事

業者(居宅介護支援事業を行う者をいう｡以下同じ｡),居宅サービス事業者(居

宅サービス事業を行う者をいう｡),他の介護保険施設その他の保健医療サービス

又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない｡

【指定痴呆対応型共同生活介護 運営基準】

(基本方針)

指定居宅サービスに該当する痴呆対応型共同生活介護(以下｢指定痴呆対応型共

同生活介護｣という｡ )の事業は,要介護者であって痴呆の状態にあるもの(当該

痴呆に伴って著しい精神症状を呈する者及び当該痴呆に伴って著しい行動異常が

ある者並びにその者の痴呆の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く｡以下

同じ｡ )について,共同生活住居(法第7条第15項に規定する共同生活を営むべ

き住居をいう｡以下同じ｡ )において!家庭的な環境の下で入浴,排せつ,食事等

の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより,利用者がその

有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなけれ

ばならない｡

以上より,高齢者介護の場が目指す方向性は明確といえる｡しかし, ｢家庭的な環境｣ ｢そ

の人らしい｣という言葉の概念の認識は人それぞれによって捉え方に違いがあり,現在の

所,確立された概念はないといえる｡このような認識の違いは!生活支援を行う上で柔軟

性がある反面,職員による価値観の違いや思い込みなどで偏りがあると,ケアサービスの

質がばらつき,外部評価を行う場合でも,評価員が施設における日常の生活支援の概念に

ついて共有できていない場合,たとえ良質な施設であっても,正しい評価がなされないこ

とが懸念される｡良質なケアサービスの質の確保ならびに運営を維持していくためには,
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施設を取り巻く全ての関係者において】日常における生活支援の概念を共有化することは

急務の課題であると言える｡

本章では!介護施設職員の言葉に対する概念を｢実像｣として明らかにするため,以下

の2つを調査調査対象とし,職員が｢家庭的な環境｣ ｢その人らしい｣と感じる様子(あ

るいはその逆の場合の様子)を撮影してもらう調査を実施した｡

調査対象1 :全国の帯知症高齢者グループホーム取員

全国の指定認知症対応型共同生活介護事業者3,795ケ所(2003年10月現在, WAMN

ET調べ)から無作為抽出した600件を対象に調査注4~3を依頼した｡実施期間は平成15

年12月-平成16年1月とし,104の事業所から回答(回収率17.3%)を得た｡ 104件の内,

｢その人らしい様子｣のみを回答した事業所が1件あり, ｢家庭的な環境｣を回答した事業

所は103件(回収率17.1%), ｢その人らしい様子｣を回答した事業所は104件(回収率

17.3%)である｡また, 1つの事業所が同一のテーマで複数の写真を選出する場合もあり,

｢家庭的な環境｣ 125枚, ｢その人らしい｣ 119枚を収集した｡

調査対象2 :特別養護老人ホーム｢N特養｣

将来の施設改修に向け,職員参加型の取り組みを行っている特別養護老人ホームであ

るN特養の改修計画参加職員を対象に同様の調査を行った｡仮設的なユニットケアを導

入し,ユニットケアの検証を行った｢ユニットシミュレーション注4-4｣期間(H17年

6月-9月)に調査を依頼し,11人の職員から回答を得た｡写真の枚数制限を設けなかっ

たため, 1人の職員が同一のテーマで複数の写真を選出する場合があり, ｢家庭的な環境｣

29枚, ｢その人らしい｣ 29事例を収集した｡

本章では,これら2つの調査対象から収集された｢実像｣の分析と構造化をはかり,以

下のことを明らかにすることを目的としている｡

① 職貞が｢家庭的な禾境｣ ｢その人らしい｣と感じる要素を明らかにし,実際の

イメージについての実態を把握する｡

② 調査対象1と調査対象2を比較することで,施設種別の異なるグループホー

ムと特別養護老人ホームでのイメージの違いを明らかにし,その原因を分析

する｡

③ 調査対象2 : N特養職員を対象としたの調査事例については,職員が主体的

に関わる施設改修計画において,職員にどのような傾向が見られるのか,改

修計画が参加職貞に与えた概念形成上の影響についての考察を行う.

④ 写真という実像を使用する本調査手法が持つ,職員に対する効果と, ｢概念の

共有化｣における,今後の可能性についての考察,提案を行うことを試みる.
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4-2 全国グループホーム職員を対象とした調査

4-2-1 ｢家庭的な環境｣と感じる様子

グループホーム職員を対象とした調査において, ｢家庭的な環境｣というテーマで撮影

された写真は125枚である｡写真の一部とそのコメントを写真4-1に示すo

アンケートの写真とコメントから,それぞれの画像中の｢活動･行為｣と｢場所｣を簡

単な言葉で表わし,カテゴリ毎に分類した｡ ｢その他｣ ｢不明｣を合わせて｢活動･行為｣ (図

4-1)については,22項目,｢場所｣(図4-2)については11項目で分けている｡中には,

コメントのみで写真がないものもあり,そういったものや,人物以外の建物･設備などを

撮影した写真は不明としてある｡

図4-1 ｢家庭的な環境｣写真の行為(グル-プホーム職員)

0

作 掃 栽
業 除 縫

図4-2 ｢家庭的な環境｣写真の撮影場所(グループホーム職員)

0

0

3

2

入居者が｢炊事｣をしている場面が38件と圧倒的に多い｡｡野菜を切るところから,食

材を煮たり焼いたりしている場面を炊事として扱っているが, ｢家庭-家事｣という考え

をする職員が多いといえる｡家事の中でも｢炊事｣は代表格のようなもので,連想もしや

すく,他の家事である｢買い物｣ ｢洗濯｣ ｢掃除｣は5件にも満たず,それほど多くない｡

場所は｢炊事｣が多いことから,台所が最も多くなっている｡しかし写真を見ると】グ

ループホームでの炊事は必ずしも台所のみで行われているのではないことが分かる｡台所

では限られた人数でしか炊事に参加できないため,道具や材料を運んで別の場所で大人数

で行っている写真も多く見られた｡
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写真4-1 ｢家庭的な環境｣写真の例(グループホーム職員)

写真A-1 (炊事)

写嘉A-3 (炊事)

期記憶が弱いHさんですが､

事準備になると包丁の場所
どをしっかり把握していて

用に料理をこなしますo 大

いボールの上にまな板を置

調理するのが彼女のやり方

の事､調理時間になるとエ

ロンをしめる彼女の姿が家
的雰囲気だからこそかと思

い選びました｡

写真A-5 (食事風景)

写真A-7 (買い物)

事の準備をしている一場面

す｡

性がテレビを見てくつろぎ､

性は食事の準備を行ってい

｡ふだんの生活の中で､自
で家庭的な場面だと思い,
びました｡ (入居者の方々

時代は､男は外で､女は台

で食事のしたく､と言う場
面が自然と表れているのでは

ないだろうか)と感じました｡

事はいつも併設している老
施設から届くので､鍋物等

ま絶対に食べられません｡今

はホームで勝手に魚や野菜
買い込んで水炊きをしまし

｢ウッフッフッフ-､久し

り-イ!｣皆で箸をつつき

がら家庭の味と雰囲気を

っぶり楽しみましたD 食事
中はワイワイ､ガヤガヤと大

変な賑わいでしたo

写真A-9 (生活暦･習慣)

写嘉A-ll (ハード)

居着同士相談して買い物し

いる姿が新しい家庭的雰囲
を漂わせているo

写真のGさんは自室に仏壇を

持ち込んで,毎朝ご飯とお水

をお供えしています｡他の入

居者の方の中には､ご家族の

都合でなじみの家具を持ち込
めなかった方もいて,その方

は自室にいてもなんとなく居

心地が良くなさそうです‥.a

ハード3割､ソフト7割と言っ

ても､やはり環境は大切だと

感じました｡

写嘉A-13 (ハードの問題)

通の家を改装したグループ

ームで､見た目も家の中も
庭的な雰囲気なら自信あり
す｡

★提案型

事の下準備のため､米とぎ

いつもしてくれるMさん｡

すんで､ ｢いつもやってる

の｣と言ってくださるので

が､この場所は洗面所です｡

所は皿洗いで使っているか

とは言え､ちょっと｢家庭

｣とはいえないかなと感じ

載せました｡

写真A-2 (炊事)

写嘉A-4 (食事風景)

写真A-8 (のんぴり)

写嘉A-10 (交流)

写真A-12 (ハードの問題)

写真A-14 (ハー

入居当時､この方はひと晩中

おきていても､次の日は一日

歩き回っている方です｡居

に居ても､タンスいじった

り常に動いている方ですo 何

･静かだなあ-と思い見てみ

ると､こんな格好でおりまし

家族に見せたら家に居た

は,いつもこんな格好で休

れていたと言っておりまし
た｡ (この日は､この格好の

まま川寺間半程くつろがれて

おりましたo )

娘のような感じでお互い

こ気兼ねなく過ごしています｡

★提案型

｢家庭的な環境ではないな｣
と思われる場面です｡各個人

居室の入口は同じような造

りで似通っていますD 整然と

しておりますが､施設っぼく

つります｡居室を間違えて
しまう方の入口には目印にな

るものをつけさせていただい

おりますo

★提案型

奥に見えるスペースが事務

兼寮母室｡オープンスペ一

になっていますが家庭的な
填ではないと思います｡コ

ピー機は丸見えだし

も仕事一筋できた男性入居

にはここが仕事場に見える

うであり､よくここで書き

をしたり,鳴らない電話を
取り｢もしも-し｣と仕事し

ています｡このスペースの是

非は判りませんが,この1枚

を選びました｡
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図4-3は写真からキーワードを抽出し分類したものである｡この項目に関しては,写

真は以下の4つのタイプが見られた｡

① スナップ型(肯定) :家庭的と感じる利用者の生活の様子を撮影したもの

② ハード型(肯定) :家庭的と感じる建物や家具を撮影したもの

③ スナップ型(提案) ‥家庭的と感じない利用者の生活の様子を撮影したもの
④ ハード型(提案) :家庭的と感じない建物や家具を撮影したもの

写真としてはスナップ型,ハード型の2つであるが,その様子を撮影した職員が肯定的

に捉えているか,否定的に捉えているかの違いがあり,後者は｢本来ならこうありたい｣

というコメントが添えられいる｡

最も多いのは①スナップ型(肯定)における｢生活暦｣のカテゴリーの｢家事｣に関す

るもので,特に｢炊事｣を中心としたものが最も多く,更に趣味･噂好等を合わせた入居

者一人一人の｢生活暦｣に根ざした活動･行為が｢家庭的な環境｣の中心となっている｡グルー

プホームでは入居者の生活と家事活動が同じ空間の中に混在していることがこのような結

果の要因の一つと考えられる｡

図4-3 ｢家庭的な環境｣写真のキーワード(グループホーム職員)

家庭的な環境ではないと思われる様子

･散歩(少人数､職員と共に)
･散歩(家族､職員と共に)

･花を生ける

･編物

･テレビを見る

･調理(自発的に一人で)
･調理(自発的に一人で)

･調理(自発的､職員と共に)

･調理(自発的､職員と共に)

･調理(入居者)
･調理(入居者独自の方法)

･職員に料理を教える

･調理(梅干作り)

･生活に決め事がない

･入居者のペースに合った生活

調理(職員と共に)
調理(職員と共に)

調理(職員と共に)

調理(職員と共に)

調理(職員と共に)

調理(職員と共に)

調理 ･調理
調理 ･調理
調理 ･調理
調理 ･調理
調理 ･調理
調理 ･調理

調理(職員と共に)
･調理

調理(職員と共に) ･調理

･洗濯 ･食器洗い(自発的に) ･買い物
･洗濯物をたたむ･食器洗い(職員と共に) ･買い物
･洗濯物をたたむ･食器洗い(職員と共に) ･買い物(職員と共に)
･洗濯物を干す ･片付け(職員と共に)

･掃除
･食器洗い ･菜園での作業(職員と共に)

･畑仕事

家庭的な環境で生活していると思われる様子

職員との関係(家族のような)
職員との関係(なじみの関係)

会話(職員と､自然な人間関係)

会話(職員と)
･会話(職員と)

食事中の会話(職員と共に)

食事中の会話(職員と､安心感)

食事(職員と共に､会話しながら)

他の入居者の会話(一人で)

子供とのふれあい(職員の子供と)

動物の世話

居間での団繋(職員と共に.好きに過ごす)

居間でのEB奨(自分らしく過ごす)
団奨(職員と共に)

こたっで田奨(子供と共に)

居間での[.[T奨

居間での団奨

食事(大勢で食べる)
･ひとつ盛り
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また,入居者の多くがこれまでの人生の中で親しんできた習慣等の季節の行辛,誕生会

といった非日常的な行事を｢家庭的な環境｣と考える事業所もあった｡行事そのものを家

庭的と捉えているのではなく,それらの行事を通じた人間関係や,自然や季節感を感じら

れることが｢家庭的な環境｣であると考えているようだ｡また､食事の様子,職員と入居

者の会話や団禦の場面を｢家庭的な環境｣と捉えた事業所も目立っている｡これらは日常

のごく自然な形での人間関係(交流)が,家族の関係に近いこと(擬似家族)を理由にあ

げている｡

しかし,更に詳しく見てみると,同じテーマ,キーワードで撮影された写真にも,事業

所ごとの考え方の違い,生活の様子の違いも見て取れる｡

写真4-2のA-1-3は,ともに｢炊事｣をテーマにした写真であるが, A-1は今

回,最も多かった｢日常｣の炊事風景であり,生活で必要なことを当たり前に行っている

様子を｢家庭的な環境｣と捉えているのに対し, A-2は梅干を作るといった｢いかにも

お年寄りらしい炊事の風景｣を選んでいる｡ A-3はA-1と同様の日常の炊事風景であ

るが,女性入居者が炊事を行っている奥で,男性入居者がテレビを見ている風景全体を｢自

然で家庭的な場面｣と捉えている｡炊事に関しては｢女性入居者が調理をする姿｣が最も

多く,少数ではあったが,男性入居者がお菓子作りをする,男性と女性入居者が一緒に調

理をする姿も撮影されていたが,それらはどちらかというとレクレーション的な要素が強

いといえるが,男性が調理する姿も家庭的と感じる職員もおり, ｢家庭的-炊事｣という

考え方も人それぞれであるといえる｡

写真4-2 炊事風景を撮影した写真(グループホーム職員)

写真A-1 (炊事)

短期記憶が弱いHさんですが､食事準備になる
と包丁の場所などをしっかり把握していて器用

に料理をこなしますD 大きいボールの上にまな

板を置き調理するのが彼女のやり方との事､調

理時間になるとエプロンをしめる彼女の姿が家

庭的雰囲気だからこそかと思い選びました｡

写真A-3 (炊事)

写真A-2 (炊事)

梅干を作っている姿です｡たくさん梅をいただ
き､その梅を見て､ ｢梅干を作ろう｣といわれ､
毎年恒例ですo やりたいこと,できることを出

来る環境こそ､普通の暮らしであり､家庭的な

環境だと思います｡

食事の準備をしている~
場面ですo

男性がテレビを見てくつ

ろぎ､女性は食事の準備
を行っている｡ふだんの

生活の中で､自然で家庭
的な場面だと思い,選び

ましたo (入居者の方々

の時代は､男は外で､女

は台所で食事のしたく､

と言う場面が自然と表れ
ているのではないだろう

か)と感じました｡
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次に,写真4-3のA-4-6は｢食事風景｣をテーマにした写真である｡ A-4が自

分たちで作って食べる日常の食事風景を｢家庭的な環境｣と捉えた写真であり,大規模施

設のような,トレーに乗った｢個人盛り｣ではなく,おかずを大皿から取る食事の仕方に

焦点を当てた写真である｡この事業所では,このような食事風景は｢当たり前の風景｣と

捉えているのに対し, A-5は写真こそA-4と大差はないが,コメントに｢食事はいつ

も併設している老健施設から届くので,鍋物等は絶対に食べられません｣と記されており,

利用者,職員にとって,写真のような食事風景をは｢日常｣ではなく, ｢イベント｣ ｢非日

常的な行事｣として考えている｡ 2つの写真のような風景を, ｢家庭的な環境｣と呼ぶこ

とに抵抗を感じる人は少ないと思われる｡しかし,その風景が職員,入居者に｢日常｣と

して捉えられているか, ｢非日常｣として捉えられているかで,受ける印象は大きく変わっ

てくる｡前述したグループホームの運営基準において, ｢家庭的な環境の下で-日常生活

を営むことができるようにするものでなければならない｣と記されていることから,｢日常｣

として捉える必要があるといえる｡

A-6は庭での食事風景を｢家庭的な環境ではない｣と捉えた事例である｡普通の家庭

において,大人数で庭で食事をする風景は一般的ではないと考えている｡しかし,庭での

食事風景の写真は!これ以外に2事例見られたが,それらは｢ひと昔前の家族のよう｣と

肯定的に捉えていた(A-15)｡職員が｢いつの時代｣ ｢どのような家族｣をイメージし

ているか, ｢地域性｣も影響し,食事風景に関しても捉え方は人それぞれであるといえる｡

写真4-3 食事風景を撮影した写真(グループホーム職員)

写真A-4 (食事風景)

食材を切り調理するなどみんなで分担して焼き
そばを作りましたo この日は,ホットプレート
から好きな量を好きなだけ食べてもらいました｡

個人盛ではないところが家庭的な環境ではない

かと思いますo

写真A-6 (庭での食事) ★提案型

写真は10月の天気の良い目に､ホームの庭で全員

で昼食をとったときの風景｡一般の家庭ではこう
した生活は不可能｡逆に､共同生活として､一般

の家庭と同じような生活も難しいo

写真A-5 (食事風景)

食事はいつも併設している老健施設から届くの

で､鍋物等は絶対に食べられません｡今日は
ホームで勝手に魚や野菜を買い込んで水炊きを

しました｢ウッフッフッフ-､久し振

り-イ!｣皆で箸をつつきながら家庭の味と雰
囲気をたっぷり楽しみました｡食事中はワイワ
イ､ガヤガヤと大変な賑わいでしたo

写真A-15 (庭での食事)

天気が良いのでグループホームの庭にちゃぶ台を

出して､みんなでお昼御飯を食べています｡ワイ

ワイガヤガヤ楽しく食事している様f･が伝わるで
しょうか｡

-昔前の家族の風景のようですo
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写真4-4はハード(建物)を撮影した写真である｡ --ド型の写真は,入居者の生活

の様子を撮影した｢スナップ型｣に比べると数は少ないが, ｢家庭的な環境｣を実現する

上での｢ハードの重要性｣を考える職員もおり, A-11は民家を改築したグループホー

ムであり,建物全体の雰囲気を｢家庭的な環境｣と捉えている｡このように建物や設鳳

家具の持ち込み等のハード面を撮影し,その写真を肯定的に捉えている事業者が8事例見

られた｡しかし,その一方でハードが｢家庭的な環境｣を作るうえでの妨げになっている

と考える事業所も5事例見られた｡ A- 12は｢入居者居室の同じような入口が並ぶ風景

が施設っぼくうつる｣と感じており,A-13は前述の｢炊事｣とも関係する写真であるが,

日常生活において,入居者が米とぎをしているが,台所を皿洗いで使っているため,洗面

所で行っている様子は家庭的ではないと評価している｡ ｢炊事をする様子｣は家庭的と考

えているが,その場所も重要であるという考えが見られる｡ A- 14はリビングからグルー

プホームの事務所部分が見えることが家庭的ではないと評価している｡しかし,長年仕事

一筋だった男性入居者にはその場所が仕事場に見えるようで,家庭的な環境を阻害する要

因が,一部の入居者にはプラスに働いているため,このスペースをどうするかの判断は難

しいとしている｡グループホームの生活環境は一般家庭の雰囲気に近づくべきではあるが,

比較的大人数での生乳認知症という問題を抱えており,完全に一般家庭に近づけるのは

難しい｡建物を似せるだけでは意味はなく,ハードとその中での生活を考慮した｢グルー

プホームならではの家庭的な環境｣を模索する必要があるといえる｡

写真4-4 ハードを撮影した写真(グループホーム職員)

写真A-ll (ハード)

普通の家を改装したグループホームで､見た目も

家の中も家庭的な雰囲気なら自信あります｡

写嘉A-13 (ハードの問題) ★提案型

食事の下準備のため､米とぎをいつもしてくれる
Mさん｡すすんで､ ｢いつもやってるもの｣と言っ

てくださるのですが､この場所は洗面所ですo 台

所は皿洗いで使っているからとは言え､ちょっと

r家庭的｣とはいえないかなと感じて載せました｡

写嘉A-12 (ハードの問題) ★提案型

｢家庭的な環境ではないな｣と思われる場面で
す｡各個人の居室の入口は同じような造りで似

通っています｡整然としておりますが､施設っ

ぼくうつりますD 居室を間違えてしまう方の入

口には目印になるものをつけさせていただいて

おります｡

写嘉A-14 (ハードの問題) ★提案型

左奥に見えるスペースが事務所兼寮母室｡オープ

ンスペースになっていますが家庭的な環境ではな
いと思いますD コピー機は丸見えだし･ ･ ･

D で

も仕事一筋できた男性入居者にはここが仕事場に
見えるようであり､よくここで書き物をしたり､

鳴らない電話を取り｢もしも-し｣と仕事してい
ますo このスペースの是非は判りませんが､この

1枚を選びましたD
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最期に,グループホームらしい生活の様子を捉えた写真をいくつか紹介する｡写真4-

5のA-7は,家事の中で｢買い物｣風景を撮影した写真であるD グループホームでは章

業所にもよるが,日常生活品やその日の食材を利用者が近隣商店に買いに行く場合があり,

これまでの大規模収容施設ではあまり見られなかった風景といえる｡コメントでは｢新し

い家庭的雰囲気｣と表現されているが,ホーム内のリビングやキッチンだけではなく,地

域においても本人の有する能力を発揮する場所があるということを示している｡

A-9は｢ハード型｣とも捉えることができるが,本章では｢生活暦｣のカテゴリーに

分類した｡自室-の家具の持ち込みはグループホームだけではなく,一部の大規模収容施

設でも見られるようになってきたが,この事業所は自室に｢古めかしい仏嵐家具がある

こと｣だけで｢家庭的な環境｣と捉えているのではなく,ホームに入居するまでおそらく

毎日続けてきたであろう,仏壇-のお供えとお祈りを,継続している様子を｢家庭的な環

境｣と捉えている｡職員は馴染みの家具を持ち込む目的とメリットを理解しており,ハー

ドと生活が一体となって作りあげる｢家庭的な環境｣の必要性を提示している｡コメント

にも｢ハード3割,ソフト7割といってもやはり環境は大切だと感じる｣と記されているo

写真4-5 その他の｢家庭的な環境｣写真(グループホーム職員)

写真A-7 (買い物)

入居者同士相談して買い物している姿が新しい家庭的雰囲気を漂わせている｡

写重A-9 (生活暦･習慣)

写真のGさんは自室

に仏壇を持ち込んで､

毎朝ご飯とお水をお

供えしています｡他

の人居着の方の中に

は､ご家族の都合で
なじみの家具を持ち
込めなかった方もい

て､その方は自室に

いてもなんとなく居

心地が良くなさそう

です‥.｡ --ド3割､

ソフト7割と言っても

やはり環境は大切だ

と感じましたo
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4-2-2 ｢その人らしい｣と感じる様子

グループホーム職員を対象とした調査において! ｢その人らしいと感じる様子｣という

テーマで撮影された写真は119枚である｡写真の一部とそのコメントを写真4-6に示す｡

アンケートの写真とコメントから,それぞれの画像中の活動･行為と場所を簡単な言葉

で表わし,カテゴリ毎に分類した｡その他,不明を合わせて｢活動･行為｣
(図4-4)に

っいては17項目, ｢場所｣ (図4-5)については11項目で分けている｡
｢家庭的な環境｣

写真と同嵐コメントのみで写真がないものもあり,そういったものや,人物以外の建物

･設備などを撮影した写真は不明としてある｡

図4-4 ｢その人らしい様子｣写真の行為(グループホーム職員)

図4-5 ｢その人らしい様子｣写真の撮影場所(グループホーム職員)

行為に関しては｢その他｣も含め｢娯楽｣など,｢趣味･噂好｣や｢家事活動｣といった,

入居者のこれまでの生活暦に対応した活動が大多数である｡

場所に関しては｢屋内｣が最も多いが,これは写真やコメントから場所を読み取れない

ものを総じて｢屋内｣としたことで数が多くなっているo次いで多い｢屋外｣も場所を読

み取れないものを｢屋外｣としている｡ ｢家庭的な環境｣同鼠｢その人らしさ｣を発揮す

る場所として建物外が多いのもグループホームの生活の多様性を表しているといえる｡
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写真4-6 ｢その人らしい｣写真の例(グループホーム職員)

写真B-1 (炊事)

写真B-3 (喫煙)

バコ好きなTさんこの時が

高に自分らしいと言われま

写真B-7 (趣味)

写真B-9 (生活暦)

写真B-ll (相談相手)

写真B-13 (認知症)

その人の生活歴を知り､大切

にしてきた趣味等を生かした

生活が送れる｡

現在90歳ですが､とにかく

元気です｡音数師を30年間

やっていたので家の中のこと

は苦手らしく､公園とか外-

出かけるときにはいきいきし

ています｡公園のプランコ､

すべり台は特に気に入ってい

るらしく､ニコニコと何回も

楽しそうに滑っていますo

｢良き相談相手です｣職員が
る目台所で一緒に洗い物を

しながら入居者のrIさんに相

を持ちかけましたo Hさん

ま親身になって考えて下さり

員は｢あ､そうか!そうい

言い方考え方もあるのだ｣

いう事に気づき､家族にそ
思いを話したところ途中で

互いが音戻になってしまった

ようですD まさに人生の大先

輩です｡

っと子供の心配をされてい
Aさん｡子供が泣きよ

･ ･

･はい出だして来て､
けたらいけん･ ･

･帰って

るくやらんと･
･

･等､

っといい続けられていまし
た｡ためしに人形をかってみ

ら､それ以来､子育てに没

写真B-2 (日課･役割)

写真B-4 (お祈り)

朝1番に起き､居室そうじ､

トイレそうじ､フロア(ホー

ル)そうじをするSさんo

｢疲れるから､だいたいでい

､よ･
･ ･

o

｣とスタッフが

声をかけても｢これが私の仕

連動にもなるしo ｣とほ
とんど毎日続けておられます

日課として､自分自身意識し

いるが､少し体調が優れな

い時は､休み､セーブしたり

と､無理なく｢自分らしく､

自分のペースで行う｣

目が覚めるとおまいり､眠る

前もおまいり･ ･

･心のより
どころはやはり信仰心でしょ

うかo

写真B-6 (性格･習慣)

写真B-8 (化粧)

写真B-10 (畑仕事)

写真B-12 (認知症)

写真B-14 (終末期)

昨年のiF一賀状や､住所鎚を見

ながら何日もかかって夕食後

時間年賀状書きをされまし

た｡凡帳面で丁寧な仕事をさ

るHさんらしく1枚1枚筆ペ

ンでていねいに書かれました｡

書の挨拶文は息子さんが印

して送って束てFさいまし

た｡来年も再来年もこの光景

を見せて頂けることを願って

この写真を選びました｡

朝起床後､化粧をするⅠⅠさん

わが家に入所されてし

る方のほとんどが以前農家の
ため､化粧をする行為がない

中､起きてすぐ化粧するHさ

んを見てHさんらしいと思い

この写真を選びました｡

農業を仕事に頑張っておられ

た女作です｡ ｢自分の家の畑

でないから手伝わない｣とは

じめは畑仕事を嫌がっておら

れましたが,擬員の鍬さばき

が下手なのを見て｢こうする

んだ-ね｣と指導して下さい

ました｡だんだんとL[】心とな

り作業をすすめて下さいまし

た｡自f言を持ち堂々と行われ

る姿o

5分おきにトイレに行かれる

N様です｡たった今､トイレ

から出てきていすに座ったと

同時に｢トイレどこ｣と訴え

られ､そのつど部屋のトイレ

-誘導していますo
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図4-6は写真からキーワードを抽出し分類したものである｡ ｢家庭的な環境｣では写

真を4つのタイプに分類したが, ｢その人らしい｣に関しては,写真は全て｢利用者の生

活の様子｣を撮影しており,個人の特性を述べたコメントが多く,写真の様子を肯定的に

捉えており, ｢本来ならこうしたい｣といった提案型の写真はなかった｡

最も多いのは入居者の｢趣味･噂好｣に関する活動で,次いで炊泉掃除等の｢家事･仕事｣

に関する活動でこれら2つをまとめたカテゴリーである｢生活暦｣に根ざした活動が｢そ

の人らしい｣の概念で最も多い｡本章では｢趣味･噂好｣ ｢家事･仕事｣を分けているが,

これらどちらにも当てはまるものが多く見られた｡例をあげると,女性入居者が家事をし

ている写真がいくつか見られたが,それらには｢家事をすることは女性らしい｣と捉える

こともでき, ｢家事,特に料理が好きな人が料理をしているのはその人らしい｣とも捉え

ることができる｡

｢生活暦｣のカテゴリーでは,入居者が｢好きなこと｣ ｢得意なこと｣をしている時が最

も｢その人らしい瞬間｣と捉えており,グループホームの生活では職員が入居者の趣味･

噂好を把握しやすく,入居者の希望を叶えるだけの柔軟性があるといえるo

全ての写真に共通するのは, ｢職員による入居者の理解｣であり, ｢生活暦｣だけではな

く,凡帳面,丁寧等の入居者の性格を｢その人らしい｣と捉えている事業所もある｡また,

やや少数ではあるが,帰宅願望や人形をあやす,排桐等,認知症の影響と思われる様子を

も｢その人らしい｣と捉えている事業所もある｡

図4-6 ｢その人らしい｣写真のキーワード(グループホーム職員)

･調理(凡帳面)

･調理(生活磨)

･調理(得意なこと)

･調理(得意なこと)
･調理(職員の声かけ)

･お茶をつぐ(自発的,習慣)

･食器の片付け(生活暦)

･食器洗い(好きなこと)

･掃除(丁寧)

･掃除(得意なこと)

･掃除(日課,マイペースで)

･洗濯物をたたむ(自発的)

う
奏
奏
奏
味

歌
演
演
演
趣

踊る(好きなこと)

(自発的､得意なこと)
(生活暦､得意なこと)

(自発的､得意なこと)

(趣味､楽器を弾く､生活暦)

鞄る(好きなこと)

踊る(好きなこと)

･巨ヨ莞∃

･裁縫(生活暦)

･裁縫(得意なこと)

･畑仕事(職員を指導)

･畑仕事(生活暦､得意なこと)

･畑仕事(好きなこと)
･畑仕事(生活暦,好きなこと)

･畑仕事(生活暦)

･畑仕事(奥さんと一緒)

･畑仕事

･畑仕事(得意なこと､職員を指導)

･植木の水やり(好きなもの)

･園芸(生活暦､得意なこと)

畑仕事(生活暦,好きなこと)

園芸(生活暦,得意なこと)
植木の水やり(趣味､生活暦)

植木の水やり(好きなもの)

自然とふれあう(好きなこと)

生け花(得意なこと)

趣味(カラオケ,入居者の希望) ･生け花(習い事,好きなこと)
季節の行事(盆踊り､好きなこと) ･生け花(得意なこと､生活暦)

･趣味(生け花,生活暦､他者を指導)

･花柄の服(好きなもの)
･化粧(好きなこと)

･化粧

･化粧(生活暦)

･行事に参加(着飾る､自ら服を選ぶ)

･季節の行事(夏祭り,浴衣を選ぷ)

･外出
･外出(公園､好きなこと,生活暦)

･散歩(好きなこと)
･散歩(好きなこと)

･大の散歩(生活暦)

･おまいり(毎日)

･おまいり(信仰心)
･おまいり(信仰心,生活暦)

･おまいり

･拝む(手を合わせる)

･季節の行事(餅つき,生活暦)

･趣味(囲碁)
･ゲーム

･ゲーム(生活暦)

･買い物(好きなこと)

･趣味(茶道,生活暦､立ち振る舞い)
･趣味(創作,好きなこと)

･創作(工作､好きなこと)
･趣味(絵画,生活暦)

･新聞を読む(日課､好きなこと)

･喫煙(好きなこと)

･喫煙(好きなこと)
･喫煙

･食事(好きなものを食べる)

･誕生日会(好きなものを食べる)
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個別事例を見てみると, ｢その人らしい様子｣では,比較的元気に生活している入居者

の様子を撮影したものが多い｡

写真4-7は家事をしている様子を撮影した写真である｡ B- 1はホームで最も介護度

の高い入居者が炊事をしている写真であり,コメントで｢元旅館の女将であり,細やかな

ところに気がつく,凡帳面な方｣と記されている｡ B-2は掃除をしている様子であるが,

家事を通して,ホーム内での自身の役割を見出して生活していることを｢その人らしい｣

と捉えている例である｡

写真4-7 家事をしている様子を撮影した写真(グループホーム職員)

写真B-1 (炊事)

当ホームでは一番介護度が高いKさん｡旅館の

女将さんをしていた方ですo とても細かな所を

気にし､凡帳面な方ですo 炊事の暗もきっと｢お

客さんに｣と言う思いがあるのでしょうか｡誰

にもいない所にスッと立ち､鍋を見てくれますo

Kさんの人間性が表れていると思って選びまし

た｡

写真B-2 (日課･役割)

朝1番に起き､居室そうじ､トイレそうじ､フロ

ア(ホール)そうじをするSさん｡ ｢疲れるから､

だいたいでいいよ･ ･ ･
o

｣とスタッフが声を

かけても｢これが私の仕事o 連動にもなる

しo ｣とほとんど毎口続けておられます｡日課
として､自分自身意識しているが､少し体調が

摩れない時は､休み､セーブしたりと､無理な

く｢自分らしく､自分のペースで行う｣

家事に関する写真は多く, ｢女性入居者が家事をしている姿｣だけを｢その人らしい｣

と評価する事業所も見られたが,多くの事業所がまず｢入居者を理解し｣その上で判断し

ていた｡女性入居者全てが家事が好きな分けはなく,写真4-8のB-9の様に,家事が

苦手で,自分の好きなことをする時に最も生き生きする様子,家事ではないが, B-10

の様に元農家の入居者であっても｢自分の家の畑ではないから｣と拒否することもその人

らしく,見かねて手を出す様子もその人らしいと捉えている｡入居者を性別,職業による

イメージ,先入観で捉えるのではなく,その人,個人をよく理解している事例である｡

写真4-8 苦手なことを拒否できる様子を撮影した写真(グループホーム職員)

写真B-9 (生活暦)

現在9 0歳ですが､

とにかく元気ですo

致師を30年間

っていたので家

の中のことは苦手

らしく､公園とか

へ出かけるとき

こはいきいきして

＼ます｡公園のブ
ランコ,すべり台

は特に気に入って

いるらしく､ニコ

ニコと何回も楽し
そうに滑っていま

すo

写真B-10 (畑仕事)

農業を仕事に頑

張っておられた女

性です｡ ｢自分の

家の畑でないから

手伝わない｣とは
じめは畑仕事を嫌

がっておられまし

たが.職員の鞭さ

ばきが下手なのを

見て｢こうするん

だ-ね｣と指導し

て下さいました｡

だんだんと中･L､と

なり作業をすすめ

て卜さいましたo

自信を持ち堂々と

行われる姿o
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写真4-9は利用者の好きなこと,これまでの習慣に関して撮影された写真である｡
B

-3の様に共同生乳高齢者介護の現場では敬遠されがちな利用者の｢喫煙｣という行為

でも肯定的に捉えている事業所も見られた｡ B-5は元小学校の教師だった入居者が,自

宅から持ち込んだオルガンを弾いている様子, B-6は入居者にとって毎年の恒例となっ

ている年賀状作成の様子であるが, ｢凡帳面｣ ｢丁寧｣な仕事にその人らしさを感じている

事例であるo B- 8は施設内で唯一,毎朝化粧をする女性入居者の様子である｡

以上 グループホームでの事例において, ｢その人らしい｣様子では,入居者の生き生

きとした生活の様子が感じられる｡

写真4-9 好きなこと,習慣を撮影した写真(グループホーム職員)

写真B-3 (喫煙)

タバコ好きなTさんこの時が最高に自分らしい
と言われますo

写真B-6 (性格･習慣)

昨年の年賀状や､住所録を見ながら何日もかかっ

て夕食後の時間年賀状書きをされました｡凡帳面

で丁寧な仕事をされるHさんらしく1枚1枚筆ペン

でていねいに書かれました｡葉書の挨拶文は息子
さんが印刷して送って来て下さいました｡来年も

再来年もこの光景を見せて頂けることを願ってこ

の写真を選びましたo

写真B-5 (生活暦)

ご自宅から持ってこられたオルガンを弾かれて

いる､元小学校教師の∪さんの写真です｡オル

ガンを弾きながら歌の指導をしてくれるお姿は､
教育に情熱を燃やしていた∪さんらしい様子だ
と思います｡

写真B-8 (化粧)

朝起床後､化粧をするHさんですo わが家に入所

されている方のほとんどが以前農家のため､化粧

をする行為がない中､起きてすぐ化粧するHさん
を見てHさんらしいと思いこの写真を選びました｡

逆に,その様な生活を送れなくなった場合,認知症が重度になった場合, ADLが低下

した場合でも｢その人らしさ｣を見出している事業所もあった｡

写真4-10のB-12はトイレに行ったことを忘れ,何度も行く様子, B-13は人形

を自分の子どもと考え,あやす様子,他に｢排梱｣や｢帰宅願望｣など認知症の症状さえ

も｢その人らしい｣と考え,受け入れていることが感じられるものが6事例あった｡

また,身体能力が低下した入居者にも｢その人らしさ｣を見出しているものが2事例見

られた｡写真4- 10のB- 14はグループホームで終末期を迎える入居者の様子で,普段

は家族のことを忘れていても,施設の行事で家族と一緒に食事をする機会があり,その時

に見せた｢お母さんの顔｣にその人らしさを感じた例である｡もう一つは,本章に写真を
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写真4- 10 認知症の様子を撮影した写真(グループホーム職員)

写真B-12 (認知症)

分おきにトイレに

行かれるN様です｡

たった今,トイレ

から出てきていす

に座ったと同時に

｢トイレどこ｣と

訴えられ､そのつ

ど部屋のトイレ-

導していますo

写真B-13 (認知症)

ずっと子供の心配をされていたAさん｡子供が泣

きよる･ ･

･はい出だして来て､こけたらいけ
ん･ ･

･帰ってみるくやらんと･
･

･等､ずっと
いい続けられていましたo ためしに人形をかって

みたら,それ以来,子育てに没頭されていますo

写真B-14 (終末期)

ターミナルの準備段階の方です｡今日は家族会の
後､入居者･家族･職員で焼肉大会です｡みなさん

と
一緒にミキサー食を召し上がって噴いています｡

｢入居者も家族も職員も1人の人｣同じ立場で暮
らしています｡家族のことを忘れても､一緒に食

事をするとやっぱり｢おかあさん｣に戻りますo

載せることはできないが,レクレーションをしている写真で,そのコメントを紹介する｡

写真のMさんは83歳で,ホームで一番落知症の強い方です｡日常生活行為がだん

だんに行えなくなり,そのことを負い目に感じながら過ごしておられます｡でも,

元は学校の先生!真面目で何事にも意欲的なところはおかわりありません｡輪投

げに挑戦する美しいお姿にそんなMさんが感じられます｡

ADLが低下し,生活のことを段々出来なくなってきていることに負い目を感じている

入居者であるが,何にでも真剣に取り組む姿勢に職員が｢その人らしさ｣を見いだしている｡

どのような身体状況でも,入居者に｢その人らしい生活｣を送ってもらえるための支援

を考える上で,これらの写真が持つ意味は大きいといえる｡

今回の調査では比較的元気な入居者の生活の様子が撮影されており,以前の大規模収容

施設の考え方とは格段の違いが見られる｡しかし,高齢者が生活する場である以上,認知

症の進行,身体機能の低下は避けられない事象である｡その様な状況でも,入居者が｢そ

の人らしく｣生活できること,そのための環境を職員が意識することが求められる｡
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4-2-3 グループホーム調査｢その他の写真｣

本稿ではグループホーム職員と,特養職員の日常生活に対する言葉の概念の比較を行う

ことが目的であるため,取り扱わないが,グループホーム職員を対象とした調査では,
｢家

庭的な環境｣ ｢その人らしい｣以外に, 6つのテーマで写真を撮影してもらっている｡そ

れらを以下に示す｡

･その｢有する能力に応じ｣,
｢自立した日常生活｣を営んでいる様子

･ ｢共同生活｣らしい様子

･｢ゆったり｣としている様子

･ ｢普通｣に生きることが表されている様子

･ ｢地域に根ざした｣ことが表されている様子

･その他(日常生活支援のあり方として,特徴的な｢言葉｣をあげてもらう)

それぞれの言葉についての考察,個別事例の紹介は本稿では行わないが, ｢家庭的な環境｣

｢その人らしく｣でも見られたように,これらの言葉は,単独で用いても意味するものの

幅が広く,また他の言葉の概念との明白な差異を認めにくく,また,お互いが密接に関連

している言葉といえる｡

そこで前述の｢その人らしい様子｣で課題としてあげた, ｢認知症の進行｣ ｢ADLの低下｣

した状況でも,入居者が｢その人らしく｣生活するための検討材料となる写真(写真4-

10)があったので紹介する｡テーマは『その｢有する能力に応じ｣, ｢自立した日常生活｣

を営んでいる様子』で撮影された写真である｡自立といえば,目に見えて活動している姿

を描きがちで,写真は自立した生活が送れているわけではないが,動けなくなったらグルー

プホームの対象外とするのではなく,最後の最後まで｢有する能力に応じて｣支援してい

くことを追求することが大切であることを示唆している｡

写真4-11その｢有する能力に応じ｣ ｢自立した生活｣を営んでいる様子

これもまたNさんの日常生活ですo入居時自立した生活は送れていませんが,

94歳のNさんは,膝が悪いなりにも歩くことが出来ましたo この1年の間に2度

も心停止の危機を乗り越え,ここでのターミナルを望まれるご家族と,病院嫌

いのNさんの気持ちを汲み取り,往診医の協力を得て,ホームで寝たきりの生
活を送っていらっしやいますo 4ケ月目ですDいつも｢ありがとう｣ ｢ありが

とう｣と言って下さいます｡
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4-2-3 グループホーム調査｢その他の写真｣

本稿ではグループホーム職員と,特養職員の日常生活に対する言葉の概念の比較を行う

ことが目的であるため,取り扱わないが,グループホーム職員を対象とした調査では,
｢家

庭的な環境｣ ｢その人らしい｣以外に, 6つのテーマで写真を撮影してもらっている｡そ

れらを以下に示す｡

･その｢有する能力に応じ｣,
｢自立した日常生活｣を営んでいる様子

･ ｢共同生活｣らしい様子

･｢ゆったり｣としている様子

･ ｢普通｣に生きることが表されている様子

･ ｢地域に根ざした｣ことが表されている様子

･その他(日常生活支援のあり方として,特徴的な｢言葉｣をあげてもらう)

それぞれの言葉についての考察,個別事例の紹介は本稿では行わないが, ｢家庭的な環境｣

｢その人らしく｣でも見られたように,これらの言葉は,単独で用いても意味するものの

幅が広く,また他の言葉の概念との明白な差異を認めにくく,また,お互いが密接に関連

している言葉といえる｡

そこで前述の｢その人らしい様子｣で課題としてあげた, ｢認知症の進行｣ ｢ADLの低下｣

した状況でも,入居者が｢その人らしく｣生活するための検討材料となる写真(写真4-

10)があったので紹介する｡テーマは『その｢有する能力に応じ｣, ｢自立した日常生活｣

を営んでいる様子』で撮影された写真である｡自立といえば,目に見えて活動している姿

を描きがちで,写真は自立した生活が送れているわけではないが,動けなくなったらグルー

プホームの対象外とするのではなく,最後の最後まで｢有する能力に応じて｣支援してい

くことを追求することが大切であることを示唆している｡

写真4-11その｢有する能力に応じ｣ ｢自立した生活｣を営んでいる様子

これもまたNさんの日常生活ですo入居時自立した生活は送れていませんが,

94歳のNさんは,膝が悪いなりにも歩くことが出来ましたo この1年の間に2度

も心停止の危機を乗り越え,ここでのターミナルを望まれるご家族と,病院嫌

いのNさんの気持ちを汲み取り,往診医の協力を得て,ホームで寝たきりの生
活を送っていらっしやいますo 4ケ月目ですDいつも｢ありがとう｣ ｢ありが

とう｣と言って下さいます｡
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4-3 N特養職員を対象とした調査

グループホーム職員に対して行った調査を,第3章で紹介したN特養職員を対象として

実施した｡実施期間は西棟ユニットシミュレーション期間中(H17年6月-9月)とした｡

詳しくは第3章に示しているが, N特養は将来のユニット化に向けて職員参加型の施設

改修計画を筆者らと共同で行い,その一環として認知症高齢者に対するユニットケアの効

果を検証するために平成17年6月-9月に西棟でのユニットシミュレーションを実施し

た｡図4-8はユニットシミュレーション用に職員が作成したコンセプト図面であり, 20

名の入居者を仮設パネルによってA, B2つ(10名×2ユニット)に分割した｡期間中

は入居者による炊飯,味噌汁作り,入居者が自由にお茶が飲めるための配慮, 4床室を準

個室に改修など,ハード,ソフト両面の検証を行った｡

その期間中,シミュレーション参加職員の内11名に｢家庭的な環境｣ ｢その人らしい｣

と感じる様子を撮影してもらった｡なお,撮影条件は日常的に入居者と接している場面と

し,場所は指定していない｡

4-3-1 ｢家庭的な環境｣と感じる様子

N特養職員を対象とした調査において, ｢家庭的な環境｣というテーマで撮影された写

真は29枚である｡全写真とそのコメントを写真4-12に示す｡
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4-3 N特養職員を対象とした調査

グループホーム職員に対して行った調査を,第3章で紹介したN特養職員を対象として

実施した｡実施期間は西棟ユニットシミュレーション期間中(H17年6月-9月)とした｡

詳しくは第3章に示しているが, N特養は将来のユニット化に向けて職員参加型の施設

改修計画を筆者らと共同で行い,その一環として認知症高齢者に対するユニットケアの効

果を検証するために平成17年6月-9月に西棟でのユニットシミュレーションを実施し

た｡図4-8はユニットシミュレーション用に職員が作成したコンセプト図面であり, 20

名の入居者を仮設パネルによってA, B2つ(10名×2ユニット)に分割した｡期間中

は入居者による炊飯,味噌汁作り,入居者が自由にお茶が飲めるための配慮, 4床室を準

個室に改修など,ハード,ソフト両面の検証を行った｡

その期間中,シミュレーション参加職員の内11名に｢家庭的な環境｣ ｢その人らしい｣

と感じる様子を撮影してもらった｡なお,撮影条件は日常的に入居者と接している場面と

し,場所は指定していない｡

4-3-1 ｢家庭的な環境｣と感じる様子

N特養職員を対象とした調査において, ｢家庭的な環境｣というテーマで撮影された写

真は29枚である｡全写真とそのコメントを写真4-12に示す｡
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第4章 写真から読み取る職員の日常生活環境の概念分析

写真4-12 N特養職員撮影｢家庭的な環境｣写真一覧

写真c-3 (撮影者:E-2)

写真c-5 (撮影者:E-3)

1 0時のお茶の時間です｡

しく皆でお茶を飲んでい

るそばで､ Fさんが居眠り

をしています｡のどかなひ

と時です｡

写真c-7 (撮影者:ト3)

写真c-ll (撮影者:U-1)

2人仲良くのんびりとお茶

をすすりくつろいでいると
ころD

まのぼのとした一場面.

写真c-13 (撮影者:U-I)

㌔で
写真c-15 (撮影者:ト5)

真は撮れませんでしたが､
央の間仕切りにかかるす

｢こんにちは｣とご挨拶｡

をはさんでお隣さんとお

やべり｡サザエさんとい

さかさんのようでしたo

写真c-2 (撮影者:トl)

写真c-4 (撮影者:E-2)

写真c-6 (撮影者: E-3)

写真c-8 (撮影者:ト4)

写真c-10 (撮影者: E-4)

手にざるを回しながら

つせと米とぎ｡
事な手さばきにこちらは

ているだけ･ ･

･力にな
ず｡

写真c-12 (撮影者:∪-1)

写真c-14 (撮影者: E-5)

写真c-16 (撮影者: E-5)

朝食時､みそ汁をよそる入
居者b

｢このくらいでいいの

か?｣とたずねるようにし

てよそっている姿o

Wと談笑しつつ､お茶を

む姿｡

まで見られなかった姿で
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写真c-17 (撮影者: U-2)

写真c-19 (撮影者: U-2)

写真c-21 (撮影者: E-6)

米とぎをしている写真です｡
手付きがよく､おいしいご

をいただきました｡

除のために, CWと共に

-ブルを運ぶ姿ですo
まだまだ力は全然衰えてし

ません｡

写真c-23 (撮影者:ト7)

写真c-25 (撮影者: E-7)

昼食のお米をとがれるo

普段はあまり他のことに集

中して作業されないが､お

米とぎは手馴れていて､笑

が見られました｡

植物に水を与え､

｢俺より人きくなるかな｣

と冗談を話される｡

写真c-27 (撮影者: E-8)

写真c-29 (撮影者: U-4)

f二しているところ｡

CWが洗濯物を干している
と手伝いに棄てくれましたo

慣になっているのでしょ

朝､自分の布団をたたんで

いるところo

までの特養(西棟)にはあ
りなかった風景｡

自分の部屋という認識を

っているD

写真c-18 (撮影者:∪-2)

写真c-20 (撮影者: E-6)

写真c-22 (撮影者:ト6)

写真c-24 (撮影者:ト7)

写真c-26 (撮影者: E-8)

写真c-28 (撮影者: ∪-4)

思いのままに過ごされるお

茶の時間です｡

｢米はこういう風にとぐん

だ｣と自慢げに話され､教

えてくださるD

卜のゴ

ミ拾いをしている｡

自分の部屋などが散らかっ

いたらきちんと片づけて

理整頓や生活を保とうと
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グループホーム職員を対象とした調査とは異なり,全てが｢入居者の生活の様子を撮影

した写真｣のみであり,その様子を肯定的に捉えている｡ハード(建物や家具等)のみを

撮影した写真は見られない｡

写真とコメントから,それぞれの画像中の｢活動･行為｣と｢場所｣を簡単な言葉で表わし,

カテゴリ毎に分類した.活動･行為(図4-8)については10項臥 場所(図4-9)に

ついては6項目に分けられる｡

図4-8 ｢家庭的な環境｣写真の行為(N特養職員)
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図4-9 ｢家庭的な環境｣写真の撮影場所(N特養職員)
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行為に関しては, ｢休憩(お茶等)｣が7事例, ｢炊事｣が5事例と多い｡ ｢家事｣として

｢炊事｣, ｢掃除｣, ｢盛りつけ｣, ｢洗濯｣をあわせて12事例となっており,グループホーム

での調査同様｢家庭-家事｣の考え方が多く, ｢炊事｣は代表格となっている｡

場所に関しては, ｢ホール｣が16事例と最も多いが,これは西棟が認知症専用棟であり,

長時間の立ち仕事が困難な入居者が多いこと,既設のミニキッチンを2ユニット共同で使

用しているため,ホールでの炊事が多いことが原因である｡

ユニットシミュレーションの準備段階で, ｢施設っぼさをなくしたい｣ ｢家庭的な環境に

したい｣という声があり,それらを実現するために職員が考えた仕掛けは以下のものであ

る｡
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ハード面:テーブルと椅子だけのホールにはしない,

ソフト面:利用者に家事をやってもらう

決まったお茶の時間を廃止し,入居者が好きな時にお茶を飲んでもら

えるようにする

現行の24時間プランから個別のライフサービスプラン-変更

写真を見ると,｢米とぎの風景｣ ｢お茶を飲む風景｣が多いことから,ユニットシミュレー

ション計画段階で職員が想定していた｢家庭的な環境｣がそのまま現れているといえる｡

また,シュミレーション以前には想定していなかった入居者の生活の変化に気づき,そ

こに｢家庭的な環境｣を見出した例があった｡写真4-13のC-7は,コメントで｢食

事の時間ではなく入居者のお腹の具合で食事が出来たこと｣を｢家庭的な環境｣と評価し

ている｡これは施設のタイムスケジュールではなく,利用者個別のライフサービスプラン

-変更したことが影響している｡シミュレーション以前までは｢食事の時間｣｢お茶の時間｣

｢入浴の順番｣｢就寝時間｣など, ｢個人｣ではなく｢集団｣での生活であったが,シミュレーショ

ンでは｢大体これくらいの時間帯に起きてもらえればよい｣ ｢このくらいの時間帯で食事

をしてもらえればよい｣ ｢入居者の入りたい日時,時間帯になるべく入浴させてあげたい｣

というような｢個別対応｣に,以前の｢-しなければならない｣から良い意味で暖昧さの

ある生活としたことで,利用者を改めて見つめ直したことで,このような｢気づき｣があっ

たといえる｡

写真4-13 N特養職員撮影｢家庭的な環境｣ (個別対応)

写真c-7 (撮影者:ト3)

昼食が進まなかったが､ (主､副数口)おにぎりをお腹がすいたときにお茶と

一緒にお出ししたところ｡ (おにぎりを1個摂取)時間ではなく.お腹の具合

によって食事ができた｡
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写真4-14のC-28は新設した畳スペースでくつろぐ入居者の様子であるが,コメン

トに｢以前はテレビがうるさいと怒鳴っていた入居者が変わった｣と記されている｡ N特

養職員の写真には,グループホーム職員のように, --ド単体を撮影したものはないが,

この写真は｢家庭的な環境｣を目指して設置したAユニットの畳スペースと,設置したこ

とで利用者の様子が変ったことをあわせて評価していることから,ハードの重要性を認識

している事例といえる｡

写真4-14 N特養職員撮影｢家庭的な環境｣ (入居者の変化)

写真c-28 (撮影者: ∪-4)

リモコンでTVのチャンネルを変えて､ TVを楽しまれている｡以前はテレビ

がうるさいと怒鳴っていたのに･
･ ･

写真4- 15のC-29はAユニットで唯一,入居者本人と家族の希望から畳敷き居室と

した入居者の様子を撮影したものであるが,コメントに｢朝,自分の布団をたたんでいる,

今までの特養にはあまりなかった風景｣と記されている｡ユニットシミュレーションの計

画段階では, ｢ユニットケア-全室個室｣, ｢個室化の目的-入居者のプライバシーの尊重｣

という目的で,既存4床室に仮設間仕切りを立て,準個室としたが,この入居者のみ,写

真のような生活の変化が見られた｡入居者が｢自室としての認識｣を持ち,自宅にいれば

写真4-15 N特養職員撮影｢家庭的な環境｣ (自室としての認識)

写真c-29 (撮影者: U-4)

朝､自分の布団をたたんでいるところ｡今までの特養(西棟)にはあまりな
かった風景o 自分の部屋という認識を持っているo
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当たり前に行うことを,目の当たりにしたことで,職員の｢個室化の目的｣も変化したと

いえる｡

職員に,以上のような｢気づき｣があったのは,ユニットシミュレーションを実施した

ことで,以前の20人というグループ規模から, ｢1ユニット10人×2ユニット｣という

小規模なグループになったことで,職員の入居者-の接し方に変化があったことが要因と

なっている｡図4-10はシミュレーション期間中の6月末と9月初めに,ユニット研究

会職員,西棟職員に対して実施したアンケート結果であるが, ｢2ユニットに分けたことで,

利用者-の接し方に変化があったか｣という質問に対して, 6月, 9月ともほとんどの職

員が｢おおいにあった｣ ｢ややあった｣と回答している｡

図4-10 利用者への接し方に変化があったか(N特養職員)

月評価.I 6月コメント(西棟.研究会職員) 朋‡価貞 9月コメント(西棟.研究会職員)

E-1 4 気持ちが楽になり､きちんと敬語を使つたり､-ちやんな
どいつさい呼んでいないロ尊敬の気持ちで接し､また楽
しく過ごすo

4 l人l人に1日にl回は関われるよう(=なつたD

E-2 4 4

E-3 E] 会話等でも人のつながりを意識したものになつたD 4 好みを考えた接し方を考えるつ
E-1 3 自分では以前と変わらず接していると思う,J 4 1人1人と向き合う時間が増えたからD
しr-1 無回答より近くになつたo 5 より近くになつたo

E-5 4 ゆとりをもつて接することができるo 4 ゆとりを持ち､待つてもらうことが少なくなつたo

しr-2 4 例えば転倒危険者に対して｢座つていましよう｣という言
菓をあまり使わなくなつた気がするつ

4 1人に関わる時間が増えたo

E-6 4 やさしくなつたと思うつ 4 ひとりひとりを見るようになつたo

E-7 5 入居者の表情などこまかいところまで観察し､状況にあ

つた声かけにつとめるようになつたロ

4

E-6 2 入居者の方と関わる時間がとれたように思う○ 4 入居者の方と関わる時間がとれたように思う○
し:-3 4 未提出

しト1 5 時間をかけられるようになつた○ 未定出
E-9 未程出 2

おおいに やや どちらとt, あまり まったく 無回答

あった(5)あった(4)いえない(3)ない(2) ない(1)

1

0

98

ー

65

4

32

-

警妄島野宏覧一転あ:f?(4)
u誓離島)盈i(冒)

fit,i)l[(=l青空回答

コメントを詳しく見てみると, ｢より近くになった｣ ｢状況に合った声かけに努めるよう

になった｣ ｢入居者と関わる時間が増えた｣ ｢ひとりひとりを見るようになった｣と記され

ており,職員は小規模グループの効果を認識し, ｢集団生活｣ではなく｢個人の生活の集まり｣

としての考え方を持ったことが,ユニットシミュレーションを体験したN特養職員の｢家

庭的な環境｣の考え方に変化をもたらしたといえる｡

自分たちが考える｢家庭的な環境｣を自施設の中で実現出来たこと,入居者の生活の変

化から新たな｢気づき｣があったことは,ユニットシミュレーションの効果であったとい

える｡

4-3-2 ｢その人らしい｣と感じる様子

N特養職員を対象とした調査において, ｢その人らしい様子｣というテーマで撮影され

た写真は29枚である｡全写真とそのコメントを写真4-15に示す｡
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写真4-15 N特養職員撮影｢その人らしい様子｣写真一覧

写真D-1 (撮影者:E-1)

写嘉D-3 (撮影者:E-2)

写真D-5 (撮影者:ト3)

毎日植物に水やりしている

Aさんですo

水やりの後､植物の状態を

よく見て､手入れをしてく

ださっているところ｡

写真D-7 (撮影者:E-4)

写真D-9 (撮影者:E-4)

とぎを教わる｡ ｢までに

っこどねえ-よ｣ ､

｢2

も流せば十分だ｣とおい

く食べるための知恵を伝

の不自由な方-お手伝い

お願いする等､考えたこ

がなかったが,生活とは

かの役も大事o

レビから流れる歌にあわ

て楽しそうに踊られてい

ところo

少し近づきすぎてぶつかり

うな勢いでしたo

写真D-ll (撮影者:U-1)

写真D-13 (撮影者:ト5)

写真D-15 く撮影者: E-5)

ら進んで食後のテーブル
ふく入居者｡

てもきれいになりましたo

自ら､自分でかけていた布

団をたたむ姿ですD
きちんと四角をあわせてい

ましたよ｡

写真D-2 (撮影者:E-2)

写真D-4 (撮影者:E-3)

職人さんだったHさんは､

さすがに凡帳面だなと思い

ますo

自分の使った布団をきちん

とたたんでいるところです｡

写真D-6 (撮影者:ト3)

べこぼしを拾っていると

ろ｡

前はテーブルの下に入ろ

としただけでとめていた

､

-一緒に手伝う時間が持
る｡

除も楽しい｡

写真D-8 (撮影者:ト4)

vをゆっくり視聴できる｡

代劇は楽しい様子｡
入っている｡

写真D-10 (撮影者:∪-I)

写嘉D-12 (撮影者:∪-1)

｢(目が)見えないんだよ

きないよ｣と話されるも

に取ると一転､ ｢こうや

んだよ｣と実演o ｢2回

らいやれば十分だよ｣と

分の経鹸をもとに教えて
さる｡

写真D-14 (撮影者: E-5)

写嘉D-16 (撮影者: ∪-2)

んなで楽しくお茶会をし

いる様子o

食時､自分のご飯を席に
ぶAさんD

分でできることは何でも
るAさん｡
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写真D-17 (撮影者: U-2)

写重D-19 (撮影者:ト6)

写真D-21 (撮影者: E-6)

写真D-23 (撮影者:ト7)

写重D-25 (撮影者: E-8)

第4章 写真から読み取る職員の日常生活環境の概念分析

写真D-18 (撮影者: ∪-2)

食時､自分が食べていた

テーブルを拭いている写真
です｡

車イスに座り､あまり動く

ことをしないSさんですが､

一一生懸命手を動かして拭い
ていました｡

朝食時の牛乳を注いで下さ

る｡

｢これぐらいかな｣と

真剣な表情みられます｡

立とうとする利用者に手を

差し伸べる利用者o

｢どうしたの､手をつかみ

な｣と言われる｡

ほほえましい光景です｡

ったままでお米をとぐの

号大変なため､座りながら
お米をとがれるo

畳スペ-

スにて満足されるまでお米

とがれる｡

写嘉D-27 (撮影者: E18)

自分の部屋を掃き掃除
している｡

までの特養(西棟)にはあ
まりなかった風景｡

分の部屋という認識を

っているD

写真D-29 (撮影者: U-4)

写嘉D-20 (撮影者: E-6)

写重D-22 (撮影者: E-7)

写重D-24 (撮影者: E-7)

写真D-26 (撮影者:ト8)

茶の時間｡男性話しかけ

も.女性眠気見られ､首

るだけの姿o

･わいらしいです

立ちながらお米をとぐのが

難なため､

な姿勢でお米をとがれる｡

歩行器をおしながら"ほっ''

と一息｡

お花を見ながら職員と談笑

されるo

写真D-28 (撮影者:リー4)

ご飯を食べ終わり､くつろ

いでいる｡

イスとテーブルと違い､

どんな格好でもoK !
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全てが｢入居者の生活の様子を撮影した写真｣であり,その様子を肯定的に捉えている｡

ハード(建物や家具等)のみを撮影した写真は見られない｡

写真とコメントから,それぞれの画像中の｢活動･行為｣と｢場所｣を簡単な言葉で表

わし,カテゴリ毎に分類した｡活動･行為(図4-ll)については10項目,場所(図4

-12)については5項目に分けられる｡

図4-ll ｢その人らしい様子｣写真の行為(N特養職員)
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図4-12 ｢その人らしい様子｣写真の撮影場所(N特養職員)
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行為に関しては,｢掃除｣が7事例と最も多く,｢炊事｣ 4事例,｢盛りつけ｣ 2事例,｢洗濯｣

2事例と入居者が家事を行っている様子を｢その人らしい｣と捉えている事例が多く, ｢趣

味･噂好｣に関するもの(娯楽,植物の世話)が6事例となっている｡また, ｢凡帳面｣, ｢丁

寧｣といった入居者の性格,経験を元に職員に指導する様子を｢その人らしい｣と捉えた

事例もあった｡また, ｢家庭的な環境｣写真とそれほど変らないものが多く,グループホー

ム職員を対象とした調査では, ｢趣味･噂好｣に関する写真が多かったのに対し, N特養

では少ない｡

場所に関しては, ｢ホール｣が17事例と最も多く,次いでBグループの｢ソファスペース｣,

Aグループの｢畳スペース｣がそれぞれ5事例, ｢居室｣ 1事例, ｢ステーション｣が1事

例となっている｡これは｢家庭的な環境｣同様,撮影場所は全て西棟建物内に限られてお

り,グループホーム職員を対象とした調査では!建物内外多岐に渡っていたのとは対象的

である｡

108



第4章 写真から読み取る職員のE]常生議環境の概念分析

シミュレーション準備段階では, ｢家庭的な環境にしたい｣ ｢施設っぼさをなくしたい｣

という明確な目的はあったが, ｢その人らしい生活を送ってもらいたい｣という意見はな

かった｡西棟は認知症専用棟であるため,利用者との関わりが少ない場合,日々を無為に

過ごしてしまう入居者が多いことが問題としてあげられていた｡その状況がいかにも｢施

設っぼく｣,入居者一人一人にあったサービスを提供する, ｢個別ケア｣を実践することを

目的とした｡

表4-1はシミュレーション終了後に,参加職員によって作成された評価表 であるが,

シミュレーション開始前の5月は入居者をより把握,理解するための作業を行っている｡

また,集団での日課を廃止し,入居者毎のリズムで生活できる為の支援を考えている｡

表4-1 N特養ユニットシミュレーション総合評価表

目付 実施内容 評価

H17年
･-ケ月かけ,職員の配置や入居者の振り分けをしましたo ･まだ何も分からないので,本当に分かる範囲

5月
･日誌など考えられる範囲での準備.整備をしましたo での準備でした○

･準備できる備品は事前に準備しましたo ･生活洗い出しは認知症があるため困難だつ

･スタッフ全員各担当さんの生活洗い出し作業を実鼠 たと思いますが,スタッフが一生懸命情報収

･何名かライフサービスプランに変更するo 集し,新たな発見も多かつたです○

Hl7年
･衝立を使い,一晩で西ホールを2分するo ･多くの職員の協力を得て,思つたよりも早く

5月30日
-強度を上げるためにかぎ状に設置しましたo 完嵐

･多床茎に仕切りを立てて4分凱 ･できばえも良好o

-強度が心配だつたのでたんすで支える,各スペースの入口幅を確･居室1人のスペースは狭いという意見t,-
保するために可動式にするなど工夫した,1人だけ畳を敷き詰め和

重にするo

Hl丁年 ･ユニブトケアシミュレーションスタートo ･夜執こ不安があるo
6月1日

･各ユニットに独立して人員を配置o 一日勤者は日課が決まつていないた
･一つのケアチームから各ユニット(秦)に派遣する軌 め.どうしても時間が空き,何をして良

いか分からなくなるo

･ご飯がおいしい.ほとんどの入居者が米と

･夜勤は-^o

･各ユニットにリーダーを置きましたo

･sw.NSも身俸介護に入る

-NSはランダムに毎日は早番.遅番

-SWは専属で1人,送迎等があるため常勤配鼠

･6月は米とぎー炊飯を西ホールで実鼠

-米とぎは入居者に頼みました○ ぎをこなすo

･入居者の振り分けは,居室の位置で振り分けてみるo ･初日にしてトラブル発生,チェンジするo居
場所が近いので人間関係は難しいo

･入りたくない日や,入れない日があり固定し
ていると不軌

･入浴は曜日固定性で実施しました○

H17年
･徐々に日課がないことにも慣れ,お茶の時間や軽作業を入居者と分･軽作業を習慣にしはじめる入居者も現れ

6月
･担して生活らしくなつてきたo るo生活にはりが出てきたo

･Aの和室の雰囲気が良いのか,入居者の俳
梱が減り落ち着いているo

Bの洋風は座れる人数が限られているため

に使い勝手が-

･職員の意見を吸いあげる為∴ドリームボックス｣を設置(ユニソフ管理)

･共有スペースのユニットA畳スペースに座椅子を購入し設置するo

･Bにはソファなどの応接セットを設嵐

H17年
･日課がない見入;lS,散歩など比較的自由になりましたo

･炊軌ま自分の役割として進んで実施する方
7月

･炊飯.味噌汁作りを西ホールで実施o

-材料の調理も入居者と一緒に行いました○ が出現.味噌汁の異などは何人か包丁を使

一味見を頼んだりして,コミュニケーションを図る手段にもなりましたoつて調理が可能でしたo

一入浴をフルオープン制にしましたB ･フルオープン制だと臨機応変に対応できる
し良かつたです8

人員の配置は厳しくなりましたが,それでも･NSの配置が公休分を想定して22日間になりました○SWほ変わらずo

･ユニット名をスタッフから公募し,Aが土筆,Bが向日葵に決定したo配置可能でしたo

･向日葵の家具等の配置を変更しましたo ･向日葵の居間が暗いとの評価があり,明るい
方に変更

･毎朝ホ-ルに出る前に自分の部屋の掃き･衝立を立てた居室は人によつては自分の部屋という認識が出てき乱
たo 掃除をする等の行為が見られる良い傾向が

ある□

･排壮の台車を廃止し,各トイレに欄設鼠

H17年
･日課のない生活にスタッフ,入居者共に馴染み,それぞれの日課が･訴えのない方や,入居が長く特養の8月 出来上がリつつあるo

生活に馴染んでしまつている入居者

は3ケ月では習慣が完全に変わらな
いようでしたo

･NSの配置が公休,夜勤を想定し14日程度の配置になる○

･SWはそそままo

･向日葵のレイアウトを再度変更(採光に問題が-)

･炊飯.味噌汁作りは継続,馴染んできたo

H1丁年
9月

･炊飯一味噌汁作りは親続することに○

･衝立は撤去しましたが,畳スペース近辺と畳スペースi.ま残すo

･居室の間仕切りは残すo

･総合評価を実施したo
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日課を廃止したことでこれまでの｢施設の生活｣とは一変し,入居者にも戸惑いはあっ

たと思うが,一番戸惑ったのは職員で,これまでは決められた噺乱 スケジュールでお世

話をすればよかったのだが,時間を持て余してしまい,何をしていいのか分からない状況

がしばらく続いていた(表4-1の6月1日評価参照)｡その状況に慣れ,写真4-16の

ように, ｢炊飯｣や｢掃除｣等の家事活軌｢植物の世話｣などが｢個別の日課｣になった｡

職員にとって｢個人の日課があること｣ ｢役割を持って生活すること｣が｢その人らしい｣

生活という認識が生まれ,写真に現れたといえる｡

写真4-16 家事･役割を持った生活(N特養職員)

写真D-1 (撮影者:ト1)

昼食時に､本人の分を自分の食べる分よそるよ
う声かけしたら､ ｢このくらいかしらね｣と,

ニコニコしながらご飯をよそっていた｡

写真D-ll (撮影者:∪-I)

乾いた洗濯物｡たたむのお願いすると,

｢はいよ-｣と1枚1枚丁寧にたたんでくださる｡

写真D-5 (撮影者:ト3)

米とぎを教わる｡ ｢までにやっこどねぇ-よ｣

｢2回も流せば十分だ｣とおいしく食べるため

の知恵を伝授o 目の不自由な方-お手伝いをお

願いする等､考えたことがなかったが､生活と

は何かの役も大事o

写真D-12 (撮影者:∪-1)

枯葉を一枚一枚むしっておられる｡水やりもして

下さります｡この後､日に当てようと日向に鉢を
出してくださりました｡

もちろん, ｢家事をやっているから｣ ｢役割を持って生活しているから｣単純に｢その人

らしい｣と考えているわけではない｡写真4-16のD-5のように,これまでは日の目

自由な利用者に｢家事｣をお願いするということは考えたこともなかったが,頼んでみる

と難なくこなす,逆に職員にコツを教えてくれる利用者の様子に, ｢家庭的な環境｣同様,

職員に｢新たな気づき｣があり,利用者の新たな面を発見することで, ｢その人らしい｣

という認識が生まれたといえる｡

しかし, 3ケ月というシミュレーション期間では全ての入居者に対して｢個別の日課｣｢役

割｣を見出すことが困難だったことが反省点としてあげられている｡また,グループホー

ム職員を対象とした調査結果と比較して,入居者の｢趣味･噂好｣に｢その人らしさ｣を

捉える写真が少ない｡
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入居者の｢趣味･噂好｣に関して,わずかに見られたものは,写真4-17のD-6の

ようにテレビで好きな時代劇を見る, D-7,テレビの歌にあわせて踊る, D-27,チ

レビで好きな歌手を見るといったものであった｡

写真4-17 趣味･晴好(N特養職員)

写嘉D-6 (撮影者:E-3)

TVをゆっくり視聴できるo 時代劇は楽しい様

子o 見入っているo

写真D-27 (撮影者: E-8)

ソファに座ってTVを見ているところ｡美空ひば

りのビデオが流れているのが分かると｢ひばり見

るべ｣と言って自分からソファに移ろうとしてま

した｡ソファに座るとニコニコして見てました｡

写重D-7 (撮影者:E-4)

テレビから荒れる歌にあわせて楽しそうに踊ら
れているところ｡少し近づきすぎてぶつかりそ

うな勢いでした｡

また,写真の撮影場所は全て西棟建物内部に限定されている｡グループホーム調査での

｢その人らしい｣写真は,撮影場所が庭や畑,買い物など多様な場所で撮影されていたの

とは対象的である｡

N特養におけるユニットシミュレーションでは家事活動以外で｢その人らしさ｣を発揮

できる場所が少なかった,また,シミュレーション時点で,職員の考える｢利用者の生活

の場所｣として｢建物内部｣しか考えていなかったといえる｡今後,入居者が家事活動を

すること,役割を持って生活することが｢当たり前のこと｣になり,趣味･噂好を発揮で

きる体制をハード,ソフト両面で整えることができれば,撮影される写真の内容も変化し

てくると思われる｡
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4-4 小括

本章では,介護施設職員の｢家庭的な環境｣ ｢その人らしい｣という言葉の概念を明ら

かにするためにGH職a,特養職員を対象とした調査を実施し,以下のことが明らかになっ

た｡

職貞の捉える概念について

グループホーム職員を対象とした調査では, ｢家庭的な環境｣は日常生活を表す言葉と

して,買い物,調理,食事,食卓といった｢食｣に関する行為や場所が多くを占めていた｡

グループホームの日常生活においては食に関わる時間や行為が非常に多くの割合を占めて

いた｡原則的に毎日異なる食材と献立作成の作業があり,これまでのグループホームのイ

メージがやや固定化しているきらいが見られた｡

｢その人らしい｣様子は,それぞれがそれまでの人生で培ってきた仕事であったり,得

意なことであったり,趣味などといったものを継続して発拝していることが多かった｡こ

れらの背景には職員による入居者を理解しようとする姿勢が見られた｡

N特養職員を対象とした調査では, ｢家庭的な環境｣という言葉に関しては,自分達が

理想として考えるものを自施設で実体化しようとし,その評価を行っている｡写真にはそ

の様子が表れていたが,入居者の生活の変化を目の当たりにし,新たに考えを発展させる

ことができた｡また,これらを自身の同僚と行ったことで,自身の考えを他者に伝える,

他者の考えを知ることができ,調査結果を職員で共有できたことは,施設としての｢家庭

的な環境｣ ｢その人らしい｣様子を作り上げるための一助となったといえる｡また,自分

達が行ったシュミレーションの成果をまとめる役割も果たしていたといえる｡

しかし,問題点もいくつか確認できたo 自分達の施設内で行われている入居者の様子

が写真に表れるため,特に｢その人らしい｣では｢その人らしさ｣を発挿できる場所が少

なければ発見できない｡シミュレーション準備段階にこのテーマについて話し合う必要が

あった｡グループホームと比較して! GHが建物内外を入居者の生活の場として捉えてい

るのに対し, N特養はあくまで施設内を入居者の生活の場として捉えていること,家事･

仕事に関しては, GHでは長年入居者の生活の中に取り入られているのに対し, N特養で

はユニットシミュレーションを契機に,新たな試みとして取り入れたことであり,施設内

での経験,施設形態の違いから生じていると考えられる｡施設種別の違いによる,生活の

多様性,柔軟性の違いがこのような結果をもたらす要因となったといえる｡

また,図4-13,図4-14はシミュレーション期間中にN特養参加職員に対して行っ

たアンケート調査結果であるが,写真のような生活の様子が展開されていても,職員は決

して入居者が｢家庭的な環境｣ ｢その人らしい｣生活ができているとは思っていない,満

足してはない｡これはGH職員にもいえることかもしれない｡ハード面によるもの,もっ

とより良い生活を送ってもらいたい,その様な生活ができているのはごく一部の人など,

理由は様々である｡
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図4-13 利用者は家庭的な環境で生活できているといえるか(N特養職員)

6月評価 6月コメント晒棟.研究会職員) 9月評価 r)月コメント(西f*.研究会職員)

lヨ 4 改修前よりはo ヰ 生活していくうえで必要なこと､入浴.排#.食事などは
実施されているのでできていると思うo

｢∴ 3 3

Eg 3 帰宅願望があるo 2 家と比べて広すぎる環息

ト1 3 まだまだ家庭的とはいえないo 3 以前に比べれば家庭的になつたほうだと思うo

U-i 4 ユニットAにおいては以前よりはできていると思うo4 以前よりはo

E-5 4 家庭的な環境が少しずつできてきていると思うoご飯を
炊いたリ､一緒にお茶を飲んだL)a

3

u-2 3 ハ-ド面で家庭的な雰囲気が出ていないと思うo 3
ハード的な感じがするので､施設つて感じがするo

卜占 3 もつと家族の方にo 3 個人の家庭環境がわからないo

E-7 3 近づけるようにしたい-ので家族の支援も必要だと思うoヰ 家庭的な環境に近づいたとは思う○

E-8 4 畳の部分ができたことで〇 4 ご飯を炊いたり､味噌汁を作つたりする場合などo

l耳l 4 未提出

しト4無回ロ 未提出

ド 未提出 3 自分たちで食事など作れば､家で生活していると思うo

笥脇F琵去1競
い詣4‥群島,い諾't(ヱユし喜凱)埜Fd]答

琵去1(旨
い言芸4)て与藷鵠,い諾'1(2,い夏諜ミー)埜回答

図4-14 利用者はその人らしい生活ができているといえるか(N特養職員)

hE7晋作 6月コメント(西棟.研究会職員) 9月評価 9月コメント(西棟.研究会職員)

E-1 4 全員ではないが､何人かはできていると思うD 3 施設の流れに沿つているが､その人らしい生活ができて

いるのかはどちらともいえません〇
E-2 4 皆､以前と同じマイペースで生活されていると思う〇 4

E-:弓 E] ベッドだけではなくなつたD E] 帰宅願望がある□
E-1 E] 少しは変わつたと思うカミ､まだその人らしいとはいえないレ4 出来ている方もいると思うし､そうでない方もいると思
しl-l 3 ユニソトAにおいては以前よりはできていると思うo 3 自分の役割が確立できた方もいるコ

E-5 3 まだはじめたぱかりでその人らしい射占ができているか
評価するのは難しいのではないでしようかつ

3

しト2 4 仕事をすることが好きな利用者は醸員の手伝いをしてく
れているo

3 人によつてだと思うo(花に水をやる入居者はいた)

E-6 3 3

E-7 E] 3

E-8 E] よく/J)かりませんu 3 時と場合によるのではないかと思うo

L+Li 3 未提出
しT-i 無回答 未提出

E-9 未提出 2 自分の部屋も分からない人もいるウ

い買;(4)L･吉芸',;,Lt,ち)い*h,ff,:',(2)い芝宗5(.)軸答
おおいに やや どちらとも あまり よったく 無回答
いえる(5) いえる(4) いえない(3)いえない(1))いえない(i)
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第4章 写真から読み取る職員の日常生話頭境の概念分析

写真調査の手法について

ひとつの言葉をよりどころにして日常生活を営んでいても,それぞれのスタッフの解釈

が異なることにより,ひとりよがりであったり,統一が取れないことがある｡キーワード

として理想的な言葉を掲げていても,それらは多くは関係者の共通概念になっていなかっ

たり,あるいはその抽象的な言葉を唱えただけで安心してしまい,実際に具体的な個別ケ

アの実態では,何ら工夫も努力も行われていなかったり,言葉だけが空虚に使われる傾向

がないとは言えない｡人によって考え方が異なっていては,日々の業務,入居者の支援に

もばらつきが出てしまい,統制がとれない｡本研究ではそれらをできるだけ分かりやすい

形(写真)で示すことで,概念の共有化を果たす｢きっかけ｣を提案できたと思われる｡

また,普段何気なく使っている言葉について,あらためてその意味を考え直すきっかけ

になった事業所が少なくないものと思われ,実際にその様なコメントも多く,この調査自

体が啓発的な意義を持っていたといえる｡

介護職員が捉える｢家庭的な環境｣ ｢その人らしい様子｣を明らかにするために,写真

によって職員のイメージを実像として表し,職員意識の一段を分かり易い形で提示できた

ことはことは一つの成果といえる｡しかし,手法上の限界も見えてきた｡

一つはGH, N特養とも,職員が撮影する写真は,比較的元気に暮らしている入居者の

様子を撮影した写真がほとんどであり,その様な生活,活動が出来なくなった場合(認知

症の重度化,身体機能の低下)にも,入居者が｢家庭的な環境｣で｢その人らしく｣生活

するためにはどうするべきかを考えていかなければならない｡ GH調査では数例見られた

が,高齢者が生活する場では,意識しておかなければならない課題といえる｡

また,職員に日常生活の概念を共有してもらうために,撮影した写真に関する話し合い

を行うことが不可欠といえる｡ GH調査では,多くの事例を収集することを目的としたた

め,事業所間での概念共有は果たせていない｡ N特養ではユニットシミュレーション終了

後の報告会において,写真とコメントを提示し,他の職員に考えを伝えたがそれだけでは

不十分といえる｡写真の表面的な部分だけで判断し,その本質を理解せず,写真のように

家事やら趣味活動をやれば良いと考える職員がいないともいえない｡今後,職員相互の共

通理解を深めるための議論の道具としての写真の応用と,その効果等についても,考察を

進めていく必要がある｡
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第5貴 職員による設計堰案から読み取る職員の

"1二tyトに対するイメージ"ど"空間の考ん方"



第5貴 職具による設計環案から読み取る職員の"1ニtyトに対するイメージ打と"空間の考ん方"

5-1 職員による設計提案の実施とその目的

施設職員は日常的に高齢者介護の場を理解しており,施設計画に参画することはより使

いやすい施設の計画のために好ましいことと思われる｡しかし一般的に施設の職員は建築

の専門的な知識には乏しい｡また,近年主流となっているユニットケアなど,これまでの

介護の方法と異なる空間構成と介護の仕方に関する知識についても,職員によってばらつ

きがあり,ハードとソフトを連動させて考えられる職員はごく一部であることが予想され

る｡ただ単に施設計画の過程に参加してもらっても,より良い質をもたらす施設環境づく

りには思ったほどには貢献できず,ただ｢職員参加の施設計画｣を行った事実の経験だけ

に満足してしまうことも懸念される｡

職員は自身のこれまでの経験をもとに新たな施設の計画を考え,特にハードの環境条件

に関しては,自分の目で見たことのあるものからそれほど違わない環境をイメージしがち

で,特に現在勤めている施設や,長く勤めた経験のある施設環境の形態にとらわれる傾向

が予想される｡ソフトに関しても同様で,これから試みる新しいケアに関しては,吉葉と

して知っている程度ではそれを具体的な計画の中に反映させることは困難であろう｡

職員のこれまでの現場経験と計画-の参画過程での様々な学習等が施設計画の考え方に

どのような影響を与えるのか,また職員が新たなケアのあり方に移行する際に,どのよう

に環境を理解するか,その理解の方法と支援策を明らかにする必要がある｡

本章では,新しい施設介護方式の動きにともなう望ましい施設空間を,施設の現場の職

員がどのようなイメージで捉えているのかを明らかにし,ハードとソフトが一体的に,新

しい施設介護のあり方に滑らかに移行するための参考となるような知見を得ることを目的

とし,特に職員の参画による高齢者施設計画の今後のあり方を模索したい｡

また,職員が施設計画を考える場合,どのような視点で考えるのか,その際のユニッ

トケアという新たな方式と環境に関する認知のされ方,そのイメージを明らかにする｡ま

た特に,ユニット化に向けた職員参加型の改修プロジェクトを筆者らと行ってきており,

その参加の度合によって,設計提案にどのような違いが見られるのか,一連のプロジェク

トが職員に与えた影響についても考察を加える｡

5-2 N特養職員による設計提案

5-2-1 設計提案の概要

本章では, N特養職員を対象に平成17年10月に実施した施設職員自身による｢ユニッ

ト型｣をテーマにした設計提案の図面とそこに既述されたコンセプトの分析をもとに考察

を行う｡

第3章で紹介したように, N特養は,職員参加型の施設改修計画を筆者らと実践してお

り,本章で扱う設計提案までの流れを簡潔に示すと,平成16年11月に施設職員10名と

筆者らで改修準備委員会(ユニット研究会)を設立し,他施設-の見学会,改修検討会を

行い,平成17年6月-9月に認知症高齢者に対するユニットケアの具体的な効果と職員

体制のあり方を検討するため,西棟において仮設的にユニットに分割して運営を試みる｢ユ

ニットシミュレーション｣を実施し,ハード,ソフト両面の評価を行った｡職員による設

計提案は,シミュレーション終了後の10月中旬に実施している｡
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職員による設計提案は,シミュレーション終了乳ユニット研究会の企画で実施し,読

計条件は以下の2つであり,その他に制限はなく,職員に自由な提案をしてもらった｡

･藩知症のお年寄り20人が数人のスタッフと共に暮らす家

･お年寄り10人1グループで2ユニット

この設計条件は,西棟でのユニットシミュレーションにおいて実践した, 1ユニット10

人×2ユニットと同じ条件である｡このような条件設定としたのは,ユニット研究会の意

向として,ユニットシミュレーションを自分達の施設で実施し,職員がユニットというも

のをどのように捉えているかを明らかにし,シミュレーション終了後,本格的にN特養改

修プランを検討するに当たり,職員の要望を募り,良い提案は改修プランに反映させる目

的があった｡筆者らの意向としては,現行基準注5-1で定められている,居室仕様,共同

生活室の仕様をあえて示さないことで,職員がハードとしてのユニット空間をどのように

捉えているかを,提案図面,設計コンセプトから検証すること,また,改修計画の参加度

合によって,職員のユニット認識にどのような違いが見られるのかを明らかにすることを

目的としている｡

図5-1は設計提案に用いた記入シートである｡用紙右側のマス目を1m角として図面

を記入してもらった｡畳1畳のおよその広さをマス目2つ分とし,職員に同一スケールで

図面を作成してもらい,用紙左に設計コンセプトを記入してもらった｡

N特養全職員を対象に実施し,計47名の職員から提案があった｡参加職員の内訳は,

ケアワーカー(CW)が37名,ソーシャルワーカー(SW)が2名■,医務職員が6名,

厨房職員が2名である｡

図5-1 N特養職員設計提案記入シート
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5-2-2 改修プロジェクト参加度合による職員の属性分け

本章では, N特養改修計画の参加度合によって,設計提案を行ってくれた47名の職員

を,以下の3つの職員属性に分ける｡

①ユニット研究会職員

②西棟職員

③その他の職員

①ユニット研究会職員は,改修計画に最も深く関わっている職員であり,見学会や検討

会,ユニットシミュレーションの企画,実施,シミュレーション終了後, N特養の具体的

な改修プランやユニットの仕様,将来の運営体制の話し合いを行っている｡ ②西棟職員は,

ユニットシミュレーションを体験した職員｡ ③その他の職員は,それらの計画に関わるこ

とのなかった職員である｡

設計提案を行った①ユニット研究会職員は6名(職種内訳: CW3名, SWl名,医務

職員1孝,,厨房職員1名) ,
②西棟職員は5名(職種内訳: CW5名)

,③その他職員は

36名(職種内訳:CW29名, SWl名,医務職員5名,厨房職員1名)である｡

5-2-3 提案図面の類型化

図5- 2に職員による設計提案の全図面を示す｡これは職員によって描かれえた図面の

内容や位置,形状などをできるだけ再現するように,筆者らが清書したものである｡スケー

ルを無視した提案は4事例(No.40,No.46,No.4,No.21)のみで,ほとんどの職員が｢マス

目1つ1m角｣を遵守して図面を作成しており,それらの図面は同一スケールで表示して

いる｡

まず,これらの図面の類型化を試み,表5-1の様に7つに分類した｡

表5-1 提案図面の類型

Type 特徴 事例数

Ⅰ:完全分離型 2ユニットが完全に独立している(スタッフ室以外の連結がない) 9

Ⅲ:分離型 2ユニットに分かれているが,玄関,浴室等の設備を一部共用 4

Ⅲ:連結型 2ユニットに分かれているが,廊下等でつながつており.明確な仕切りがない13

Ⅳ:融合型 2ユニットに分かれているが】リビング等の共用空間がつながつており,明確な仕切りがない7

Ⅴ:完全一体型 2ユニットに分かれていない○20人で1グループ 9

Ⅵ:アミユーズメン卜型温水プールや大浴場等の設備を重視した計画 2

Ⅶ:分類不可能 書き込み不足等で詳細不明なもの 3
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園5-2 N特養職員による設計提案図面(全47事例)
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表5-2 N特養職員設計提案図面の分析表(全47事例)
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ユ∪-3 14 CW H15.12 育 Yes □

Ⅰ:完全分離型

□■口 I □
ユ∪-4 15 CW 無 Yes ■ □□I I ■ I ■ I I □ □
ユU-8 38 CW H16.ll 育 Yes ー I □□□ I ■ I I I I
西E-3 45 CW 蘇 No 1 □■□□ ■ I

5 CW 1 □I ■ □ ■I
30 CW □ I I 口 □ □ I

8 CW □ I
I
口□■ □I ■ I ■

1 CW H16.4 蘇 Yes ■ □□ロI I l一 I I I

6 CW
･無

Yes □ □□ I I 口
1U-ll Eq 医務 H13.3 育 Yes I

Ⅱ:分離型

□ I JL□□ 口 I □
西E-ー 44 CW □ I I 口ロ

12 CW □ I □□ □ □ □
37 CW H9.10 蘇 No □ I □ I ■ I □

ユU-1 19 SW 無 Yes □

Ⅲ:連結型

□ □
西E-5 42 CW Hー5.2 育 No I □ I
西E-4 36 CW H16.9 育 No ■ ロ□■ ■ I )

3 CW □ □I ■□ □ □
9 CW ■ □ I □
16 医務 H15.6 育 Yes 口 I ■口 □ ■□ I □
18 医務 H9.ー0 無 Yes 1 ● I 口
20 SW 蘇 No □ 口□□ □ 1 □1
28 CW ■ ■
29 CW □ ) I □ □
34 CW 無 Yes □ ) □ I □
41 CW I I □I ■■ I
7 CW □ □ I ■□ ロ □□
22 CW 無 No □

Ⅳ:融合型

□I I I I □ロ
26 CW □ ■ □ □
31 CW H1ー.2 無 No I I □I ) □
39 CW 育 No □ ロ□I □I □ I □
43 CW I ■ □
46 医務 ■ ■
47 CW Hー2.5 無 Yes ■ □) ロ

西E-7 40 CW H川.ll 育 No ■

Ⅴ:完全一体型

(20人で1ユニット)

2 CW HI斗.7 育 Yes □
4 CW H14.3 育 Yes I
10 CW □
21 CW H13.8 無 Yes □
24 CW Hー6.5 無 Yes I
25 CW □ □ □
27 CW 無 No □ I
32 CW H16.8 有 □
13 医務 H9.10 育 Yes □

Ⅵ:アミユーズメント型
I 1 ■ □I 口

17
･医務

H15.6 育 Yes □ I
ユU-ー3 35 厨房 H15.6 育 Yes □

Ⅶ:分類不可能

□□ ■ □
23 CW 無 Yes □ □ ■□■□
33 厨房 H14.1ー 無 Yes □ □□ ■

計 2 33 4 8
-10

23 30 15 10 25 ED 9 3 3 3 10 2 1 7 17 ー1 6 1
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I ■ □ I ■□□□ I I I □ 1 32.7 l4.0 1427

■ □ □ I 1 3 13.3 24.0 1664

□□ ロ □ I □ 5 13.4 12.0 1828
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この図面類型においては,建物形態とユニット構成, 2つのユニットの関係性に着目し

ている｡

全47事例において, 2つのユニットで1つの建物として設計しているものが33事例

と多く,ユニット毎に独立した建物としたものは2事例(No.14, No.5)のみであり,他

に大規模施設の一部としての位置付けで計画した事例が4事例(No.19, No･42, No･22,

No.26)であった｡

2つのユニットを内部空間で繋げている事例が多く,繋げるのはスタッフ室のみで,刺

用者が利用する部分を繋げていない事例は9事例(No.14, No.15, No.38, No･45, No･5.

No.30, No.8, No.1, No.6)のみで,廊下で繋げる,共同生活室を共用する,ユニット間

に仕切りを設けない,可動式間仕切りを設置するなど,様々な接続方法のパターンが見ら

れた｡また, ｢2ユニット｣という設計条件が提示されているにもかかわらず, 20人を一

体で計画する事例もあり,職員の"ユニットに対するイメージ"に違いが見られた｡

以上を踏まえ, 2ユニットが完全に独立している｢Ⅰ :完全分離型｣がユニット毎の独

立性が最も高く, ｢Ⅲ
:分離型｣, ｢Ⅲ:連結型｣, ｢Ⅳ:融合型｣の順にユニットの独立性

が低くなり, ｢V
:完全一体型｣は20人一体で計画している新札やや特殊だが複数事qfJ

見られた｢Ⅵ:アミューズメント型｣は,大浴場や温水プールといった利用設備が設計の

主眼となっており,さらに｢Ⅶ :分類不可能｣は書き込み不足で詳細不明な事例である｡

この図面分類において,ユニット現行基準における必要諸室の有無や面積を別にして考

えても, 10人1グループで暮らす2ユニットとして捉えることのできる事例はⅠ-Ⅲの

タイプであり, Ⅳは一部, Ⅴ, Ⅵはユニットとしての形を成していない｡このことは,莱

際のユニットケアと卓の空間に関するイメージが,未だ一部では共有されていない実態を

示している｡

5-3 設計提案内容の分析

5-3-1 図面から読み取るユニット諸室と空間構成

表5-2は,前述の職員属性と全事例の図面の内容を類型順に一覧表にしたものである｡

加えて,各職員の職嵐 N特養での勤務暦,他施設での勤務経験の有無,改修計画開始当

初の平成16年11月時点でユニットを知っていたか,図面に関しては,ユニット毎の専用

所室･設鳳 2ユニット共用の諸室･設備,入居者の居室形態,トイレ設置形嵐 2ユニッ

ト合計の共同生活室数,面積に関しては,入居者1人あたりの共同生活室の面積,同じく

居室面積,全体面積を示している｡

･入居者居室と共同生活室

入居者居室の形態は図面類型には関係なく,ほとんどの職員が全室個室,広さ6-8畳

で計画しており, "ユニット型では原則個室"であることはイメージとして定着している

ことが分かる｡

逆に,逆に共同生活室には面積,仕様にばらつきが見られた｡図5-3は,各提案の入
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図5-3 入居者一人当たりの居室と共同生活室等の面積費
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居着1人当たりの居室面積,入居者1人当たりの共同生活室の面積比率を示したものであ

る｡職員は建築図面を正確な広さをイメージして描くことができるような専門的な建築に

関する知識や感覚を持っていないことは事実だが,共同生活室については一人当たりの面

積で4.2-72.2m2の開きがあり,全て現行基準よりも大きなものを計画している｡純粋

に広い共同生活室を望む結果と読み取ることもできるかもしれないが,居室と比べると職

員の共同生活室に対するスケール感がないということが指摘できる｡一人で使用する居室

の広さは認識しやすいが,利用者10人とスタッフが集う共同生活室の広さを感覚で捉え

ることが困難であり,常に全員が集まることを想定していることが推測される｡

また,共同生活室の仕様に関しては, Ⅰ
-Ⅶ全てのタイプで一つの大きなホールを居室

が取り囲んでいるものが多い｡表5-2の共同生活室数において,数の少ないものは大ホー

ルのみの計画,または大ホールに小規模な談話室等を加えた計画であり,図面類型Ⅳ, Ⅴ

でその傾向が特に強い｡

･キッチン設備

次に設備に関しては,ユニット専用キッチンは,図面類型Ⅰ-Ⅲでほぼ全員, Ⅳでは半

数の職員が計画している｡ Ⅴ, Ⅵでは少数が厨房型の提案をしているが,多くの職員は小

規模なキッチンを提案する傾向が見られた｡どのように活用するかを図面から判断するこ

とはできないが, "ユニットの共同生活室にキッチンがある"ということも職員全般に定

着しているイメージといえる｡また,ユニット研究会職員,西棟職員でこの例が多いのは

写真5-1に示すように,ユニットシミュレーションでの既設キッチンでの利用者参加の

積極的な活用が影響したと考える｡図5-4はシミュレーション期間中の9月にユニット

研究会職員,西棟職員を対象に行ったアンケートの結果であるが,既存キッチンを有効に

活用できたと回答する反面, ｢ユニット毎に欲しい｣ ｢2ユニット共用では洗物しかできな

い｣等の問題点,ハード面の要求をする職員が見られる｡

写真5-1 ユニットシミュレ-ション期間中の利用者参加のキッチン使用
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図5-4 ユニットキッチンは有効に活用できているか(シミュレーション期間9月)

姻評価点 9月コメント(西棟一研究会職則

E-1 I 米とぎや味噌汁作りなどCWが見守りながら有効利用さ
れていたと思います□

E-2 3

E-3 2 調理するには不具合だが使いこなして哩旦ー_～
E-4 4 背を向けるため､使い勝手は悪いが､米とぎ､洗い物等

入居者を交えできたので,多少は有効だつたと思うo
しト1 2 カウンターを利坦些工夫はしてし壁L_ー_
E-5 ヰ 1つだけでは洗い物だけしか出来ず,その他が出来な

い,

しr-2 4 ユニットAからは遠すぎるo

__E二6E-7

2

lLtj来れば三三虫垂些昼虹____ー._ー_r__
2 配膳ス二三ニスとして活用していたo

E-8 2 米とぎによく活用されていたと思うo

Ll-3 未提出

しト4 来援出

E-9 3

･浴室設備

ユニット専用浴室は,ユニット研究会職員ではほぼ全員,その他の職員では図面類型Ⅰ
,

Ⅱは全員, H, Ⅳでは半数の職員が計画しているのに対し,西棟職員では皆無であった｡

これはN特養の現在の浴室位置に関係していると思われる｡ N特養浴室は図5-5の全体

図面において,西側に位置しており3棟の利用者が同じ浴室を使用するため,中央,東棟

の利用者,職員の移動距離が長いことによるものと考えられる｡ユニットシミュレーショ

ンでは入浴介助の試みとして!現行の24時間プランから,入居者個々を尊重したライフ

サービスプランに変更したことで,西棟利用者に限り入浴日,時間を自由に設定できるソ

フト面の対応を行っていたが,それが西棟職員の提案においてユニット専用浴室を計画す

るまでには至らなかったといえる｡

図5-5 N特養既存全体図面(S=1/1000)
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･スタッフステーション

スタッフステーションに関しては, 30事例と多くがステーションを計画している｡図

5-6はスタッフステーションから見渡せる範囲と共同生活室数の関係を示したものであ

るが,大きく3つの集団に分けられる｡集団1は複数,小規模共同生活重を分散配置する

事例であり,スタッフステーションから見渡せる範囲は狭く,集団2はスタッフステーショ

ンをユニット,または建物の出入口付近に計画する｢受付型｣のものであり,集団3はスタッ

フステーションを｢大ホール型｣の共同生活室の中心に配置しており,見渡せる範囲も大

きく, 1ケ所から建物の大部分を把握できる計画である｡集団3のグループが全図面類型

で最も多く,建物の大部分を見渡せる位置にステーションを計画する傾向が見られ,空間

構成もシンプルなものが多い｡

また,ステーションの壁はガラス張りにするなどの書き込みがあり,利用者の行動,坐

活を把握しやすくするための配慮を重要視する職員が多いといえる｡また,全事例でステー

ションを2つのユニットで共用する,内部でお互いのユニットを行き来できる計画が多い｡

これはユニット間の職員の連携を想定している職員が多いといえる｡

ステーションを計画しない17事例は王 ステーションは不要と考えあえて計画しなかっ

たのかどうかを図面から判断することはできないが,キッチンが共同生活室を見渡せる位

置に計画されている事例が多く,キッチンをスタッフの居場所,ステーションの代わりと

して計画している意図が感じられる｡

図5-6 ステーションから見渡せる範囲と共同生活室数の関係
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･利用者トイレの位置付け

利用者トイレに関しては,居室に専用トイレを設置する事例と,共同で使用する2つに

分けられ, N特養職員設計提案においては,共同トイレの提案が多い｡ (表5-2参照)

これは現在のN特養トイレが居室専用となっていないことが要因となっており,多くの

職員は意識せず共同トイレを計画していると考えられる｡これに対し,少数ではあるが居

室専用トイレの必要性を訴える事例もあったが,その逆に意識して居室専用トイレを設置

しないという事例(No.18)もあり,その理由は｢流し忘れで悪臭がこもるのを防ぐため｣

としている｡

また,居室トイレを設置する割合が高い図面類型は, Ⅴ
:完全一体型(9人中6人)で

あった｡ Ⅴは20人一体で計画する事例であり,小規模集団,共同生活という視点よりも,

個の生活を重視する傾向があり,トイレばかりではなく,居室設備を重視する傾向が他の

図面類型よりも強く,ユニットバス等を設置する事例(No.21)も見られた｡

図5-7 個別事例(No.18･連結型･その他職員)
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5-3-2 設計コンセプトから捉える職員意識と空間の考え方

次に設計コンセプトの分析を行う｡設計コンセプトは自由記述形式で書いてもらったが,

それをコメント形式で抜き出し,職員47名から計318の提案を得た｡それらを以下の3

つに分類する｡

分類1 :建物に対する提案(総数: 178)

分類2 :入居者の生活に対する提案(総数: 88)

分類3 :スタッフ視点での提案(総数:52)

表5-3-5は上記の分類において,職員属性,図面類型毎に集計したものである｡

設計提案であるため｢分類1 :建物に対する提案｣が総数178と最も多い｡提案の内容

は｢明るい･温かい｣ ｢気のぬくもり｣ ｢シンプル｣といった漠然とした建物や室内環境の

イメージ,リビング･食堂等の共用空間に対するもの,利用者の居室仕様に対するもの,キッ

チン,浴室等の水回り設備に対するもの,庭等の外部空間に関するもの,採光･通風に関

するもの,具体的な床,壁等の仕上げを指定すものなど様々であるが,全体的に設備に対

する提案が多い｡

｢分類2 :利用者の生活に対する提案｣は総数88で,内容は｢ゆったり｣ ｢季節感｣ ｢#,L､感｣

｢家庭的｣といった生活の漠然としたイメージ,どのような利用者を想定しているかを定

義するもの,｢プライバシーの尊重｣ ｢自主性の尊重｣ ｢趣味･噂好｣ ｢自立した生活｣といっ

た個の尊重に対するもの, ｢少人数で生活｣ ｢他者との交流｣ ｢一緒に作業をする｣といっ

た集団生活に対するものなどがある｡分類2では職員が利用者の｢個人としての生活｣ ｢集

団生活｣のどちらを重視しているかを知ることができる｡おおまかなか傾向であるが,集

団生活で利用者と一緒に作業をするという提案が西棟職員,その他の職員Ⅰ
-Ⅲで多い｡

｢分類3 :スタッフ視点での提案｣は総数52で,内容は｢利用者の行動把握｣ ｢死角を

なくす｣ ｢認知症利用者-の配慮｣など管理･リスク回避に対するものが最も多く,その

他には, 2つのユニットのスタッフの連晩 スタッフの作業効率の向上,スタッフの勤務

体札 ステーション以外での作業,利用者とのコミュニケーション,スタッフの立場･介

護理念などが見られた｡分類3では,その他職員が全図面類型で多いのに対して,ユニッ

ト研究会職員の提案が非常に少ない項目である｡
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表5-3 N特養職員設計提案 設計コンセプト･コメント集計表(分類1)

分類1:建物に対する提案.コメント(コメント総数:178) 職員属性 提案図面タイプ

●建物の漠然としたイメージ El
1

西 他

3

Ⅰ Ⅱ

1

Ⅲ

2

Ⅳ Ⅴ

1

Ⅵ Ⅶ

･明るい.温かい -■Ⅱ(PIEVl

･木のぬくもり 互::垂司 1 1 2

･シンプル
I.~Ⅱ~Ⅰ_班.~~] 3 1 2

●リビング.食堂等の共用空間
1 ロりト規模分散配置

･ユニット専用ホール
Ⅳ 1 1

･空間を区切る(メリハリ)
･皿lNIVl ロ 1 5 ∩ 1 2 I 2

･共用空間の仕様
1 ーソファスペース

和.荏 ト-I 2 I ∩ 1 1

畳の空間 -tE._ーⅡ-lⅣl.V] 5 2 1 1 1

こたつ lmV Ⅶt 1 1 2 ロ 2 I

･両ユニット共用室 ･Ⅲ.l~-Ⅳ-
V.lⅥ] 5 1 2 1 1

･可動式間仕切り
7l[Ⅲ I 2 2 1

･その他の部屋
■■■■潤一V. 2 1 ∩ 2 1 1

●利用者居室
1 2 1 2

･その人らしい居室に
~Ⅴ

･全室個室
･.V

1 2 1 2

･2人部屋
Ⅳ 2 1 1 ロ I

･居室の具体的な仕様
■■澗鞍潟:.Ⅱ 皿暮VlVⅠEⅦl 1 1 8 2 ∩ 1 2 1 3

･居室の広さ.定員
Ⅴ+ 3 3

･居室専用トイレ設置
モ巨Ⅱ暮ⅡlⅠVIVfⅥl 9 1 ロ 1 2 3 1

･居室専用トイレを設置しない
1 1

･トイレ以外の居室設備
ⅡEIE.I-_Vl I 4 ロ 1 2 1

●玄関

丁~1 2 2

･ユニット専用玄関

･両ユニツ卜での実用玄関
班 1 1

●キッチン

1 1

･キッチンの位置づけ

･広さ
Ⅰ_】ZI-一皿. 3 1 ロ 1

･対面式.アイランド式
皿l 1 3 2 2 3 q

･その他のキッチン設備
ll¥lⅦ 1 4 1 3 1

●満室
Ⅱl ∩ 1 2小つでも利用可能

･個浴
VT I 1

･浴室の位置
1 1

･浴室の仕様
･Ⅱ..I-ⅡlNLⅥl 5 2 ∩ 1 1

･大浴場等
V1Ⅶ 2 1 1

●ステーション Ⅳ+ 1 1

●トイレの仕様 _正一_巨正一暮V暮Ⅶ1
5 2 I 1 1

●水回りを集中 Ⅱ印 1 1 1 1

●冷暖房設備 A-l■巨正. 1 2 1 1 1

●収納 正一tV Ⅶ 1 3 I 1 1 1

●家族室 -Ⅲ
1 1 1 I 1 1

●庭等の外部空間 I-_荘■...E'--E[-I-NrV- 8 2 2 2 2

●娯楽設備 -I.Bl--_巨V.巨.Ⅶl..■Ⅶl
9 2 1 2 4

●床.壁等の建朴仕上を指定 --.-.エー-.l-NLVI
5 3 ロ 1

●採光.通風 lⅠ暮Ⅲr-Ⅵ-l 1 2 4 2 1 3 1

●天窓 ll.:1■lZbトⅣEVtVII 1 2 6 3 1 2 ∩ 1 1

●ハード面での安全性 l-.I..~l-V.--I 1 5 2 1 3

+/(I)77L)- 王正一】■Ⅰ官【≡_Vヨ■.Ⅶl 5 1 ∩ 1 I

●バリアフリーではない ll- 2 2

I =ユニツ帽究会職員国‥西棟棟鼻E]:その他鞍点Ⅰ=完全一体型Ⅱ=一休聖Ⅱ:連結型Ⅳ‥融合型Ⅴ=一体型Ⅵ‥アミュ-ズメント型Ⅶ･･分類不可能
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表5-4 N特養職員設計提案 設計コンセプト･コメント集計表(分類2)

分類2:利用者の生活に対する提案.コメント(コメント総数:88) 職員属性 提案図面タイプ

●生活の漠然としたイメージ E)

q

西 他

4

Ⅰ Ⅱ

2

Ⅱ【

I

Ⅳ

2

Ⅴ Ⅵ Ⅶ

･ゆつたり
Ⅱ 廿一JEITV1

･季節感
ⅠlⅢlVIVIl 5 2 1 1 1

･安JL､感
Ⅱ ⅠrⅢl 1 4 3 1 1

･家庭的
重要萱堅喜習-Vl 2 2 ■ 3

●想定する入居者 Ⅶ mーⅣlV] q 4 1 2 1 1

●個の尊重

3 3･プライバシーの尊重
Vt

一必要以ヒに干渉されない
Ⅴ

1 1

･利用者が選択(自主性の尊重)
重書蕃璽璽堅薯glVl 3 1 2 2

･生活暦.自分らしく
Ⅱl】yl 2 2 2 1 i

･趣味.噂好
纂爾習ⅢlⅣ】 1 i 2 I 1 1 I

･自立した生活
皿 也 1 1 1 1

●集団生活

1 2 1 2･少人数での生活
霊薬閤採聾蒸H1

･他者との交流
2 1 1 1 i夫婦で暮らせる 茎3E.望 + Ⅳ

家族.友人と i;Y Ⅱー 1 1 q 1 1 1

地域の人と 憲.～;蛋 q 1

同じユニットの利用者と H Ⅲ1 4 2 2

他のユニットの利用者と十1Lヨー ⅡーⅢlⅣlVl 1 7 1 2 2 1 2

･一緒に作業をする
2 6 3 3 2内部空間にて ≒墨諏 至喜享粟蛮習Ⅰl-ⅢlV

外部空間にて ⅠJ7nlⅥJ 2 9 4 2 E] 1

･行事
ⅠⅡ 2 1 1

･動物とのふれあい
■-■B3) 3 2 I

I :ユニット研究会鞍員圏:西棟職員E]:その他職員Ⅰ:完全一体型E:一体型Ⅲ:連結型Ⅳ:融合型Ⅴ:一体型Ⅵ:アミューズメント聖Ⅶ:分類不可能

表5-5 N特養職員設計提案 設計コンセプト･コメント集計表(分類3)

分類3:スタッフ視点での提案.コメント(コメント総数:52) 職員属性 提案図面タイプ

●管理.リスク回避 El 西

1

他

8

Ⅰ Ⅱ Ⅲ

7

Ⅳ Ⅴ

2

Ⅵ Ⅶ

･利用者の行動を把握.見守り
葉芽脹習皿!Vl

･死角をなくす(常時)
2 4 2 2 2全体を見渡せる 肇韮票憂書…R葦司Ⅰ】ⅢーVl

具体的な仕掛け ⅣⅤ 2 1 1

ステーションの位置 ‡ーDlーⅣ暮VIVIl 9 1 2 4 1 1

･死角をなくす(夜間) .弓葦…:書式 1 1

･認知症利用者-の配慮
ⅢⅣ 2 1 1介護度でユニットを分ける

回廊型 1LⅣLV1 3 1 1 1

●2つのユニットのスタッフ連携1L皿1Ⅳt 4 1 1 2

●作業効率の向上 E(ーV[ 4 2 2

●スタッフの勤務体制
.=葦萱要萱薯荘薫瑚Ⅴ

2 1 2 1

●ステ-シ∃ン以外で作業 lV] 1 2 1 2

●利用者とのコミュニケーション賓≡l:,%.王Ⅴ. 1 1 1 1

●スタッフの立場.介護理念 lllVt 1 3 1 2 1

■ :ユニット研究会扱鼻園:西棟職員Ej:その他職員Ⅰ:完全一体型Ⅱ:一体型Ⅲ:連結型Ⅳ:融合型Ⅴ:一体型Ⅵ:アミューズメント型Ⅶ:分類不可能
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前述の3つの分類にはそれぞれ相関関係が見られた｡分類1 :建物に対する提案が多い

からといって,職員がハード的な要望から空間を考えているとは一概に言うことはできな

い｡例をあげると,分類1の利用者の居室において, 2人部屋を提案する職員は,分類2

で夫婦での入居を提象または仲の良い入居者同士の同室を提案したり,分類1で広いキッ

チンを提案する,庭を提案をする職員には,分類2で入居者と一緒に作業をするなどの提

案を行っている｡同様に全体を見渡せるようスタッフステーションを中央に配置するなど

が見られた｡それぞれのコメントの関係性を示したのが図5-9である｡

表5-3-5,図5-9よりN特養職員の空間の考え方は, ｢職員が思い描く利用者の

生活｣と｢スタッフとして働く視点｣の2つから決定されているといえる｡これら2つの

どちらに重点を置くか,職員が利用者にどのような生活を送ってもらいたいのか,利用者

生活の何を尊重するか(個かまたは集団か)で大きく変化するといえる｡

図5-9の相関図でN特養職員の空間決定における主要な要素となっているのは分類2

の｢個の尊重｣と｢集団生活｣,分類3の｢管理･リスク回避｣の3つである｡これを表

5-3-5の職員属性,図面類型と照らし合わせて見てみると,分類2の｢集団生活｣は

図面類型Ⅰ-Ⅲが多く, ｢ユニット｣での集団生活を尊重する傾向が見られ,分類3の｢管

理･リスク回避｣はユニット研究会以外の図面類型Ⅰ-Ⅳで,分類2の｢個の尊重｣はは

その他職員の図面類型Ⅴとユニット研究会職員,西棟職員が多く個人の生活を尊重する傾

向が見られる｡

図5-9 設計コンセプト.コメント相関図
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5-3-3 参加型改修プロジェクトが職員に与えた影響

参加型改修プロジェクトの参加度合(職員属性)による考え方の違いを見てみる｡違い

が顕著に現れたのは, ｢個の尊重｣ ｢集団生活｣ ｢管理･リスク回避｣の3つであり,前述

の通りN特養職員の空間決定の主要な要素となっているものである｡

･個の尊重

表5-6は前述の表5-4分類2 :利用者の生活に対する提案から｢個の尊重｣の部分

を抜き出したものである｡コメント総数は18件で,内訳は｢プライバシーの尊重｣ 3件,

｢必要以上に干渉されない｣ 1件, ｢利用者が選択(自主性の尊重)｣が4件, ｢生活暦･自

分らしく｣ 4件, ｢趣味･噂好｣ 4件, ｢自立した生活｣ 2件となっている｡

表5-6 設計コンセプト(個の尊重)

職員属性 提案図面タイプ

●個の尊重

Ⅴ-l

E) 西 他

3

Ⅰ Ⅱ Ⅱ【Ⅳ Ⅴ

3

Ⅵ Ⅶ

･プライバシーの尊重

･必要以上に干渉されない
Ⅴ 1 q

･利用者が選択(自主性の尊重)
馨窒竃甜整葉栗珊Vl 3 1 2 2

･生活暦.自分らしく
ⅡlⅣl 2 2 2 1 1

･趣味.噂好
菓墓駆重言暮ElーⅣl 1 1 2 1 1 1 1

･自立した生活
lⅢ 1 1 1 1

A :ユニット研究会職員因二西棟鞍点□:その他職員Ⅰ:完全一体型Ⅱ:一体型Ⅲ:連結型Ⅳ:融合型Ⅴ二-体型Ⅵ:アミューズメント型Ⅶ:分類不可能

職員属性,図面類型と照らし合わせてみてみると,その他職員の図面類型Ⅴが｢プライ

バシーの尊重｣と｢必要以上に干渉されない｣に集中している｡前述のように,ユニット

に関しては,ほとんどの職員が全室個室で計画しているので,設計コンセプトであえてふ

れない職員が多いのに対し,その他職員Ⅴだけが強調している｡表5-2に示したように,

その他職員Ⅴは居室内専用トイレの設置割合が高く,表5-4の分類2において,集団生

活に対するコメントが少ないことから,集団生活よりも利用者の個人の生活,特に個人の

プライバシーを優先しているといえる｡図面を見てみると,図5-8のNo.21のように居

室内にトイレや浴室を計画したりと,居室というよりも個別住宅的な印象を受ける提案が

多い｡これらは--ド面で最初から保障されるプライバシーであることから,個の尊重と

いってもやや｢受身｣な印象を受ける｡

それに対し,ユニット研究会職員,西棟職員は｢利用者が選択(自主性の尊重)｣ ｢生活暦･

自分らしく｣ ｢趣味･噂好｣ ｢自立した生活｣に集中している｡ユニット研究会職員,西棟

職員のそれぞれのコメントを詳しく見てみると,｢利用者が選択(自主性の尊重)｣では｢利

用者が好きなところでくつろげる｣ ｢好きな時に入浴できる｣といったものであり, ｢生活

暦･自分らしく｣では｢自分のペースで生活できる｣ ｢それぞれが自分らしく｣というもの,

｢趣味･噂好｣では｢趣味が楽しめる｣ ｢余暇を楽しめる｣といったもの, ｢自立した生活｣

では｢介護が必要でも自分でできることは自分でやる｣といった内容である｡これらは前

述のハードで保障される｢受身｣の個の尊重に対し,職員が利用者を理解しようとする姿

勢,利用者の生活を施設の一元的なタイムスケジュールに当てはめるのではなく,それぞ

れが自分らしく生きるために,利用者と職員が共に｢個人の生活｣を考える｢積極的｣な

個の尊重といえる｡
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･集団生活

表5-7は前述の表5-4分類2 :利用者の生活に対する提案から｢集団生活｣の部分

を抜き出したものである｡コメント総数は46件で,内訳は｢少人数での生活｣ 3件, ｢他

者との交流｣において｢夫婦で暮らせる｣ 3帆｢家族･友人と｣ 3件,｢地域の人と｣ 1件,｢同

じユニットの利用者と｣ 4侃｢他のユニットの利用者と｣ 8帆卜緒に作業をする｣に

ぉいて, ｢内部空間にて｣ 8帆｢外部空間にて｣ 11帆｢行事｣ 2件, ｢動物とのふれあい｣

3件となっている｡

表5-7 設計コンセプト(集団生活)

職員属性 提案図面タイプ

●集団生活
E)
l

西

2

他 Ⅰ

1

Ⅱ

2

Ⅲ Ⅳ Ⅴ ⅤⅠⅦ

･少人数での生活

･他者との交流
Ⅳ 2 ロ 1 I 1

夫婦で暮らせる

家族.友人と .】Ⅱ

1 1 1 1 I 1

地域の人と
1 ロ

同じユニットの利用者と
Ⅰ.ーⅡ

4 2 2

他のユニットの利用者と 澗Ⅰ暮EiⅢlⅣlVI
1 7 1 2 2 I 2

･一緒に作業をする
2 6 3 3 2

内部允間にて ヨtnrlV]
Pエ｣

外部施間にて
ll皿暮Ⅵ 2 9 4 2

L1
i

日工

･行事
吋 2 ∩ 1

･動物とのふれあい
Ⅰ卜Ⅲ1 3 2 I

A:ユニット研究会棚田眉棚E]:その他朋Ⅰ二完全-体型=:一体型Ⅲ儲聖Ⅳ:k%型Ⅴ:一機Ⅵ:アミユ-ズメント型Ⅶ:分節可能

図面類型と照らし合わせて見てみると,全図面類型で提案があり,前述の｢個の尊重｣

よりもコメント数が多いことから,ユニットケア-集団での生活というイメージがあり,

他者との交流を持った生活を送るというイメージが職員にあるといえるo

ただ,職員属性と照らし合わせて見てみると,前述のようにその他職員の図面類型Ⅴは

集団よりも個を尊重する傾向が強いため提案が少ない｡

｢少人数での生活｣に関する提案をするのはユニット研究会,西棟職員のみであること

が興味深い｡コメントの内容は｢少人数で暮らせる｣ ｢少人数で互いに関わりを持つ｣など,

少人数での生活にメリットを感じているといえるコメントである｡これらはユニット研究

会職員,西棟職員がユニットシミュレーションを経験したことから,少人数ケア･グルー

プのメリットを理解したことが要因となっているといえる｡実際にユニット研究会で行っ

た議論では,ユニットシミュレーション終了後,適切なユニット規模についての話し合い

を行い, ｢1ユニットの定員10人でも多い｣という結論に至り,本改修プランは1ユニッ

ト10人未満で計画した｡この議論に参加したユニット研究会職員の提案図面を見てみる

と,図5-10個別事例No.14は,設計条件の｢1ユニット10人×2ユニット｣ではなく,｢1

ユニット5人×4ユニット｣で提案しており,ユニットシミュレーションで得られた成果

と,自身の考えを活かした提案ができているといえる｡
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図5-10 個別事例(No.14･完全分離型･ユニット研究会職員)

それぞれが自分らしく､自分のペースで暮らせる家o

個室｡

自分の好みの部屋にできる｡ (家具など)
少人数で暮らせるo

趣味が楽しめるD

｢他者との交流｣では誰と交流するかで,職員属性毎の違いが見られる｡その他の職員

が｢同じユニットの利用者｣ ｢他のユニットの利用者｣,すなわち利用者同士の交流を提案

し,それと関連して｢一緒に作業する｣も多い｡コメントの内容は, ｢一緒に家事をする｣

｢庭で一緒に畑仕事をする｣というものである｡

それに対し,ユニット研究会職員,西棟職員は｢夫婦で暮らせる｣ ｢家族･友人と｣ ｢地

域の人と｣といった施設外,すなわち利用者のこれまでの生活暦を尊重した交流,交流の

継続を提案している｡これらの職員が,施設内での利用者同士の交流をまったく想定して

いないというわけではないであろうが, ｢個の尊重｣でも見られた様に,施設に入居して

から新たな人間関係を構築するのではなく,利用者を理解し,これまでの利用者の人間関

係を施設入居しても継続することを意識しているといえる｡図5-11の個別事例No.40

は西棟職員の提案である｡これはやや変則的な提案であり,厳密にいえばユニットの形は

成していない｡しかし独自の視点で提案しており,個室×10室のユニットと, 2人部屋

×5室のユニットを計画しており! 2人部屋ユニットは夫婦や施設内で仲良くなった人を

対象としたものであり,部屋内に専用のリビングが計画されている｡また,利用者家族の

宿泊の場,交流の場としての家族室,地域の人と利用者,職員が交流する場を計画した事

例である｡

図5-11個別事例(No.40･完全-体型･西棟職員)

ゲストホール:入居者､職員が地域の方と

趣味や軽作業を通して交流をするo (社会

牲を高める)

リビング:広いスペースに和室方振りごた

う､車椅子方奉りごたつとソファスペース

(家庭的な雰囲気でくつろいでもらうため)
ダイニング.･対面式キッチンで入居者の方

と簡単な食事を作る(意欲を高めるため)

食欲増遵o

理容室:男女間わずいつでも整容できるo

(髪を切った後洗えるo 清潔保持)

家族室二遠方から来所する場合など宿泊で

きる｡ (ご家族でくつろいで頂く)

浴室:週2回入浴するだけでなく､身体が

汚染された場合などすぐに入浴できる｡

(清潔保持)

2人都塵:夫婦や親しくなった入居者を対

象とする｡
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･スタッフ視点での提案

｢スタッフ視点での提案｣では職員属性毎の違いが顕著に現れている｡図5-12はスタッ

フ視点の全コメントを,職員属性,図面類型別に示したものであるが,コメント総数52

件の内,ユニット研究会職員の提案は2件,西棟職員の提案は7件,その他職員43件となっ

ている｡

ユニット研究会職員の提案は｢スタッフはサポート役(No.35)｣はスタッフの立場を定

義したもの,｢スタッフルームではなく移動式作業テーブルで(No･11)｣はユニットシミュ

レーションで実践したことを提案している｡シミュレーションでは写真5-2に示すよう

園5-12 スタッフ視点での提案･コメント

全体をJLi*せる

■45:キッチンは目の届く中心に配す
36:ホール全体を見渡せる
5 :居室前廊下と中庭がリビングから見える
7 :なるべく死角を作らない
24:職員は中央で常にどこでも見渡せる位置
2 :全体が見渡せる

Jt体的な仕掛け

●46=廊下の壁は1m程度とし､俳御者､
利用者がどこにいるか確認できる

㊨ 4 :ユニットの仕切りをラティスとし,
別ユニットの様子もすぐ分かるように

ステーションの位■

■30:ステーションから死角のない間取り

吉夢日
ステーションは中央に配置
菜園はステーションから見える位置

●22:ステーションを真ん中に配置し
全体を見渡せる

●39=中央に職員室(部屋ではなくカウンター式)
●46:ステーションは中央に配し､

360o 見渡せる状況に

●47=浴室の隣にスタッフルームを設け､
浴室の事故を防ぐ

⑳27=CWが入居者を見守れるよう､
ステーションを2ケ所作る

013=利用者玄関と建物奥に詰所を設置し
全体的に把握

′＼-ド面の対応

回廊型

■ 5‥排掴する方にも思いっきり歩いてもらえる
●46:認知症､排御者のことを考慮し､建物は円型

⑳10=円形なので自由に歩ける

介fI鹿でユニットを分ける

ロ28:重度利用者を2階とすることで､外に排掴することを防ぐ
●47‥死角の多いユニットと,死角のないユニットの2種類

.t川

･
リ
ス
ク
回
避

こリビングを見ながら食事の準備ができる

:ステーション､キッチンカウンターから
利用者の行動を把握

:どの場所からも入居者が見れる
8:出入口を頁ん中に置き,出入を把握する

8:利用者の行動範囲を把握できる
8:入居者全員の顔が見える

:9:各居室や入居者に目が届きやすい
2
:食事の支度が入居者を見ながら行える
テーブルは真ん中に置き,

周りの状況がすぐ分かるようにする

国44 =夜勤帯は壁を開放
(夜勤2ユニットで1人の場合)

リフト面の対応

目1l
8:浴室を一つにし､職員の行動を短縮

8:職員トイレ､休憩室をホール内に設置し行動範囲を短縮

㊨ 2 :食事時は利用者の間にCWが入る
⑳21:汚物はベランダに出し,倉庫にまとめる

圏44:日中はユニット毎(=早番､遅番､
リーダーを配置

夜間もユニット毎に1人が理想

㊨ 2 :スタッフが同じフロアに2人はいて､16時-9暗まで対応

因77:ス乍Ly7〟-ムで.7なく､紬式伸*テー1〟で
2 :CWの書き物はカウンターで行う
2 :畳スペースで夜勤者が休める

t 6 :スタッフルームは中央でお互い行き来できる
20:2つのユニットの職員が行き来できる
26: 2つのユニットスタッフが見守りを行える

●47:食事の見守りが2ユニットスタッフで協力して行える

職員属性:
.2･ニtyト4f先金■A

西棟職員 その他の職員

I:完全分離型国:分離型□:連結型●=融合型⑳‥完全一体型○:アミューズメント型△:分類不可能
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写真5-2 ユニットシミュレーション期間に試した移動式作業台

図5-13 個別事例(No.ll
･分離型･ユニット研究会職員)

箸 窓 署 悪 意 悪 意

個室

ス

:i-I-

個室

個室スくつろぎスペース(趣味

C

oof).o~契琵8刀リノ≡チン題､琶ド怒空
玄朋

.ogoo".,J実
個室

価室

鹿妻

個室

;Jぷ.志転

夢窓引寸け

::∴三坪丘≡霊宝琵雲浩三＼

垂.J喜覇8ノ≡チン題茎
ステレヒ

クカラオ

数量匿`連日
空

悪
佃茎個室僧壬--D器契
悉,%-;ZE農農

温かでおだやかな家･
I

･床暖房o

できるだ挿木材の質感を生かしたデザイン｡

入り口の戸は竹や読材を使用｡

安全な家:床暖房の床は圧縮チップ等の衝撃吸収で

きる素材o

スタッフルームはあるが,スタッフは移動式作業テ

-ブルでの記録等を行うことを基本とする｡
すべての居室に風と光があたるo

危険なものは収納しておくよう､物入れを多くと

る｡

水まわりをできるだけ集中o

に移動式の作業台で,下部に書類,利用者のケースファイルを収納できるものである｡こ

れは利用者に寄り添うケアの一環として,従来のようにスタッフステーションで作業する

のではなく,利用者の側で作業するために実施したものである｡

｢スタッフ視点での提案｣において,ユニット研究会職員の提案はこの2つのみである｡
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｢スタッフ視点の提案｣で最も多いのは, ｢管理･リスク回避｣の提案である｡表5-8

は前述の表5-5分類3 :スタッフ視点の提案から･
｢管理･リスク回避｣の提案を抜き

出したものであるが,総数32件で,内訳は西棟職員4件,その他職員28件であり,その

他職員が図面類型に関係なく多い｡

コメントの内容は,r利用者の行動を把握･見守り｣
9件, ｢死角をなくす(常時)｣において,

｢全体を見渡せる｣ 6件, ｢具体的な仕掛け｣ 2件, ｢ステーションの位置｣ 9件であり･ ｢死

角をなくす(夜間)｣ 1件, ｢認知症利用者-の配慮｣において,｢介護度でユニットを分ける｣

2件! ｢回廊型｣ 3件となっている｡

表5-8 設計コンセプト(管理･リスク回避)

職員属性 提案図面タイプ

●管卦リスク回避 E) 西

1

他

8

Ⅰ Ⅱ 班

7

Ⅳ Ⅴ

2

Ⅵ Ⅶ

･利用者の行動を把握.見守り
ⅢlV

･死角をなくす(常時)
2 4 2 2 2

一を見､せる
王t.lll_V

具体的な仕掛け
2 1 1

ス一-ションの位宥
Ⅰl--..■-E[.[ⅣlVEⅥl 9 1 2 4 1 1

T匡

･死角をなくす(夜間)
∩ I日

･認知症利用者-の配慮
+也-〟

2 1 l
介護度でユニットを分けるD

回廊刑 .I-ll甘】Vl
3 1 l 1

∃三

rユニツ卜研究会朋圏:西柵鼻Ej:その他舶Ⅰ:完全一体型Ⅱ:一姫Ⅱニ連桔型Ⅳ舶型Ⅴ:一体型Ⅵ:アミ=-ズメント型Ⅶ:分那可能

｢死角をなくす｣ ｢利用者の行動把握･見守り｣で最も多いのは,スタッフステーション

を中央に配置する提案である｡死角に対する不安を考える職員が多いといえる｡それは西

棟職員にもおり,図5r14の個別事例No･36はユニットシミュレーション期間のアンケー

トにおいて,最期まで｢死角に対する不安｣をあげた職員であるが,ホール全体を見渡せ

るよう,ステーションを両ユニットの中央に配し,さらにガラス張りにすることを提案

している｡また,図5-15の個別事例No･ 6は完全分離型の事例,図5-16の個別事例

No.39は融合型の事例であるが,その他職員は図面類型,ユニットの独立性の違いにに関

係なく,管理面での不安を感じているといえる｡

図5-14 個別事例(No.36･連結型一西棟職員)
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第5貴 職員I=よる奴計損寒から読み取る職員の血_2･ニtyトに対するイメージ"ど"空間の考ん方"

図5-15 個別事例(No. 6
1完全分離型･その他職員)

各部屋の中央が水まわりとスタッフ休憩室でスタッフ

の部屋辻お互い行き来ができるQ

キyチンは対面式o

スタ.yフの部屋から各部屋が見えることD

中央m部屋桔天窓で明かりを与えるo

図5-16 個別事例(No.39･融合型･その他職員)

対面席キッチン(流し台)

中央に職員室｡

(部屋ではなく,カウンター式)

床はコルクボードにしてはどうでしょうかo

また, ｢死角をなくす具体的な仕掛け｣ ｢認知症利用者を考慮｣では,図5-17の個別

事例No.46のように,建物全体をFq#3,廊下を回廊型にし,廊下とホールを仕切る壁を高

さ1 mに押さえ,建物全体を見渡せる提案をする職員がいた｡この職員の職種は医師であ

るが,管理面の提案だけで空間決定がなされている典型といえる｡以前は多くの施設で取

り入れられた回廊型プランも近年,その効果が疑問視され,回廊型加算がなくなったが,

それまでの｢常識｣がそのまま提案図面に現れている｡

図5-17 個別事例(No.46一融合型･その他職員)

※Non Scale

F掴者のことを考慮し,建物の基本形は円型o

ヨンは建物の中心に位置し､ 360o 見渡せる

床からImくらいまでとし,排掴者or

にいるか確認できるようにする｡

に食堂(ホール)を設措るo
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これらは,自身が働くこと想定ている提案といえる｡住まい手である高齢者の視点より

も,管理面の視点が強い｡認知症高齢者が生活する場であるため安全面は十分に配慮すべ

き事柄であるが,それが強く認識されている｡これらの職員はユニットという小規模グルー

プに対して!N特養の現グループ規模(20-40人)と同じ不安感を持っていると思われる｡

しかし,シミュレーションを経験した西棟職員の1人にやや違う意識が見られる｡

図5-18の個別事例No･44は,死角をなくすために開放できる壁を提案している｡し

かし,これは夜間に限った話であり,日中は仕切ることで｢2つの家として意識付ける｣,

また,ユニットの具体的な勤務体制の提案も行っており,開放間仕切りを使用するのは夜

間1人の職員が2ユニットを担当する場合で,理想は夜間もユニット毎に1人の職員配置

が理想であると提案している｡

ユニットシミュレーション中の勤務体制は夜間は2ユニットを職員1人が担当し,夜間

帯の不安を訴える職員が多く,本改修プランを考える上での課題とされたが,日中に関し

ては｢利用者が落ち着いたように感じる｣などの意見があった｡自身がユニットを体験し

たことで,ユニット,小規模グループの利用者,職員に対するメリット,デメリットを具

体的に把握できたことが提案プランに反映されており,小規模グループに対する｢管理･

リスク回避｣での考え方,ユニットに対する理解度に,その他の職員とは明らかな違いが

感じられる｡ユニットに対する不安感は小さいといえるD具体的な職員体制を想定した提

案ができたこともシミュレーション経験による効果であるといえるo

図5-18 個別事例(No.44･分離型･西棟職員)
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･提案図面の空間構成

提案図面に関しては,同じ図面類型でも職員属性で共用空間の計画に違いが見られた｡

ユニットシミュレーションは既存ホールを仮設パネルで仕切る方式で行ったことで,その

他の職員が大ホールを提案するのに対し,ユニット研究会,西棟職員は複数小規模空間分

散配置,ホールを仕切る提案が多い｡図5-19と図5-20はユニット研究会職員の提案

事例であるが,どちらも大ホール型ではなく,･和室,洋室,ダイニングといった小規模な

共同生活室を分散配置している｡また,前述した図5-18の西棟職員による提案も｢仕

切ることでメリハリをつける｣といった提案を行っている｡

図5-19 個別事例(No.15･完全分離型･ユニット研究会職員)
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これに対し,その他職員の提案であるが,同じ図面類型である完全分離型の提案事例を

図5-21と図5-22に示す｡ =o･30は大ホール型の共同生活室が1つのみの事例で,ス

タッフステーションから全体を見渡せるようにするなど,死角に対する不安が見られる｡

また,No. 5も大きなホールが1つで,認知症利用者-の配慮として｢回廊型｣とし,スタッ

フステーションはないが,リビングからの見通しを確保していることで,同じく死角に対

する不安が見られる｡

図面類型Ⅰ :完全分離型はユニットとしての図面完成度が高いが,職員属性で以上のよ

ぅな差が見られる｡前述の｢管理･リスク回避｣とも関係するが,ユニット研究会職員,

西棟職員は大空間を区切る,すなわち｢死角が多い｣提案であるのに対し,その他職員は

シンプルな大ホール,見通しを確保する傾向といえ･前者はより｢住まい｣としての視点

に近く,後者は｢施設｣としての視点といえ,共用空間の多様性に違いが見られる｡

図5-21個別事例(No･30･完全分離型･その他職員)
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図5-22 個別事例(No･ 5
･完全分離型･その他職員)
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同じく設計提案として,図面の完成度が高いⅡ :分離型,
Ⅲ

:連結型でも職員属性毎

の違いが見られる｡前述の図5-18の西棟職員の提案と同じく,図5-23と図5-24

は可動間仕切りを提案した事例であるが, No.44の西棟職員は夜間のリスク回避のために

可動間仕切りを提案しているのに対し,その他職員No.12は｢2ユニットでのコミュニ

ケーションを大切に｣と考え,イベント時に開放することを提案しており, No. 7も同じ

く, 2ユニットの利用者の交流を前提に可動間仕切りを計画している｡ユニット同士の交

流であれば,両ユニット共用の部屋を用意するなど別の手段もあり,西棟職員No.44は庭

畑,花壇といった外部空間がこれに当たるが,その他の職員No.12, No. 7は普段の生活

で使っているリビングをそのまま連結することで利用者の交流を提案している｡これらの

職員が想定している利用者の交流は10人づつのユニット利用者が一度に交流することを

想定しているといえる｡利用者同士の交流といっても, 1人の利用者が別のユニットの利

用者のところに遊びに行くこともあり,生活の視点で考えると,そちらの方が一般的とい

える｡訪れる場所もユニット共用空間とは限らず,仲が良ければ居室に招き入れることも

考えられるが,施設職員が考える利用者同士の交流はやはり｢施設的｣であるといえる｡

可動間仕切りや図面類型Ⅳ :融合型のように, --ド面で促す交流を｢受身的｣とするな

図5-23 個別事例(No.12･分離型･その他職員)
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図5-24 個別事例(No. 7.連結型･その他職員)

∴十こご∵l

≡.団食堂食堂瑳
兼室TVqc>TV

的圭fdル召ル
大トイレf6ルる~5Jレ

WC

大沼噂

圭E);v

f室田三ノ
･.基....

娯

細

花lJ

洗濯物干等

娯楽室

l萱1==r.
トイレ物証事

壱.--.⊇≡--I;.- i旦出居室

居室官F官有F悔耳威居室可可可耳鼻圭
票窮i冒悪

なるべく死角を作らない. (ステー

ション､キッチンカウンターから利

用者の行動を把握できるようにす

る)

居室(寝る場所)
､食事をする場

所,日中過ごす暑所畳分けて生活に

メリ′､りをつけていただく｡

2ユニットでも中央の壁は外せるよ

うにし､真読できるようにする｡

娯楽室ほいろし､ろな人の趣味に合わ

せ､麻雀､凄ラオ女等をできるよう

こEたいD

は花や外が見えるようにし

r波線｣毒まアコーディオン

141



第5貴 職具によ る汝計境案から読み取る職員の "ユニットに対するイメージ" ヒー空間の考ぇ方"

らば,集団ではない交流,利用者が自分の意思で,他のユニットと交流するのではなく,

｢隣のユニットの00さん｣との交流は｢積極的｣な交流といえる｡
｢個の尊重｣でも同じ

傾向が見られたが,集団生活でも｢利用者の理解｣
｢自主性を尊重｣することは重要であ

るといえる｡

･職員が捉えるユニット空間のイメージ

職員が捉えるユニット空間のイメージについてであるが,職員属性毎に見てみると,西

棟職員にはやや空間構成のばらつきが見られたが,ユニット研究会職員には･共同生活の

分散配置という一定の傾向が見られ,大規模ホールといった従来の｢施設的｣な空間構成

ではなく,より｢住まい｣としての視点での提案がなされている｡ユニット研究会職員は,

職員参加型改修プロセス開始当初に行ったアンケートでも,
｢ユニットケアを知っている｣

という職員が多く(表5-2参照),それまで自身が知っていたユニット空間のイメージ,

設計提案までの様々な取り組み-の参加経験から提案を行っているといえる｡これは当初

のアンケートで,西棟職員はユニットケアを知っている職員がいなかったが,ユニットシ

ミュレーションを経験したことで,ユニットのハード,具体的な生活を想定した提案をで

きるようになったこともユニットシミュレーションの効果といえる｡逆に｢ユニットケア

を知っている｣という割合が高かった,その他職員の図面類型Ⅳ:融合型,
Ⅴ

:完全一体

型で,ユニットの形を成さない提案が多いことから,言葉として｢ユニット｣を知ってい

るだけではハード,生活のイメージを具現化することは困難といえる｡

最期に, N特養ユニット研究会では,この職員設計提案実施後,各提案図面に関する議

論を行っている｡施設内では｢設計コンペ｣という位置付けであったため,賞を決めるた

めの議論であったが,他の職員の考え方の違い,ユニットシミュレーションが職員に与え

た影響を確認する場となったといえる｡このような図面を用いた､職員による設計提案と

いう手法は,設計提案能力の差も明確に現れるが,言葉で議論するよりも,その人が考え

る｢ユニットのイメージ｣をより正確に把握することができた｡

賞はユニット研究会職員が選定したため,ユニット研究会職員は選ばれず,
｢大賞｣と

して囲5- 18のNo.44西棟職員の提案を選出した｡これは具体的な勤務体制を考慮した

提案であったこと,どのような生活を利用者に送ってもらいたいかが示されている提案で

ぁったことが理由である｡ ｢アイデア賞｣として図5-11のNo･40西棟職員の提案を選出

した｡これは図面類型としてはⅤ :完全一体型でユニットとよべる提案ではないが,家族

との交流を想定した家族邑仲の良い人同士が使用する2人部屋に専用のリビングを計画

し,入居者個人の自主性,選択性を重視した提案であったことが理由である｡最期に｢図

面賞｣として国5-24の=o･ 7その他職員の提案を選出した｡これは提案内容というよ

りも図面の精度で選ばれたものであり,本稿では各提案を筆者が清書したものを示してい

るが,実際の手書き図面の精度が非常に高かったことが選定理由である｡
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5-4 小括

以上,本章ではN特養職員による設計提案の分析から,職員の｢ユニットケアに対する

イメージ｣と｢職員の介護空間の考え方｣, ｢改修計画-の参加が職員に与えた影響｣の考

察を行い,以下のことが明らかになった｡

ユニットケアのイメージとして,全室個室化と一定の個室面積を確保するという認識は

定着しているといえが,共同生活室の仕様】面積にはばらつきが見られ,多くの職員が現

行基準よりも広い空間を漠然と提案する傾向があり,一般にスケール感に具体性が乏しい｡

このことから,特に共同生活の場の計画において職員の提案を活かすためには,共同作業

において建築設計者サイドに職員の提案の真の意図を読み取る能力が不可欠といえ,具体

的な共同生活の内容を十分に共通理解することが必要と思われる｡

職員の空間の考え方は｢職員が思い描く利用者の生活｣と｢スタッフとして働く視点｣

の2つから決定され,どちらに重点を置くかで空間構成が異なったものとなる｡その中で

N特養職員全体では, ｢集団生活｣ ｢管理･リスク回避｣ ｢個の尊重｣が空間決定の重要な

要素となっていた｡ユニット内において集団生活を尊重する傾向が図面類型Ⅰ -Ⅲの職員

に見られ,また,職員の把握しやすい空間計画にする傾向がユニット研究会職員以外のⅠ

-Ⅵの職員で,さらに個人の生活を尊重する傾向がユニット研究会職員,西棟職員とその

他職員Ⅴの職員において見られた｡

改修プロジェクト参加度合による考え方の違いとして,ユニット研究会職員,西棟職員

には主体的な利用者の姿勢を望む｢積極的｣な個の尊重が見られた｡また,その他の職員

がユニットに対して現在のN特養グループと同じ不安を感じているのに対し,ユニット研

究会,西棟職員は小規模グループ,小規模空間の利点を意識した提案を行っており,改修

プロジェクト,特に｢ユニットシミュレーション｣の経験が職員の意識形成に与えた影響

は大きかったと言える｡

最後に,今回用いた職員による設計提案という手法に関しては, N特養改修プロジェ

クトにおいては西棟における｢ユニットシミュレーション｣のまとめの意味として,本改

修プランを考える上での具体的な意見を募集することになり,さらに他の職員に建物やユ

ニットケアに対して興味を持ってもらうこととなった｡ユニット研究会が全提案を審査し,

表彰式を兼ねた発表会を実施したことで,他の職員の考えを知ることができ,施設空間を

改めて考え直すきっかけになったと思われる｡
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第6章 1二tyト型への改修が因数な事例での実践的な取1)組み



第6章 1二tyト型への改修が困顛な事例での実践的な取り組み

6-1 東京都 K特養での実践的取り組み

6-1-1 K特養の概要

東京都K特養(図6-1)は,平成9年開設の従来型特養で,特養の定員は75名であ

り,ショートステイ(定員9名),デイサービス,認知症専用デイサービス,在宅介護支

援センターを併設している｡ 1階に特養24名とデーサービス,認知症専用デイサービス,

機械浴室があり, 2階に特養51名とショートステイ9名,一般浴邑医務室がある｡また,

図6-1には示されていないが,地下1階に厨房がある｡

1階, 2階は,中庭,ライトコートを中心に計画されているo各階とも中庭ライトコー

トを囲むように廊下,リビング等の共用空間,利用者居室が配置されている｡

･平成15年からのグループケア導入

平成9年の開設当初は, 1階24人は1階リビング, 2階60人は大食堂で過ごしていた

が,平成15年より, 1階の24名をDグループ, 2階の個室利用者8名をAグループ, 2

階個室利用者2名と4床室利用者20名をBグループ, 2階2人部屋利用者2名と4床室

利用者28名をCグループとし,グループケアを取り入れている｡グループケアといって

もAグループのみが8名で, B-Dグループは22-30名とグループ規模が大きい｡

また,グループ定員に対して,リビングの数が不足しており, Bグループ, Dグループ

はそれぞれ専用のグループリビングを持っているが, A, Cグループリビングには明確な

境界がなく, 2階の大食堂を共用で使用している｡

次にそれぞれのリビングの利用者一人当たりに対する面積は, 1階Dグループリビング

が3.27m2/人, 2階Bグループリビングが1,19m2/人, A, Cグループリビングは4.04

m2/人と,現行ユニット型基準注6-1に比べ,
A, Cグループリビングが広すぎ, Bグルー

プリビングは極端に狭くなっている｡ Bグループでは食事やレクレーションの際, 22名

の利用者が入りきらず,食事が終わった人が居室に戻り,次の人が時間差で利用する,廊

下部分に設置したテーブルで,一部の利用者が食事を取るなどの対応を行っている｡

また,利用者のグループ分けは,個室の多いAグループにはショートステイ利用者を,

Bグループは施設内で介護度の高い利用者とし, C, Dグループは比較的自立度の高い利

用者となっている｡

平成16年10月に施設職員に対して行った事前アンケートでは,現在のグループ規模が

大きすぎると感じる職員も多い｡しかし, K特養をユニット型に改修する場合,それぞれ

を10名前後のグループとする必要があるが,建築条件の厳しいK特養では増築等が困難

であり,現在の床面積の中で,複数のグループリビングを確保する必要がある｡
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園6-1 K特養平面図(S=1/500)

-1階平面図･･･
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第6章 1二tyト型への改修が困姓な事例での実践的な取1ノ組み

･利用者居室

K特養利用者居室を図6-2に示す｡利用者居室は建具とカーテンで仕切られた,やや

独立性の高い4床室が17室, 2人部屋が3室,個室が10室である｡

図6-2 K特養利用者居室図面(S=1/200)

個室 2人部屋 4床室

全ての居室に収納,洗面台を備えており,また, 4床室の一部を除き,居室専用トイレ

も設置されている｡個室の面積は10.Om2で,ユニット基準である13.2m2よりもやや狭い

が, 2人部屋, 4床室は一般的な従来型特養に比べ広く作られており,多床室ベッド間の

仕切りもカーテンのみではなく,障子をはめ込んだ建具を使用しており,各スペースの独

立性を考慮しているといえる｡

しかし,従来型からユニット型-の改修を行う場合,個室はそのまま活用できるが,ユ

ニット型の基準である｢原則個室｣を遵守し,多床室を個室に改修する場合, 2人部屋

は面積,採光の面で個室2室に改修することは困難であり,現状2人部屋のスペースで

個室1室を確保することになり, 4床室も同じく面積,採光の面で個室2室とするしかな

い｡ K特養多床室を個室案を図6-3に示すが, 2人部屋を個室に改修した場合,トイレ,

洗面スペースを除いた面積は19.3m2, 4床室を個室× 2室に改修した場合,個室面積は

13.5m2となり,現行のユニット型居室面積基準(13.2m2)よりも大きくなる｡しかし,

図6-3の改修案でK特養利用者居室を全室個室とした場合,建築条件が厳しく,増築等

が困難なため,施設全体として大幅な定員減となる｡

図6-3 K特養利用者居室改修案(S=1/200)

2人部屋⇒個室 4床室⇒個室×2
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6-1-2 K特養における活動概要

K特養において,平成17年10月より,施設職員と筆者らと共同で施設改修プロジェク

トを実施した｡一連の活動概要を表6- 1に示す｡

施設改修プロジェクトは!第3章で示した福島県N特養同様, ｢職員主導｣の改修プロジェ

クトとしている｡改修プロジェクトにおける活動方針は,筆者らが示すのではなく,職員

自らが考え実施し,筆者らは職員に対する建築面における技術的なサポートを主な役割と

した｡また, K特養施設改修プロジェクトにおいても,第2章で示した以下の施設改修プ

ロセスに沿った進行を原則とすることを開始当初に提案した｡しかし,施設側の都合で,

②他施設-の見学会は実施できていない｡

① 改修準備委貞会の設立

② 準備委負会参加メンバーでの他施設-の見学会の実施

③ 準備委貞会参加メンバーでの定期的な施設改修検討会の実施

④ 本改修前の施設内での実践

表6-1に示すK特養における取り組みにおいて,筆者ら主導で行った活動は,平成

17年10月の改修プロジェクト立ち上げから11月1日の第1回検討会までである｡その

後の活動方針は!施設職員が決定している｡

･筆者ら主導の取り組み

筆者らが行ったのは,プロジェクト開始前に,施設の問題息 職員の意識を把握するた

めに,全職員を対象に行ったアンケート調査(平成17年10月),改修準備委員会の設立

である｡当初は検討会の議題の設定,司会等を筆者らが行っていたが,後に主導権を職員

に移している点は, N特養改修プロジェクトと同様である｡

改修準備委員会参加職員は,施設長1名, CW主任1人, CW5名の計7名であり,施

設側が選出している｡職種はCWのみであり,多くの職種で準備委員会を構成したN特養

とは異なる.この7名の職員と筆者らで平成17年10月に実施した改修準備委員会初顔合

わせでは,筆者らが進行し,事前アンケート結果の報乱 他施設での改修の取り組みとし

て, N特養改修プロジェクト,多床室を残してユニットケアを取り入れた静岡県H特養の

取り組み,改修成果を図面,写真を交えて紹介を行った｡また,ユニット型の紹介と, K

特養の様々な改修の方向性を示した｡ユニット型-の完全移行,静岡県H特養の様な多床

室を残したユニット型-の移行などであるが,ユニット型とする場合,前述したようなハー

ド面での制約や,関連法制度における問題点も同時に示している｡

また,提案する改修プロセスにおける, ④施設内での実践において,何を行えるかの提

案を平成17年11月の第1回検討会で行っている｡ユニット型-の移行,グループの小規

模化を実践するのであれば,現在のK特養2階A, Cグループリビングをハード,ソフ

ト両面で分割する方法を提案した｡これは事前説明において紹介したN特養のユニットシ

ミュレーションをK特養で実施する案として提案した｡囲6-4がその提案図面である｡
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表6-1 K特養における取り組み一覧

凡例 ■:見芋会 ▲ r}-クショップ ●:そU､)他

図6-4 K特養初期提案図面(S=1/200)
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!
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･職員主導の取り組み

職員主導の取り組みは,表6-1の平成17年11月17日に実施した｢Bグループシミュ

レーション第1回検討会｣からである｡改修準備委員会の活動方針を職員が決定しており,

筆者らは技術的なサポートを主な役割としているo様々な提案は行うが,最終決定権が職

員にあるのはN特養における取り組みと同様であるo職員は,筆者らが提案した｢2階A,

cグループリビングの分割-既存グループの小規模化｣を選択せず,事前アンケートで明

らかになった施設内の問題点を解消していく活動方針を選択している｡

職員が選んだ活動は,現況K特養において,利用者人数に対して狭く,利用者,職員にとっ

ても｢落ちつかない｣空間として,多くの職員に問題点として捉えられている2階Bグルー

プリビングの環境改善が中心となり,筆者らが提案する職員参加型改修プロセスの｢施設

内での実践｣において! Bグループリビング拡張を実践しており,その為の準備,改修プ

ランの検討,リビング拡張後の評価と,仕様変更を行っているo

また,後述するが, Bグループリビング拡張は,既存の医務室を移動することでリビン

グを拡張する方針をとったため,当初は施設長とケアワーカーのみで組織していた改修準

備委員会に,医務職員を加えて検討を行っているが,医務職員は医務室の移動先の検討,

必要な広さ,機能(水道設備等)に関して意見を述べるのみであり,拡張後のBリビング

の機能,使い方に関しての話し合いには参加していない｡また･活動方針が,
Bグループ

リビング拡張となったことから,現況のBグループの主任,副主任が改修準備委員会の中

心的な役割を担っている｡

6-1-3 各段階の取り組み詳細と職員意識

6-1-3-1活動方針の模索

K特養活動方針は,改修計画開始以前に実施した事前アンケート(平成17年10月)の

分析結果によって決定されたといえる○事前アンケートは施設の全職員を対象に行い,
25

名の職員から有効回答を得た｡アンケート項目は全43項目で,建物に関する評価,勤務

体制に関する評胤利用者の生活に関する評価,改修の是非,ユニット化に関する評価を

5段階評価と,その理由を自由記述方式で記入してもらっているo

まず,職員の考える｢改修の必要性｣に関し,多くの職員が--ド面(図6-5)の改

修,ソフト面(図6-6)の改革が必要と回答しており,職員は施設の改修,改革を望ん

でいたといえる｡それぞれのコメントを見てみると,ハード面に関しては･現在のグルー

プ規模,リビングの狭さ,設備に対するものが多く,ソフト面に関しては!職員の少なさ

に関するものが多い｡

次に,ハード面の評価であるが, K特養ハード全体の評価(図6-7)は｢2･やや悪

い｣が最も多く,コメントを見ると,トイレの換気の悪さ,臭いの問題,洗面台の高さな

ど,主に設備面の不具合で施設全体の評価を行っていることが分かるo
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図6-5

C)

8

6

4

2

0

8

6

4

2

ハード面(建物等)の改築･改修は必要か(事前アンケート)

5.おおいに 4.やや 3.どちらとも2.あまり 1.全く 0.無回答
必要 必要 いえない 必要ない 必要ない

■5のコメント

グループ化に適していないっ 狭いっ

しなければケアも伸びていかないところがあると思う〕

Bグループ食堂は早急に改修の･g､要があるっ 中庭の必要性がないっ 活

用されていないっ 見通しが憩い⊃ ナースコールの表示板(B&SS)の

必要⊃ -ンデイブオン0)増加が必要っ
機能的問題あり(次のコールが

煎れない等)

グループ化を目指す建物ではないと思うっ

狭いっ

特に食堂兼リビングは拡張が必要っ

グループケアというソフトが変わったので,

介護の無駄を除いて利用者に豊かな最後の時間を過ごしてt,らいたい､

Bグループは特に食堂が狭く､問題があるっ
Bが狭い⊃ Aに日が入らない〕

2陪食堂兼リビングが狭く､暗い

2階Bグループフロアが狭いっ

■4のコメント

部分的に必要っ

個室を増やす｡食堂を広く⊃

グループ化になったが､建物は回廊式になっているためっ

必要だけど｢これはこれで仕方ないかあー｣と少しあきらめっ/)仕事をしてL

るので特に不便もないのだが〕

ハ丁ド面でも今の利用者のAl)Lと会わない面が出てきている⊃
Bグループの食堂は狭い｡

Bフロアを広くしたい⊃

■3のコメント

なし

■2のコメント

なし

■1のコメント

なし

図6-6 ソフト面(勤務体制等)の改革は必要か(事前アンケート)

5.おおいに 4.やや 3.どちらとも 2.あまり 1.全く 0.無回答
必要 必要 いえない 必要ない 必要ない

■5のコメント

各フロアにもう1人ずつ出勤しているととてt,よいノ 残業手当/);適tll

に出されていない〕定時で帰れないっ

実現性Ej:ともかく､改革-の努力をすることや､やっていることへの

説明責任を果たすことはしていきましょう⊃

非常勤やケアスタブフなどの対応が不卜分っ 職員の'i)なさで休み7z)ミ取れていな

い現状っ

意識改革だけでなく､教育し､責任を持たせる体制に切り替える,

■4のコメント

職員数l人でも増やして欲しいっ 夜勤はグループごとにした方がいい〝)ではと思
/l

職員の人数に余裕が少し出るとよい,

グループごとの職員配置が異なることユ

どこをどうか考えられないが必要〕

無理だとは思うが､日中の職員数を増やして欲しい､)

シフト上,色々な職員/J;グループ間を行き来するU)でケアが安定しない〕

配置基準があるので無理だが､人員の増加が望ましい､

今ほ本当にぎりぎりという感じがします)

●3のコメント

私自身は教わりながら成長しているので､享)つと良く/Llる改革があるならして

ほしいっ

分からないっ

■2のコメント

職員のスキルアフプの方が克と思います.

■1のコメント

なし

施設内各空間の評価に関しても, ｢3.どちらともいえない｣, ｢4.やや悪い｣とする職

員が多い｡利用者トイレでは臭い,浴室では滑りやすさ,利用者個室は設備,多床室では

プライバシーがないことが,多くの職員の判断基準となっている｡

広さが異なる各グループのリビングの評価を図6-8-図6-10に示すが, 2階Bグ

ループリビングの評価が極めて低い｡ Bグループの定員は22名で,廊下と一体で使用す

るため,職員や利用者が頻繁に行き来するため落ちつかない,狭く,利用者が一堂に会す

ることはもちろん,全員の座席を確保することすら困難で,食事も順番で取る等,様々な

問題点があげられており,職員の捉える, K特養ハード面で最大の問題点といえる｡

図6-7
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G

4

2

K特養ハード面の全体的な評価(事前アンケ-ト)

■2のコメント

iN=25)- トイレの換気が悪い｡プライバシーつつぬけ1

5債幣4晶子31t宅訟Ltヤ2嘉子1･欝に0･鰯答

■5のコメント

なし

■4のコメント

広い｡ 2階食堂が明るいっ 日刊ま1階が暗い,

■3のコメント

使いにくい部分があるが､よくある形だと思う,

排御者には良いと思うが,今のAL)L状態を見るとあっていない｡

利用者のプライバシーを守るには個室/J;望ましいと思う, Bフロアは

利用者数に対して狭すぎる｡

使い勝手の悪い面が多々あるコ

2階の食堂スペースが狭い〕
グループケアを行うのに適していないっ

洗面台の高さが高いっトイレが狭い】

麻埠のある方のトイレのときにどうしてt)逆足になってしまう,車イスの方に
は洗面台が高すぎるっ 機械浴室の床が傾斜して危ない,

ロの字型は使いづらい｡中庭が活用されていなLl｣見通しが悪い-

パブリック､セミパブリック空間が各グループに必要だと思うっ

流し(居室)が車イスの方が使うには高い⊃トイレに換気扇がない.階段が1

っ箇所しかないっ
使用していないトイレがあったり(ショートステイ側にあったり)

､物品をし
まう倉庫が少なすぎる)
いらない壁がある一 階段が1つしかないうえに遠い場所にあるため近くのエレ

ベーターを使わざるをえないっ 寮母毒のカウンターが邪魔〕

4人部屋､施設っぼい建物､動線長いetc.
生活する利用者の快適さをしっかり追及していない｡

洗面台が高すぎるっ

トイレの臭いがこt,る,職員トイレが少なく､使い勝手が悪いっ 階段が少ない

ため､エレベーターを使わないといけない1

■1のコメント

階段が1ケ所しかない】

カウンターからの見通しがきかないっ

1階脱衣所に手すりがなかったり､個室入り口が狭くベッドが出入りできなか

ったりするのでっ
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1階Dグループ, 2階A･Cグループリビングは, ｢3･どちらともいえない｣が多いが･

概ねプラス評価であり, 2階A
･

Cグループリビングの評価が施設内で最も高いo広すぎ

ると回答する職員は1名のみであり,多くの職員が広く,見通しの良い空間を望んでいる

といえる｡筆者らが図6-4で提案した,
｢A ･

Cグループの分割-既存グループの小規

模化｣が採用されなかった理由はこの点にあるといえる｡筆者らは時代の流れに即した小

規模化という目的があったが, K特養職員は従来型の大規模リビングに疑問を感じていな

かったといえる｡

図6-8 1階Dグループリビング兼食堂の評価(事前アンケート)

■5のコメント

広々している⊃

■4のコメント

のんびりしている雰囲気があり良い,

見た感じ､全員がゆったりした空間で食事をしているように思えるっ
見通しはよいからっ

現時点でば使用して問題はありませんっ

ややよい)人数に対してのスペース,区切り,

明るく,人妻如こ対して使用するスペ-スが適度｡

■3のコメント

1階にあまり下りないので分からない｡

廊下とリビングの間の壁がいらないっ

広さけちょうど良いが柱の位置が悪く､死角になるところがあるっ

実際使用したことがないので分からないが､通りがかりで見るとよい空間に見

える｡

広さ､渦ごしやすさはよいが,いらない壁があるのが難民
場所の確保が広く,視野がよいD しかし一番端と端が遠く､もう少し皆が近く

の方がいいっ

よく分からないから｡

利用者が使えるような流し台があればいいと思うL,

リビング部分をもう少し大きくとれるとよいと思う｡

排御者には良いと思うが､今のADL状態を見るとあっていないっ
利用者のプライ/くシーを守るには個室が望ましいと思うっBフロアは利用者数に

対して決すぎる｡

■2のコメント

食堂とリビングが5りにあると良いと思われる】

だだっ広い｡家具.テーブルetc.が家庭的でないっ廊下から丸見えetc.
(落ち

都プる場がない)

介護職が利用者を見ながら作業できるパントリーでなく､死角が生じるq
■1のコメント

なし

■oのコメント

あまり使ったことがないので分からないっ

園6-9 2階A
I

Cグループリビング兼食堂の評価(事前アンケート)

■5のコメント

なし)

■4のコメント

全体を見通せる広々としたスペースがあるっ

食堂は広くてよいが､リビングはもう少し大きいほうがよいL,
明るくてよい,

cフロアからカウンターまで比較的見通しがきく｡

グループ化になり､ここで食事を取る方は減り､ゆとりができた,
食堂から出てすぐに洗面所､トイレがある点は良いっ広い,
明るく開けた感じで開放感があるっ

明るいっ天窓下は夜暗いっ電気がつくといいと思った〇配膳室前(水場)の床

が滑りやすい⊃ (ころんだ)

太陽の光が適度に入り､明るい雰囲気である,
広くて食事が終わってからt,ゆっくり過ごせる⊃
■3のコメント

行事をするのにちょうど良い広さコ

日常生活には広すぎるが､行事のとき使用するためコ

食事をする際には人数的にちょうど良い広さだと思うっ食事以外はあまり広さ
を活用できていない.】

適度の余裕はあると思う｡
広いがもっと居.L,地のよい空間に変化させられたらと思う,

行事などで使用できるのでよいと思うo

太陽光線をしつかり取り入れているが雑然としていて暖かみに欠ける〇
だだっ広いので､セミプライベートな空間も欲しいo

広くてよい,

■2のコメント

なし

■1のコメント

さらにだだっ広い⊃

図6-10 2階Bグループリビング兼食堂の評価(事前アンケ-ト)

4.やや 3.どちらとも2.やや1.非常に 0.無回答
5･欝に4孟子3漂差Eヤ2苗字1常

■5のコメント

なし

)4のコメント

なし

■3のコメント

なし

J2のコメント

狭すぎるo

狭すぎるコ移動するときt,何人かどいてもらわないと通れなかったりするっ狭
い空間にたくさんの人が食事をするわけだから時間を分けての誘導ばかりで辛

が回らないときがある,

少し狭い,,

なにより狭いっ

家族との憩の場も欲しい｡
流しがなく､広さと人数があっていない,,廊下までリビングとして利用してい

る｡

やや悪いっ人数に対してのスペース､区切り､柱の位置｡

家具の配置等をもっと考える余地あり√⊃(今のままでは狭い)

狭いコ

他グループに比/くても狭く､車イス移動t'困難っ利用者の移動時危険っ

■1のコメント

狭い,暗い､廊下の延長のような雰囲気
狭い､人数に見合った広さでないっ水廻りがなく｢食堂｣とはいえない｡

狭すぎる｡ 20名程が食事できるスペースがない)

とにかく狭すぎるっ

水廻りがない,狭いっ

狭く(他の問題もあるが)一度に全員で食事などカミできない,
狭すぎる】

全体的に暗く､照明t,奮い｡ 2嶋弱の方の食堂としては狭いっ
柱があることで見守りができないr,死角ができる.

桂が死角になってしまうっ皆で一緒に食べ始めることができない｡
狭すぎる】
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第6章 1二tyト型への改修が困顛な事例での実践的な取り組み

しかし,従来型特養の広いリビングには問題意識は少ないが,現況の20人前後のグルー

プ規模には問題意識(図6-ll)が見られた｡ ｢3.どちらともいえない｣と評価した職員は,

現在のグループ規模に概ね満足,または利用者のADL,その他の条件を考慮して｢妥協｣

しているといえるが,半数の職員は,より小規模なグループにし,利用者同士の交流の促

港,利用者と職員のコミュニケーションの向上 ゆとりのある勤務体制を望んでいるとい

える｡

図6-11現在のグループ規模(20人-24人)の評価(事前アンケート)

2 ｡
相

川

川

ほ

川

8

6

4

2

r125

･
･

･
J ･

･

_

･

I

5･詐に
4.やや 3.どちらとも2.ややt,非常に 0.無回答
良い いえない 悪い 悪い

■5のコメント

なし

■4のコメント

なし

■3のコメント

ちょうど良い｡

今いる職員の数に対して､見きれない部分がある,職員は何人でい､

て欲しいっ

これでよいのかi)と思いなおしている)

現状では十分だと思う,

こういう体制しか見たことがないから,

利用者のAl)1ノによるがl階はバランスがよい.

一般的だがやはり少人数の方が見守れると思う〕

■2のコメント

多い)
10-12人くらいが理想｡

i'う少し少人数だと別席著さん同士のコミュニケーション等とr)やすいので

は｡

小規模型に近づけたい.

ユニット化ならせめて20人までがよいっ また､ユニット化ができていない感が

ある｡ (利用者同士c')関わり､職員との密な関わり､迅速なケア等)

もう少し少ない人数で､今の広さで行えれば-
･特養よりはずっとよいが〕

24人に対して日中3人で見ているが､見きれない部分が多い一

半分､せめて20人以下がよい｡

t'う少し少ない入居者をしっかり見て行きたいっ
ユニットケアがいい

15名程度がよいと思うコ

グループケアにしては多いように感じますっが生じる､

■1のコメント

多すぎる⊃
■0のコメント

ADLによっては多すぎる⊃ 1人1人の観察ができない

次にソフト面,勤務体制の評価であるが,図6-12に示すように｢4.やや悪い｣と

回答する職員が多く,コメントを見ると職員数の不足を理由にあげる職員が多い｡

図6-12 現在の勤務体制の評価(事前アンケート)

2 ｡
相

川

川

ほ
_

｡
8

6

4

～

i蔽2畠5一 票差霊屋宗主普通だと思う

5･欝に4晶子3語粁2嘉子1･節にOL鰯答

■5のコメント

なし

■4のコメント

なし

厳しい時期をクリアしてきたので改良しつつあるっ

理想はもう少し多いといいと思う(今は)

何とかやっていけている｡

ただ､希望休を増やして欲しい⊃

■2のコメント

忙しい日は職員の定員数が足りていないと思う､

長期休暇がなくリフレッシュできない〕

t'ちろん有給を消化できず､また3人目U)夜勤をバイトさんにしてお茶を濁し

ている体制がよいわけはない】

せっかくのグループ化の意味がないっ 夜勤もグ′レ-プ化できたらと思うっ 各フ

ロアの勤務が多すぎる｡せっかくの細やかなケアが申し送れない⊃ サービス残

業が多いっ
改善の必要性はある｡

曜日によって人手が足らずやらなきゃいけないことができないときがある,

希望した休み､連続した休みが取りにくい｡

仕事量が多く､あと1人でもCWが多ければゆとりが出ると思う｢
5日連続勤務が月に1-2回あり､体力的に厳しいときがある｣

医療的対応が多くなってきたっ
■1のコメント

なし

図6-13 現在の職員数の評価(事前アンケート)

少ない状態でやっている｡

(N=25卜 食事介助等､ 1人の負担が大きい.

5償幣に
4.やや 3.どちらとも2.やや】.非常に 0,無回答
良い いえない 悪い 悪い

■5のコメント

多いと感じる時t)あるっ
■4のコメント

なし

■3のコメント

多ければよりよいが.今でt,勤務は回っている〕
●2のコメント

増やして欲しい｡

上記の通り｡ ｢やや不足｣にした分だけ有掛､と思って頂きたい〕はい-)きり

と5にすればよかったかもしれない)

現状できなく(まないと思うが､よりよし､ケアを目指すには少なく思う.あろ程

度､グループ内で職員の充実が必要と思われる_リ-ダーや行事相当者にはフ

リー勤務が必要｡

とてt'満足のいけるケアができる環境ではない

曜日によって人手が足らずやらなきゃいけなし､ことができないときがあるっ

人員配置上､仕方がない〕

個別援助を充実させるためにはまだ職員に業務外u)時間を費やさせているか

らっ

あと1人でもいいから各フロア一に欲しい､

グループ所属職員が少ないっ

人数ぎりぎり⊃ 1人休めばそれをフォローするのが大変〕

病欠などの際､代わりの職員がいない,

1欠のときなどはやはり厳しいL,

実習生がいるといないでt'勤務に差が出ると思います (ゆとりがある)

■1のコメント

欠員の出る日があり,超勤している現状｡したがって休み/J;取れないノ

よりよいケアを行うに仕スタッフ増員が不可欠､

ぎりぎりの人数で勤務しているため､余裕がない｡

■0のコメント

他施設に比べ多いのは感じるが､なぜか少なく感じる,
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次に, K特養におけるユニットケア導入の是非に関する評価を図6-14に示す｡
｢3･

どちらともいえない｣が最も多いが, ｢導入したい｣と考える職員が7名,ハード,ソフ

トの条件を考慮し, ｢導入は困難-必要ない｣と考える職員が5名･と評価が分かれている｡

図6-14 K特養にユニットケアの導入は必要か(事前アンケート)

職員は利用者をより深く知り､その人らしい生活のお手伝いができると思うコ

ただ､特に1階は利用者同士人間関係カミかなり強いのでどうグル-プ化するか
は難しい｡

■4のコメント

職員と利用者とのコミュニケーションがより必要だから⊃

■3のコメント

介護の質による｡

単位がどうであれ､ケアの質の向上が第一だと思いますコユニワトなら全てう
まくいくと思ったら良くないでしょうっ

分からない｡

今はまだ分からないD

合うか分からないから｡

■2のコメント

ユニットケアがいい,

ハードとソフトが整わなければ導入しても意味がない)
建替えることになる｡現実的で往ない】

建替える困難さがあるっ
今の現状では無j邑,
■1のコメント

なし

ユニットケアを導入した場合,利用乱職員にメリットがあるかという設問では,多く

の職員が｢メリットがある｣と回答(図6-15)し,コメントを見ると,小規模になること,

ニーズを把握しやすいなど,ユニットケアの一般的に言われている効果を理解している職

員が多いといえる｡職員のメリット(図6-16)に関しても同様の理由で,
｢メリットが

ぁる｣と回答する職員が多いが,導入することで,職員の仕事が忙しくなると考える職員,

現在の状況,特に職員の知識,意識が変らない段階で導入しても意味はないと考える職員

も見られる｡

図6-15 ユニットケアの導入は利用者にメリットがあるか(事前アンケート)

■4のコメント

iN弓5卜 顔見知りで落ち着いた雰囲気にはなる〇

気の知れた仲間と自分らしい生活ができる｡
毎日本当に顔をあわせるメン/ヾ-で､ E]分自身のペースをお互い大切にできそ

うだから｡

それなりにはあるといえるコ

自立の方が1階は多いので, ′卜規模になれば要望がききやすくなるっまた,自

立できない方のニーズも見えてきやすくなるユ

人間関係が濃くなることを嫌う利用者もいるかも｡

個別ケアの充実につながるから,

個人とのかかわりをもっと持てるっ手厚いケアができるっ

その人らしい生活に一歩近づくことができるかt'しれないから⊃

■3のコメント

同上 ご理解いただければ嬉しいですユ
想像がつかないD

うまく職員が動ければ.

■2のコメント

今の現状ではメリットはないっその余裕がない｡
■1のコメント

なし

5.おおいに
ある

4やや 3.どちらとも2,あまり

ある いえない ない

■5のコメント

もっと細かく観察し､すぐ対応できる｡

その方らしい生活がもっとできる

1.全く 0,無回答
ない

図6-16 ユニットケアの導入は職員にメリットがあるか(事前アンケート)

t4のコメント

iN45)一 特定の利用者と深いかかわりができる⊃

勉強になると思います｡

ニーズが明確になれば目的を立てやすくなるし､職員t'動きやすくなる】

より利用者との距離を縮められる⊃
t3のコメント

メリットがあるかどうかは職員の努力であり､単位のせいではないでしょう?

ハードとソフトが整わなければ導入しても意味がないっ
分からないり

■2のコメント

増員するなら(職員)導入したメリット,職員にも利用者にもあるかもしれな
いっ忙しくなりより利用者と関われないことt,a

介護保険制度が始まってからは利用者や家族の姿勢が変わってきているので､
職員のメリットはあるとは思えないo

今の現状でばないと思うD

■1のコメント

なし

5.おおいに 4.やや 3.どちらとも2.あまり
ある ある いえない ない

●5のコメント

情報収集がさらにできる｡

1.全く 0.無回答
ない
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図6-17 全室個室化の必要性(事前アンケート)

0

8

6

4

2

0

d)

6

4

2

5.おおいに 4.やや 3どちらとも 2.あまり 1.全く 0.無回答
必要 必要 いえない 必要ない 必要ない

■5のコメント

4人部屋をカーテンではなく扉で仕切る,などでも良いっ あの部室で

は落ち着かないっ

■4のコメント

必要な人と必要でない人がいると思う〕

2人部屋があってもよい⊃

｢1人では寂しい｣という方も多くいるので全室の必要はないと思う

が､もう少し個宅が多くてもよいと思うっ

生活する中でカーテンだけでは守りきれないプライバシ-も出てくるっ また､

今覆ターミナルが出てくる中､ターミナルになり個室に手多すというケースが増

すだろう】

実際には多床室がよいという方t)し､る7);､基本的には人間らしい生活を考えれ

ば全室個室にすべきっ

個室が望ましい方t)L､ると思う｡

プライ/くシーを守れるため､その人らしい生活環境がつくりやすいのでは,

■3のコメント

i)う少し増えるとよい⊃

4人部屋だとしっかりしている人が他利用者の方の事故を発見し知らせてくれ

たり､同居室で知り合いになれる場合i,ある,

ケアの仕方によって､個室が｢独房｣になったらよくないっ 利用者さんが｢選

択｣できるようにするのがよいのかもしれません〕

個室を嫌カミる方t,いるためっ

個室を好む人､好まない人がいる,

老人の本質を見ていると個室で一人で過ごす時間が孤独感や寂しさを増徴させ
る現実があるから⊃

プライバシーの問題などから必要だと思うが､逆に寂しいと思う人もいる-

マイナス点も聞くし､今の職員体制では厳しいと思われる)

個室と望む方とそうでない方がいるから)

■2のコメント

4人部室がいいという人もいる)

全室でなくてもよい〕人のいるところで安心する方もいる｡

入居者のニーズは様々なので,

致箇所は必要だが､全室個室だと目が1~テき届かなくなる,

■1のコメント

なし

また,全室個室化の必要性(図6- 17)に関しては, 8名の職員が｢プライバシーの確保｣

｢個室を望む利用者もいる｣とういう理由から,個室化を望んでいるが, ｢3,どちらとも

いえない｣ ｢4.あまり必要ない｣と回答した17名の職員は, ｢個室だと寂しがる利用者

がいる｣ ｢個室を望まない利用者もいる｣というコメントをしている｡

以上,事前アンケートをまとめると,改修計画開始以前, K特養職員の意識として,現

況の--ド,ソフトには問題意識を持っており,特にBグループリビングの｢狭さ｣に対

する問題意識が大きいといえる｡また, ｢小規模なグループ｣ ｢ゆとりのある職員配置｣を

望む意識が見られるが, ｢ハードの小規模化｣を望む職員は少なく,利用者共有空間には｢広

さ｣ ｢ゆとり｣を望んでいるといえる｡また,改修方向性の1つである｢チニット化｣に

関しては,数名の職員が望んでおり,小規模なグループが利用者,職員に与える｢一般的｣

な効果を理解している傾向が見られるが,個室化に関しては,職員のこれまでの経験から,

｢利用者が寂しがる｣ ｢全ての利用者が個室を望まない｣という理由で,消極的な姿勢が見

られる｡

改修準備委員会参加職員は,この事前アンケートの分析を基に活動方針を話し合ってい

る｡ ｢ユニット型-の改修｣を基本方針とする意見もあったが,ユニット基準に合った改

修は困難なこともあり,施設内での最大の問題点である｢Bグループリビング｣の改善が

改修計画の基本方針となった｡

図6-18 改築･改修が必要だと思う場所(事前アンケート) ※複数回答

■コメント

i)う少し広々とした空間が欲い､｡

グ/レ-プ化に適したスペースを作りた

い｡

エレベーター前のカウンターE士いらな

い｡ナースコール盤を2箇所作りたい

2陪食堂兼リビングの拡張､洗面所作

成,

中庭をつぶす=)大食菅､ホールっ 屋上

に庭園を設け,園芸等を行う】

特に2拒食堂兼リビングは拡張工事を

早急に行って欲しい)

使いづらい,

階段をつくって欲しい｡

スタッフルームはリビングとして使用

したい｡

それぞれ--ド面で問題があるたれ

トイレに換気扇っ 浴室の床改修っ

西側リビングを広くしたいっ

2階食堂兼リビングは狭くていざとい
うときに動きにくい)トイレは通気作

が良くなく､臭いi)こもってしまう1
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第6章 1ニtyト型への改修が困難な事例での実践的な取IJ組み

6-1-3-2 リビング拡張シミュレーションの準備段階

2階Bグループリビングの拡張が,改修準備委員会の活動方針となったが,拡張以前の

Bグループリビングの様子と問題点を示す｡図6-19は拡張以前の家具レイアウトであ

る｡廊下と一体のBグループリビングの家具レイアウトは流動的で,大人数で使用する場

合,テーブルやカウンターテーブルを廊下に移動して使用しているo Bグループの利用者

定員は22名であり,利用者1人当たりのグループリビングの面積は1･19m2/人と非常に

国6-19リビング拡張以前のBグループリビング家具レイアウト

写真6-1リビング拡張以前のBグループリビング

写真左:Bグループリビング

写真左下: Bグループリビング前廊下

写真右下:医務室
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狭く,利用者全員の座席を確保することができず,食事も時間をずらして交代で取る,廊

下に設置した机で取る必要がある｡利用者はグループリビングに自身の居場所を確保する

ことが困難であり,リビング滞在時間よりも,居室滞在時間が長い｡

リビングに椅子が極端に少ないのは,利用者の介護度, ADLによるところが大きい｡

BグループはK特養の中で,最も介護度が高い,自立度の低い利用者のグループであり,

ほとんどの利用者が車椅子使用であるo建物内は車椅子で移動するため,利用者は一目の

大半を車椅子に乗って過ごしている｡

この時点で職員の捉えている問題息 環境改修の方針として, ｢まずリビングを広くし

たい｣というものであり,筆者らは改修準備委員会の話し合いの｢たたき台｣として,図

6- 19に示す改修案を提示している｡

K特養全体で改修方針を考えるのであれば,現在のリビングはそのままで, Bグループ

定員の一部を他のグループに移動させる方法もあるが,施設運営側の意向で,それは困難

であり,現在の定員22名はそのままで,物理的にリビングを拡張する必要がある｡そこで,

Bグループ隣に位置する医務室を縮小,移動し, Bグループの第2リビングとして活用す

る案を提案した｡ Bグループには分割されたリビングが2つできることになる｡職員に

図6-19 Bグループリビングの改修の方向性

■Bグループ現況(利用者定員: 22名)
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第6章 ユニヅ ト型への改修が困難な事例での実践的な取 り組み

は｢2つのリビングを繋げて使用したい｣という意見があった｡これは1階のDグループ

のようなリビングにしたいという意見であったが,今回はあくまで仮改修で予算も限られ

ており, Bグループリビングと医務室間の壁は撤去しない方針となった｡また,リビング

が廊下と一体で落ちつかないという理由から,図6-20に示す仮設パネルで仕切ること

となった｡仮設パネルの仕様は, N特養で実施した｢ユニットシミュレーション｣で使用

したものと同様であり,パネル上部の仕様を職員が自由に選べるものである｡パネルの高

さは実物を用いて, 1600mm- 1820mmの範囲で検討を行い,最終的に職員の意向で1600mm

で作成することとなった｡また,リビングに畳スペースを設置したいという希望があり,

高さ380mmの畳ボックスも作成することとなった｡畳ボックスは･840mmX
840mmのユニッ

ト畳を,型枠ベニヤで作成した台に載せたもので,高さは職員が検討し,利用者数名を被

験者として,座りやすい,立ち上がりやすい高さを選んでいる｡

図6-20 仮設/くネルと畳ボックス

以上は,主にハード面での環境改修であるが,筆者らはソフト面での改善も職員に提案

している｡図6-19の｢リビング拡張案｣は, /､-ド面で物理的にリビングを拡張した

だけであるが, ｢グループ分割案｣は,本格的な工事を行わないことで,結果的に2つの

リビングができるBグループ22名の定員を,10名(B-1グループ),12名(B-2グルー

プ)の2つに分け,職員もそれぞれのグループ-配置する案である｡ 4床室をそのまま残

しているが,現行のユニット基準に近いグループ規模,グループリビングといえる｡
N特

養においては, ｢ユニットケアの具体的な効果を検証｣するという目的があったため,職

員配置もユニット基準に合わせて職員配置を行い,実際のユニットでの生活を想定し,刺

用者による炊飯,味噌汁作りを行っており, K特養においても改修の一つの方向性である

｢小規模グループ化｣の効果を検証を目的とした改修案であるo職員が現時点で感じてい

る人員不足も, ｢20人の利用者を4人の職員が見守る｣のと, ｢10人の利用者を2人の職

員が見守る｣のでは,比率は同じく5 ‥ 1であるが,グループ規模の違いで職員の受ける

印象等が変化する可能性があることを検証できる｡

しかし,施設側の意向と,職員もグループの小規模化に消極的であり, Bグループの｢リ

ビング拡張シミュレーション｣はl現在のグループ規模22名を維持し,特に職員の増員

も行わない方針を職員が選択した｡ N特養｢ユニットシミュレーション｣は,ハード,ソ

フト両面の検証を行ったのに対し, K特養｢リビング拡張シミュレーション｣は･ /､-ド

面のみの検証といえる｡

158



第6章 1ニtyト型への改修が困難な事例での実践的な取り組み

以上の基本方針を基に,改修準備委員会参加職員に, Bグループリビング拡張の具体的

なプランの検討,拡張後の具体的な使用方法を検討してもらった｡改修案の検討は, N特

養同様,図面,パース(図6-21),模型(写真6-2)を用いて行っている｡建築的知識

の乏しい施設職員が主体となって検討できるよう,筆者らも参加する検討会では, CAD

上で建物のフレームを組み,家具やパネル,畳ボックスを職員の意向で仮想的にレイアウ

ト,レンダリングを行い,職員がイメージしやすい,意見を出しやすい手法をとり,筆者

園6-21 レイアウト考察に用いたパース

写真6-2 レイアウト考察に用いた模型
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らがプラン検討に参加できない場合は, 1/100スケールの模型で,職員のみでもプラン検

討ができる方法をとった｡最終的に,職員が考えた, Bグループリビング拡張コンセプト

図面を図6-21に示す｡

コンセプト図面の特徴と,この段階での職員意識をまとめると,プランは,医務室を移

動した場所をリビング2,元からのものをリビング1とし,リビング2には4畳半分の畳

スペースを設置し,リビング1は,廊下と明確に区分するために仮設パネル(基本形)を

設置する｡仮設パネルを基本形から開始し,職員が慣れてきたらパネル上部をふさぐ方法

を取ったのは】 N特養と同様で, ｢最初からふさいでしまうのは不安｣という意見と, B

グループ個室利用者がベッドから転落する事故があり, ｢リビング1にいても個室の様子

が分かるようにしたい｣という意見があったためである｡個室利用者の戸は常に開放した

状態とし, ｢見通し｣ ｢死角をつくらない｣ことを職員が望んだ結果といえる｡

図6-21 Bグループリビング拡張シミュレーションコンセプト図面

辛

リビング2の畳スペースは, 4畳半とする意見, 6畳とする意見があり,コンセプト段

階では4畳半となった｡しかし,実際に使用して4畳半では狭い場合, 6畳に変更できる

よう,畳ボックスを余分に作成(写真6-3)している｡廊下に設置した1畳半分の畳ボッ

クスがそれにあたる｡また,職員には畳スペースに掘りごたつを設置したいという要望が

あり,仮設パネルの仕様と同様に,慣れてきたら,有効に活用できると判断できた時点で

設置することとした｡

仮設パネルの設置位置は,廊下にやや張り出した位置とし,リビング部分を広く確保し

ている｡これは, Bグループの行事の中で,ボランティアが実施している｢音楽リハビリ｣

実施時は, 22名全ての利用者が-箇所に集まる必要があり,これまで同様,リビング1

での実施を職員が希望し,写真6-4のように,実際に音楽リ-ビリを実施している時に,

適切なパネル設置位置を検証するため,天井からシーツを吊るし,利用者全員が入れる位

置を特定している｡
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写真6-3 畳ボックスの設置

写真6-4 現場でのパネル位置の検証

写真左 :余剰畳ボックスを利用した腰掛

写真左下:畳スペース4畳半

写真右下:畳スペース6畳

最も利用者が集まる音楽リ-ビリ時に,利用者が

リビング1に入りきれる具体的なパネル位置を検

証するため,天井よりシーツを吊るし検証o

写真6-5 仮設パネルの設置と両リビング間のカウンター

写真左 :仮設パネルを設置したリビング1

写真左下:リビング1とリビング2のカウンター

写真右下:リビング2に設置した畳スペース



第6章1ニtyト型への改修が国魚な事例での実践的な取り組み

リビング拡張乳職員が想定している両リビングの仕様方法であるが,グループBの中

で特に介護度の高い利用者,車椅子利用者の居場所をリビング1に,比較的介護度の低い

利用者の居場所をリビング2と設定している｡また,拡張前はホワイトボード,医務室の

書類棚でふさいでいた,既設のカウンターを開放し,両リビング間の見通し(写真6-5

左下:行き来はできない)を確保している｡

以上より,この段階の職員の意識として,落ちついた,ゆとりのある生活空間を望んで

いるが,死角に対する不安があること,共用空間での居場所を決めるのは利用者ではなく,

職員であることが特徴であるといえる｡

6-1-3-3 リビング拡張シミュレーション実施 段階Ⅰ

K特養Bグループリビング拡張シミュレーションは,平成18年8月11日に開始ている｡

シミュレーション期間を限定していないのが特徴である｡これは,特に期間を区切らなけ

ればならない要因(一時的な職員の増員等)がないためである｡

筆者らが仮設パネル,畳ボックスを作成,設置後,家具レイアウトはBグループ職員に

ょって行われている｡また,シミュレーション期間中の8月末に,施設全職員を対象とし

たアンケート調査を実施し,その後は月毎にBグループ職員-のヒアリング調査を実施て

いる｡シミュレーション期間中の,レイアウト変遷と,職員の意識変化を以下に示す｡

リビング拡張初期の家具レイアウト(図6-22)は,コンセプトプラン(図6-21)

に既存の家具をレイアウトしたのみであり, 8月24日時点でも仮設パネルは｢基本形｣

のままである｡リビング1は,主に車椅子利用者を対象としたスペースとし,テーブルを

置かず,食事の際はカウンターテーブルを使用している｡また,拡張以前にあったテレビ

国6-22 Bグループリビング拡張シミュレーション(8月24日時点)
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第6章 1ニtyト型への改修が困簸な事例での実践的な取り組み

写真6-4 Bグループリビング拡張シミュレーション(8月24日時点)

写真左 :リビング2

写真左下:リビング2の流し

写真右下:リビング1とリビング2のカウンター

の位置は変っていない｡リビング2は,新設した畳スペースに布団を置き,昼寝等に使用

している｡また,既存の流しを活用し,カップ,湯飲みを洗うのに活用している｡ただ,

医務スタッフが使用していた機器は一部リビング2に取り残されているo写真614の流

しの上に設置されている製氷機は,医務スタッフが使用しており,冷蔵庫にも薬等をしまっ

ている｡

8月末に実施した職員-のアンケート調査は! Bグループ職員6名,その他の職員9名,

計15名に対して実施している｡アンケートの項目は,リビング拡張後のBグループの評

価を主とし!ハード(建築面)の評価,ソフト(勤務体制,利用者の生活等)の評価を行い,

改修計画開始前に実施した事前アンケートと比較を行い,職員の意識変化 改修計画-の

参加が職員に与えた影響を考察している｡

ハード面に対する評価であるが,拡張したBグループリビングの全体的な評価(リビン

グ1, 2を総合的に評価)を図6-23に示す｡グラフは改修計画参加職員であるBグルー

プ職員(黒)と,参加していないその他の職員(白)に分けて表示しているが,改修計画

図6-23 Bグループリビング全体の評価(8月未実施アンケート)

凡例 ■:Bグループ職員(6名) □=その他の職員(9名)

■5のコメント

余裕ができ､食事を取れるようになったっ

■4のコメント

まだ経過途中のため｡ (B)

リビング広くなったことLまとても良いが､畳のスペースなどまだどう使ってい

くのか,未定のため｡ (B)

離床時間が増えた｡ (B)

広く見える】実際､使用しているのをあまりみたことがないため｢やや｣

広くなったためスムーズな動線やゆとりのスペースができた
単純にスペースが大きくなり､余裕ができた,

食堂が広くなったから,
■2のコメント

狭くなったように感じるため(B)

全体を見ることが出来ない､冷蔵庫の置き場所でスペースが小さくなった⊃

(B)

1と2のカウンター越しの動作がいまいち使用しずらいっ配膳などっ
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に参加し,改修プランの検討を行い,改修後の現場で勤務しているBグループ職員よりも,

その他の職員の方が評価が高い結果となった｡Bグループ職員には,リビングが2つになっ

たことで｢以前よりも広くなった｣と評価する職員と, ｢2つになったことで全体が見渡

せない｣と評価する職員の2つの傾向が見られる｡

次に,リビング拡張シミュレーションにおいてノ､-ド面の主要な改革の1つである｢リ

ビング1｣ -の仮設パネルの設置に関する評価(図6-24)であるが,これもBグルー

プ職員よりも,他の職員の方が評価が高い｡コメントを見ると,その他職員の評価が高い

理由は,廊下との明確な仕切りができたことを評価しているが, Bグループ職員で,同様

の理由で評価している職員は1名のみであり,パネルの仕様(基本形)が気になる職員が

多く,また,パネルを立てたことで,死角ができたことを問題とする職員が1名見られる｡

図6-24 仮設パネル設置に対する評価(8月未実施アンケート)

10
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5
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3
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5瀞こ4孟子3盲顎汗2宗苧1僅幣こ0･無回答
凡例 ■ :Bグループ特長(6名) [コ:その他の撮員(9名)

■4のコメント

パネル等にまだやすりをかけていないが雰囲気が良い｡ (B)

空間ができフロアという意識ができたD

視界を大きくさえぎるものではなく､かつスペースとしての区切りができ落ち
着くっ

廊下との境ができてよいと思うっ
良いが､他利用者､家族がパネルの外から話しかけてくるのが気になった,
■3のコメント

見ため安定している(良)

リビングと廊下を区分できたが圧迫感があり､狭さを感じる】 (t3)

空間を分けるというところで結いいと思いますっ 車椅子をノぺネルにぶつける方

が多いのが見られますっ
もう少し雰囲気作りが必要かと思うL,

■2のコメント

むき出しのままなので危ないっ 見た目もどうなのか? (B)

居室のコールが見えにくくなった(B)

バネ/レ設置後すぐにカーテンを付けたり,色を塗ったりという行動が出来ず､

中途半端な感じ｡ (H)

少し圧迫感があるように感じる⊃

図6-25では,基本形の状態を, ｢死角がなくなり,見守りができる｣と肯定している

職員が1名, ｢3.どちらともいえない｣が｢配膳下膳時に使用するので良い｣ ｢どの方向

からでも見守りができるので良い｣と評価する職員が2名見られるが,｢慣れてきたらカー

テン等をはめる予定｣ ｢仕切りはできたが,人が通っているのが丸見え｣等,基本形であ

ることに疑問を感じている職員の2通りの職員がいることが分かる｡

図6-25 仮設パネル(基本形)の状態に関する評価(8月未実施アンケート)
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5･欝に4晶子3i管長ttヤ2嘉子1僅幣o･無回答
凡例 ■:Bグループ韓員(6名) □:その他の職員(9名)

■4のコメント

死角が少なくなり､見守りt,出来るコ(a)

広いスペースを感じるコ

季紡ごとに模様替えをするなどし､活用できそうっ 21l,210号室の見守りができ

る】

■3のコメント

最初け､ない状態で.利用者にt,だんだんと慣れてもらいカーテン等つけて行

く予定｡ (B)

廊下と区別するという発想からパネルになり､なおかつ見守りも出来るよう上

半分を開けてあるが､今のままでも居室のコールが見づらいので,何かはめ込

んだ場合に､コールランプにどう対応するのか､問題が残る｡ (B)

どの方向からも見ていることが出来る｡ (B)

現在､配膳下膳の時に使用するため､開けてたほうが良い⊃ (B)

■2のコメント

今辻仮なのでよいが.ずっとこのままには不安がある1
改鯵が途中のような印象があります｡

はめ込んだ方がもう少し空間としての雰囲気カ;出るのでは,

はめ込んでいないよりも木の状態が気になるっ 210, 2 1 1号室の利用者対

応を考えるとはめ込むのも考えもの｡

■1のコメント

仕切りは出来たものの人が通っているのが丸見えJはめ込めばもう少し､落ち

着いた空間になるのではD (B)

i,う少し工夫しても良いと思う⊃

リビング2に畳スペースを設置したことに対する評価(図6-26)であるが, Bグルー

プ職員は, ｢3.どちらともいえない｣ ｢4.やや悪い｣とマイナス面の評価が多い｡コメ

ントを見ると, ｢設置したが利用されていない｣ ｢場所をとる｣などが評価基準となってい

ることが分かる｡畳スペースの使われ方の評価(図6-27)でも, ｢1.非常に悪い｣が
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最も多く,車椅子利用者の多い, Bグループ利用者に全く利用されていないことが理由と

してあげられている｡畳スペースの設置は!計画当初の職員の希望であり,主として｢雰

囲気づくり｣を目的としていた｡広さ,畳ボックスの高さ等も職員が決定しているが,具

体的な使用方法を明確に想定していなかったといえる｡もちろん,畳スペース上に8月

24日時点で,家具等を全く置いておらず,利用者をひきつける要素がないことも,利用

率の低さの一因となっているといえる｡

図6-26 畳スペース設置に対する評価(8月未実施アンケート)

川

9

8

7

6

5

4

3

2

｢

(如≒うさ):二
!三雲詫言〕ト見守りきれるのか蝿
畳があるので､少し横になりたい利用者さんなど専られてよい

5賃繁占
4.やや 3,どちらとも2.やや),非常に 0.無回答
良い いえない 悪い 悪い

凡例 ●:Bグループ職員(6名) □:その他の職員(9名)

大きな活用とまで仕行かないが､雰囲気作りになっている-

■3のコメント

スペースを割いているにもかかわらず､利用度が低い⊃ (B)

設置前に考えていた案が実行できていない〕でも温かい感じはでたから良かっ
たと思う〕 (B)

活用できればいいと思いますが､車椅子では上がれないのが現状っ お茶会など

を開けるのがいいと思いますっ

まだうまく使えていない,

■2のコメント

今はあまり活用されていないように思うっ(B)

畳を置いたが､どう使っていくのか未定っ 導入方法を決めてからでも良かった

のかi)⊃ (B)

もう少し低くした方がよい〕まだ使い方としてあまり有効ではないっ

■1のコメント

畳の部分が大きく場所を取っているっ(B)

図6-27 畳スペースの使われ方に対する評価(8月未実施アンケート)

柑
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｢

(山=.5) !量晋言昌妄£ていかため(B)
■1のコメント

利用度がt臥､ (B)

どのように活用していくのかわからない｡明確な説明が出来ていない⊃ (B)

まだ使用できていないため〕 (B)

全くに近いほど利用していない｡ (B)

活用させていない(今の時点では)

韓ど活用できていないL,

まだ使い方としてあまり有効でEまない｡

少しずつ活用できれば良いので牡移動などしづらい部分がある,

まだ充分に使われていない⊃

5瀞こ4孟子31Lギ頴Ltき2孟子1･酢に0無回答
凡例 ■:Bグループ織貞(6名) □:その他の職員(9名)

2つに分かれたリビングの評価(図6-28)は,これもBグループ職員の評価は｢2.

やや悪い｣が多いo 2つに分かれたことで,リビング全体を見渡せないことが理由として

あげられている｡

図6-28 2つに分かれたリビングに対する評価(8月未実施アンケート)

5研こ
4.やや 3.どちらとも 2.やや1.非常に 0.無回答
良い いえない 悪い 悪い

凡例 ■=Bグループ職員(6名) □:その他の職員(9名)

■4のコメント

スペースを広く法用できるようになったコ (ti)

仕事上あの部分のスペースは必要だと感じます｡

分かれているが′ト窓で繋がっていて､分断仕されていないからっ

ご家族が来た時以前より使用できるスペースが増えた｡
■2のコメント

配膳時に段差があったり､スペースがなかったりすると結局往復しなければな

らない暗がある｡ (t3)

全体を見ることが出来ない｡ (t3)

分けない方が良いのでは., (ti)

ワビングlから2-行く動裾が長い〕 (臼)

少々不便そうに見える.,

二つに分かれていて使いづらい｡

■1のコメント

ーーつ一つの部屋が狭く､全員が集まり､食事前の体操をする時など車イスが入
りきらないっ(リビング1にて体操しているため) (t3)

以上 ハード面の評価を見ると, Bグループ職員の評価が低いことが分かる｡しかし!

リビング拡張シミュレーションが,まったく成果がなかったともいえない｡ハード面の評

価は低いが,改修を行ったことで,利用者,職員にメリットがあったか,利用者の生活に

変化が見られたかの評価を見てみる｡
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第6章 ユニtyト型への改修が困難な事例での実践的な取り組み

まず,仮設パネルを設置したことは｢利用者｣にメリットがあったかの評価(図6-

29)であるが, Bグループ職員,その他の職員とも｢メリットがあった｣と評価している｡

コメントには! ｢廊下と区分されたことで落ちついた｣ ｢離床回数が増えた｣と利用者の視

点で評価している｡しかし, 1名｢車椅子の出入がしづらくなり,移動回数が増えた｣と

コメントするBグループ職員が見られた｡これは,利用者のデメリットではなく,職員の

デメリットから評価している｡

図6-29 仮設/(ネルの設置は利用者にメリットがあったか(8月未実施アンケート)

o.無回答5.おおいに 4,やや 3.どちらとも2.あまり 1,全く
あった あった いえない ない ない

凡例 P:Bグループ牡員(6名) □:その他の敬員(9名)

■5のコメント

区切りとしてやはり必要｡

■4のコメント

離床してくれる利用者がいるoス-こ-ス区切ることで個の空間が生まれ,落ち
着いて食べれる時間帯があるo (li)

食事中など来客者から丸見えの｣人態を防げるo (ら)

パネルの上半分をはめた方がメリット大(B)

スペースが拡張され､かつ､区切り庁;でき,落ち着くと思う｡

仕切られた事により空間を感じられるようになった｡しかし､逆に外を通るSS

利用者等.入ってこなくなった気がするu
■3のコメント

大勢人がいて狭く感じることカ;あるのでは? (B)

空間を分ける意味はあると思います｡車椅子を移動したり､自走する人にとっ
ては,動きにくいときt,あるようです｡

■2のコメント

車イスの出入りがしずらくなった為.移動回教が増えたと思う｡ (B)

仮設パネルを設置したことは｢職員｣にメリットがあったかの評価(図6-30)では,

その他の職員が｢メリットがあった｣と評価しているのに対し, Bグループ職員の評価は

｢3.どちらともいえない｣が多く,評価が低い｡コメントでは,ハード面の仮設パネル

の評価と同様のコメントが多く, ｢死角ができた｣ ｢パネルができた為に遠回りをすること

が多々ある｣等,勤務上の問題点を指摘する意見が多い｡

図6-30 仮設パネルの設置は職員にメリットがあったか(8月未実施アンケート)

■4のコメント

(N:15) 仕切y)ができたことで空間の確保が出来たと一里うロ(B)

5.おおいに 4.やや 3.どちらとも2.あまり l.全く
あった あった いえない ない ない

o,無回答

凡例 ■:Bグループ梅島(6名) □:その他の職員(9名)
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俵切る人がいなくなった｡部屋としてみている.

仕切られた事により空間を感じられるょうになったD しかし､逆に外を通るSS

利用者等､入ってこなくなった気力L;するo西側リビングというスペースを大事

にしようと感じられる｡

■3のコメント

パネルがあるため遠回りをすることオ;多々あるオ;.まだ慣れていないためかも
しれないo (B)

拡張したオ;,リビング1-C･食草を行なう方オ;まだ多く.狭いため仮設ハネルに
車イスがよくぷつかる｡ (B)

リビング1で動くことが少ないのでわかりません｡

■2のコメント

今まで廊下も含めて､リビングスペースと移動用スペースに利用していたた
め､ 1誘わに制限オ;出来てしまった｡又.見守りながらの居室コール確認がパネ

ルのfJrLと重なV)､見える位置が決められてしまっているD (B)

以上2つのアンケート結果から,職員意識を分析すると,職員は!仮設パネルが利用者

へ与える効果(落ち着く等)は理解しているが,職員にとってはデメリットであると感じ

ているといえる｡利用者の落ち着ける空間を確保しつつ,同時に自身が働きやすい環境を

望んでいるといえる｡

次に,リビングを拡張したこと,リビング2を設置したことは｢利用者｣にメリットがあっ

たかの評価(図6-31)では, Bグループ,その他職員とも｢メリットがあった｣と評

価が多い｡ほとんどが｢リビングが広くなったこと｣を理由としてあげている｡また,｢食

事の時間が長くなった｣といった利用者の生活の変化｢静かな空間を提供できるように

なった｣等が見られる｡
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図6-31リビング2の設置は利用者にメリットがあったか(8月未実施アンケート)

5.おおいに 4.やや 3どちらとも 2,あまり 1.全く 0,無回答
あった あった いえない ない ない

凡例 ■:Bグループ職員(6名) [コ:その他の職員(9名)

■5のコメント

食事の時間が長く7LL>った.食後1ーぐ鯖を移動されることがなくなったL. (B)

広くなった｡

空間が広いことば大きなメリット,

■4のコメント

静かな空間を提供できるようになった｡ (B)

離床してく]lる利用者ボいる｡スペース区切ることで個の空間が生まiし 落ち

着いて食-べilる時間帯があるo (B)

明るい空間が提供できたことは良かったと思う) (B)

食事(Dスペースが広くなったという意味では[ (B)

食堂ス--スが今まで狭かった(Dで､広くなってゆっくり食事ができるのでは｡

リビング2を設置したことは｢職員｣にメリットがあったかの評価(図6-32)では,

Bグループ職員,その他職員とも｢メリットがあった｣という評価が多い｡ ｢リビングが

広くなった｣ ｢ゆとりができた｣ことが理由としてあげられている｡

図6-32 リビング2の設置は職員にメリットがあったか(8月未実施アンケート)
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5,おおいに 4.やや 3.どちらとも 2,あまり 1,全く 0.無回答
あった あった いえない ない ない

凡例 ■ニBグループ職員(6名)[コ:その他の職員(9名)

■5のコメント

ゴミゴミした感じ歩けfくなり､ゆとりがもてるっ (B)

水場ができたっ

介助などしやすくなったのでは

■4のコメント

様々な取り組みをしょうと考えられた(t3)

水場ができた)食事スペース広庁こり狭くなくなった√(B)

利用方法をもっと煮詰めていけばもっと有効に使えると思う, (ち)

食堂へ利用者を誘導しやすい｡
空間について今までと違う見方をしている｡

■3のコメント

利用者方;分散しているが見守りがてきていないっ (l∃)

今夜の活相次第と思う｡

以上より,リビングが2つに分かれていることは,職員にとって｢管理面｣での問題は

あるが,現在のグループ規模において, ｢広い共用空間｣は,利用者,職員にとっても有効,

必要であるという職員意識が見られる｡

また,グループ細分化,職員の増員など,ソフト面の検証項目はなく,ハード面の検証

のみである｢Bグループリビング拡張シミュレーション｣であるが,ハード面の変化によ

り,利用者の生活の変化が見られたと評価(図6-33)する職員が見られる｡ Bグループ

職員が感じた変化では! ｢利用者の離床回数が増えた｣をあげる職員が2名見られ,これ

はリビングが広くなったこと,居室以外に利用者の居場所が増えたことから評価している

といえる｡逆に,利用者がハードの変化に戸惑い,マイナスの影響があると評価する職員

も1名見られる｡

図6-33 リビング改修で利用者に生活の変化はあったか(8月未実施アンケート)

10

∈i

8

7

6

5

4

3

2

5･監呂に諾貫3漂着吉ヤ2奇こF/I1諾さ
o･鮒答

凡例 ■=Bグループ職員(6名) □=その他の職員(9名)

■5のコメント

離床時間が増えた｢食事量アソフ｣ (B)

話によると､広くなったことで今まであまL)フロアーに長くいることのなかっ

た方が､出てくるようになったとのことですr

■4のコメント

離床回数が増えた[ (B)

徐々に, (B)

ゆったりと食事ができること

離床時間が長くなった利用者がいる｡

■3のコメント

変化に対応できない利用者さんもいるたd)､食事席など意思表示される方はTL

の席Eこ戻ってしまう辛があ7Jo (B)

はっきりとした形でも賓化は見らiLていか､亡(B)

まだわからないが､明らかに責んでいる利用者も居た1
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以上,リビング拡張シミュレーションにおいて, --ド面の検証課題に対する職員の評

価を示したが,シミュレーションを実施したことによって,職員の考え方の変化意識変

化の有艶職員に与えた影響を考察するために,シミュレーション期間8月に実施アンケー

トでは∴改修計画開始以前に実施した事前アンケートと同様の質問を行っているo

ハードに関しては, K特養ハードの全体的な評価(図6-34)は,事前アンケートと

拡張後アンケートで大きな変化はない｡各リビングに対する評価は,改修を行ったBグルー

プリビングは,前述したように評価があがっている｡しかし,改修を行っていない1階D

グループリビングの評価(図6-35), 2階A･ Cグループリビングの評価(図6-36)

に変化が見られた｡

1階Dグループは, Bグループ職員の評価が高い｡ DグループとBグループは同程度の

グループ規模であるが, Dグループのリビングは2つに分かれていない｡

前述したように, Bグループ職員の多くは,分割されたリビングに不具合を感じており,

同程度の面積ならば, 1つのリビングを望んでいるといえ,小規模リビングの分散配置に

は否定的であるためといえる｡

園6-34 K特養ハード面の全体的な評価

事前アンケート(H17.10実施)

5･群にj晶子こi段差汗2嘉子1･墓苧

リビング拡張後アンケート(H18.8未実施)

図6-35 1階Dグループリビング兼食堂の評価

事前アンケート(H17.10実施)

-.'.:･' 1lこ‥
､

･､.I:I.‥

.'--'-

リビング拡張後アンケート(H18.8未実施)

(N=15)

1.非常に 0.無回答
5億㌣こ1孟子3漂粁2嘉子1･節に0潔凶芋

凡例 ■‥Bグループ職員(6名)ロ:その他の織員(9名)

図6-36 2階A
･

Cグループリビング兼食堂の評価

事前アンケート(H17.10実施)

5･欝に4品亨3だ穎Eヤ2嘉子1常に0･無回答

l)ビング拡張後アンケート(H18.8未実施)
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2階A･ Cグループリビングは,拡張後アンケートで｢4.やや悪い｣と評価する職員

が増えている｡ A･Cグループリビングをプラス評価するBグループ,その他職員は, ｢広

い｣ ｢行事をするのに丁度いい｣等の理由であるが,マイナス評価に変化した職員は, ｢施

設的な作り｣ ｢広く落ち着かない｣ ｢広い中にも仕切りは必要｣といった,シミュレーショ

ンの影響と感じられるコメントが見られる｡

次に,ソフト面の評価であるが,前述したようにリビング拡張シミュレーションでは,

ハード面の改修のみであり,職員配置等のソフト面の変化はない｡現在の勤務体制の評価

(図6-37)では,事前アンケート,拡張後アンケートとも｢2.やや悪い｣と評価する

職員が多く,大きな変化は見られないが,職員数の評価(図6-38)では,拡張後アンケー

トの評価が下がっている｡特に,Bグループ職員は｢1.非常に悪い｣に集中している｡は-

スペースが広くなり,空間的なゆとりができたが,職員数は逆に足りないと感じるように

なった職員が多いといえる｡これは!利用者と職員の比率に変化はないが,リビングが2

つに分かれたことで生じる｢死角｣等が影響したと考えられる｡

図6-37 現在の勤務体制の評価

事前アンケート(Hl了.10実施)

5･詐に1晶子31L曽於笥予1僅汽に0麿回答

囲6-38 職員数の評価

事前アンケート(H17.10実施)

51i賢こi孟予3だ吾妻Ltヤ2孟子1僅常に0潔伺答
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リビング拡弓長後アンケート(H18.8未実施)

5･詐に4苗字3･t号吾粁2嘉子1僅幣こ0･無回答
凡例 ■:Bグループ職員(6名) D:その他の職員(9名)

リビング拡張後アンケート(H18.8未実施)

5･ji'L%,iこ4孟子3｣写真左津2宗デ1･欝にn･無回答
凡例 ■.Bグループ職員(6名) [コ:その他の職員(9名)
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施設改修に関する設問では,事前アンケートと拡張後アンケートでは!それほど大きな

変化は見られない｡ K特養の--ド面(建物等)の改築･改修は必要か(図6-39)の

評価で大きな変化はなく,改修が必要だと思う箇所(図6-40)において】リビング拡

張を行ったBグループリビングをあげる職員が減少しているが,多くの職員が,設備面の

改修を挙げる点に変化はなく,ユニット化を視野に入れた全室個室化の必要性の評価(図

6-41)も｢3.どちらともいえない｣が最も多く,変化は見られないo

図6-39 ハード面(建物等)の改築･改修は必要か

事前アンケート(H17.10実施)

5.おおいに1.やや 3.どちらとも2.あまり 1.全く 0.無回答
必要 必要 いえない 必要ない 必要ない

図6-40 改修が必要だと思う箇所
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リビング拡張後アンケート(HI尽.8未実施)

5･欝に
1.やや 3.どちらとも2.やや1.非常に 0.無回答
良い いえない 悪い 悪い

凡例 ■:Bグループ職員(6名) □:その他の時貞(9名)
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図6-41全室個室化の必要性

事前アンケート(H17.10実施)

喜;_

=
･

5.おおいに 4.やや 3.どちらとも2.あまり 1.全く 0.無回答
必要 必要 いえない 必要ない 必要ない

凡例 ■ :Bグループ職員(6名)

⊂]:その他の職員(9名)

リビング拡張後アンケート(HI尽.8未実施)

5.おおいに 4.やや 3.どちらとも2.あまり 1.全く 0.無回答
必要 必要 いえない 必要ない 必要ない

凡例 ■:Bグループ職員(6名) □:その他の織員(9名)
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第6章 1ニット型への改修が困難な事例での実践的な取lノ組み

K特養のソフト面(勤務体制等)の改革は必要か(図6-42)の評価でも大きな変化

はないが,拡張後アンケートの方で｢5.おおいに必要｣と回答する職員が増えている｡

図6-42 ソフト面(勤務体制等)の改革は必要か

事前アンケート(H17.10実施)

5.おおいに 4.やや 3.どちらとも 2.あ去り 1.全く 0.無回答
必要 必要 いえない･g､要ない 必要ない

リビング拡張後アンケート(H18.8未実施)

5･許こi晶子3iギ;j是ぎヤ2嘉子1常に0･無鵬
凡例 ■:Bグループ職員(6名) [コ:その他の職員(9名)

次に,小グループ化に対する職員意識であるが,拡張後アンケートにおいて,現在のB

グループのグループ規模(22名)の評価(図6-43)では,全体的にマイナス評価が多

く, Bグループ職員は｢2.やや悪い｣に集中している｡リビングが拡張されても, 22人

というグループ規模は大きいと感じている職員が多いといえる｡ Bグループのグループ規

模を小さくしたいと思うかの評価(図6-44)でも｢4.やや思う｣と回答する職員が多

く,この時点で職員の意識には,改修の選択肢として｢小グループ化｣があるといえるが,

｢小グループ化ニュニット化｣に結びついてはいない｡

図6-43 Bグループ22人のグループ規模の評価(8月未実施アンケート)

10

9

8

7

6

5

4

3

2

5･欝に4孟子3語長Ltヤ2芸子1僅常に0･無回答
凡例 ■:Bグループ職員(6名)口:その他の職員(9名)

■5のコメント

ー人当たりについてスペースが広くとれるから)
(t3)

■4のコメント

もう少し人数は多くても充分なスべ-スだと思う⊃
■2のコメント

転倒注意者優先での介護の場合､職員の人数7')ゝらどうしても1ケPTTに集めぎる

をえない場合に狭さを感じる⊃ (ti)

現状でi,ナースコールに振り回されているからj (u)

2つの空間ができたので半分の人類にして2ユニットにしてい､いU)では､と

感じたっ (B)

スペースに対して人数が多い〕

少し多いユ

仕切ったことにより入れる人数が少なくなったため､少々映さを感⊂る,

図6-44 Bグループのグループ規模を小さくしたいと思うか(8月未実施アンケート)

5.おおいに 4.やや 3.どちらとも 2.あまり 1.全く 0.無回答
思う 思う いえない 思わない 思わない

凡例 ■‥Bグループ職員(6名)ロ=その他の職員(9名)

■5のコメント

もっとゆったり関わることができるから]一人一人が広いスペースを使えるか

ら⊃ (B)

リビングに見合った人数で過ごしやすくしたい｡

■4のコメント

利用者さんの心のケアまで手が回らないことがある,待てる人は後回しになっ

てしまうっ (B)

少ないに越したことは獲い｡ (B)

定員が今より少なくなれば､利用者はもっと身近に感じることが出来る気がす

るL, (B)

少なくしたいが､他のグループも人数の増減はあまりないほうがいいのではな

いかと思います｡

●3のコメント

難しいと感じる｡

■2のコメント

K特養(ま3つのグループに分かれているからここではJ~度よいl
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第6章 ユニtyト型への改修が困建f:a.t事例での実践的な取l)組み

ユニットケアの導入は必要かの評価(図6-45)において, Bグループ,その他の職

員とも｢3.どちらともいえない｣が多く,現在の--ドのまま,グループ規模を小さく

することを望んでいる職員が多いといえる｡

図6-45 ユニットケアの導入は必要か(8月未実施アンケート)

5.おおいに 4.やや 3.どちらとも2.あまり 1.全く 0.無回答
必要 必要 いえない 必要ない 必要ない

凡例 ■:Bグループ職貞(6名) □:その他の梅見(9名)

■4のコメント

ー人一人にじっくり対応出来ていないので､生活能力が低Fしてきているよう

に思える為｡ (L3)

■3のコメント

家ではなく施設であるところを改善したい., (B)

安全かっ快適に過ごせる生活っ 生活の中に､ひとりひとりの息吹を感じとれる

温かい雰囲気づくり｡ (Jj)

メリットとデメリットがあるため

今の状況を見ると､どちらとも言えないっ が､個人的には導入に興味があるっ

■2のコメント

重度の方が多く､臥床して過ごされることが多い, (B)

相性が不安

純粋にユニットケアの導入を望んでいるBグループ職員は1名のみで, ｢個別ケアを行

えていないので,利用者の生活能力が低下している｣ ｢2つのリビングができたので, B

グループを2つに分けてみてはどうか｣等の提案を行っているが,大半の職員は,現在

の環境を｢生活しやすいもの｣ ｢勤務しやすいもの｣に改修していくことを望んでいると

いえる｡これは,無理にユニット型に固執しない職員意識と捉えることができるが,以上

のアンケートには｢個別ケア｣ ｢プライバシーの確保｣という意識が少ないと感じる｡図

6-46の多床室の改修の必要性の評価においても,コメントから｢プライバシーの確保｣

という視点で,改修の必要性を訴える職員は, Bグループ職員の1名のみであり,それ以

外の職員は｢改修が必要｣と提案していても,改修の内容は使い勝手の悪い設備の改修な

どを望んでいるといえる｡

図6-46 多床室改修の改修の必要性(8月未実施アンケート)

10

g

8

7

6

5

4

3

2

5.おおいに 4.やや 3.どちらとも2,あまり 1.全く 0,無回答
必要 必要 いえない 必要ない 必要ない

凡例 ■ :Bグループ織員(6名) [コ:その他の接見(9名)

■5のコメント

家庭的とした場合､いまや､
も1部星を有し､プライバシ

一家庭においても個室は当たり前で､子供でさえ
も1部星を有し､プライバシーを確保しつつ,リt:LLングで家族と通じている為｡
(B)

■4のコメント

車イスなどで置いてしまうととても狭いっ (B)

狭い)床頭台が使いにくい｡

しきり戸の固定

入り口が狭い｡

■3のコメント

今の現状でどうするのか,考えたい｡ (B)

拡張後アンケートにおける, K特養職員の全体的な特徴として,小グループが望まし

いと考えるが,ユニット型には固執しない,大きな改革を行うよりも,今ある環境をより

使いやすくしようとする意識が見られる｡改修以前よりも勝てものに対して考えうように

なったかの評価(図6-47)においても,以前よりも考える様になったと回答する職員

が多い｡ Bグループ職員では｢考える様になった｣と回答する職員と, ｢3.どちらとも

いえない｣の2つに分かれたが,その他の職員はほとんどが｢4.ややいえる｣と回答し

ており,シミュレーションが,職員の建築に対する興味,意識を引き出したといえる｡
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第6章 ユニtyト型への改修が因数な事例での実践的な取り組み

図6-47 改修以前よりも建物対して考える様になったか(8月未実施アンケ-ト)

柑

9

8

7

6

L
r
)

4

3

2

｢

(山〒1さ)1一 貫三等票差(i某便として′受け入れてしまい､その中で何とかする方向でしか物
事を考えてしかいなかったが､安全面も含めて,前向きに意思表示できる環境

になって来たと思うため⊃ (ら)

リビング1, 2間のカウンターを除いたら職員利用者の移動がしやすくなるた

め⊃ (B)

■4のコメント

トイレに換気扇が欲しい,

空間と広さは重要っ

自分のフロアーもここをこうすればよいのにと考える機会が増えた｣

■3のコメント

職員配置を考えると要望をかなえてもらったところで活用できる自信がないっ

(ら)

5.おおいに 4.やや 3.どちらとも2.あまり l.全く 0.無回答
いえる いえる いえない いえない いえない

凡例 ■:Bグループ職員(6名)口:その他の職員(9名)

6-1-3-4 リビング拡張シミュレーション実施 段階Ⅱ

以上のアンケートの考察を行い,リビング拡張シミュレーションの段階Ⅱとして】平成

18年9月より,職員によるレイアウト変更(図6-48)を行っている｡

まず9月に,仮設パネルにニスを塗り,基本形であるパネル上部にカーテンをはめてい

る｡ N特養における｢ユニットシミュレーション｣ではパネルの移動,仕様変更は主とし

て筆者らが行ったが, K特養では施設のボランティアが作業を行った｡パネル上部の仕様

をカーテンにしたのは,明確に仕切りたいという意見と,カーテンを開けることで,いつ

でも見通しを確保できる｢折衷案｣であるといえ,個室前パネルのカーテンは開いている

ことが多い｡

また,家具レイアウトの大きな変化として,リビング1にあったテレビを,リビング2

の畳スペースの上に移動している｡これは,利用率が低い畳スペースを有効に活用するた

め,利用者が集まる場とすることを目的としている｡また,両リビング間にカウンター前

に設置していた作業台兼冷蔵庫を移動し,テーブルを置いている｡リビング2のテーブル

もカウンターに近づけ,両リビングの一体感を出すことを目的に行った｡

図6148 Bグループリビング拡張シミュレ-ション(9月時点)

衣装ケース

H =
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第6章1ニtyト型への改修が因数な事例での実践的な取り組み

写真6-5 Bグループリビング拡張シミュレーション(9月時点)

写真左:9月以前のリビング1

写真左下:畳スペースの上にテレビを移動

写真右下:カウンター前の作業台兼冷蔵庫を

移動しテーブルを置く

9月-10月ではレイアウトに変化はない｡ K特養シミュレーションでは,仮設パネル

の仕様を変更したのは9月のみである｡また,畳スペースの有効利用を目的としたテレビ

の移動であったが,テレビの周りに利用者は集まるが,畳の上に利用者が上がることは少

なく,職員の意識として,リビング2畳スペースがデッドスペースになっていると感じて

おり,平成18年10月のBグループシミュレーション第8回検討会において,畳スペース

を撤去し,ソファスペース-の変更を決定している｡これは! ｢車椅子利用者の多いBグルー

プでは,畳スペースを有効に活用できない｣という理由から,車椅子利用者でも利用しや

すい,ソファに変えたいという意見が, Bグループ職員からあったためである｡

また, Bグループでは畳を有効活用できなかったが, ｢施設内で最も自立度の高いグルー

プである, A. Cグループであれば有効活用できるのでは｣という意見があり,畳スペー

スをA
･

Cグループに設置することを職員が提案し, A
･

Cグループ職員と協議の結果,

畳ボックスはA
･

Cグループに移動することとなった｡

畳スペースからソファスペース-の変更(図6-49)は, 12月に実施した｡その後,

Bグループリビングの大きなレイアウト変更はない｡ K特養シミュレーションでは,期間

を設定していないため,このプランを継続してしる｡

以上のシミュレーションを経験し,最終的な職員の意識, K特養の改修方針,今後の要

望等をBグループ職員に対して行った｡

まず,職員が考える, K特養の望ましい改修方針であるが,前述の8月未実施アンケー

ト同様,ユニット化に固執する意見は少なく,現在のグループ規模,職員配置を維持しな

がら,使いやすい空間に変えたいという方針である｡具体的には, Bグループリビング1,

リビング2の間の壁を取り除く,または行き来できる扉を新設したいというものである｡

理由として,既存のカウンターで,両リビングの見通しは確保されているが,職員がリビ

ング1にいるとき,リビング2で利用者が倒れそうになっているのが分かっていても支え
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第6章 1ニtyト型への改修が困連な事例での実践的な取り組み

図6-49 Bグループリビング拡張シミュレーション(12月時点)

衣装ケース

写真6-6 Bグループリビング拡張シミュレーション(12月時点)

ることができないことがあり,非常に歯がゆく感じるということが主な理由であった｡こ

れに対し,筆者らが以前より提案していた, Bグループ利用者を2つのグループに分け,

職員もグループごとに分ける案では対応できないのかをたずねたが,現在のBグループの

利用者の身体状況を,介護度を考慮し,確かに小グループ化,擬似ユニット化も魅力では

あるが,最終的に現在のグループ規模を維持することを選択している｡小規模グループ化

を望む意識は見られたが,それを実際に行おうとする姿勢は見られなったといえる｡

175



第6章 ユニLyト型への改修が困難rd:事例での実践的な取1J組み

6-2 横浜市A特養での実践的取り組み

6-2-1 A特養の概要

横浜市A特養(図6- 50)は,昭和54年開設,横浜市で3番目に古い従来型特養である.

特養定員は50名で,ショートステイ4名を併設しており,計54名である｡

建物は総2階で, 1階は個室が2室, 4床室が4室の計18名｡ 1階利用者は,玄関ホー

ル前の食堂を利用している｡ 2階は4床室が9室の計36名｡ 2階には2つの食堂があ

り, 2グループに分かれて生活している｡

･建物の老朽化

平成18年で築28年を迎えるA特養の建物は,老朽化が激しく,設備面でも前時代的な

ものが目立つ｡また, A特養建設当時の施設基準は,平成18年現在のユニット型と大き

く異なることはもちろん,従来型特養の建築基準とも異なる｡

A特養利用者個室の面積は, 9.8m2であり,ユニット型基準の13.2m2,よりも小さ

く, 4床室の利用者1人当たりの面積も, A特養では6.47m2であり,従来型10.65m2よ

りも小さい｡同様のことが､利用者共用空間にもいえる｡

設備の面でも,集中管理の冷暖房はなく,暖房は柘射式のパネルヒーターが廊下にむき

出しに設置(写真6-8)されている｡利用者トイレの数も少なく, 1階に2ケ所, 2階

に5ケ所と,利用者数に対するトイレ比率は1:7.7である｡また,トイレ設備(写真6-8)

も古く,トイレの仕切りはカーテンのみであり,扉は設置されていない｡ 1階にある機械

浴,一般浴にも老朽化が見られる｡利用者居室は個室には扉が設置されているが, 4床室(写

真6-8)には扉がなく,かつガラス窓があり,廊下から居室の中をうかがえるつくりに

なっている｡また,開所当時から, 2階北側に職員寮があるが,現在は全く使用されてい

ない｡職員が住みたがらないため,寮として使用したことはこれまでなく,現在は倉庫と

なっている｡

また,従来型で54名という利用者定員も問題がある｡現在の施設設置基準では,ユニッ

ト型では50名前後とするのが一般的であり,近年では利用者定員20名前後の｢小規模特養｣

も設置されることがあるが,従来型の場合,利用者定員100名前後が一般的である｡現在

では従来型を新設することはほとんどないが,ユニット型と従来型では設置基準はもちろ

ん,利用者一人当たりの介護報酬注6-2,職員数も異なり,どちらもユニット型の方が多いo

ユニット型と従来型では,利用者一人当たりの介護報酬も異なるため,特養,ショートの

みで併設機能がないA特養はl運営面でも厳しい状況といえる｡
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第6章 1ニtyト型への改修が困難な事例での実践的な取り組み

図6-50 A特養平面図(S=1/500)

写真6-7 A特養外観
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_2.ニtyト型への改修が国連な事例での実践的な取IJ組み

写真6-8 A特養 内部

利用者居室(4床室)

?"G,.E3,
,
.
,
.

,㌔

利用者トイレ
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第6章 1ニtyト型への改修が困難な事例での実践的な取り観み

･施設側の要望

職員参加型改修プロセス開始以前の施設側に要望として,以下のものがあげられる｡

① 設備も含め,施設が古いので何とかしたい｡

② 運営が厳しいため,可能であるなら利用者定点を増やしたい.

③ 施設内に使われていない無駄なスペースが多く,空き空間を有効利用したい｡

(特に2階北側の元職貞寮部分)

しかし,改築･改修の費用はなく,改修方針,計画が決まっても,実際に改築･改修が

行えるかは未定であり,施設運営側は!行政等の｢改修補助金｣が受けられるのであれば,

その範囲で行うという非常に慎重な姿勢である｡

また,施設のユニット化という考えはない｡ A特養をユニット基準に合う建物に改修す

る場合,建築条件が厳しく,増築等が困難であり, 4床重の個室化に伴う定員減,また,

複数のユニットリビングの確保も困難であるといえる｡

6-2-2 A特養における活動概要

A特養において!平成17年5月より,施設職員と筆者ら共同で行った施設改修プロジェ

クトを実施した｡一連の活動を表6-2に示す｡活動期間は平成17年5月-平成18年

10月までの1年6ケ月である｡

改修プロジェクトは,第2章で提案している｢職員主導｣の改修プロセスに沿って進め

ることを施設側に提案した｡提案プロセスの基本方針は以下の通りである｡

(D 改修準備委貞会の設立

② 準備委貞会参加メンバーでの他施設-の見学会の実施

③ 準備委旦会参加メンバーでの定期的な施設改修検討会の実施

④ 本改修前の施設内での実践

A特養のおける主な活動は,施設の改修プランの作成と,その発表を平成18年7月に

神奈川県社会社協大会で行い,第2章で紹介した静岡県H特養-の見学会である｡上記の

提案プロセス基本方針の中で,実行したものは, ｢②他施設-の見学会｣と｢③定期的な

検討会｣のみであり,検討内容を実践し,その効果を検証する｢④施設内での実践｣が行

えていないこと,そして,改修計画の主体となる職員を育てることを目的とした｢①改修

準備委員会の設立｣が行えていない｡
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表6-2 A特養における取り組み一覧

凡例 L:見学会 ▲:検討会､打合わせ､ワークショップ ●:その他

改修準備委員会を設立できなかったのは,定期的な検討会を行うにあたり,施設側の意

向で,職員に負担なく行えるのは週一回のペースであり,毎週金曜日の15:00-17:00に

固定するため,参加職員が出勤していない場合は参加できない｡検討会を時間外に行う意

向はなく,検討会の開催日に出勤している職員で,日常業務をお粉内ながらの参加になる

ためである｡提案改修プロセスと大きく異なることになるが,なるべく多くの職員に参加

してもらうこととし,改修プロジェクトを開始した｡

しかし,改修準備委員会を設立できていないため,職員主体の活動とはいえない｡提案

プロセスにおいては,開始当初は筆者らが検討会を企画･運営し,その後は改修準備委員

会に主導権を移し,改修プロジェクトの活動方針の決定,運営を行ってもらうのだが,検

討会参加メンバーが固定できていないため,職員が｢専門的｣ ｢主体的｣に関わることが

困難であり,前回の検討内容を参加メンバーが把握できない問題もあり,改修計画の運営

主体が筆者らとなってしまっている｡検討会の司会を含む運営,検討課題の設定は最後ま

で筆者らが行っている｡職員の企画で実施したものは｢A特養における一連の取り組みを

外部に発表する｣ことのみである｡

また,本来なら改修プロジェクトの初期段階で実施することが望ましい他施設-の見学

会も,改修プロジェクトの最終段階で行っている｡これも施設側の意向で,他の施設に比

べ,職員数の少ないA特養において,日中に複数の職員を見学会に参加させることはでき

ないという理由であった｡
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･筆者ら主導の取り組み

改修準備委員会,つまり専門的に関わる職員がいないため,改修プロジェクトの検討方

針は筆者らが設定した｡施設側の要望と,事前アンケートの結果から職員の要望を明らか

にし,それらを解消する課題設定とすると共に,職員参加型改修プロジェクトの主目的で

ある, ｢活動を通して,職員に個別ケア,職規模ケアといった,時代に即した介護理念を

持ってもらう｣為に,グループケアユニットの考え方を取り入れた改修プランの検討を行

うこととした｡よって前半は,小規模ケアに関する勉強期間とし,筆者らがユニットケア

の説明, H特養, K老健の概要紹介と,職員の視点ではなく!利用者の視点で考えてもら

うためのワークショップを企画し,その後,職員と共にA特養改修プランを検討している｡

しかし,主体的に関わる職員がいないこと,前回の検討内容を把握していない職員が多く,

検討は職員の意見を元に,筆者らが作成したプランに,職員が意見を述べる方式で行って

おり,職員がプランを検討したとはいえない｡

6-2-3 各段階における取り組み詳細と職員意識

6-2-3-1 活動初期の職員意識

A特養改修プロジェクト開始以前に実施した事前アンケート(平成17年5月)において,

職員のハード,ソフトに対する評価,改修に対する意識を明らかにしている｡事前アンケー

トは!施設全職員を対称に行い, 15名(回収率:○%)の職員から有効回答を得た｡アンケー

ト項目は全36項目である｡

まず,職員の考える｢改修の必要性｣ (図6-51)に関して,多くの職員がハード面,

ソフト面でも改修･改革が必要であると回答している｡

図6-51改修の必要性に関する評価(事前アンケート)

I/＼-ド面(建築)の改築･改修の必要性

5,慕おいに 4,やや 3.どちらとも2.あまr) 1.全く 0.無回答

･g､要 必要 いえない 必要ない 必要ない

･改修が必要だと思う箇所(※複数回答)

･ソフト面(勤務体制等)の改革は必要か

5.慕おいに 4,やや 3.どちらとも2.あまり 1.全く 0.無回答

JE･要 ･E､要
いえない 必要ない 必要ない
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改修が必要な箇所(図6-51)として,職員があげる場所で最も多いのは,リビング

兼食堂(10人),次いでトイレ(9名)である｡入居者居室の改修の必要性をあげる職員

はいなかった｡

次に,ハード面の評価(図6-52)であるが,建物全体の評価では, ｢4.やや悪い｣

が最も多く,改修の必要性の指摘が高い｢リビング｣ ｢食堂｣ ｢利用者トイレ｣の評価も低い｡

図6-52 ハード面の評価(事前アンケート)

･

A特養ハード(建築)面の全体的な評価

4,やや 3.どちらとも2.やや 1.非常に 0.無回答
5･i常に4晶子3語長Elb2嘉子1暦

･A特養 利用者リビングの評価

5常こ4£予3｣顎Ltき2嘉子1常に0･#回答

･A特養 利用者トイレの評価

5･i幣こ4晶子3段差Eヤ2芸子1･墓幣o･鮒答

･A特養 食堂の評価

5･駅に4晶子3･L語麦汁2芸子1･欝に0･無回答

･A特養 スタッフ休憩室の評価

5･詐に4晶子3･tギ頴Eき2京子1･欝
4.やや 3,どちらとも2.やや1.非常に 0.無回答

リビング,食堂に関しては利用人数に対しての｢狭さ｣が指摘されており,トイレに関

しては｢使い勝手の悪さ｣ ｢トイレの少なさ｣が指摘されている｡

ソフト面(職員体制等)の評価(図6-53)では,現在の勤務体制に関しては｢3.ど

図6-53 ソフト面の評価(事前アンケート)

･現在の勤務体制の評価

5･欝に4晶子
3どちらとも 2,やや 1,非常に 0.無回答
いえない 悪い 悪い

･職員の数

5･詐に4孟子3儲E,i2嘉子
I.非常に 0.無回答
悪い
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ちらともいえない｣が最も多いが,職員の数に関しては, ｢4.やや少ない｣と感じてい

る職員が多いo 従来型における勤務体制には,それほど不満を感じていないが,職員が多

いことを望む職員が多いといえる｡

次に,ユニット化に関する質問であるが,事前アンケートの段階で,｢ユニットケアを知っ

ている｣と回答した職員は10名(全体の66.6%)であった｡しかし,ユニットケアに対

する理解度は,｢言葉だけは知っている｣ ｢本で読んだ｣ ｢見学したことがある｣様々であっ

た｡ユニットケアを導入した場合,利用者の生活に変化があるかの評価(図6-54)では!

｢変化がある｣と回答する職員が多く, A特養-のユニットケア導入の必要性に関しても,

｢必要｣と回答する職員が多い｡しかし,施設内の全室個室化の必要性(図6-55)では,

評価は高いものの,コメントを見ると,｢個室は理想ではあるが,目が届かなくなる｣といっ

た意見が多い｡

以上より,事前アンケート時点の職員意識をまとめると,ハードに関しては,食堂,リ

ビングの｢狭さ｣と,利用者トイレの｢使い勝手の悪さ｣と｢少なさ｣が問題点としてあ

げられ,小規模化に関しては,ユニットケアに対して,ある程度の知識はあり,導入する

ことを望んでいるといえるが,小規模化,個室化に対しては,死角等の不安の方が大きい

といえる｡

図6-54 ユニットケア導入に関する評価(事前アンケ-ト)

･ユニットケアを導入した場合､入居者の生活の変化はあるか

5.おおいに 4.やや 3.どちらとも2.あまり 1.全く 0.無回答
ある ある いえない ない ない

･小規模生活単位型導入の必要性

■5のコメント

何もすることがなく､ボーつとしている時間が少なくなり､毎日生き生きとt

活ができると思うコ また小さな家事等もできれば脳cr)活性化につな庁こっていく
うっ

良い方向に変わるか､悪い方向に変わるのか未知ですが､変化があると思う､

方にする0)i)やはり介護者の力量によると思う⊃

●4のコメント

4人部屋に少しでt,不満を持っている利用者さんt)し､るから,

利用者同上の交流が増えると-Elカミ楽しくなるのではないかと思ったから-Fr

(一緒に調理したり一緒に行うことによって交流が増える)

だんだんと定員が増え,業務を優先に考えてきたため大切なことが置き去りミ
ているように思う】もう一度､そcr)人を中心に考えれば不可欠でけないだろ:

家庭的な雰囲気をより出すことができると思うっ
施設側のスケジュール生活｡現在の人は実際､裁しいユニットケアに馴染め/

がほとんどだと思うっ 措置どっぷりの利用者であり､職員意識である1新しく

る人のためにユニットを望む)

●3のコメント

利用者､家族等-打診したことがなく､未知数である)
■2のコメント

職員が少ないためっ

自立できる方が少ない｡

5.おおいに 4,やや 3,どちらとも2.あまり 1.全く 0.無回答
必要 必要 いえない 必要ない 必要ない

図6-55 全室個室化の必要性(事前アンケート)

･全室個室化の必要性
■4のコメント

1N=｣5)一 一人一部屋が理想だが､個室にすると眼が届きにくくなる可能作もある

5,i3串土､に4,モや 3,どちらとt,2.あまり

必要 必要 いえなL-､ー必要雇ぃ必要ない
I.全く 0.無回答

分かりませんが､全員に個室化が必要だと比思わない｡

短期入所暗も男女の部屋を心配して予約を取りきれない｣入院者の部屋をうめる際
に苦芳t'大きいっ その上,今は個室でなければ入りたくないと思う人t,多いから-
ある程度は必要｡プライバシーも守れるっ

ご利用者の中には個室が良い方も多いと思うため｡しかし､反対に個室よりi)jE在
のような4人部屋を好む方もいると思うので､アンケート等によるこ利用者-の対

応が必要であるっ
現在､カーテン1枚で仕切っている⊃ プライバシーはない〕

工3のコメント

個室化はプライバシ-の点でいいと思いますが､反面､孤独､孤立､引きこもりと
いった新たな問題を引き起こす恐れがあるのではないかと思います, (個室u)場合

ですが)

利用者の構成ヒ｡介護度4,5多数の場合､未知数なことがあるっ
見守りができにくくなるっ 人員が不足する｡

■2のコメント

ボケの進行,

さみしいのではなかしらっ 2人ならいいかな⊃
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6-2-3-2 勉強期間の職員意識

第2回検討会(平成17年8月26日)と第3回検討会(平成17年9月30日)は,ワー

クショップ形式で実施した｡テーマはそれぞれ｢将来自分が入るならこんな施設｣, ｢入居

者にどのような生活を送ってもらいたいか｣である｡前者は,職員が入居者の視点で,後

者はそれを踏まえ,職員の視点で自由に意見を出してもらった｡図6-56と図6-57が

それぞれのワークショップの成果物である｡

第1回ワークショップのコメントでは,r自分らしく生活したい｣というコメントが多い｡

｢他者との交流｣ ｢趣味を活かした生活｣ ｢自由な生活｣を望んでいる｡また,ハード面(主

として設備)の要望も多く, ｢清潔である｣ ｢明るい｣などの要望が多いが, ｢個室｣とい

う要望はそれほど多くはない｡

第2回ワークショップのコメントでは, ｢家庭的な環境｣ ｢その人らしく｣というコメン

トが多い｡ ｢家庭的な環境｣では, ｢家族との交流｣ ｢ゆっくりできる居場所｣望んでおり,

｢その人らしく｣では, ｢自由に生活｣できることを望んでいるといえる｡しかし,設備の

提莱や,こんな生活を送って欲しいという漠然としたイメージはあるものの,それを実現

するための具体的な手法を提案する職員はいない｡

ワークショップ後の第4回,第5回の検討会では,事前アンケートの結果と,参加職員

の意見より,活動方針を話し合っている｡職員の要望としては,前述のように,リビング,

食堂の狭さと,トイレの問題を,施設運営側からは元職員寮の有効利用について検討した

いという意見があり,これらから以下の2つの検討項目を設定している｡

① 特美都分のリビング,食堂の狭さの解消と,トイレの増設｡

② 元職員東部分を高齢者アパートに改修

これら2つに関して,筆者らが改修プランを考え,検討会ではそれについて議論をする

という方法で行うこととなった｡しかし,改修プランを作成しても,それを実施できる保

証がなく,施設側の姿勢はあくまで補助金が受けれる場合の改修というものである｡特に

高齢者アパートは, A特養建設時の職員寮部分は｢寮｣として申請されているため,特養

-の用途変更が困難なことが予想されるための案であり,高齢者アパートを作っても入居

者が集まるのか,家賃をいくらに設定するかなどは全く考えられていない｡あくまで様々

な可能性を探るための,改修プランの検討である｡
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図6-56 A特養 第1回ワークショップ成果物

三は･らし/,
交蕊 趣唖
寂しくなるよう亀吉兼蛙育って欲しくない -喫茶室があればいい｡
歩はり一人でいるよt).瓦と人とカ†*ま∋てい

るほう丑〈き汚しくTJ,'い0)ではないかと思うD

遣(のフロ7に行けば仲rnがいるとl.tう安心感

ま舌をよ(qlいてくれる人が亡＼たら姓しい.

軍鞍が友人が並びに東厄石JTt-ムが良亡ヽ｡
Elがさめたとき､ iiかがも＼て欲しい.

食事のとき,一人では壊しいので. -掛=食事
がモ苦ると良しヽ｡

態震t書,交主席を詩冬tF,くヾ

友人とも交;Rを発て姦_
蜜族カて栗や-:,ff[,'t軒と藍払でi′1な'v'･とr;-i.

｡

図6-57 A特養 第2回ワークショップ成果物

個室､ 2人都JEなど色々なタイプの居室.

禾fJどo)書棚があればし＼しヽd

ビデ麦などが見れるデヮ辛が狂いてあ石といい｡

趣味蓄積けられるA

漆喰電線ナ壱.,
亮澄が飲富)る､

自由
自由にお茶等を楽しd)る中

条しいプログラムに参加できる.

生活≡1ズム吾当分で決ゐ毒ぐ ≦農芸､選鉱1

申て){-い事を自由事こできる.(食琴､や碧;
葺;1竜,;;どら羊自由ヒ召きる､

た蓋.1,::斡至急,,
,'7毎々TがLたL'.,.

イン空一事t)I ♭i.く便え{=.

選挺=言絶ち糞婆斬.,

重宝にT.Llって-し藁葺.i.までいられTJと::と

05.08.26 A特養 WS ｢将来自分が入るならこんな施設｣

同じ新地内に昔族力!住んでしヽてくわたら､柾汲に暮らしていてもー緒に食事力1で

きたt)で普れl;だいい泰な.

アットホームな施政生着を送って欲しい.現時点でIま1貯なt'はモE/t:'を見るiI
或は食墓l=腰L)まず力{,ゆっくL)する居nZlがない0)でL新たにつくる必要がある

と患います｡耕盲舌重なg丑
tが改しい.

菜族寿l来たとき,一締こ過=せる.迫まL)も可能｡
もっと自由に過ごせるスペースb(あ石とよいと思う｡それf='けではfj:く.再生面

F二も先をつrlていきたい｡

生者菅tLを大切にして欲しい｡食事,入浴等好きな時間にできればよいと患う.

リラックススペース
･託せ元tある可境｡

掃除が禁で使いやすいキッチンQ

トイレ.廊下I=監視カメラが付いている

と様子が分かり.転倒防止につながると
思います亡

05.09.30 A特集 WS r入居者さんにどのような生活を送ってtましいか｣ ･ r望ましい介頚環境について｣
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第6章 1二tyト型への改修が困簸な事例での実践的な取1J組み

6-2-3-3 改修プラン作成時の職員意識

改修案の検討は,筆者らが作成した改修案に対して,参加職員に意見を出してもらう方

法で行っている｡前述の職員,施設側の要望と,現在の介護施設の特徴と,新たな介護理

念を説明し,個別ケア,小規模ケアを実践するプランを提案している｡

検討会では図面だけではなく,建築の知識が乏しい職員-の配慮として, PC上でのC

ADを用いたプラン検討(図6-58)
,職員だけでもプラン検討を行えるよう,1/100模

型(写真6-9)を作成している｡しかし,改修準備委員会を設立できていないため,会

の運営主体が筆者らであるため,毎回参加メンバーが変るため,前回の検討内容を把握で

きない職員が多く, ｢主体的に｣ ｢積極的に｣かかわる姿勢は見られなかった｡また,模

型に関しても,職員だけでプラン検討することはなく,筆者らが提案する図面にもそれほ

ど意見はない状況であった｡

･最終的に作成した改修プラン

特養の改修プランは2案作成した,改修案1 (図6-59)と改修案2 (図6-60)で

は,大きな違いはなく,若干の利用者定員増と,施設全体を9名-13名の5グループに

分け,従来型でユニットケアを実践するプランであり,参考事例であるH特養の改修方針

に近い｡また,トイレの増設,個浴の新設などを行っている｡しかし,居室に関しては,

個室を増設したのみで, 4床室の改修はない｡

リビングを′ト規模分散配置としたのは,主として筆者らの提案であり,以前のA特養は

大規模食堂に大人数で集まっているため,狭く感じるのではないかという提案と,他施設

での改修事例を紹介し,採用された｡しかし,職員の配置をどうするのか,見えない場所

が多いなどの指摘も多く,職員の総意であるとはいえない｡

トイレに関しては! A特養の広い施設廊下(3000m皿)の一部を1800mmとすることで,

数を増やしている｡トイレの増設に関しては,職員に異論はなかったが, 1800皿とする

廊下幅には最期まで疑問が残ったようだ｡

浴室に関してはl個浴を設置したいとい意見は,職員ではなく,施設運営者から出た意

見であった｡近年の主流であるため, ｢個別ケア-個浴｣という意見から出たものであっ

た｡しかし,職員はこれまでの大浴場,機械浴の経験しかないため,一般家庭の浴槽と変

らない大きさの浴槽で,果たして介助ができるかという疑問が残っている｡使い方の問題,

浴室が増えることで,入浴中のリビング職員数が少なくなるのではないかといった指摘が

あった｡

以上の職員の疑問点は,グループリビング,狭い廊下幅,個浴など,これまで経験した

ことがないところから出ており,プラン作成期間に,新たな取り組みを見学に行くこと手

案したが,勤務シフトの関係で行えず,疑問を残したままのプラン作成となった｡
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第6章
_2_ニット型への改修が困薙な事例での実践的な取り組み

図6-58 レイアウト考察に用いたパース

写真6-9 レイアウト考察に用いた模型
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第6章 1ニtyト型への改修が因数な事例での実践的な取IJ組み

図6-59 A特養 改修案1 (S=1/500)

● 2階概要

･利用者定員

Aグループ 9名(個室×1､ 4珠室×2)

Bグループ 13名(個室×1､ 4床室×3)

cグループ 13名(個室×1. 4沫室×3)

2階小計 35名

･トイレ8ケ所

･共同浴室(個浴) 2ケ所

2惟平面図

■ 1階概要

･利用者定員

Dグループ 9名(個室×1､ 4沫室×2)

Eグループ11名(個室×3､ 4床室×2)

1階小計 20名

･トイレ6ケ所

･共同浴室(個浴) 1ケ所

(機械) 1ケ所

(一般) 1ケ所

1仲平両国

188



第6章 1二tyト型への改修が困簸な事例での実践的な取り組み

図6-60 A特養 改修案2 (S=1/500)

■ 2階概要

･利用者定員

Aグループ 9名(個室×1､ 4床室×2)

Bグループ12名(4床室×3)

cグループ13名(個室×1､ 4床室×3)

2階小計 34名

･トイレ8ケ所

･共同浴室(個浴) 2ケ所

2時平両国

I 1階概要

･利用者定員

Dグループ 9名(個室×1､ 4床室×2)

Eグループ12名(4床室×3)

1階小計 21名

･トイレ5ケ所

･共同浴室(個浴) 1ケ所

(毛幾械) lケ所

(一般) 1ケ所

1甫平面図
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第6章 1ニ､y卜型への改修が困難な事例での実践的な取り組み

高齢者アパートプランは(図6-61), 2DKが1世乱1LDKが1世乱1Kが2

世帯分の計4世帯で作成した｡ 2DK, 1 LDKは夫婦での入居を想定し, 1Kは単身者

を想定している｡これも主に,筆者らが既存プランを考慮し,比較的経済的な改修方針を

提案している｡当初の施設側の高齢者アパート計画は,既存の間取りをそのまま活用する

案であったが,法制度上 アパートとして認可されないため,アパートとして成り立つプ

ランとした｡

高齢者アパートプランは作成したが,プラン検討をしている段階から,アパートとして

成り立たたせるための必要条件を説明するたびに,実現の困難さ,当初の｢改修費用をな

るべくかけず｣ということの困難さが浮き彫りになり,プランの作成だけに終わっている｡

図6-61 A特養 高齢者アパート計画 パース

以上,作成した改修プランの一部でも,施設内で実践的に取り組むことを提案したが,

改修にお金をかけられないという施設側の意向があり,部分的にも実施できていない｡採

取的にっこの改修プランを,神奈川社協大会で発表し, A特養での参加型改修計画を終了

した｡
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第6章 1ニット型への改修が困簸な事例での実践的な取lノ観み

6-2-3-4 見学会の実施と職員意識

定期的な検討会の実施は終わり,最期に改修施設の見学会を実施できた｡見学先は参考

事例である静岡県H特養注6-3である｡参加メンバーは4名で,施設長,ケアワーカー,

看護師,相談員である｡相談員は一度も検討会に参加していないが,それ以外は比較的検

討会-の参加度が高い｡

A特養改修プランは, H特養の改修と非常によく似ており,実際の改修施設を見て,職

員の意識にどのような変化が見られるのかを明らかにするために､見学会参加職員-アン

ケート調査を実施した｡

まず, A特養職員によるH特養の評価(図6-62)であるが, H特養の改修自体の評

価は高く,見学会に参加して自身にメリットがあったと回答している｡しかし, A特養の

改修プランでは取り入れていない, 4床室の準個室化に関しては,実際に見ても評価は低

いo 4床室の準個室化の評価は王｢3.どちらともいえない｣が多く,コメントを見ると,

仕切ったことで狭い,外が見られないというものが多く, H特養の準個室化をA特養で行

いたいかの評価でも, ｢思わない｣という回答が多い｡ ｢カーテンで1人になれる｣ ｢圧迫

感がある｣などのコメントがあり, A特養職員は,個室によるプライベートの確保よりも,

｢広さ｣ ｢明るさ｣を望んでいるといえる｡

また,準個室化は別として, H特養のような改修をA特養でも行いたいかという設問で

は,無回答が2人, ｢3.どちらともいえない｣ 1名と,はっきりとした意見は出ていない｡

改修費,人材等の現実的な面を考慮しての判断といえる｡

図6-62 H特養見学会の評価1 (見学後アンケート)

･

H特養で行った施設改修の評価 ･見学会の参加は自身にメリットがあったが

大変よく改鯵されているとfi,里うが,旧来のところもあった挽こ思う, A-1 (相談員了

無理に仕切ったことが.圧迫感と思える｡

従来型の施設ボナっかl)様変わ+)していることに誓いた.

凡例: 5.非常に良い4.やや良い3.どちらともいえない2やや悪い1非常に悪い

･

l1特養 4床室の準個室化の評価

凡例: 5.非常に良い4.やや良い3.どちらともいえない2やや悪い1.非常に悪い

･ ⅠⅠ特養の様な施設改修をA特養でも実施したいか

凡例: 5.おおいに患う4.t5や思う3.どちらとtL＼えない2息まL)思わない1.まった(な思わない

大掛かりな改彦と思っていなかったのでc自分プ咋で部分的なことばfJ.り考えて

いたL__

_㌔

旧式の施設でも大きく変れると分かった｡

凡例: 5.おおいにあった4,ややあった3.どちらともいえない2.あまL)ない1まったくない

･

A特養でも4床室の準個室化を実施したいと思うか

凡例: 5.おおいに思う4.やや思う3.どちらともいえない2息まり思わない1.まった(な思わない

191



第6章 ユニtyト型への改修が困簸な事例での実践的な取1J組み

また,自由記述による回答(図6-63)では,改修を行ったH特養に対しては,概ね

プラス評価であることが分かる｡また, ｢仕切る｣ことを積極的に行っていることに,自

身の施設とのギャップを感じている職員も見られる｡

しかし,ユニットケアに関する評価では, ｢個室の密室化の問題｣ ｢4床室には動線が短

いというメリットがある｣｢寝たきりの人にはいつも回りに人がいたほうが安心できる｣｢窮

屈な空間はいかがなものか｣等の意見があり,ユニットケアに対してのプラス評価は見ら

れない｡また, H特養とA特養を比較して思うこととして, ｢A特養はどこにいても人の

姿が見える｣ ｢H特養は静かで, A特養はにぎやかで活気がある｣など,一部の職員にA

特養の方をプラス評価しているきらいがある｡改修計画に参加しても,見学会に参加して

も,ユニットの利息 個別ケア,小規模グループ-の理解度,意識の向上はほとんど見ら

れなかったといえる｡

図6-63 H特養見学会の評価 自由記述(見学後アンケート)

･ H特養見学会において,最も印象に残っている事柄

･従来型のままユニットケアを導入したIi特養をどう思うか

･ H特養とA特養を比較して

6-2-3-5 最終的な職員意識

最期に, A特養職員に対して,作成した改修プランの評価,これまでの一連の取り組み

に対する評価を行う最終アンケートを平成18年10月に実施している｡施設の全職員を対

象に行い, 28の有効回答を得た｡

まず,改修案1の評価(図6-64)は｢4.やや良い｣が多く,コメントを見ると,評

価の基準となったのは,トイレの増設であることが分かる｡リビングが増えたことで,広

くなることを評価する職員はいるが,小規模グループ化,リビングの分散配置に対してコ

メントをする職員は見られない｡
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第6章 1ニtyト型への改修が困顛な事例での実践的な取TJ組み

図6-64 改修案1の評価(最終アンケート)

P弓

5･詐に1孟子3漂鳥Eき2宗デl僅常に0潔回答
凡例 ■ :見学会参加鞍員(4名) [コ:その他の職員(24名)

■5のコメント

個室が増えているため,プライバシーの配慮が行える〕

個室が増えているっ 小グ/レ-プで生活を送ることができる⊃

■4のコメント

1Fに介護ステーションをなくしたcr)は面白いっ職員はついステーシ

ョンに集まってし蓋う傾向がある,ユニットケア対応だと入居者と共

に過こすスペースで自分の仕事(記入等)もすればよいわけで･
･ ･

1F, 2F共個室を増やしたのは良いと思う〕ショート糾用の場合,個室を希望

する方t)多い｡また,個室での生活を望んでいる方も多いのでは)グルー7■ニ
とにトイレがあり,個室t'あるのでっ しかし,廊下が狭いのではないか｡

トイレの工夫と動線.人材があれば介護に上夫が見られる- (見)トイレ,浴

室,グル-プ化の充実が図られ, QOLの向上を目指すことはできた, (見)

文化祭等で家族の方々が参加する催しの時に1 Fの利ffiスペ-スカ,狭くないです

か.現在の静養室のような個室が1Fに2宅あるのは良いのではないでし1うか

尚,洗面所はグループごとに設けられるのでしょうか.

1 F食堂が居室に近くなったので,テレビを見ている利用者の比`守りができる

食堂への移動時間が短縮できる)
最近の傾向にf/.,tつて個室を増設することは良い案だと,BIL_].ラ

食堂(1F)として利用していた部屋が見当たらないのですカミ,どcF)ように改良

されるのですか｡

トイレが多くなった｡
1階に個室カミ4室あり良いと思うっ

問題とされていた水回りの部分が改善されていて良いと思う〕

■3のコメント

トイレの数がたくさんあるのはとてもよいことだけど, 1Fは寮母毒牙iないU)El

少し不安ですっ

個室の面積が狭くないかっ

浴室が増える分,職員の数が足りなくなる,利用者El喜ぶ,ショートU)方Lポ亨

に)

ところが,今まで

;,どのように改良

改修案2の評価(図6-65)は｢4.やや良い｣が多く,コメントでは同じくトイレの

増設を評価している職員が多いが,逆に問題点として｢トイレの数が多すぎる｣とする職

員が見られる｡また,寮母室がないことに不安を感じていること,廊下幅(1800mIⅡ)の

狭さを疑問視する声が見られる｡

図6-65 改修案2の評価(最終アンケート)

"

T1.

柑

8

8

4

去

5億幣こ4蒜:予3語左ttヤ2宗デ1僅幣o･無回答
凡例 ■:見学会参加職員(4名)[コ:その他の稚貝(24名)

■4のコメント

1Fにトイレ5-6箇所は多い｡ (現在1Fで生活している方々のADL

を考えて)圭た,改修後t,医務室が1Fにあるので, lF入居者のカラ

ーは現状と大きく変らないと考える⊃

グループごとにトイレ/Jミあり,個宝モ)あるので〕しかL 廊fが狭いCT)ではな

いか｡

介護に工夫庁ゝ見られると思うから｡ (見)

トイレが多くなったこと,共有スペースが多くなったこと, (見)

改障案1と同様の上,グループ人数に偏りがなく,均等である(1F. 2Fと

ち) (見)

改瞳案1に比べ,個室が減っているっ

1 F食堂が居室に近くなったので.テレビを見ている利鞘者c/)見乍りかできる=

食菅-の移動時間が短縮できるっ

改修案1に比べ,個室が少ないっ 他は1と同Cで良いと思う⊃

2階に入居されている入居者は.比較的自立されている方が多い為.個室を増

設すること【iできないのだろうか｡

問題とされていた水回りの部分が改善されていて良いと思う.

L3のコメント

現在の静養室のような個室/j;1Fにt) 1室は必要ではないでし,iうか (末/qj症

状の方のため)
,個室に入っていただいた方が良い方や.希望される方′川手来

多くなるのではないかと思いますと,個室は-1-5茎あ--7ても良い〝)でETtない

かと思います,

トイレの数がたくさんあるのはとてもよいことだけど. 1Fは'#母妄;/JミないCT)(i

少し不安です-

2陣賢にt)個室があり,自立している方など落ち着きたい暗, TIFJ糟でき†更羊rj,

1階. 2階とt,に個室が少ないと思う,

グループケアを取り入れた改修案の評価(図6-66)は評価が高いといえる｡コメン

トを見ると,小グループ化の効果を知っている(理解ではない)ことが分かり,事前アン

ケートと同じ結果である′といえる｡

図6-66 改修案に小グループ化を取り入れたことの評価(最終アンケート)

■4のコメント

‥

ほ

川

8

8

4

N

4

iN=28) 職員の人数の問題があり,なかなか厳しい現状があるu)でLL個人的には小規

51i幣こ
4.やや 3どちらとも2.やや l.非常に 0,無回答
良い いえない 悪い 悪い

凡例 ■ :見学会参加職員(4名) □ :その他の職員(24名)

■5のコメント

小グループにすることによって,利用者へ目が配りやすい,

個人差に対応できると思いますっ

利用者にとって過ごしやすい｡

模グループ化は大賛成ですD

介護力がアップするのではないでしょう7L)i, (見)

トイレ,浴室が増えたことによって,ゆっくり.トイレ,入俗に入っていたた

けるので托⊃ (見)

グループケアの評価はまだ確立されていないのでよく分からないが,生活形態

としては集団的でないほうが,より自然な暮らし方といえるのては〕 (見)

食堂が広くなっているのは評価に値し,また,全休が汚れるようなことがなく

なり,汚れやすい所が限定できて.了帝繋感のあるスペース(室〕が増えそうに
思う〕

･ト規模グループだと,利用者さんのことが広く見えるから良いと思う1

プライバシーを配慮することができる〕個人の生活の尊重が4iえる,

現段階より,小規模グループ化したほうが,ご利用者様に目が届きやすいと思
/---

■3のコメント

介護にこれがベストということはないと思うので,全てを′ト規模グループに分
けてよいものか,介護者にこれ以上の負担が考えられる_.
目が行き届かなくなる,
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第6章 1ニtyト型への改修が困難な事例での実践的な取り組み

改修案1, 2のいずれかで改修することは｢利用者｣にメリットがあるかの評価(図6

-67)は高く,多くの職員がメリットがあると回答している｡コメントを見ても,,｣､グルー

プになることを歓迎している｡

図6-67 改修案1,2で改修することは利用者にメリットがあるか(最終アンケート)

5.おおいに 4.やや 3.どちらとも2.あまり 1.全く OJ無回答
ある ある いえない ない ない

凡例 ■:見学会参加職員(4名)□ :その他の職員(24名)

■5のコメント

配慮が目に見える形となっているコ

小グ/レ-プ化により,利用者に対して細やかな対応をすることができ

る1利用者t)落ちつくと思うD

■4のコメント

個室が増設される｡ユニットケア対応により,行き届いた介護が期待
できるD 今までと生活パターンが大きく変るので,慣れるのに時間が

かかる方もいるのでは(落ちつかなくなる)

多分,多くあると思うが,メリットが出る処遇を目指すうえでの人材
に不安がっ (見)

トイレが手前にあって安心できるo迷惑をかける利用者さんをそうでない方か
ら離して,適宜入れ替えやすくなるように思います, (個人の尊重が高まる)

汚れやすいところが限定できて,共用部分が清潔になるっ

′ト規模グループ化によって,-一人一人の生活リズムを作ることができる｡

小さな部屋を作ることで.夫婦の利用者t'利用できる)

トイレの類が多くなった､⊃少人数制になるので,職員の目が行き届くようにな
るっ

施設が改修されれば,短期利用者様t,入ってくる人が多くなると思う｡また,

利用者様の気持ちも違ってくると思う,
トイレ等が多くなる｡

トイレが増えたことは非常に良いことだと思います)

ゆっくり落ちついて入浴したい方はとても喜ぶと思います⊃

2階にt,浴室カ;あり,生活しやすいと思う,

話すきっかけ等が生まれると思う.⊃

■3のコメント

車椅子で好きなように動いていた人が,行動狭くなったりする) (見)

新しい環境になり,利用者さんにも良い刺激になると思うけど,慣れるのに時

間がかかると思う｡

寝たきり状態の方にはメリットはないと思う⊃

■2のコメント

元気な方1人で出来る方は良いのですが,人の手を借りなければいけない方等

に関しては,メリットはないと考えます､つ

■0のコメント

トイレ,浴室が増えるのは良いことだと思うが,どこまで生活しやすくなるか

はわからない｡

改修案1,2のいずれかで改修することは｢職員｣にメリットがあるかの評価(図6-

68)でも同様の傾向が見られる｡

図6-68 改修案1,2で改修することは職員にメリットがあるか(最終アンケート)

12

1O

t}

5.恭おいに 4.やや 3.どちらとも2.あまり 1.全く 0.無回答
ある ある いえない ない ない

凡例 ■ :見学会参加織員(4名) □:その他の蒋艮(24名)

■5のコメント

職員の仕事に対するモチベーションがあがる,

■4のコメント

ユニットケア対応なので,個々の職員がもっと責任ある介護を必要と
され,自己のレベルアップにつながると思う｡また,入居者ともっと

密に接することができる｡

小グループに分けることで,職員が担当するスペースが狭まり,負担が減る｡

少人数で動線が短い分,介護に工夫されると思えるl (見)

汚れやすいところが限定できて.掃除が楽になる,

環境が変ることで,仕事に対する姿勢を見直すことができる】
細やかな対応ができる,

改暦することによって.色々な面で,何t,かもが使いやすいと思う,

小グループ化されていて,目が行き届きやすいので良いと思う〕

介護しやすい状況になるので｡
■3のコメント

処遇方法の転換には苦労t,伴うと思う3 (見)

利用者さんだけでなく,職員にi,,環境が変り,良い刺激,勉強になると思う

けど,実際行うとなると,理解するのにたくさんの時間がかかると思うからっ

良い:動線が短くなる,惑い:トイレ,風呂場の掃除fJミ増えるっ
職員にメリットがあるか否かについては分かりかねるが.居心地の良い居住空

間を目指すという部分に意味がある｡

職員を何人配置するか,利用者の介護度をどう見るかでメリットー デメリット

があると思う,

■2のコメント

緊急時の対応ができない⊃

■0のコメント

実際に働いてみないと,どうとも言えず,分からないo (見)

しかし,改修することで,利用者,職員それぞれにメリットがあると回答する職員が

多いにもかかわらず,改修案1, 2のいずれかで改修を行いたいと思うかの評価(図6-

69)では評価がわれ,｢3.どちらともいえない｣ ｢0.無回答｣が多い｡改修を望む職員は,

建物の老朽化を理由に挙げ,中庸,反対は｢自分が入れといわれても拒否する｣ ｢行事を

するスペースがない｣ ｢職員の仮眠場所がない｣等の意見がみられる｡

194



第6章 1ニtyト型への改修が因数な事例での実践的な取り組み

図6-69 改修案1,2で改修したいと思うか(最終アンケート)

■5のコメント

(N=28)一 連物老朽化i)運んでおり,個人の生活を尊重するためっ

施設建物t,老朽化が進んでいるため,この計画案は良い機会だと思う,

なるべく早い段階から取り組んで頂きたいJ他に改睦案があるので往ないだろ

--一----------8

4-
----4

5.おおし､に 4,やや 3,どちらとも2.あまり 1.全く 0.無回答
思う 思う いえない 思う 思わない

凡例 ■ :見学会参加職員(4名)ロ:その他の職員(24名)

うか｡

II4のコメント

改修はしたい) (見)

利用者さんにとって,食堂,トイレが身売になる｢
改修したいと思うコ13のコメント

機能的には良いが,スペース的な問題がある｡

もっとユニットケアに/jいて勉強し,理解してから行いたいからっ
相対的な意味はない】

廊下が狭くなってしまうから⊃

■2のコメント

i)し自分が入れといわれても不安で拒否です,

■0のコメント

全作で行う誕生日会等のイベントを行うスベ-スがないのでは･ ･ ･
っ 現在,

夜勤者の仮眠を1F(乃ステーションでとっているが,それはどうするか(1F奥

の宿直室だと,居室で何かあってt,聞こえない遠すぎる位置) ⊃ 男女共々ロッ

カー′レ-ムがない,

また,改修案1,2のどちらかで改修は可能だと思うかの評価(図6-70)では,ほと

んどの職員が｢分からない｣と回答している｡コメントを見ると, ｢経営側の意見がはっ

きりしない｣ ｢コストの問題｣ ｢職員の数,質の問題｣をあげており,改修に対してのメリッ

トはあると理解しているが,経験したことのないこと,現実的な問題があり,不安がある

といった職員意識といえる｡

図6-70 改修案1,2どちらかで改修は可能だと思うか(最終アンケート)

可能 不可能 分からない

凡例 ■ :見学会参加職員(4名) ⊂]:その他の職員(24名)

■可能

グループ同士の交流は可能｡個人同上の交流も可能でしょうし,現在の皆さん(利用者)

も4-5程度のグループに分かれているように思います)

計画案が具体的,現実的な案だと思うっ

改低は可能だが,運営をしていく上でEi職員の人数が足りない)

■不可能

平米数で不足するのではないかっ1Fについて｡ (見)

■分からない

トップの考えがはっきり分からないので｡

可能とは思うが,工事中利用者はどうするのか疑問,

独身寮の課題が残っているコ 改修費用の問題もっ(見)

コスト面についての問題があるためコ

コストの問題が絡んでくる為⊃

ユニットケアにするにEi,従業員i,多く必要だと思うのですが,行き届かない辛が多分に
あると思うので｡

トイレが増えたことによって廊~Fが狭くなってしまうし,コスト面t,あるのでっ

また,改修に対して,多くの職員が不安を感じている(図6-71)ことが分かる｡ ｢ない｣

と回答した職員のコメントはないが, ｢ある｣と回答した職員のコメントでは, ｢予算と人

材の問題｣,特にコスト面の問題をあげる職員が多く,施設運営側の問題意識(改修費の

問題,補助金の有無)が施設の職員に伝わっていることが分かる｡改修費用が確保できな

ければ,改修は行えないのだという考えが職員にあるといえる｡

図6-71施設改修に対して不安はあるか(最終アンケート)

有る ない 無回答

凡例 ■
:見学会参加職員(4名)口:その他の職員(24名)

■有る

予算と人材に工夫があればっ (見)

個別化したとき,意変時すぐ発見できるか,職員数はどうかっ 自分が寝たきりになった

時.天井と壁とカーテンだけを見て生活していくのかと思うとy]ない⊃ (職員意識を変え

なければ･
-これは現状の私7善が改革しなければいけないのですが)

(見)

費用のこと｡改修結果として良い方向を求めるが故,不安も】 (見)

･J､櫨模なグループ分けの利用者さんの配置によっては,職員の目が食事時,トイレ誘導の
際に届かないことが起こるのではないかっ 現在はそれなりに機能的で旨く運営されている

と思いますっ ただし,監視の目がたりないことで転倒などがあるように思います,食堂,

トイレが増えて監視がおろそかにならないか不安ですっ
コスト面についての不安っ 改修期間,ご利確者にどのような影響を与えるのか｡

部分部分で改修するのかっ そうした時の動線,立ち入り不可部分など出てくるので不便に

なるだろうと思う,また.利用者i)改修前後に戸惑いを感じて不穏になるのでは⊃ (生活

が変るので)

改瞳工事を行う際の利用者-の対応がどのようになるのか不安です〕

自分でユニットには入りたくない不安要素がいっぱいだからですっ 発作等起こした場合,

時間がどんどん過ぎていくとその様な不安まだいっぱいあります】

今まで生活していた場が変るので.利用者f)ミ混乱してしまうのではないかっ

工事の書等でご利用者様が不安に思わないかっ
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第6章 1ニtyト型への改修が困逢f:a:事例での実践的な取り組み

もちろん新たな介護に対する不安もある｡ (図6-72)個浴を導入したいかという設問

では,入居者のプライバシーを確保するために導入したいという職員が多い一方で,浴室

の増設による人員確保の問題,現在の利用者に対して,個浴が本当に有効なのかを指摘す

る職員が多く,開始当初からの疑問点を解決できなかったことが分かる｡

図6-72 個別浴室を導入したいと思うか(最終アンケート)

▼⊂l

戸｣

5.おおいに 4.やや 3.どちらとも2.あまり 1.全く 0.無回答
思う 思う いえない 思う 思わない

凡例 ■ :見学会参加織員(4名) [コ:その他の職員(24名)

■5のコメント

大人数で,いt,を洗うようで,とてt,やりきれませんD (見)

家庭風呂を思わせるから】
■4のコメント

今後の事を思うとあったほうがいいと思うJ (見)

個浴の考え方t,,もう少し検討の必要あり｡ (見)

一人一人のプライバシーを守ることができるっ
自分で入れる人がゆっくり入れるため｡

個人が気ままに風呂に入れることができるため｡

自立者の希望にこたえられる｡

自立していて, 1人でゆっくりしたい方t)いる⊃

1人で入浴されたい方t)いらっしやるかt,しれないのでD

■3のコメント

設置は良いと思うが,現入所者を考えて,利用できる方々は少ない｡また,価
浴を導入した場合一現職員でEi対応しきれないし,勤務内容t'大きく見直しが

必要っ

浴室が多くなれば,それだけ介助人数が増えるが,確保できるのかどうかD
利用者にとってみれば,好きな時間にお風呂に入れるけど,職員は1人1人に

対して見なくて(iいけないから大変だと思う】

スペースの問題があるため｡どちらとt)いえないっ

入浴は大きな負担を伴う｡

現在,個料こ入れそうな御利用者が少なく,これから先^L)1一の低下に伴い,どん
どん減っていくと思う⊃

●2のコメント

現在の一般浴で不満をあまり聞かない｡

Al】Lの低下により, 1人で入れる人が少なくなってきているから,

利用者様がコミュニケーションをとれるような大きなお風呂が良いと思う】

回答の傾r6],コメントにめったく変化が見られない項目もある｡図6-73は, A特養

の改修の必要性の評価であるが,評価自体は事前アンケートと全く変化がなく,多くの職

員が改修の必要性を感じているが,コメントを見ると,その判断理由が,事前アンケート

と全く変っていないことがわかる｡多くの職員があげる理由として!施設の老朽化があり,

また,設備面の使い勝手,汚れやすい廊下,トイレの問題など変化がなく,これまでの活

動でテーマとなった,利用者の利便性の向上,生活空間の向上,小グループ化,個別ケア

というコメントはまったく見られない｡

図6-73 A特養の改修の必要性(最終アンケート)

5,おおいに 4,やや 3.どちらとも2,あまり 1.全く 0,無回答
必要 必要 いえない 必要ない 必要な

凡例 ■ :見学会参加接員(4名) □:その他の職員(24名)

■5のコメント

生活動線も悪い｡
不必要な空き部屋が(使用していない場所)あるので,利用の価値は

あると思う｡ (見)

時代にそぐう施設であるために,整備は必要｡ (見)

建物の老朽化の問題o 働く上で,不便な面も多い)例えば空間の挟さ等ユ
施設建物の老朽化が進んでいる】室内が暗いっ もう少し採光が欲しいっ

利用者の介護度も変っており,建物の雨漏りや破乱 不足などっ

老朽化

設備が古くて.利用者の方にも職員にも不便がある｡

P4のコメント

動線が長い〕 (見)

リビング,食堂,廊下が全体に汚れやすく,掃除の頻度が高い〕
狭い,機能的でないっ

使われていないスペースの活用をして欲しいです⊃

トイレがもっとあったほうが良い｡
改惨すれば広く,何もかもが使える3

年数が経過しているためD

重要な所からの部分改修が必要)

トイレの改修お願いしたい｡

古い施設なのでっ

トイレに問題があるので｡

■3のコメント

現状でt,いいのかなあ-とt'思ったりする⊃

次に, A特養改修の最大の懸案事項である,改修費用,補助金の有無に関しての評価(図

6-74)であるが､補助金がもらえなくても改修を行うべきという意見が数名見られるが,

自己資金で改修した場合,経営ができなくなるのではないかといったコメントが目立ち,

はっきりとした立場を示せていない｡改修に対する具体的なイメージが,職員に育ってい

なかったといえる｡
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第6章 1二tyト型への改修が困簸な事例での実践的な取1J組み

図6-74 改修補助金がない場合でも改修を行う必要があると思うか(最終アンケート)

施IikIL機能が良くなれば,より良いサービス提倶ができると思う

!

け

ー｡

8

8

4

ヱ

(Nこ28)一 現状が悪いとは思いませんが,不便なところは直して,汚れが目立つトイレ,

5.おおいに 4.やや 3どちらとも2.あまり 1,全く 0.無回答
思う 思う いえない 思わない 思わない

凡例 ■ :見学会参加職員(4名) ⊂]:その他の職員(24名)

■5のコメント

小規模施設, E]然に恵まれた環境.良いところEiいっはいあるっ 今か

ら再び人気が出てくると思うので,ぜひ発展させてほしいっ もし自分

だったら,小さい施設で気どらない,そんなところで過ごしたいと思

うっ

食堂が狭い､つ冷暖房が不備っ 洗i召機老朽化馬屋音,

■4のコメント

ご利用者の暮らす家であるため,生活の質を向上させていく必要があ
ると思う､

食堂は掃除しやすい配置(位置t,出入しやすいと掃除t)楽)にしてきれいに保

ちたいっ 利用者の生活の質にかかわるため〕
経営の問題にかかわってくるためっ 施設は今選ばれる時代である⊃ 1人でi)多

くの利用者に受け入れていただけるようにしていかないといけないlそれらc[)

意味を含めて補助金がもらえない場合でも改Ir5できる範囲で行うべきだと思う〕

国は今.医療,福祉面でコストを削減しているため,補助金が~Fりるという期

待仕あまりできない,

■3のコメント

自己資金で改修した場合,今後の経営が気になるj

今すぐにでなくても良いと思う)ユニワトケアについてもっと勉強し,理解し

てから行っても遅くはないと思う,

改修費については分からないっ

故障にかかる補助金がもらえない場合札 無理に改修する必要はないと思うっ

■1のコメント

建物よりも介護者の利用者さんに接する態度が重要だと思いますっ改修費を人

件費や利用者さんに使っていただきたいと思います｡高品質のサービスをして

いれば建軌士古くても,口コミで利用者さんは集まると思います｡

経営に影響が出るのでっ

現状況だと,部屋をのぞくと4人様の顔に見えるっ あの方はこうだから大丈

夫,あの方はSPがからんでいると即観察できるので⊃

●0のコメント

経営ができなくなるのでは⊃ (見)

制度が未だ不確定にて先が見えず.資金投入には慎重にならざるを得ない⊃

(見)

最期に,A特養における一連の職員参加型改修計画に対する評価(図6- 75)であるが,

概ねプラス評価であり,自身の意見を反映できたというコメントも見られるが,毎回参加

したわけではないので,前回の話の内容が分からないなどの意見があり,やはり準備委員

会を設立できなかったことが問題となったといえる｡

図6-75 A特養改修案作成に至るこれまでの取り組みの評価(最終アンケート)

5債常に4孟子3｣与讃Eヤ2嘉子I,欝にO,無回答
凡例 ■ :見学会参加曝貞(4名) [コ:その他の織員(24名)

)5のコメント

スピードを持って進捗しているコ 定期的に会合している｡

よい方向に持っていこうと皆で話し合いの場が持ててよかった⊃

■4のコメント

その日,その日でしっかり決定されていることがある〕古い施設だけ

に,新しさを取り入れようとする姿勢o

自分が利用者側に立ってみたり,オーナーl札 職員側の視点で考えたことによ

って.よりよい改修案が出てくると思う⊃
(見)

発矧こあった独身寮の有効活用という目的が果たせなかった⊃ (見)

施設改修の検討会において,多くの意見交換が行えている〕

職員全体で参加できているためっ

ここ3年で介護老人福祉施設が増設されていて.兵遠点として挙げられるのは,
個室化及びユニットケアにあるっ 他の施設に習い,個室を増設したユニットケ

アの導入を目指している部分と利用者のプライバシー保護の徹底を図面という

部分で大いに評価している,非常に良い改皆案であるっ

白由に発言できるコ また,その日のテーマが与えられて展開していくので良か

った⊃

■3のコメント

流れとしては良いと思う〕ただ,参加できる職員がいつも違うっ た主にしか参

加できないので流れがちゃんとつかめないっ 会議の内容が,参加できなかった

職員に伝わらない等,別な意味での問題があると思う,改修に対する興味.盛

り上がりにかける｡最初に｢己女睦にかかわるグ′レ-プを,)くりましょう｣とい

う話があったと思いますが,それi)なく･ I ･

どこまで積極的なのかっ (見)

検討会に1回しか参加してなくて,前回どれくらい話をしたか全然分からない
から)

積極的に意見が出なかったと思う}
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6-3 小活

以上,ユニット型-の改修が困難な事例として,東京都K特養,横浜市A特養における

取り組みの概要と,参加職員の意識変化を検証し,以下のことが明らかになった｡

･東京都K特養における取り組みに関して

提案プロセスの基本4項目である,改修準備委員会の設立,見学会,検討会,施設内で

の実践の内,見学会のみを実施できなかったが,改修準備委員会が改修計画の中心となり,

職員主体の活動を行えたといえる｡

最終的な施設改修方針の決定においては, Bリビング拡張シミュレーションの果たした

役割が大きいといえ, ｢職員には利用者,職員にとってより使いやすい空間｣を求める意

識が見られた｡しかし,ハード面の検証に終始したため,現行の職員体制,グループ規模

を維持したままでの改修方針となり,職員にソフト面での変革も考慮し,改修方針を考え

る姿勢が最期まで見られなった｡

参加職員の意識変化として,シミュレーション参加職員には,大規模ホールの評価に変

化が見られ,小規模なグループを望む意識は見られたが,それを実際の改修計画に反映さ

せようという姿勢は見られなかった｡その理由としては,職員のユニットケアに対する理

解不足もあるが,自身の施設での｢ユニット型｣が困難なことを職員が把握していたこと

で,ユニット型基準を満たす改修ができないのであれば,自施設でのユニットケアの実施

は困難という意識があったといえる｡

･横浜市A特養における取り組みに関して

提案プロセスの基本4項目である,改修準備委員会の設立,見学会,検討会,施設内で

の実践の内,改修準備委員会の設立,施設内での実践が実施できず,職員主導の括軌とは

なりえなかった｡

改修プランの検討においても,参加職員が毎回変るため,検討項目を継続して議論する

ことができず,職員の意見を反映させた改修プランとはなっていない｡また,改修案に対

する職員の評価は高いものの,実際に改修が可能と考える職員は少なく,改修後のハード,

ソフトに不安を感じている職員が多く,見学会に参加した職員には,他施設の改修,小規

模ケアの理念の評価は高いが,自施設での実施には不安を感じており,改修の具体的なイ

メージを職員が最期まで持つことができなかったといえる｡

また,築年数が古い施設であるため,施設運営者側に｢改修に費用をかけられない｣と

いう思いがあり,施設職員にもその考えが伝わっていたといえる｡職員には当初から｢施
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設を改修したい｣ ｢個別ケアを取り入れたい｣という思いは見られたが,資金面でのリス

クを負ってまで施設を改修し,新たな介護方針を取り入れたいとする意識は見られなかっ

た｡
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第ワ章 総括

本研究では,研究課題1として,従来型特養の改修において,職員参加型の改修プロセ

スを提案し,そのプロセスを,福島県N特養,東京都K特養,横浜市A特養において実践

し,参加職員の意識変化から職員に与える影響と,提案プロセスの検証を行った｡

また,研究課題2として,日常生活における言葉の概念である｢家庭的な環境｣ ｢その

人らしい様子｣に対する職員のイメージを写真を用いた調査を実施し,また,新たな介護

方針である,ユニットケアに対する職員のイメージと,職員の施設空間の考え方を,職員

による設計提案の分析を行った｡

以上の調査,分析から,以下の示す知見を得た｡

研究課題1に関して

･ユニット型-の改修を想定している施設での取り組み

福島県N特養においては,提案プロセス基本4項目である,改修準備委員会の設立,見

学会,検討会,施設内での実践を全て実践し, ｢将来のユニット化｣という当初よりの目

的に沿った取り組みを行い,改修プランの作成と,新たな改修方針の作成を行った｡

改修準備委員会が改修計画の中心となり,職員が活動方針,改修方針を決定しており,

｢職員主導の取り組み｣ ｢職員が主体的にかかわる改修計画｣となるために,改修準備委員

会の果たした役割は大きいといえる｡

他施設-の見学会は,自施設-のユニットケアの導入という目的を持って実施したため,

ユニットケアの具体的なイメージを把握すると共に,ユニット型の導入のメリット,デメ

リットを意識し,利用者負担の軽減,利用者の選択性という観点から,一部従来型を残す

改修方針に変化する要因となったといえる｡

改修検討会は,改修準備委員会職員が｢継続的｣に参加し,議論することによって,他

の職員と意見を共有し,施設としての改修方針,新たな介護方針を話し合うことができた

といえる｡

施設内での実践であるユニットシミュレーションにおいては,期間中,参加職員に意識

の変化が見られた｡一つは｢死角｣に対する意識が変化し, ｢職員の視点｣ではなく｢利

用者の視点｣で施設内環境を考えるようになり,もう一つは｢個室化の目的｣に対する意

識が,単なる｢プライバシーの確保｣から｢自室としての認識｣に変化している｡また,

より小規模なユニット定員を望む意識が見られるなど,ユニットシミュレーションが参加

職員に与えた影響は大きいといえる｡

また,改修準備委員会職員,西棟職員には!利用者に小規模グループ,個別ケアを提供

できることを｢職員自身のメリット｣として捉える意識が見られ,改修計画に参加してい
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ない職員との意識の差が見られた｡一連の活動,特にユニットシミュレーションを実施し

たことで,施設全職員のユニットケアに対する理解度,導入意識に向上が見られ,本提案

プロセスは｢施設のユニット化｣という具体的な目的を持っていたN特養においては,非

常に有効な手法であったといえる｡

･ユニット型-の改修が困難な施設での取り組み

ユニット型-の改修が困難な事例として,東京都K特養,横浜市A特養における取り組

みでは,提案プロセス基本4項目の内, K特養では見学会を, A特養では改修準備委員会

の設立,施設内での実践が実施できていない｡

K特養では, N特養同様,改修準備委員会が計画の中心となり,職員主体の改修計画と

なった｡しかし,ユニット化が困難なため,職員には｢小規模グループ化｣を望む意識は

見られたが,それを実践,導入しようとする姿勢は見られなった｡

A特養では,改修準備委員会が設立できなかったため,職員主体の改修計画にはならな

かった｡自施設での実践が行えなかったこともあり,小規模グループ化を望む職員意識は

見られたが,改修に対して漠然とした不安を感じており,職員は改修の具体的なイメージ

が育たなかったといえる｡また, ｢補助金が受けられない場合,改修はできないという｣

意識が職員に多く見られた｡

既存特養では,ユニット型基準を満たす改修が行えず,ユニット型ハードの導入が困難

な場合が考えられる｡特養にはユニット型,従来型の基準しかなく,それぞれに職員配置,

介護報酬が定められているが,従来型特養の改修には, --ドの改修は困難でも,ユニッ

トケアの理念である｢小規模グループケア｣ ｢個別ケア｣を取り入れるための支援が必要

であるといえる｡原則個室ではなくとも,グループケアを実施している施設の職員の増員

を行えるための支援,介護報酬の増額など,従来型とユニット型の間に,改修型特養に対

する段階的な新たな基準を設ける必要があるといえる｡

研究課題2に関して

･職員の日常生活に対する言葉の概念

グループホーム職員と,参加型改修計画を実施したN特養職員に共通する意識として,

｢家庭的な環境｣では家事を中心とした入居者の生活を, ｢その人らしい様子｣では入居者

の生活暦を把握した上で評価する傾向が多く見られた｡介護施設職員は自施設において,

入居者に自宅で過ごす様な雰囲気で生活してもらいたいと望んでいるといえる｡

全国のグループホーム職員を対象とした調査の特徴としては, ｢家庭的な環境｣は,調理,

買い物,食事といった｢食｣に関する行為や場所が多く見られた｡グループホームでは原

則的に毎日異なる食材と献立作成の作業があり,これまでのグループホームのイメージが
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やや固定化しているきらいが見られた｡

また,写真の様子を｢日常の風景｣と捉える事業所が多い一方で,写真の様子を｢非日

常の風景｣と捉えることができるコメントをする事業所が見られた｡ ｢その人らしい様子｣

では,入居者がそれまでの人生で培ってきた仕事であったり,得意なことであったり,趣

味などといったものを継続して発揮している場面が多く見られ,利用者の性格と合わせて

評価する傾向がある｡これらの背景には職員の｢入居者を理解しようとする姿勢｣が見ら

れた｡

N特養職員を対象とした調査の特徴としては,写真調査手法を,参加型改修計画の-プ

ロセスとして取り入れたため,調査前の活動や話し合いの内容が職員に影響を与えていた｡

｢家庭的な環境｣は,ユニットシミュレーションで取り入れた家事をする様子が多く, ｢そ

の人らしい様子｣は,家事や仕事を通して,入居者が個別の日課や役割を持って生活する

ことが概念の中心であり,施設内での取り組みが職員に与えた影響は大きいといえる｡し

かし, N特養では撮影場所は西棟建物内に限られており,外部空間での活動の様子を撮影

した写真が見られたGH調査との違いが見られた｡

これらの違いは, GHが建物内外を入居者の生活の場として捉えているのに対し, N特

養はあくまで施設内を入居者の生活の場として捉えていること,家事･仕事に関しては,

GHでは長年入居者の生活の中に取り入られているのに対し, N特養ではユニットシミュ

レーションを契機に,新たな試みとして取り入れたことであり,施設内での経験,施設形

態の違いから生じていると考えられる｡

今後の課題として,グループホーム職員, N特養とも,職員が撮影する写真は,比較

的元気に暮らしている入居者の様子を撮影した写真がほとんどであり,その様な生活,活

動が出来なくなった場合(認知症の重度化, ADLの低下)にも,入居者が｢家庭的な環

境｣で｢その人らしく｣生活するためにはどうするべきかを考えていかなければならない｡

また,職員に日常生活の概念を｢共有｣してもらうために,撮影した写真に関する話し合

いを行うことが不可欠といえる｡

･職員のユニットケアに対するイメージ,空間の考え方

ユニット型のイメージとして,全室個室化と一定の個室面積を確保するという認識は定

着しているといえが,共同生活室の仕様,面積にはばらつきが見られ,多くの職員が現行

基準よりも広い空間を漠然と提案する傾向がみられた｡

職員参加型改修プロセスを実施したN特養職員を対象としたことで,改修計画の参加度

合によって,ユニットケアの理解度,空間の考え方に違いが見られた｡改修計画に参加し

ていない職員は,従来型大食堂に個室を配置し,職員の見通し,死角を作らない計画が多

く, ｢スタッフとして働く視点｣で提案を行ってるが,ユニット研究会職員,西棟職員に

は小規模空間分散配置を行うなど, ｢利用者の視点｣で提案を行っているといえる｡

ユニット研究会職員,西棟職員には主体的な利用者の姿勢を望む｢積極的｣な個の尊重
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が見られた｡また,その他の職員がユニットに対して現在のN特養グループと同じ不安を

感じているのに対し,ユニット研究会,西棟職員は小規模グループ,小規模空間の利点を

意識した提案を行っており,改修プロジェクト,特に｢ユニットシミュレーション｣の経

験が職員の意識形成に与えた影響は大きいと言える｡

職員には,具体的な設計提案能九 建築に対する知識は乏しいといえるが,自施設での

改修計画に参加し,ユニットケアに対する理解を深めた職員には,提案図面と設計コンセ

プトに,自身がどのようなサービスを提供したいのかを垣間見ることができたといえる｡

新たな介護方針であるユニットケア-の理解を深めた職員の参加による施設改修プロセス

は,利用者,施設,そして参加する職員自体に,非常に有効であるといえる｡
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参考資料1

小規模生活単位型特別養護老人ホームに関する基準について

小規模生活単位型特別養護老人ホ-ムに係る最低基準及び解釈通知の対照表

○特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第46号｡以下｢最低基準｣

という)は,特別養護老人ホームが満たすべき最低限の基準を定めたもの｡

○また, ｢特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準について｣ (平成12年3月17日老

発第214号 厚生省老人保健福祉局長通知｡以下｢解釈通知｣という)は,最低基準の趣旨

及び内容を明らかにしたもの｡

○本表は,小規模生活単位型特別養護老人ホームに係る最低基準の規定及びこれに係る解釈通

知の該当部分を対照表にしたものである｡

○なお,小規模生活単位型指定介護老人福祉施設に係る指定基準及び解釈通知の対応表にはな

く,本表のみに記載されている事項については,左に※印を付している｡



第三章 小規模生活単位型特別養護老人ホームの

基本方針並びに設備及び運営に関する基準

(この章の趣旨)

第32条 前章(第12条を除く｡)の規定にかかわらず,

小規模生活単位型特別養護老人ホーム(施設の全部に

おいて少数の居室及び当該居室に近接して設けられる

共同生活室(当該居室の入居者が交流し,共同で日常

生活を営むための場所をいう｡以下同じ｡)により一体

的に構成される場所(以下｢ユニット｣という｡)ごと

に入居者の日常生活が営まれ,これに対する支援が行

われる特別養護老人ホームをいう｡以下同じ｡)の基本

方針並びに設備及び運営に関する基準についは,この

章に定めるところによる｡

(基本方針)

第33条 小規模生活単位型特別養護老人ホームは,入

居者一人一人の意思及び人格を尊重し,入居者-のサー

ビスの提供に関する計画に基づき,その居宅における

生活-の復帰を念頭に置いて,入居者の居宅における

生活と入居後の生活が連続したものとなるよう配慮し

ながら,各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関

係を築き,自立的な日常生活を営むことを支援しなけ

ればならない｡

2 小規模生活単位型特別養護老人ホームは!地域や

家庭との結び付きを重視した運営を行い,市町村,老

人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者そ

の他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する

者との密接な連携に努めなければならない｡

(運営規定)

第34条 小規模生活単位型特別養護老人ホームは,次

に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規定

を定めておかなければならない｡

一 施設の目的及び運営の方針

二 職員の職種,数及び職務の内容

三 入居定員

四 ユニットの数及びユニットごとの入居定員

五 入居者-のサービスの提供の内容及び費用の額

六 施設の利用に当たっての留意事項

七 非常災害対策

八 その他施設の運営に関する重要事項

第5 小規模生活単位型特別養護老人ホーム

1 第3章の趣旨

｢小規模生活単位型｣の特別養護老人ホームは,居宅に

近い居住環境の下で,居宅における生活に近い日常の

生活の中でのケアを行うこと,すなわち,生活単位と

介護単位を一致させたケアであるユニットケアを行う

ことに特徴があり,これまで｢居住福祉型｣と称して

きたものを,その特徴をよりわかりやすく表す観点か

ら改めたものである｡

こうした小規模生活単位型特別養護老人ホームのケ

アは,これまでの特別養護老人ホームのケアと大きく

異なることから,その基本方針並びに設備及び運営に

関する基準については,基準第12条に定めるところに

よるので,留意すること｡

2 基本方針

基準第33条(基本方針)は,小規模生活単位型特別

養護老人ホームがユニットケアを行うものであること

を規定したものである｡

その具体的な内容に関しては,基準第36以下に,サー

ビスの取扱方針,介護,食事など,それぞれについて

明らかにしているo

3 運営規定(基準第34条)

( 1 )入居者-のサービスの提供の内容及び費用の額(第

5号)

① 入居者-のサービスの提供の内容は,入居者が自

らの生活様式や生活習慣に沿って自立的な日常生活を

営むことができるように,一日の生活の流れの中で行

われる支援の内容を指すものであること｡

② 費用の額については,介護保険等の費用の内容の

ほか,ユニットの提供を行うことに伴い,必要となる

費用,日常生活等の上で入居者から支払を受ける費用

の額を規定するものであること｡



(設備の基準)

第35条 小規模生活単位型特別養護老人ホームの建物

(入居者の日常生活のために使用しない付属の建物を除

く｡)は,建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火

建築物でなければならない｡ただし,入居者の日常生

活に充てられる場所を2階以上の階及び地階のいずれ

にも設けていない特別養護老人ホームの建物は,同条

第9号の3に規定する準耐火建築物とすることができ

る｡

2 小規模生活単位型特別養護老人ホームには,次の

各号に掲げる設備を設けなければならない｡ただし,

他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該

小規模生活単位型特別養護老人ホームの効果的な運営

を期待することができる場合であって,入居者-のサー

ビスの提供に支障がないときは,次の各号(第1号を

除く｡)に掲げる設備の一部を設けないことができる｡

-

ユニット

ニ 浴室

三 医務室

四 調理室

五 選択室または洗濯場

六 汚物処理室

七 介護材料室

八 前各号に掲げるもののほか,事務室その他の運営

上必要な設備

3 前各号に掲げる設備の基準は,次のとおりとするo

-

ユニット

イ 居室

(1) -の居室の定員は, 1人とすること｡ただし,

入居者-のサービスの提供上必要と認められる場合

は, 2人とすることができる｡

(2)居室は,いずれかのユニットに属するものとし,

当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設ける

こと｡ただし, -のユニットの入居定員は,おおむね

10人以下としなければならない｡

(2)第1の6の(1)及び(3)から(5)までは,

小規模生活単位型特別養護老人ホームについて準用と

する｡この場合において,第1の6中｢第7条｣とあ

るのは｢第34条｣と,｢同条第1号から第7号まで｣と,

同(3)中｢第5号｣とあるのは｢第6号｣と,同(4)

中｢第6号｣とあるのは｢第7号｣と,同(5)中｢第

7号｣とあるのは｢第8号｣と読み替えるものとする｡

4 設備の基準

(1)ユニットケアを行うためには,入居者の自立的な

生活を保障する居室(使い慣れた家具等を持ち込むこ

とのできる居室)と,少人数の家庭的な雰囲気の中で

生活できる共同生活室(居室での居間に相当する部屋)

が不可欠であることから,小規模生活単位型特別養護

老人ホームは,施設全体を,こうした居室と共同生活

室によって一体的に構成される場所(ユニット)を単

位として構成し,運営しなければならない｡

(2)基準第35条第2項第1号に掲げている｢ユニット｣

は,居室及び共同生活室のほか,洗面設備及び便所を

含むものである｡

(3)入居者が,自室のあるユニットを超えて広がりの

ある日常生活を楽しむことができるよう,他のユニッ

トの入居者と交流したり,多数の入居者が集まったり

することのできる場所を設けることが望ましい｡

(4)ユニット(第3項第1号)

ユニットは,居宅に近い居住環境の下で,居宅にお

ける生活に近い日常の生活の中でケアを行うというユ

ニットケアの特徴を踏まえたものでなければならない｡

(5)居室(第1号イ)

①上記(1)のとおりユニットケアには個室が不可欠

なことから,居室の定員は1人とする｡ただし,夫婦

で居室を利用する場合などサービスの提供上必要と認

められる場合は, 2人部屋とすることができる｡

②居室は,いずれかのユニットに属するものとし,当

該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けなけ

ればならない｡

この場合, ｢当該ユニットの共同生活室に近接して一

体的に設け｣られる居室とは,次の3つをいうo



(3)地階に設けてはならないこと｡

(4)
-の居室の床面積は, 13.2平方メートル以上を

標準とすること｡ただし,(1)ただし書きの場合にあっ

ては, 21.3平方メートル以上を標準とすること｡

(ア)当該共同生活室に隣接している居室

(イ)当該共同生活室に隣接してはいないが, (ア)の

居室と隣接している居室

(ウ)その他当該共同生活室に近接して一体的に設けら

れている居室(他の共同生活室の(ア)及び(イ)に

該当する居室を除く｡)

③ユニットの入居定員

小規模生活単位型特別養護老人ホームは,各ユニッ

トにおいて入居者が相互に社会的関係を築き,自立的

な日常生活を営むことを支援するものであることか

ら, -のユニットの入居定員は! 10人以下とすること

を原則とする｡

ただし,敷地や建物の構造上の制約など特別のじじょ

うによりやむを得ない場合であって,各ユニットにお

いて入居者が相互に社会的関係を築き,自立的な日常

生活を営むことを支援するのに支障がないと認められ

る場合には,入居定員が10人を超えるユニットも求め

る｡なお,この場合にあっても,次の二つの要件を満

たさなければならない｡

(ア)入居定員が10人を超えるユニットにあっては,｢お

おむね10人｣と言える範囲内の入居定員であること｡

(イ)入居定員が10人を超えるユニットの数は,当該

施設の総ユニット数半数以下であること｡

④ユニットの入居定員に関する特別養護老人ホーム(建

築中のものを含む｡)が,その建物を同日以降に改修し

てユニットを造る場合にあっては,施設を新増築した

り,改築したりする場合に比べて,現にある建物の構

造や敷地などの面で,より大きな制約が想定されてい

ることから,上記③の(イ)は適用しない｡

また,平成15年4月1日に現に存する特別養護老人

ホーム(建築中のものを含む｡)が同日において現にユ

ニットを有している(建築中のものを含む｡)場合は,

当該ユニットについては,上記③は適用しない｡ただし,

当該ユニットが改築されたときは,この限りではない｡

⑤居室の床面積

小規模生活単位型特別養護老人ホームでは!居宅に

近い居住環境の下で,居宅における生活に近い日常の

生活の中でケアを行うため,入居者は長年使い慣れた

箪笥などの家具を持ち込むことを想定している｡

このため, -の居室の床面積は, 13.2平方メートル

以上(居室内に洗面設備が設けられているときはその

面積を含み,居室内に便所が設けられているときはそ

の面積を除く｡)を標準とするとともに,身の回りの品

を保管することができる設備は,必要に応じて備えれ

ば足りることとしている｡



(5)寝台又はこれに代わる設備を備えること｡

(6) -以上の出入口は,非難上有効な空地,廊下,共

同生活室又は広間に直接面して設けること｡

(7)床面積の14分の1以上に相当する面積を直接外

気に面して開放できるようにすること｡

(8)必要に応じて入居者の身の回りの品を保管するこ

とができる設備を備えること｡

(9)ブザー又はこれに代わる設備を設けること｡

ロ 共同生活室

(1)共同生活室は,いずれかのユニットに属するもの

とし,当該ユニットの入居者が交流し,共同で日常生

活を営むための場所としてふさわしい形状を有するこ

と｡

(2)地階に設けてはならないこと｡

(3) -の共同生活室の床面積は! 2平方メートルに当

該共同生活室が属するユニットの入居定員を乗じて得

た面積以上を標準とすること｡

(4)必要な設備及び備品を備えること｡

ここで｢標準とする｣とは, 13.2平方メートル以上

とすることが原則であるが,平成15年4月1日に現に

存する特別養護老人ホームが,その建物を同日以降に

改修してユニットを造る場合に,現にある建物の構造

や敷地上の制約など特別の事情によって,当該面積を

確保することが困難であると認められるときには,上

記の趣旨を損なわない範囲で, 13.2平方メートル未満

であっても差し支えないという趣旨である｡

なお,平成15年4月1日に現に存する特別養護老人

ホームが同日において現に有しているユニット(同日

以降に改築されたものを除く｡)にあっては, 10.65平

方メートル以上であれば足りるものとする｡

また,入居者-のサービス提供上必要と認められる

場合に2人部屋とするときは21.3平方メートル以上を

標準としていることについても,上記と同様の趣旨で

ある｡

(6)共同生活室(第1号ロ)

①共同生活室は,いずれかのユニットに属するものと

し,当該ユニットの入居者が交流し,共同で日常生活

を営むための場所としてふさわしい形状を有するもの

でなければならない｡このためには,次の2つの要件

を満たす必要がある｡

(ア)他のユニットの入居者が,当該共同生活室を通過

することなく,施設内の他の場所に移動することがで

きるようになっていること｡

(イ)当該ユニットの入居者全員とその介護等を行う職

員が一度に食事をしたり,談話等を楽しんだりするこ

とが可能な備品を備えた上で,当該共同生活室内を車

椅子が支障なく通行できる形状が確保されていること｡

②共同生活室の床面積

共同生活室の床面積について｢標準とする｣とされ

ている趣旨は,居室の床面積について上記(5)の⑤

にあるのと同様である｡

③共同生活室には,介護を必要とする者が食事をした

り,談話等を楽しんだりするのに適したテーブル,椅

子等の備品を備えていなければならない｡

また,入居者が,その心身の状況に応じて家事を行

うことができるように配慮する観点から,簡易な流し･



ハ 洗面設備

(1)居室ごとに設けるか,又は共同生活室ごとに適当

数設けること｡

(2)介護を必要とする者が使用するのに適したものと

すること｡

ニ 便所

(1)居室ごとに設けるか,又は共同生活室ごとに適当

数設けること｡

(2)ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに,

介護を必要とする者が使用するのに適したものとする

こと｡

二 浴室

介護を必要とする者が入浴するのに適したものとす

ること｡

三 医務室

イ 医療法第1条の5第2項に規定する診療所とする

こと｡

ロ 入居者を診察するために必要な医薬品及び医療用

具を備えるほか,必要に応じて臨床検査設備を設ける

こと｡

四 調理室

火気を使用する部分は,不燃材料を用いること｡

4
ユニット及び浴室は, 3階以上の階に設けてはな

らない｡ただし,次の各号のいずれにも該当する建物

に設けられるユニット又は浴室については,この限り

ではない｡
-

ユニット又は浴室のある3階以上の各階に通じる

特別避難階段を2以上(防災上有効な傾斜路を有する

場合又は車椅子若しくはストレッチャーで通行するた

めに必要な幅を有するバルコニー及び屋外に設けられ

る避難階段を有する場合は, 1以上)有すること｡

二 3階以上の階にあるユニット又は浴室及びこれら

から地上に通ずる廊下やその他の経路の壁及び天井の

室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること｡

三 ユニット又は浴室のある3階以上の各階が耐火構

造の壁又は建築基準法施行令第112条第1項に規定す

る特定防火設備により防災上有効に区画されているこ

と｡

5 前各項に規定するもののほか,小規模生活単位型

特別養護老人ホームの設備に関する基準は,次に定め

るところによる｡

-

廊下の幅は, 1.8メートル以上とすること,ただ

し,中廊下の幅は!2.7メートル以上とすること｡なお,

廊下の一部の幅を拡張することにより,入居者,職員

調理設備を設けることが望ましい｡

(7)洗面設備(第1号ハ)

洗面設備は,居室ごとに設けることが望ましい｡た

だし,共同生活室ごとに適当数設けることとしても差

し支えない｡この場合にあっては,共同生活室内の-ケ

所に集中して設けるのではなく, 2カ所以上に分散し

て設けることが望ましい｡なお,居室ごとに設ける方

式と,共同生活室ごとに設ける方式とを混在させても

差し支えない｡

(8)便所(第1号ニ)

便所は,居室ごとに設けることが望ましい｡ただし,

共同生活室ごとに適当数設けることとしても差し支え

ない｡この場合にあっては,共同生活室内の…ケ所に

集中して設けるのではなく, 2カ所以上に分散して設

けることが望ましい｡なお,居室ごとに設ける方式と,

共同生活室ごとに設ける方式とを混在させても差し支

えない｡

(9)浴室(第2号)

浴室は,居室のある階ごとに設けることが望ましい｡

(10)廊下(第5項第1号)

小規模生活単位型特別養護老人ホームにあっては,

多数の入居者や職員が日常的に一度に移動することは

ないことから,廊下の幅の一律の規制を緩和する｡

ここでいう｢廊下の一部の幅を拡張することにより,

入居者,職員等の円滑な往来に支障が生じないと認め



等の円滑な往来に支障が生じないと認められる場合に

は, 1.5メートル以上(中廊下にあっては, 1.8メート

ル以上)としても差し支えない｡

※

※

※

※

二 廊下,共同生活室,便所その他必要な場所に常夜

灯を設けること｡

三 廊下及び階段には手すりを設けること｡

四 階段の傾斜は,緩やかにすること｡

五 ユニット又は浴室が2階以上の階にある場合

は,
-以上の傾斜路を設けること｡ただし,エレベー

ターを設ける場合は,この限りではない｡

(サービスの基本方針)

第36条 入居者-のサービスの提供は,入居者が,そ

の有する能力に応じて,自らの生活様式及び生活習慣

に沿って自立的な日常生活を営むことができるように

するため,入居者-のサービスの提供に関する計画に

基づき,入居者の日常生活上の活動について必要な援

助を行うことにより,入居者の日常生活を支援するも

のとして行わなければならない｡

2 入居者-のサービスの提供は!各ユニットにおい

て入居者がそれぞれの役割を持って生活を営むことが

できるように配慮して行わなければならない｡

られる場合｣とは,アルコーブを設けることなどによ

り,入居者,職員等がすれ違う際にも支障が生じない

場合を想定している｡

このほか,小規模生活単位型特別養護老人ホームの

廊下の幅については,第2の2の(4)を準用する｡

この場合において,第2の2の(4)中｢静養室｣と

あるのは｢共同生活室｣と読み替えるものとする｡

(ll)小規模生活単位型特別養護老人ホームの設備につ

いては,上記の(1)から(10)までによるほか,第

2の2の規定((4)及び(12)を除く｡)を準用する｡

この場合において,第2の2の(1)中｢静養室,食堂,

浴室及び機能訓練室｣とあるのは｢共同生活室及び浴室｣

と,同(9)中｢静養室,食堂｣とあるのは｢共同生活室｣

と,同(10)中｢,食堂及び機能訓練室｣とあるのは｢及

び共同生活室｣と読み替えるものとする｡

5 サービスの取扱方針

(1)基準第36条第1項は,第33条第1項の基本方針

を受けて,入居者-のサービスの提供は,入居者が自

立的な日常生活を営むことができるよう支援するもの

として行われなければならないことを規定したもので

ある｡

入居者-のサービスの提供に当たっては,入居前

の居宅における生活と入居後の生活が連続したもの

となるよう配慮することが必要であり,このため職員

は!一人一人の入居者について,個性,心身の状況､

入居に至るまでの生活歴とその中で培われてきた生活

様式や生活習慣を具体的に把握した上で､その日常生

活上の活動を適切に援助しなければならない｡

なお,こうしたことから明らかなように､入居者の

意向にかかわりなく集団で行うゲームや,日常生活動

作にない動作を通じた機能訓練など】家庭の中では通

常行われないことを行うのは,サービスとして適当で

ない｡

(2)基準第36条第2項は,第33条第1項の基本方針

を受けて,入居者-のサービスの提供は,入居者がユ

ニットにおいて相互に社会的関係を築くことができる

よう,それぞれ役割を持って生活を営めるように配慮

して行われなければならないことを規定したものであ

る｡

このため職員は,入居者相互の信頼関係が醸成され

るよう配慮することが必要であるが,同時に入居者が

他の入居者の生活に過度に干渉し,自立的な生活を損



なうことのないようすることにも配慮が必要である｡

3 入居者-のサービスの提供は,入居者のプライバ

シーの確保に配慮して行わなければならない｡

4 入居者-のサービスの提供は,入居者の自立した

生活を支援することを基本として,入居者の要介護状

態の軽減又は悪化の防止に資するよう,その者の心身

の状況等を常に把握しながら,適切に行わなければな

らない｡

5 ノト規模生活単位型特別養護老人ホームの職員は,

入居者-のサービスの提供に当たって,入居者又はそ

の家族に対し,サービスの提供方法等について,理解

しやすいように説明を行わなければならない｡

6 小規模生活単位型特別養護老人ホームは!入居者

へのサービスの提供に当たっては!当該入居者又は他

の入居者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを

得ない場合を除き,身体的拘束等を行ってはならない｡

7 小規模生活単位型特別養護老人ホームは,前項の

身体的拘束等を行う場合には,その態様及び時間,そ

の際の入居者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理

由を記録しなければならない｡

8 小規模生活単位型特別養護老人ホームは,自らそ

の提供するサービスの質の評価を行い,常にその改善

を図らなければならない｡

(介護)

第37条 介護は,各ユニットにおいて入居者が相互に

社会的関係を築き,自立的な日常生活を営むことを支

援するよう,入居者の心身の状況等に応じ,適切な技

術をもって行わなければならない｡

2 小規模生活単位型特別養護老人ホームは, r入居者

の日常生活における家事を,入居者が,その心身の状

況等に応じて,それぞれの役割を持って行うよう適切

に支援しなければならない｡

3 小規模生活単位型特別養護老人ホームは,入居者

が身体の清潔を維持し,精神的に快適な生活を営むこ

とができるよう,適切な方法により,入居者に入浴の

機会を提供しなければならない｡ただし,やむを得な

い場合には,消しきを行うことをもって入浴の機会を

提供に代えることができる｡

4 小規模生活単位型特別養護老人ホームは,入居者

6 介護

(1)基準第37条第1項は,介護が,第36条第1項及

び第2項のサービスの取り扱い方針を受けた適切な技

術をもって行わなければならないことを規定したもの

である｡

自立的な日常生活を営むことを支援するという点で

は!入居者の日常生活上の活動-の援助が過剰なもの

となることのないよう留意する必要がある｡

また,入居者が相互に社会的関係を築くことを支援

するという点では,単に入居者が家事の中で役割を持

つことを支援するにとどまらず,例えば,入居者相互

の間で,頼り,頼られるといった精神的な面での役割

が生まれることを支援することにも留意する必要があ

る｡

(2)基準第37条第2項の｢日常生活における家事｣には,

食事の簡単な下準備や配膳,後片付け,清掃やゴミ出

しなど,多様なものが考えられる｡

(3)基準第37条第3項は,入浴が,単に身体の清潔

を維持するだけでなく,入居者が精神的に快適な生活

を営む上でも重要なものであることから,こうした観

点に照らして｢適切な方法により｣これを行うことと

するとともに,同様の観点から,一律の入浴回数を設

けるのではなく,個浴の実施など入居者の意向に応じ

ることができるだけの入浴機会を設けなければならな

いことを規定したものである｡

(4)小規模生活単位型特別養護老人ホームにおける介



の心身の状況に応じて,適切な方法により,排せつの

自立について必要な支援を行わなければならない｡

5 小規模生活単位型特別養護老人ホームは,おむつ

を使用せざるを得ない入居者については,排せつの自

立を図りつつ,そのおむつを適切に取り替えなければ

ならない｡

6 小規模生活単位型特別養護老人ホームは,前各項

に規定するもののほか,入居者が行う離床,着替え,

整容等の日常生活上の行為を適切に支援しなければな

らない｡

7 小規模生活単位型特別養護老人ホームは,常時1

人以上の常勤の介護職員を介護に従事させなければな

らない｡

8 小規模生活単位型特別養護老人ホームは,入居者

に対し,その負担により,当該小規模生活単位型特別

養護老人ホームの職員以外の者による介護を受けさせ

てはならない｡

(食事)

第38条 小規模生活単位型特別養護老人ホームは,栄

養並びに入居者の心身の状況及び噂好を考慮した食事

を提供しなければならない｡

2 小規模生活単位型特別養護老人ホームは,入居者

の心身の状況に応じて,適切な方法により,食事の自

立について必要な支援を行わなければならない｡

3 小規模生活単位型特別養護老人ホームは,入居者

の生活習慣を尊重した適切な時間に食事を提供すると

ともに,入居者がその心身の状況に応じてできる限り

自立して食事を摂る事ができるよう必要な時間を確保

しなければならない｡

4 小規模生活単位型特別養護老人ホームは】入居者

が相互に社会的関係を築くことができるよう,その意

思を尊重しつつ,入居者が共同生活室で食事を摂るこ

とを支援しなければならない｡

(社会生活上の便宜の提供等)

第39条 小規模生活単位型特別養護老人ホームは,入

居者の噂好に応じた趣味,教養又は娯楽に係る活動の

機会を提供するとともに,入居者が自律的に行うこれ

らの活動を支援しなければならない｡

2 小規模生活単位型特別養護老人ホームは,入居者

が日常生活を営むのに必要な行政機関等に対する手続

について,その者又はその家族が行うことが困難であ

る場合は,その者の同意を得て,代わって行わなけれ

護については,上記の(1)から(3)までによるほか,

第4の4の(3)から(6)までを準用するD この場

合において,第4の4の(6)中｢同条第6項｣とあ

るのは｢第37条第7項｣と読み替えるものとする｡

7 食事

(1)基準第38条第3項は,第36条第1項のサービス

の取扱方針を受けて,食事は,入居者の生活習慣を尊

重した適切な時間に提供しなければならないこと,ま

た,施設側の都合で急かしたりすることなく,入居者

が自分のペースで食事を摂ることができるよう十分な

時間を確保しなければならないことを規定したもので

ある｡

(2)基準第38条第4項は,第33条第1項の基本方針

を受けて,入居者の意思を尊重し,また,その心身の

状況に配慮した上で,できる限り離床し,共同生活室

で食事を摂ることができるよう支援しなければならな

いことを規定したものである｡

(3)小規模生活単位型特別養護老人ホームにおける食

事については,上記の(1)及び(2)によるほか,

第4の5の(1)から(5)までを準用する｡

8 社会生活上の便宜の提供等

(1)基準第39条第1項は,第36条第1項のサービス

の取扱方針を受けて,入居者一人一人の噂好を把握し

た上で,それに応じた趣味,教養又は娯楽に係る活動

の機会を提供するとともに,同好会やクラブ活動など

を含め,入居者が自律的に行うこれらの活動を支援し

なければならないことを規定したものである｡



ばならない

3 小規模生活単位型特別養護老人ホームは,常に入

居者の家族との連携を図るとともに,入居者にその家

族との交流等の機会を確保するよう努めなければなら

ない｡

4 小規模生活単位型特別養護老人ホームは,入居者

の外出の機会を確保するよう努めなければならない｡

(勤務体制の確保等)

第40条 小規模生活単位型特別養護老人ホームは,入

居者に対し,適切なサービスを提供することができる

よう,職員の勤務の体制を定めておかなければならな

い｡

2 前項の職員の勤務の体制を定めるに当たっては!

入居者が安心して日常生活を送ることができるよう,

継続性を重視したサービスの提供に配慮しなければな

らない｡

3 小規模生活単位型特別養護老人ホームは,当該

小規模生活単位型特別養護老人ホームの職員によって

サービスを提供しなければならない｡ただし,入居者

-のサービスの提供に直接影響を及ぼさない業務につ

いては,この限りでない｡

4 小規模生活単位型特別養護老人ホームは,職員に

対し,その資質の向上のための研修の機会を確保しな

ければならない｡

(定員の遵守)

第41条 小規模生活単位型特別養護老人ホームは,ユ

ニットごとの入居定員及び居室の定員を超えて入居さ

せてはならない｡ただし,災害やその他のやむを得な

い事情がある場合は,この限りではないo

(準用)

第3条から第6条まで,第8条から第10条まで,

( 2)小規模生活単位型特別養護老人ホームの居室は,

家族や友人が来訪･宿泊して入居者と交流するのに適

した個室であることから,これらの者ができる限り気

軽に来訪･宿泊することができるよう配慮しなければ

ならない｡

(3)小規模生活単位型特別養護老人ホームにおける社

会生活上の便宜の提供については,上記の( 1 )及び(2)

によるほか,第4の7の(2)から(4)までを準用する｡

この場合において,第4の7の(2)中｢同条第2項｣

とあるのは｢第39条第2項｣と,同(3)中｢同条第

3項｣とあるのは｢第39条第3項｣と,同(4)中｢同

条第4項｣とあるのは｢第39条第4項｣と読み替える

ものとする｡

9 勤務体制の確保

(1)基準第40条第2項は,第36条第1項のサービス

の取扱方針を受けて,職員の勤務体制を定めるに当たっ

ては,継続性を重視したサービスの提供に配慮しなけ

ればならないことを規定したものである｡

これは,職員が,一人一人め入居者について,個性,

心身の状況,生活歴などを具体的に把握した上で,そ

の日常生活上の活動を適切に援助するためには,いわ

ゆる｢馴染みの関係｣が求められることによるもので

ある｡

(2)小規模生活単位型特別養護老人ホームにおける介

護職員等の勤務体制については,次の配置を行うこと

が望ましい｡

①日中については,ユニットごとに常時1人以上の介

護職員又は看護職員を配置すること｡

②夜間及び深夜については, 2ユニットごとに1人以

上の介護職員又は看護職員を夜間及び深夜の勤務に従

事する職員として配置すること｡

(3)小規模生活単位型特別養護老人ホームにおける勤

務体制の確保等については,上記の(1)及び(2)

によるほか,第4の11を準用する｡この場合において,

第4の11中｢第24条｣とあるのは｢第40条｣と,同(3)

中｢同条第2項｣とあるのは｢同条第3項｣と,同(4)

中｢同条第3項｣とあるのは｢同条第4項｣と読み替

えるものとする｡

10 準用

基準第42条の規定により,第3条から第6条まで,



第12条の2から第14条まで,第18条,第20条から

第23条まで,第26条から第31条までの規定は,小規

模生活単位型特別養護老人ホームについて準用する｡

この場合において,第9条第2項第3号中｢第15条第

5項｣とあるのは, ｢第36条第7項｣と,同項第4号

中｢第29条第2項｣とあるのは｢第42条において準

用する第29条第2項｣と,同項第5号中｢第31条第2項｣

とあるのは｢第42条において準用する第31条第2項｣

と,第23条第2項中｢第7条から第9項まで及び第

12条の2から第31条まで｣とあるのは｢第34条,第

36条から第41条まで並びに第42条において準用する

第8条,第9条,第12条の2から第14条まで,第18条,

第20条から第23条まで及び第26条から第31条まで｣

と読み替えるものとする｡

第8条から第10条まで,第12条の2から第14条まで,

第18条,第20条から第23条まで,第26条から第31

条までの規定は】小規模生活単位型特別養護老人ホー

ムについて準用されるものであるため,第1の2から

5まで及び7から9まで,第2の1,並びに第4の1,2

((2)を除く｡), 6,8から10まで及び12から17ま

でを参照すること｡



参考資料2

小規模生活単位型指定介護老人福祉施設等の居住費について

老計発第o319002号

平成15年3月19日 老振発第0319003号

老老発第0319002号

各都道府県介護保険主管部(局)長殿

計画課長

厚生労働省老健局 振興課長 通知

老人保健課長

先般､指定介護老人福祉施設の人員､設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令(平成1
5

年厚生労働省令第30号｡以下｢指定基準一部改正省令｣という｡)が公布され､平成1 5年4月1日

より､小規模生活単位型指定介護老人福祉施設及び一部小規模生活単位型指定介護老人福祉施設(以

下｢ユニット型施設｣という｡)は､入居者(一部小規模生活単位型指定介護老人福祉施設にあっては､

ユニット部分の入居者｡以下同じ｡)から､ユニットの提供を行うことに伴い必要となる費用(以下｢居

住費｣という｡)の額の支払を受けることができることとされた｡

また､居住費の額については｢所得の状況その他の事情をしん酌して厚生労働大臣が定める者につ

いては,厚生労働大臣が定める基準により算定した額を控除した額とする｣こととされたことに伴い､

指定介護老人福祉施設の人員､設備及び運営に関する基準第4 1条第3項第2号の規定に基づき厚生

労働大臣が定める者及び厚生労働大臣が定める基準により算定した額(平成1 5年厚生労働省告示第

93号｡以下｢第93号告示｣という｡)が､併せて公布されたところである｡

更に､指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成1 2年厚生省告示第2 1

号)では､小規模生活単位型介護福祉施設サービス費及び小規模生活単位型旧措置入所者介護福祉施

設サービス費(以下｢ユニット型施設サービス費｣という｡)については､別に厚生労働大臣が定める

基準に適合する指定介護福祉施設サービスを行う指定介護老人福祉施設として都道府県知事に届け出

たものにおいて､所得の状況その他の事情をしん酌して別に厚生労働大臣が定める基準に適合する入

居者に対して指定介護福祉施設サービスを行った場合に､当該入居者の基準に係る区分に従い､所定

単位数に3 3単位又は6 6単位を加算することとされているところであるが､これについても､先般､

厚生労働大臣が定める者等の一部を改正する件(平成1 5年厚生労働省告示第8 2号)及び厚生労働

大臣が定める施設基準の一部を改正する件(平成1 5年厚生労働省告示第8 4号)が公布され､平成

1 5年4月1日から施行することとされたところである｡

っいては､これらの取扱について下記のとおり定めたので､御了知の上､管内市町村､関係団体等

に周知徹底を図るとともに､その運用に遺憾のないようにされたい｡なお､先般､併せて指定居宅サ

ービス等の事業の人員､設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令(平成1 5年厚生労働省令

第2 8号)が公布され､平成1 5年4月1日より､小規模生活単位型指定短期入所生活介護事業者及

び一部小規模生活単位型指定短期入所生活介護事業者は､利用者(一部小規模生活単位型指定短期入



所生活事業者にあっては､ユニット部分の利用者)からユニットの提供を行うことに伴い必要となる

費用の額の支払を受けることができることとされたところであるが､これについては､下記1 (居住

費の減額に係る部分を除く｡)に準じて取り扱うこととされたい｡

記

1.居住費の受領について

(1)ユニット型施設は､居室ごとに居住費の額を定め､次の2.の減額対象者が入居する場合の減額

後の額とともに､運営規程に記載しなければならない｡ (指定基準一部改正省令による改正後の指

定介護老人福祉施設の人員､設備及び運営に関する基準(平成1 1年厚生省令第3 9号｡以下｢指

定基準｣という｡)第46条及び第58条)この場合､居住費の算定方法は､別紙のとおりである｡

(2)ユニット型施設は､あらかじめ､入居者又はその家族に対し､居住費の額(次の2.の減額対象

者については､減額後の額｡ (4)において同じ｡)及びその根拠について説明を行い､入居者の

同意を得なければならない｡ (指定基準第4 1条第4項及び第5 3条)

(3)ユニット型施設は､居住費の額の変更に関するルールを定め､運営規程に記載しなければならない｡

(指定基準第4 6条及び第5 8条)

(4)ユニット型施設は､居住費の額を変更するときは､あらかじめ､入居者又はその家族に対し､変

更後の居住費の額及びその根拠について説明を行い､入居者の同意を得なければならない｡ (指定

基準第4 1条第4項及び第5 3条)

2.居住費の減額について

ユニット型施設は､入居者のうち第9 3号告示に定める者については､居住費を減額しなければ

ならない｡

その具体的な取扱の概要は､次のとおりである｡

( 1 )建築時に国の負担金若しくは都道府県等の補助金(国が社会福祉施設等施設整備費補助金を交付

するものに限る｡)又はこれらに準ずるもの(以下｢国の補助金等｣という｡)を受けていないユ

ニットの入居者であって､介護保険法第4 8条第2項第2号に規定する標準負担額(平成1 2年

厚生省告示第6 2号｡以下｢標準負担額告示｣という｡)又は介護保険法施行法第1 3条第4項

第2号に規定する特定標準負担額(平成1 2年厚生省告示第6 4号｡以下｢特定標準負担額告示｣

という｡)に規定する食費に係る標準負担額又は特定標準負担額が1日につき5 0 0円のものにつ

いては､ 1日につき､厚生労働大臣が定める-単位の単価(平成1 2年厚生省告示第2 2号)に

規定する-単位の単価(以下｢単価｣という｡)に3 3単位を乗じて得た額を減額しなければなら

ない｡

ただし､ 1日当たりの居住費の額が単価に33単位を乗じて得た額を下回るときは､ 1日につ

き減額しなければならない額は､当該1日当たりの居住費の額とする｡

(2)建築時に国の補助金等を受けていないユニットの入居者であって､標準負担額告示又は特定標準

負担額告示に規定する食費に係る標準負担額又は特定標準負担額が1日につき3 0 0円(又は

300円未満)のものについては､ 1日につき､単価に66単位を乗じて得た額を減額しなけれ

ばならない｡

ただし､ 1日当たりの居住費の額が単価に66単位を乗じて得た額を下回るときは､ 1日につ

き減額しなければならない額は､当該1日当たりの居住費の額とする｡



(3)留意事項

①建築時に国の補助金等を受けていないユニットとは､当該部分の整備費に対して国の補助金等

が交付されていないユニットをいうものである｡

②上記(1)及び(2)中｢建築時｣とあるのは､新築､増築又は改築のときを指すが､既存の

建物を改修してユニットを造る場合にあっては､当初の建築時と改修時の双方を指すものとす

る｡

③その整備が既存の建物の買収又は改造によって行われたものであるときは､上記(1)及び(2)

中｢建築時｣とあるのは｢買収又は改造時｣と読み替えるものとする｡

3.ユニット型施設サービス費-の加算について

(1)上記2.の減額対象者に係るユニット型施設サービス費には､当該減額分に相当する加算を行う｡

なお､上記2.の(1)及び(2)のただし書の場合は､ 1日につき､ 1日当たりの居住費の額

を単価で除した単位数(当該単位数に小数点未満の端数があるときは､これを四捨五入するもの

とする｡)を加算する｡

(2)介護保険法施行規則(平成1 1年厚生省令第36号)第1 34条又は第1 35条の規定により運

営規程の提出を受けた都道府県知事は､ 1日当たりの居住費の額が単価に3 3単位又は6 6単位

を乗じて得た額を下回っている施設については､介護保険法(平成9年法律第1 2 3号)第90

条の規定に基づく指導監査の際､ユニット型施設サービス費-の加算が適正に行われているか確

認するものとする｡



居住費の算定方法

1.居住費の算定の基礎となる費用について

(1)居住費の算定の基礎となる費用は､次の費用とする｡

①建物及び建物附属設備の取得費用(以下｢建物費用｣という｡)

②器具及び備品の取得費用(以下｢器具及び備品費用｣という｡)

(2)建物費用については､次のとおりとする｡

①国庫補助算定対象となる設備のうち浄化槽､エレベーター､スプリンクラー､消融雪設備､介

護用リフト等の取得費用を含まない｡

②借入金の元利償還金を含む｡

③建物を改修してユニットを造る場合にあっては､改修部分の当初の建築に係る建物費用の自己

負担額を基に､償却期間2 0年間の定額法で当該建物費用の残存価値を算出し､これに改修に

要する費用を加えて､建物費用を算出する｡

(3)器具及び備品費用については､次のとおりとする｡

①車椅子､特殊寝台等の福祉用具の取得費用を含まない｡

②賃借料を含む｡

(4)修繕費は､建物及び建物附属設備並びに器具及び備品の修繕又は模様替えの費用を指す｡

2.居住費の算定について

(1)上記1.の(1)の費用の中から､次の方法により､ユニットに係る費用を算出する｡

①ユニットの建物費用

ア 建物費用(借入金利息を除く｡以下アにおいて同じ｡)は､ユニットの建築床面積と､ユニ

ット以外の部分の建築床面積の比で按分して算出する｡

ただし､借入金利息については､ユニットに係る建物費用の自己負担額と､ユニット以外

の部分に係る建物費用の自己負担額の比で按分して算出する｡なお､それぞれに係る建物費

用の自己負担額は､建物費用をユニットの建築床面積とユニット以外の部分の建築床面積の

比で按分して算出した額から､それぞれ､支弁された施設整備費補助金の額を控除すること

により算出する｡

イ 建物を改修してユニットを造る場合にあっては､建物費用のうち改修に要する費用(借入

金利息を含む｡)は､実態に則して､できる限りユニットに係る費用と､ユニット以外の部分

に係る費用に振り分ける｡

振り分けることができない費用については､上記アの取扱に準じて算出する｡

②ユニットの器具及び備品費用､修繕費並びに光熱水費及び燃料費

実態に即して､できる限りユニットに係る費用と､ユニット以外の部分に係る費用に振り分ける｡

振り分けることができない費用については､ユニットの建築床面積と､ユニット以外の部分の

建築床面積の比で按分して算出する｡

(2)上記(1)により算出したユニットに係る費用を基に､次の方法により①及び②を算定し､その

合計額をもって､居室ごとの居住費の額を算定する｡



なお､居住費の額は､居室によって､その面積等を基準に異なる額とすることができる｡

Q)建物費用分

ア
ユニットの建物費用と､原価算定期間(費用を回収するための期間をいう｡以下同じ｡)中

に見込まれる居住費の建物費用分の合計額が-敦するように設定する｡

(参考)ユニットの建物費用-居住費の建物費用分×原価算定期間×入居者見込数(現在価値

で換算した額が一致するように設定して差し支えない｡)

イ 原価算定期間は､ 20年以上の期間を設定するものとする｡

ただし､建物を改修してユニットを造る場合にあっては､ ｢改修後の建物の残存使用可能

期間として合理的に見積もられる期間｣を原価算定期間とする｡なお､ ｢当初の建築時から

改修に至るまでの経過期間｣と｢改修後の建物の残存使用可能期間として合理的に見積もら

れる期間｣の合計は､ 20年以上としなければならない｡

② ユニットの器具及び備品費用､修繕費並びに光熱水費及び燃料費分

償却資産の耐用年数等の合理的な基準や過去の実績を基礎として､適切に見積もる｡

なお､見積もり当時に想定していなかった事情により新たな費用が発生したときは､当該費

用を基礎として､居住費の額を変更することができる｡



参考資料3

一部小規模生活単位型特別養護老人ホームに係る最低基準及び解釈通知の対照表

○特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第46号｡以下｢最低基準｣

という｡)は,特別養護老人ホームが満たすべき最低限の基準を定めたもの｡

○また, ｢特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準について｣ (平成12年3月17日老

発第214号 厚生省老人保健福祉局長通知｡以下｢解釈通知｣という｡)は,最低基準の趣旨

及び内容を明らかにしたもの｡

○本表は,小規模生活単位型特別養護老人ホーム及び一部小規模生活単位型特別養護老人ホー

ムに係る最低基準の規定及び解釈通知の当該部分を対照表にしたものである｡

○なお,小規模生活単位型指定介護老人福祉施設及び一部小規模生活単位型指定介護老人福祉

施設に係る指定基準及び解釈通知の対応表にはなく,本表のみに記載されている事項につい

ては,左に※印を付している｡



第4章
一部小規模生活単位型特別養護老人ホームの

基本方針並びに設備及び運営に関する基準

(この章の趣旨)

第43条 第2章(第12条を除く｡)の規定にかかわ

らず､一部小規模生活単位型特別養護老人ホーム(施

設の一部においてユニットごとに入居者の日常生活が

営まれ､これに対する支援が行われる特別養護老人ホー

ムをいう｡以下同じ｡)の基本方針並びに設備及び運営

に関する基準については､この章に定めるところによ

る｡

(基本方針)

第44条 一部小規模生活単位型特別養護老人ホーム

の基本方針は､ユニットごとに入居者の日常生活が営

まれ､これに対する支援が行われる部分(以下｢ユニッ

ト部分｣という｡)にあっては第33条に､それ以外の

部分にあっては第2条に定めるところによる｡

(運営規程)

第45条 一部小規模生活単位型特別養護老人ホーム

は､次に掲げる施設の運営についての重要事項に関す

る規程を定めておかなければならない｡
一

施設の目的及び運営の方針

二 職員の職種､数及び職務の内容

三 ユニット部分の入居定員及びそれ以外の部分の入

所定員

四 ユニット部分のユニットの数及びユニットごとの

入居定員

五 ユニット部分の入居者-のサービスの提供の内容

及び費用の額

六 ユニット部分以外の部分の入所者-のサービスの

提供の内容及び費用の額

七 施設の利用に当たっての留意事項

八 非常災害対策

九 その他の施設の運営に関する重要事項

(設備の基準)

第46条 一部小規模生活単位型特別養護老人ホーム

の設備の基準は､ユニット部分にあっては第35条に､

それ以外の部分にあっては第11条に定めるところによ

る｡ただし､浴室､医務室､調理室､洗濯室又は洗濯場､

汚物処理室､介護材料室及び事務室その他の運営上必

要な設備については､ユニット部分の入居者及びそれ

以外の部分の入所者-のサービスの提供に支障がない

第6
一部小規模生活単位型特別養護老人ホーム

1第4章の趣旨

平成1 5年4月1日に現に存する特別養護老人ホーム

(建築中のものを含む｡)が､その建物を同日以降に改修､

改築又は増築して施設の一部にユニットを造り､ユニッ

トケアを行う場合､また､同日において現に存する特

別養護老人ホーム(建築中のものを含む｡)が同日にお

いて現に有している(建築中のものを含む｡)ユニット

で施設の一部においてユニットケアを行う場合は､こ

れを一部小規模生活単位型特別養護老人ホームとし､

その基本方針並びに設備及び運営に関する基準につい

ては､第2章ではなく､第4章に定めるところによる

ものである｡なお､人員に関する基準については､基

準第1 2条に定めるところによるので､留意すること｡

2 基本方針

基準第4 4条は､一部小規模生活単位型特別養護老人

ホームの基本方針は､ユニット部分にあっては小規模

生活単位型特別養護老人ホームの基本方針(基準第

33条)に､また､それ以外の部分にあっては特別養

護老人ホームの基本方針(基準第2条)に定めるとこ

ろによることを規定したものである｡これを受けて､

設備､サービスの取扱方針､介護､食事､社会生活上

の便宜の提供等､勤務体制の確保等及び定員の遵守に

ついて､基準第46条から第52条までに､ユニット

部分の基準とそれ以外の部分の基準を規定している｡

3 運営規程(基準第45条)

入居(入所)定員並びにサービスの提供の内容及び費

用の額については､ユニット部分とそれ以外の部分の

それぞれについて明らかにしなければならない｡



ときは､それぞれ-の設備をもって､ユニット部分及

びそれ以外の部分に共通の設備とすることができる｡

(サービスの取扱方針)

第47条 一部小規模生活単位型特別養護老人ホーム

のサービスの取扱方針は､ユニット部分にあっては第

36条に､それ以外の部分にあっては第15条に定める

ところによる｡

(介護)

第48条 一部小規模生活単位型特別養護老人ホーム

の介護は､ユニット部分にあっては第37条に､それ以

外の部分にあっては第16条に定めるところによる｡

(食事)

第49条
一部小規模生活単位型特別養護老人ホーム

の食事は､ユニット部分にあっては第38条に､それ以

外の部分にあっては第17条に定めるところによる｡

(社会生活上の便宜の提供等)

第50条
一部小規模生活単位型特別養護老人ホーム

の社会生活上の便宜の提供等は､ユニット部分にあっ

ては第39条に､それ以外の部分にあっては第19条に

定めるところによる｡

(勤務体制の確保等)

第51条 一部小規模生活単位型特別養護老人ホーム

の勤務体制の確保等は､ユニット部分にあっては第40

条に､それ以外の部分にあっては第24条に定めるとこ

ろによる｡

(定員の遵守)

第52条 一部小規模生活単位型特別養護老人ホーム

の定員の遵守は､ユニット部分にあっては第41条に､

それ以外の部分にあっては第25条に定めるところによ

る｡

(準用)

第53条 第3条から第6条まで､第8条から第10条

まで､第12条の2から第14条まで､第18条､第20

条から第23条まで､第26条から第31条までの規定は､

一部小規模生活単位型特別養護老人ホームについて準

用する｡この場合において､第9条第2項第3号中｢第

15条第5項｣とあるのは｢第15条第5項及び第36条

第7項｣と､同項第4号中｢第29条第2項｣とあるの

は｢第29条第2項(第42条において準用する場合を

含む｡)｣と､同項第5号中｢第31条第2項｣とあるの

は｢第31条第2項(第42条において準用する場合を

含む｡)｣と､第23条第2項中｢第7条から第9条まで

及び第12条の2から第31条まで｣とあるのは｢第7

条から第9条まで及び第12条の2から第31条まで並

びに第34条､第36条から第41条まで並びに第42条

において準用する第8条､第9条､第12条の2から第

14条まで､第18条､第20条から第23条まで及び第

25条から第31条まで｣と読み替えるものとする｡

4 職員の配置の基準等

(1)基準第1 2条第1項第4号イに規定する基準は､

ユニット部分とそれ以外の部分のそれぞれで満たさな

ければならない｡

(2)日中にユニット部分の入居者に対するサービスの

提供に当たる介護職員又は看護職員が､その時間帯に

おいてそれ以外の部分の入所者に対してサービスの提

供を行う勤務体制とすることは､望ましくない｡

5
一部小規模生活単位型特別養護老人ホームのユニッ

ト部分については第5に､また､それ以外の部分につ

いては第1から第4までに､それぞれ定めるところに

よる｡
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特に,大原一興教授には,研究の初期段階からご指導いただきました｡また,黄表紙の合否判定がなかなか出ず,

落ち込んでいた私をずっと励ましていただき, 2月6日に黄表紙採用の報告にうかがった際の先生の笑顔は一生忘れ

られません｡私が本年度中に卒業できるのは,先生のご尽力の賜物であり,心から感謝いたします｡

藤岡泰寛講師には,同じく黄表紙合否判定で悩んでいた私を励ましていただきました｡また,ご自身が2005年に

博士論文に取り組んでおられ,論文,研究に対する姿勢を,我々後輩に身をもって示していただきました｡心から感

謝いたします｡

2005年に横浜国立大学をご退官されました,小滝一正先生(現横浜国立大学名誉教授)には,私を現在の道に導い

ていただきました｡先生のこれまでのご指導がなければ,私は本論文の目的を見出すこともできなかったと思います｡

心から感謝いたします｡

研究課程では,福島県N特養,東京都K特養,横浜市A特養の職員の皆ヰ乱 ご利用者の皆様に多大なご協力をいた

だき,心から感謝いたします｡

特に,福島県N特養の施設長様,ユニット研究会参加職員の皆様には, 1年7ケ月もの間,私の研究にご協力いただき,

膨大なアンケート,写真調各 職員設計コンペも快く引き受けてくださいましたo 皆さんとの議論の中には,私のこ

れまでの考え方を変えるご意見 新たな発見が多く, N特養での経験がなければ本論文は成り立たなかったといえま

す｡心より感謝いたします｡

また,グループホーム職員の日常生活概念構築事業において!貴重なご意見をいただきました研究委員会委員(吉

田正浩氏,生座本磯美氏,和田行男氏,石田和久氏,宮崎和加子氏)の皆嵐全国認知症グループホーム協会職員の皆様,

分析に尽力された合田淳平氏,後藤舞氏,黄文民に深く感謝いたします｡

さらに,卒業論文や修士論文で共通テーマに取り組んでくれた研究室の後輩である,山崎亜鶴氏(2006年度卒論),

岩本尚氏(2005年度卒論),金成律氏(2004年度修論), N特養での活動に協力してくれた朴宣河氏(2006年度D 1),

K特養での活動に協力してくれた有嶋清之氏(2006年度M2),山下奈緒氏(2006年度M2)に深く感謝いたします｡

また,お互い励ましあいながら,博士論文作成課程を共有することができた江水是仁氏(2006年度D3)に深く感

謝いたします｡

最期に,いつも私を理解,応援してくれる岩手の父,姉夫軌石山の祖父母,村上夫妻に深く感謝いたします｡また,

甥の碧葉の純粋で無邪気な笑顔にはずいぶん癒されました｡そして2001年にこの世を去った最愛の母に心から感謝

いたします｡

],F路･哲
2007年3月吉日 横浜にて


